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第1部 世界 と日本の個人情報保 護

一 橋 大 学 法 学 部 教 授

堀 部 政 男

1.個 人 情 報 保 護 法 の 制 定 国 と主 要 な 法 律 の 比 較

1.1プ ライバ シ ー保 護 法 ・デ ータ 保 護 法 の制 定 国

欧 米等 の主 要 国 をみ る と,プ ライ バ シー 保 護 法 ・デ ー タ保 護 法 が 既 に制

定 され,そ の運 用 の実 績 が 積 み重 ね られ てい る。 これ まで の と ころ,経 済

協 力開 発機 構(OrganizationforEconomicCo-operationandDevel-

opment,OECD)加 盟24カ 国 の 中 では,12カ 国 にお い て制 定 され て

い る。 連 邦制 を とる国 につ い て は 連 邦 法 の 制定 年 で示す と,そ の 制 定 年,

国名 及 び法 律名 は,次 の よ うに な る(ア メ リカについ ては,主 要 な 法 律 の

み を掲 げ る こ と にす る)。

1970年

1973年

1974年

1976年

1977年

1978年

1979年

1981年

ア メ リカ ・公 正信 用 報 告 法

ス ウ ェーデ ン:デ ー タ法

ア メ リカ:プ ライ バ シー法

ニ ュ ジー ラ ン ド:ワ ンガ ヌ イ ●コン ピ ュー タ ・セ ン ター

法

西 ドイ ツ:デ ー タ処理 に お け る個 人 デ ー タの濫 用 防止 に

関 す る法 律(デ ー タ保護 法)

カナ ダ:カ ナ ダ人権 法(1982年 に新 立 法)

フラ シ ス:情 報 の 処理 ・蓄 積 と 自由 に関 す る法 律

デ ン マー ク:公 的 機 関 に お け る デー タフ ァイル に関 す る

法 律;民 間機 関 にお け る デー タ フ ァイ ル に

関 す る法 律

ノル ウ ェー:個 人 デー タ フ ァイ ル に関 す る法 律

オ ー ス ト リア:個 人 デ ー タ の保 護 に関 す る連 邦法 律

ル ク セ ン ブル ク:電 子 計 算処 理 に係 る個 人 デ ー タ利 用規

制 法

ア イ ス ラ ン ド:個 人 デ ー タ フ ァイル に 関す る法律
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1982年 カ ナ ダ:プ ライバ シー法

1984年 イ ギ リス:デ ー タ保 護 法

これ らは,前 述 の よ うに,OECD加 盟 国 で あ るが,そ の 他 の 国 で も,

例 えば,イ ス ラ エル,ハ ン ガ リー,リ ヒテ ン シ ュ タイ ン等 にお い て,同 様

な 法 律 が で き てい る。

また,未 制 定 国 で も法 律制 定 の準 備 を進 め て い る国 や法 案 を 審議 してい

る国 が あ り,今 後,制 定 国 は,増 加 す る こ と にな るで あ ろ う。

1.2主 要 な法 律 の概 要 と比 較

こ こで検 討 の対 象 とす るス ウ ェー デ ン,ア メ リカ,西 ドイ ツ,フ ラ ンス

及 び イ ギ リス の法 律 名 は 前掲 の とお りであ るが,そ の概 要 は,別 表 に示す

と ころ か ら明 ら か にな る で あ ろ う。 これ ら を も とに法 律 の 簡単 な比 較 を試

み る こ とにす る(ア メ リカの場 合 は,専 ら1974年 の プ ライ バ シー法 を

比較 の 対 象 とす る こ と とす る)。

(1)規 制 対 象 領域

規 制 対 象 領 域 は,更 に,ア.対 象 分 野,イ.対 象 デー タ,及 び ウ.デ ー

タの種 類 に分 け る こ とが で き る。

ア.対 象 分 野

対 象分 野 な い し対 象 部 門 は,一 つ の法 律 で公 的 部 門(パ ブ リ ック ・セ

ク ター)と 民 間 部 門(プ ライ ベー ト ・セ ク ター)の 双 方 と して い る と こ

ろ が 多 い(ス ウ ェー デ ン,西 ドイ ツ,フ ラ ンス,イ ギ リス)。 これは,

オ ム ニバ ス 方 式 と呼ば れて い る。 この 点 で ア メ リカは,異 な った 方式 を

と ってい る。 別 表 では,二 つ の法 律 を掲 げ た に す ぎない が,こ の 国 には

対 象分 野 を 異 にす る様 々な プ ライ バ シー保 護法 が 存在 してい る。 この よ

うな 規 定 の 仕 方 は,セ グ メ ン ト方 式 な ど とい わ れ て い る。

イ.対 象 デ ー タ

対 象 デ ー タ とし ては,コ ン ピ ュー タ処 理(自 動 処 理)の デ ー タぱ か り

で な く,マ ニ ュア ル処 理(非 自動 処 理)の デ ー タを も規 制 して い る と こ

ろ が 目立 つ が,最 近 の イ ギ リス の デ ー タ保 護 法 は,自 動 処理 の もの に限

定 して い る(コ ン ピ ュー タ処 理 と 自動 処 理 とは,必 ず し も同 じでは な い 。
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主 要 国 ,に お.け る 個 人 情 報 保 護 法 の 概 要
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ス ウ ェ ー

デ ン
デ ー タ法

1973.

5

・

○ ○ 10 ○
※1

0 O ○ ○ O
※2

○
※3

○
※4

○ ○ ○ ○ デ ー タ検 査 院

ア メ リカ

合 衆 国

1974年 プ ラ イバ

シー法

1974.

12
○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ (つ ○ 行政御1艘予算庁

「

西 ドイ ツ 連邦データ保護法
1977.

1
O ○

※5
0 ○ O ○ ○ O O ○ ○ O ○ ○

'

○
.

述部データ保護

内務省
所管官庁(民間)

フ ラ ン ス

デ ー タ処 丘ll!、デ ー

タ ・フ ァイル 及 び

個人 の 諸 口山 に 関

す る法 律

1978,

1
O O

※6
0 O ○

※7
0 O O ○ ○ ○ O ○ ○ O ○ O O

情報処理と白山
に関する国家委

員会

カ ナ ダ

●

プ ライバ シー法
1982,

7
O ○ ○ O ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○

プ ラ イ バ シ ー ・

コ ミ ッ シ ョ ナ ー

内 閣 予 算 局

イ ギ リス
1984年 デ ー タ保

.

設法

1984.

7
O O ○ ○ ○

(登 録)
ll

○ ○ ○ O O O ○ O ○ O ○ ○ ○
データ保護登録
官
内務省

※1公 的部門 については、許可 を要 しないとされているが 、事実 上許可制 と同程度 の規制 を実 施。

※2公 示は情 報公開法によ り対処 。なお、 ファイル管理責 任者 は、個 人情報 ファイルの最新 リス トを保持す る義 務を負 うことを規定
。※

3フ ァイル管理責任者は、個 人情報に誤 りがあるときは、訂正 又は削除の義務 を負うことを規定。

※4明 文規定はな いが、デ ーsタ検 査院 が苦情 を処理。

1:1':、1聯 繋 瓢1‖1ζ ついては・一部規定の醐11・ 「行政鯛 ぱ けるイ固人麟 膿 胸'(紬 庁行晒 鯛)よ り

 

ー

ω

ー



後 者 のほ うが前 者 よ りも広 い 範 囲 を:カ・ミーす る も の と して 使 わ れ る こと

が あ る)。

ウ.デ ー タ の 種 類

こ こに掲 げ た 各 国 の法 律 で は個 人 デ ー タのみ とな って い るが,ソ ル ウ

ェー,オ ー ス トリア,ル ク セ ン ブ ル グ等 の法 律 は,法 人 等 の デ ー タも保

護 の対 象 と して い る。

② シス テ ムの設 置'.

シス テ ムの設置 につ い て は,許 可(同 意)制 と届 出制 に分 け た が,各 国 の

法律 の 中 には これ らの い ず れ か に 明確 に分 類 で きな い もの もあ る。 例 え ば,

ス ウ ェーデ ン検 査院 の許 可 が な けれ ば これ を設置 し又 は 保 有 す る こ とは で

きな い としな が ら も,こ の 規 定 は政 府 又は 議 会 の 決 定 に よ り設 置 され た個

人 記 録 には 適 用 され な い と定 め られ て い る。 また,イ ギ リス の デ ー タ保 護 層

法 は,登 録(Registration)と い う概 念 を用 い,登 録 官(Registrar)が

登 録 の 申請 を 拒 む こ とが で き る場 合 もあ、り得 る こ とを規 定 してい る。

(3)特 定 種 類 の デ ー タの収 集 ・入 力 の 制限

特 定 種 類 の デ ー タの 収集 ・入 力 の 制 限は,西 ドイ ツを 除 く4カ 国 の法律

には 規 定 され て い る。 そ の事 項 と して は,犯 罪,強 制処 分,健 康 ・医 療等,

社 会 扶 助,思 想 ・信 条,宗 教,人 種,労 働組 合 へ の 加 入等 にわ た ってい る。

西 ドイ ツの法 律 に も,所 掌 事 務 に関 連 し必 要な デー タの み を記 録 す る旨 の

規 定 が あ るの で,デ ー タの 収 集 や 入 力は,一 般 的 に制 限 され てい る とみな

け れ ば な らな い 。

(4)提 供 の 規 制

収 集 ・入 力 し た デ ー タを他 に提 供 す る こ と には一 定 の規 制 が課 せ られ て

い る。 また,デ ー タの通 常 の提 供 先 の公 示(ア メ リカ,西 ドイ ツ,イ ギ リ

ス)や 本 人へ の 通知(西 ドイ ツ)に つい て 定 め られ て い る場 合 が あ る。

⑤ デ ー タの維 持 ・管理

デ ー タの維 持 ・管理 は,何 らか の 形 で規 定 され て い る。 正 確 性 等 とな っ

てい るが,正 確 性 の ほ か,合 目的 性,完 全 性 につ い て も定 め て い る場 合 が

あ る(ア メ リカ)。
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(6)シ ス テ ムの 公示

ス ウ ェーデ ンを 除 く他 の 国 では,シ ス テ ムの 公 示 が行 わ れ る。 公示 項 目

は,国 に よ って 異 な るが,目 的,設 置 の 日付,所 在 地,個 人 の 範 囲,デ ー

タの種 類,シ ス テ ム設 置 の根 拠,ア クセ ス の手 続,定 型 的 利 用,運 営管 理,

情 報 源 の種 類 等 に及 んで い る。

(7)個 人 の 権 利

個 人 の権 利 は,更 にい つ か に分 け られ るが,自 己 に関す る閲 覧 請 求権 は,

どの法 律 も認 め てい る。 また,情 報の 内容 に誤 りが あ った場 合 の訂 正請 求

権 も明 文上 認 め てい る ものが 多 い 。 ス ウ ェーデ ンで も,訂 正 請 求 権 は 明文

の規 定 は ない が,運 用 上 承 認 され て い る。 不服 申立権 も,明 文 の規 定 を置

い てい る国 が 多い が,ス ウ ェー デ ンでは,運 用 上 認 め ら れ てい る。 しか し,

この よ うな閲 覧 ・訂正 請 求権 に も一 定 の 適用 除 外 が あ る。

(8)委 託 処理 の規 制

この委託 処 理 の規 制 につ い ては,委 託業 者 が 直接 法 律 の 適 用 を受 け る と

してい る立 法例 が 多い(ス ウ ェー デ ン,ア メ リカ,西 ドイ ツ,イ ギ リス)。

西 ドイ ツでは,こ れ に加 え て,委 託 を行 った行 政 機 関 が 法 律 遵 守義 務 を負

うとされ て い る。

(9)監 督 機 関

監 督 機 関 の名 称は,別 表 か ら明 らか で あ るが,西 ドイ ツ では,連 邦 デ ー

タ監督 官 は 国 に対 して権 限 を有 し,対 民 間 につ い ては 行 政 官 庁 が権 限 を行

使 す る。 イ ギ リス では,デ ー タ保 護 登録 官 もデ ー タ保 護 審 判 所 も国,自 治

体,及 び 民 間 のす べ て に対 して権 限 を持 ってい る。

⑩ そ の 他

その 他 と しては,国 外 処理 の制 限,罰 則,及 び損 害 賠 償 の 三 つ を挙 げた

が,国 外 処 理 の制 限 に つ い て 見 る と,ス ウ ェーデ ン と フラ ンス では,デ ー

タの 国外 処理 をす る場 合, ..監督 機 関の 許可 が 必 要 で あ り,イ ギ リス では,

登 録 を し てお く必 要 が あ る。
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2.国 際機 関の個人情 報保護対策

2.10ECDの 個 人デ ー タ保 護 勧告

2.1.10ECD理 事 会 勧告 の背 景

第1章 に掲 げた 法 律 の中 には,個 人 デ ー タの 国外 処 理 を制 限 す る条 項

を設 け てい る もので あ る。 そ の よ うな制 限条 項 は,自 国 民の 個 人 デ ー タ

保 護 には 役 立 つ が,他 面 におい て諸 国 間 の情 報 の 自由な 流 通 を妨 げ る と

い う効果 を持 つ こ とに な る し,ま た,た とえ制 限条 項 を持 た な くて も,

プ ライ バ シー 保 護 な い しデ ー タ保護 を 目的 とす る法 律 は,デ ー タの国 外

処 理 の 阻 害要 因 にな るで あ ろ う。 しか も,制 限 条 項 を有 す る法 律 の制 定

国 が ヨー ロ ッパ に集 中 してい た 。

この こ とは,情 報産 業 で圧 倒的 に優 位 を 占め てい る ア メ リカに と って

は,大 きな脅 威 とな って きた 。 ア メ リカに は,全 地 球 的 な規 模 の通 信 ネ

ッ トワー クが 存 在 し,そ の所 有者 で あ る企業 は,ネ ッ トワー ク を通 じて

ヨー ロ ッパ の市 場 を 席巻 して い る。 その た め,デ ー タ保護 法 は,逆 に,

ア メ リカの経 済 的利 益 を侵 害 す る危 険 を 生 み 出す こ とにな り,ア メ リカ

と ヨー ロ ッパ諸 国等 との間 で利 害 が対 立 す る よ うにな った。

この利 害 対 立 の調 整 を ゆだ ね られた の が,OECDで あ る。OECD

は,1978年 は じめ に,国 際 デ ー タ障 害 と プラ イバ シー保 護 専 門 家 グ

ル ー プ(GroupofExpertsonTransborderDataBarriersandPri-

vacyProtection)と い う新 しい ア ド ・ホ ックの グル ー プを設 置 し,個

人 デ ー タの国 際 流 通 と個 人 デ ー タ及 び7'ラ イバ シ ーの保 護 に つい て の基

本 的 ルー ル に 関す る ガイ ドライ ンを作 成 す る よ うに指 示 した。

OECD理 事 会 は,こ の専 門 家 グルー プの作 業 を も と に,1980年

9月23日 に 「プ ライ バ シー保 護 と個 人 デ ー タの国 際 流 通 につ い て の ガ

イ ドライ ンに 関す る理 事 会勧 告」(RecommendationoftheCouncil

concerningGuidelinesGoverningtheProtectionofPrivacyand

TransborderFlowsofPersonalData)を 採択 した 。 この理 事 会 勧 告

は,プ ライバ シー保 護 の 国際 水 準 を示 した も の とし て注 目 に値 す る と と
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も に,わ が 国 におい て は,現 代 的 な プ ライ バ シー権 を どの よ うに して 保

護 す るか を政 府 レベ ル で検 討 す る契 機 の一 つ にな って い る もの と して重

要 であ る。 そ こで,OECD理 事 会 勧 告 の 内容 を 少 し見 るこ とにす る。

2.1.2勧 告 と 国 内 適用 の 基 本 原 則

OECD理 事 会勧 告 は,勧 告 本文 と付 属 文書 か らな って い る。

まず,OECD理 事 会 は,次 の とお り勧 告 してい る(邦 訳 は総 務 庁 行

政 管 理 局 の仮 訳 に よ る。)。

1)加 盟 国 は,本 勧 告 の 主 要 部 分 であ る勧 告 付 属文 書 の ガイ ドライ ンに掲 げ

て い る プ ライ ・ミシー と個 人 の 自由の保 護 に係 る原 則 を,そ の 国 内法 の 中で

考 慮 す る こ と。

2)加 盟 国 は,プ ライバ シー保 護 の名 目で,個 人 デ ー タの 国 際 流 通 に対 す る

不 当 な障 害 を 除去,又 は,そ の よ うな 障 害 の創設 を 回避 す る こ と に努 め る

こ と。

3)加 盟 国は,勧 告 付 属文 書 に 掲 げ られ てい る ガイ ドライ ンの履 行 につ い て

協 力す る こ と。

4)加 盟 国は,こ の ガイ ドライ ンを適 用 す るた め に,特 別 の協 議 ・協 力の手

続 き につい てで き るだ け す み や か に同意 す る こ と。

5部 か らな る勧 告付 属文 書 の うち,第2部 の 「国 内適用 におけ る基 本 原 則

が,日 本 に おけ る プライ ノミシー保 護 を考 え る うえ で と りわ け重 要 で あ るの で,

そ こ に示 され てい る8原 則 を検 討 す る必 要 があ る。 それ らは,次 の よ うな も

の であ る(ガ イ ドラ イ ン第7条 か ら第14条 まで)。

(1)収 集制 限 の原 則(CollectionLimitationPrinciple)一 個 人 デー

タの 収集 には,制 限 を設 け るべ きで あ り,い かな る個 人 デ ー タ も,適 正

か つ 公正 な手 段 に よ って,か つ 適 正 な場 合 には,デ ー タ主 体 に知 らしめ

又 は 同意 を得 た上 で,収 集 さ れ るべ き であ る。

(2}デ ー タ内容 の原 則(DataQualityPrinciple)一 個 人 デ ー タは,

そ の利 用 目的 に沿 った もの であ るべ きで あ り,か つ利 用 目的 に必 要 な 範

囲 内 で正 確,完 全 であ り最 新 な もの に保 た れ な げれ ば な らな い。

(3)目 的 明確 化 の原 則(PurposeSpecificationPrinciple)一 個 人 デ

ー タの収 集 目的 は ,収 集 目的 は,収 集 時 よ り遅 くな い 時 点 にお い て明 確
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化 され な け れ ば な らず,そ の 後 のデ ー タの利 用 は,当 該 収集 目的 の達 成

又 は 当該 収 集 目的 に矛 盾 しな い で かつ,目 的 の変 更 毎 に明確 化 され た他

の 目的 の 達 成 に限 定 され るべき であ る。.

(4)利 用 制 限 の原 則(UseLimitationPrinciple)1一 二 個 人 デ ー タは;

第9条 〔注 ・目的 明確 化 の 原 則 を定 め てい る 〕に より 明確 化 され た 目的

以 外 の 目的 の た め に 開示 利 用 そ の他 の使 用 に供 され るべ きでは な いが,

次 の 場 合 は こ の限 りでは ない 。

(a)デ ー タ主 体 の同 意 が あ る場 合,又 は,

(b)法 律 の規 定 に よる場 合

(5)安 全 保 護 の 原 則(Securi七ySafeguardsPrinciple)一 デ ー タは,

そ の 紛 失 も し くは 不 当 な アク セス ・破 壊 ・使 用 ・修 正 ・開 示 の危 険 に対

し,合 理 的 な安 全 保 障 措置 に・よ り保 護 され な け れ ば な らな い。

(6)公 開 の 原 則(OpennessPrinciple)一 個 入 デ ー タに係 る開発,運 用

及び 政 策 につ い ては,一 般的 な 公 開 の政 策 が取 られ な けれ ば な らない 。

個 人 デ ー タの存 在,性 質 及 び その 主 要 な利 用 目的 と と もに デ 三 夕管 理 者

の識 別,通 常 の 住所 をは っき りさせ る た め の手 段 が 容 易 に利 用 で きな け

れ ば な らな い 。

(7}個 人 参 加 の 原 則(IndividualParticipationPrinciple)一 個 人 は

次 の権 利 を有 す る。

(a)デ ー タ管 理 者 が 自己 に関 す るデ ー タを有 してい るか 否か につ い て デ

ー タ管理 者 又 は そ の他 の 者 か ら確 認 を得 る こ と

(b)自 己 に関 す る デー タを

(i)合 理 的 な期 間 内 に

(ii)も し必 要 な ら過 度 にな らな い 費用 で

(旧 合 理 的 な 方法 で かつ

9V)自 己 にわ か りやす い形 で 自己 に知 ら しめ る こ と

(c)上 記(a)及 び(b)の 要 求 が拒 否 され た 場 合 には,そ の理 由 が与 え られ る

こ と及 びそ の よ うな拒 否 に対 して異 議 を 申 立 て る こ とが で き る こ と

(d)自 己に 関 す る デ ー タに対 し異 議 を 申立 て る こ と,及 び そ の異 議 が認

め られ た 場 合 には,そ の デ ー タを消 去,修 正,完 全 化,補 正 させ る こ
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と

(8)責 任 の 原 則(AccountabilityPrinciple)一 デ ー タ管 理 者 は,上 記 の

諸 原 則 を 実 施す るた め の措 置 に従 う責 任 を 有 す る。

以 上 の8原 則は,各 国 の法 律 の最 大 公 約 数 的 な もので あ るが,こ れ らを

含 むOECD理 事 会 の ガ イ ドライ ンは,「 最 小 限 の基 準 とみ な され るべ き

で あ り,プ ライ バ シー保 護 と個 人 の 自由 の保 護 の た め の追 加 的措 置 に よ り

補 完 す る こ とが で き る」(ガ イ ドラ イ ン第6条)と さ れ ていQ。

2.1.3国 際 的 適 用の 基本 原 則

これ らは,国 内適 用 に おけ る基 本 原 則 で あ るが,国 際 デー タ流 通 ・越

境 デ ー タ流 通(TransborderDataFlow;TDF)が 盛 ん にな って きて

い る今 日,国 際 的適 用 にお け る基本 原 則 も重 要 な意 味 を持 ってい る。

OECDガ イ ドライ ンは,次 の よ うな4原 則 を掲 げ てい る。

(1)加 盟 国は,個 人 デ ー タの 国 内 にお け る処 理 及 び その再 移 出が,他 の加 盟

国 に 及 ぼす 影 響 につ い て配 慮 す べ きで あ る(ガ イ ドライ ン第15条)。

② 加 盟 国は 単 な る通過 も含 め た 個 人 デ ー タの 国 際流 通 が 阻害 され ず,安 全

で あ るこ とを 確保 す るた め に,あ らゆ る合 理 的 か つ 適 当 な手 段 を講 ずべ き

で あ る(同16条)。

(3)加 盟 国は,自 国 と他 の加 盟 国 との間 におけ る個 人 デTタ の 国際 流通 を制

限 す る こ とを控 え るべ きで あ る が,後 者 が 末 だ ガイ ドライ ンを実 質 的 に遵

守 して いな い 場 合,又 は か か るデ ー タの再 移 出が そ の国 の プ ライバ シー保

護 規 制 を 免れ よ うとす る場 合 は,こ の限 りで な い。

加盟 国 は,ま た,自 国 の プラ イ バ シー法 制 が,そ の 性格 か ら.して特 別 の

規 制 を して お り,か つ 他 の加 盟 国が,自 国 と同等 の保 護 を課 してい な い あ

る種 の 個 人 デー タに関 して は,そ の流 通 を 制 限 す る ことが で きる(同17

条)。

(4)加 盟 国 は,プ ラ イバ シ ー と個 人 の 自 由の 保 護 とい う名 目で,こ れ らの保

護 に必要 とす る程 度 を超 え,か つ,個 人 デー タの 国際 流 通 に対 して 障 害 を

創 設 す る こ とに な る よ うな法 律 や政 策 及 び 運 用 を 差 し控 え るべ きで あ る

(同18条)。
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2.1.4基 本 原 則 の国 内実施

以 上 の よ うな 「国 内適 用 におけ る基本 原 則」(ガ イ ドライ ン第2部)

及 び 「国際 的 適 用 に お け る基 本 原 則 」(ガ イ ドライ ン第3部)を 国 内 に

お い て どの よ うに実 施 す るか につ い て も,ガ イ ドライ ンは 定 め てい る。

そ れ は,次 の よ うにな って い る(ガ イ ドラ イ ン第19条)。

「第2部 及 び第3部 に規 定 され てい る諸 原 則 の 国 内実 施 に 当 た って,

加 盟 国 は,個 人 デ ー タに 関 す る プラ イ・ミシー と個 人 の 自由の 保護 の ため

の法 的,行 政 的又 は そ の 他 の手 続 きあ るいは 制 度 を確 立 す べ きで あ る。

加 盟 国は,特 に次 の 事 項 に努 め る もの とす る。

(a)適 当な 国 内 法 を制 定 す る こ と

(b)行 動 綱 領 そ の他 の形 状 に よる 自主 的 な 規定 の制 定 を 奨励 し,支 持 す る

こ と

(c)個 人 に対 し,そ の権 利 を行 使 す るた めの 合理 的 な手 段 を 提供 す る こ と

(d)第2部 及び 第3部 の諸 原 則 を実 施 す る措 置 に応 じな い 場合 には 適 当 な

制 裁 及 び救 済 手 段 を 提供 す るこ と

(e)デ ー タ主 体 に対 す る不 当 な 差 が な い よ うにす る こ と」

こ の国 内実 施 に 関す る ガ イ ドライ ン第19条 の意 味 す る と ころは,わ が

国 に と って重 要 で あ るの で,「 プラ イバ シー保 護 と個 人 デ ー タの 国 際流 通

につ いて の ガ イ ドライ ン」 の解 説 メモ ラ ンダ ムを見 る こ とにす る。

メモ ラ ンダ ムは,ま ず,「 ガイ ドライ ンの第2部 及び 第3部 の 詳 細 な 実

施 は,第 一 義 的 には 加 盟 国 に委 ね られ て い る。 そ れ は,法 制 度 や 伝 統 の 違

い に よ って異 な ってい るは ず で あ り,そ れ 故,第19条 は,ガ イ ドライ ン

を実 施 す る際 に,ど の よ うな 国 家 機 構 が 考 え られ るか につ い て広 い 観 点 か

ら示 唆 す る一 般 的 な フ レー ム ・ワー ク を単 に確 立 しよ うとす るものであ る。」

と加 盟 国 の対 応 方 法 の 違い る認 め る と と もに,「 本 条 の前 文 は,一 般 的 に

も,ま た監 督 機 構(例 え ば,特 別 な 監視 機 関 の設置,公 的 機 関 とか 裁 判 所

の よ うな現 存 す る監 督機 関等)の 面 か ら も,国 に よ って異 な るア プ ロー チ

が とられ うる こ とを示 してい る。 」 とも述 べ てい る。

メモ ラ ンダ ムは,ま た,第19条 の(a),(b),(c),(d)及 び(e)に つ い て も解

説 してい る。 そ れ ぞ れ に対 応 させ て 見 る と,次 の よ うにな る。
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(a)第19条(a)に お い ては,加 盟 国は適 当な 国 内 立法 を講 じ る よ う求 め ら

れ て お り,「 適 当 」 とい う言 葉 は,個 々の 国 家 に よる適 当性 の 判断 ない

しは立 法上 の 判 断 を 示 唆 して い る。

(b)自 主 規 制 に関 す る第19条(b)の 規 定 は,ガ イ ドライ ンの 法 律 に よらな

い実 施が法 律 行 為 を補 完 す る こ ととな る不 文法(コ モ ン ロー)体 系 国 を

基 本 的 には 対 象 と して い る。

(c)第19条(c)は 広 く解 釈 され るべ きで あ る。 即 ち,そ れ は,法 的 援 助 も

含め,デ ー タ 管理 者 か らの助 言,助 力 とい うよ うな 手 段 を も含む 。

(d)第19条(d)は,監 督 機 関 の問 題 に対 す る異 な る ア プ ロー チ の仕 方 を認

め てい る。 即 ち,簡 単 に言 えば,特 別 な 監視 機 関 の 新 設 で あ ろ うと,裁

判 所 とか,既 存 の行 政 機 関等 とい う現 存 の監 督 機 関 の 活用 で あ ろ うとか

まわ ない 。

(e)差 別 に関 す る第19条(e)は 不 公正 な取 扱 い に反 対 す る もの で あ るが,

例 えば 不 利益 グル ー プを 援 助 す るよ うな 「福 祉 的 差別 」 の可 能 性 につ い

て は,国 家 の裁 量 に委 ね てい る。 この条 項 は,国 籍,住 所 地,性,人 種,

宗教,組 合 加 入,と い う理 由で 不当 な差 別 をす る こ と に反 対 す る もの で

あ る。

2.20ECDの 国 際デ ー タ流 通 に 関す る宣言

OECDで は,そ の 後,国 際 デ ー タ流通 な い し越境 デ ー タ流 通,す な わ

ち,TDFに つ い て 議 論 が な され,1985年4月11日 に,「 越 境 デ ー

タ流 通 に 関す る宣 言 」(DeclarationonTransborderDataFl(」ws)が 加盟

国政 府 によって採 択 された。 この宣 言 は,プ ライバシー 保 護 とも直 接 又 は間

接 に 関連 して い るの で,そ の 内容 の一 部 を見 る こ とにす る(邦 訳 は 外務 省

の仮 訳 に よ る。)。

同 宣言 は,ま ず,最 近 の情 報 技 術 等 とTDFの 関係 につ い て 次 の よ うに

と らえ て い る。

「情 報,コ ン ピ ュー タ及 び通 信 分 野 にお け る急 速 な技 術 進 歩 が,加 盟 国

の経 済 に重 大 な 構 造 変 化 を引 き起 こ しつ つ あ る。 コ ン ピ ュー タ化 され た デ

ー タ及 び情 報 の 流 通 は
,技 術 進 歩 の需 要 な結 果 で あ り,ま た,各 国経 済 に
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おV・こ(,そ の 役 割 は ます ます 増 大 しつ つ あ る。 加 盟 国 の経 済 相 互依 存 の増

大 に よ って,こ れ ら の流 通 は,'「 越 境 デ 三 夕流通 」 と して知 られ る国 際的

次 元 を獲 得 し て い る。 従 って,OECDが,こ れ らの 越境 デ ー タ流通 に つ

な が る政 策 的 問 題 点 に 注意 を払 うこ とが適 当 であ る。」

そ して,「 この 宣言 は,加 盟 国 が これ らの問 題 点 に 対 処す る際 の,一 般

的な 精神 を 明 らか に す る こ とを意 図 してい る。」 とそ の 目的 を 明確 に して

い る。

この よ うに元 最 近 の状 況 や 目的 を述 べ た後,同 宣 言 は,そ の 内容 及 び合

意の 前 提 とな る事 項 を 九項 目に わた って 掲 げ てい る。 それ らの うち,前 提

にな る事 項 を 最 初 の二 項 目に限 って'見る と,次 の よ うに な る。

「以上 に鑑 みOECD加 盟 国 政府 は:

コ ン ピ ュー タ化 さ れた デー タ及 び情 報 が,現 在,全 般 的 に国 際 的 な 規模

で 自 由 に流通 し て い る こと を確 認 しつ つ:・

プ ライ バ シー保 護 と個 人 デ ー タの 国 際流 通 につ い て のOECD・ ガイ ドラ

イ ンな らび に国 内 及 び 国 際 レベ ル で プ ライ バ シー保 護 の 分 野 にお い て達 成

され た 著 しい進 歩 を 考 慮 しつつ ∵

加盟 国 政府 の以 下 の意 図 を宣言 す る:

a)デ ー タ及 び 情 報 な らび に関 連 サー ビスへ^のア ク'セズ を推 進 し,ま?c,

デ ー タ及び 情 報 の 国 際的 交 換 に対 す る,不 当 な 障壁 の 創設 を避 け る:

b)越 境 デ ー タ流 通 に影 響 を与 え る,情 報,コ シ ピ ュご タ及 び通 信 に関 す

る法 規 及 び 政 策 の透 明性 を志 向 する:

の 越 境 デ ー タ流通 に係 る問題 を 取 り扱 うた めの,共 通 の対 処 方法 を 開発

し,ま た,適 切 な 場合 は,調 和 の とれた 解 決 策 を開 発 す る:

d)越 境 デー タ流通 に係 る問題 を取 り扱 う際,他 国へ の影 響 の可 能性 を考

慮 す る:

以 上 に表 明 され た意 図 を 念 頭 に置 き,又 他 の 国 際的 場 裡 でー行 われ て い る

作 業 を考 慮 しつ つ,OECD加 盟 国 の政 府 は,

さ ら に作 業 が 行 わ れ るべ き こ と,ま た,右 の 作 業は と りあ え ず次 の種 類

の デ ー タ流 通 か ら生 じ る問 題 点 に集 中す る べ き こ と に,合 意 す る:
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(i)国 際 貿 易 に 伴 う デ ー タ の 流 通:、

(ii)商 業 的 コ ン ピ ュ ー タ サ ー ビ ス 及 び コ ン ピ ュ ー タ 化 さ れ た 情 報 サ ー ビ

ス:

(m企 業 内デ ー タ流通

OECD加 盟 国 政府 は,・ この 重要 な作 業 を行 うに当 り,ま た,こ の 宣言

の 目的 を促 進 す る に当 り,互 い に,協 力 し協 議す る こ とに合 意 した。」

今 後,こ の よ うな 宣言 が加 盟 国 政府 に よ って どの よ うに具 体 化 され る か

注 目す る必要 が あ る。

2.3CEの 個 人 保 護条 約

2.3.1個 人 保 護 条約 と その 基本 原 則

今 日,個 人 デ ー タ保 護 は,OECD理 事 会 の個 人 デー タ保 護勧 告 か ら

も既 に明 らか な よ うに,国 際 的観 点 か ら論 じ られ なけ れ ば な らな い が,

こ こでは 〆 次 に,欧 州 評 議 会(CouncilofEurope,・CE)の 個人 保 護条

約 を も簡単 に見 る こ と にす る.(こ のCEは,欧 州統 合 の 推 進 を 目的 とし

て第 二 次大 戦 後 の1949年 に設 立 され た 国際 機 関 で,現 在21カ 国 で

構 成 され て い る。)。

CEの 閣 僚 委 員会 は,1980年9月17日,'「 個 人 デ ー タの 自動 処

理 に係 る個 人 の保 護 に 関 す る条 約」・CCdnventionfortheProtection

ofIndividualswithregardtoAutomaticProcessingofPer-

sonalData)を 採 択 し た。 そ して,.こ の条 約 は,翌1981年1月'

28日,各 国 の署 名 に付 され,1985年 に,五 か国 目の 西 ドイ ツが批

准 を した の で,同 年10月1日,発 効 した。 この 条 約 に具 体 化 され て い

る個 人 デ ー タ護 の原 則 は,内 容 的 に はOECD理 事 会勧 告 の それ とほ ぼ

同 じで あ るが,既 に見 た もの とはや や 異 な った 形 式 で定 め られ てい る。

そ れ らは;次 の よ うな もの で あ る。

ア.デ ー タの 性 質(第5条)

自動 処 理 を受 け る個 人 デ ー タは,

a公 正 か つ合 法 的 に入 手 され,処 理 され る

b明 確 化 され た か つ 正 当な 目的の た め蓄 積 され,か つ これ らの 目的
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に 合 致 し ない形 で使 用 され ない

c蓄 積 す る 目的 に照 ら して十 分 で あ り,適 切 であ り,か つ,過 剰 に

わ た る もの で ない

d正 確 で あ り,必 要 な場 合 には 最 新 な もの に保 た れ る

e当 該 デ ー タが蓄 積 され た 目的 の た め に必 要 と され る期 間 よ り長 く,

デ ー タ主 体 を特 定 で き る形 で保 持 され ない 。

イ.特 別 の種 類 の デ ー タ(第6条)

人種,政 治 的意 見 又 は 宗教,そ の他 の信 条 を 明 らか にす る個 人 デ ー

タ及 び健 康 又 は性 生 活 に関 す る個 人 デ ー タは,国 内法 に よ り適 当 な保

護 措置 が と られ て いな い 限 り,自 動 処 理 す る こ とは で きない 。 罪科 に

関 す る個 人 デ ー タにつ い て も同様 とす る。

ウ.デ ー タの 安 全 保護(第7条)

偶 発 的 若 し くは権 限 のな い破 壊 又 は偶 発 的紛 失 並 び に権 限 のな い ア

クセ ス,改 変 又 は伝 播 か ら,自 動 処 理 デ ー タ フ ァイル に蓄積 され て い

る個 人 デ ー タを保 護 す るた め適 当 な安 全 保 護 措 置 を とる。

エ .デ ー タ主 体 の ため の追 加 的保 護 措 置(第8条)

何 人 も,

a自 動 処 理 個 人 デ ー タ フ ァイの 存在,そ の主 た る 目的,及 び フ ァイ

ル 管理 者 の身 元,現 住所,又 は主 た る事 務 所 を確 認 す る こ とが で き

る

b合 理 的 な期 間 で か つ過 度 な 遅滞 又 は 支 出を伴 うこ とな く,自 己 に

関 す る個 人 デ ー タが 自動 処 理 デ ー タ フ ァイ ル に 蓄積 され てい るか 否

か を 確 認 し,又,わ か り易 い 形 で 当該 デー タに つ いて通 報 を受 け る

こ とが で き る

cこ の条 約 の第5条 及 び第6条 に定 め る基 本 原 則 を実 施 す る国 内法

法 の規 定 に違 反 してデ ー タ処 理 が 行 われ る場 合 には,そ れ ぞれ の場

合 に応 じて 当該 デ ー タを修 正,又 は 消去 す る こ とが で きる

dこ の条 の(b)及 び(c)に い う確 認 要 求,又 は それ ぞ れ の場 合 にお

け る通 報,修 正 若 し くは 消去 の要 求 が 遵守 され ない ときは 救 済 を 受

け る こ とが で き る
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2.3.2非 加 盟 国 の 加 入

わ が 国は,CEの 加 盟 国 の加 入(AccessionbyNon-memberS七ates)

につ い て も条 項 を設 け てい る。 これ に 関す る第23条 は,次 の よ うに定

め て い る。

「1こ の条 約 の発効 後,欧 州 評 議 会 閣僚 委 員会 は,欧 州評 議会憲章第20

条(b)に 規 定 され た過 半 数 に よ る決 定 及び 同 委 員 会 に 出席 す る資 格 の

あ る加 盟 国 代表 者 の満 場 一 致 の 議決 に よ り,欧 州評 議 会 非 加 盟 国 に対

し,こ の条 約 へ の 加 入 を招 請 す る こ とが で き る。

2加 入 す る国 に対 しては,こ の条 約は,欧 州 評 議会 事 務 総長 へ 加 入 書

が 寄 託 され た 日の後 の3ケ 月 の期 間 を満 了 した 日の属 す る月 の翌 月 の

第1日 に効 力を発 生 す る。」

前 述 の よ うに,こ のCE条 約 は,1985年10月1日 に発効 した の

で,条 約 上 は,欧 州評 議 会 閣僚 委 員会 が,日 本 に対 して,CE条 約 へ の

加 入 を招 請 す る こ とが で き る時期 に な って い る。 仮 にCE条 約へ の加 入

の 招 請 を 行 うこ とが あ った 場 合,わ が 国 とし ては,こ れ に ど う対 処 す る

か につ い て検 討 を して お く必 要 が あ る。

2.4CEの ダ イ レ ク ト ・マ ー ケ テ ィ ン グ 用 の 個 人 情 報 保 護 勧 告

2.4.1CE勧 告 の 前 文 と 付 属 文 書

CEで は,個 別 の 領 域 に お け る 個 人 デ ー タ 保 護 問 題 も 検 討 さ れ て き て

い る が,そ の よ うな 領 域 と し て は,ダ イ レ ク ト ●マ ー ケ テ ィ ン グ(di-

rectmarketing),社 会 保 障(socialsecurity),警 察(police),雇

用(employment),ニ ュ ー'テ ク ノ ロ ジ ー(newtechnologies)等 が

あ る 。 こ れ ら の う ち,ダ イ レ ク ト ・ マ ー ケ テ ィ ン グ に 関 す る も の を 少 し

見 る こ と に す る 。

ダ イ レ ク ト ・ マ ー ケ テ ィ ン グ に つ い て は,1985年10月22日 に,

「ダ イ レ ク ト ・マ ー ケ テ ィ ン グ の 目 的 の た め に 利 用 さ れ る 個 人 情 報 の 保

護 に 関 す る 加 盟 国 へ の 閣 僚 委 員 会 の 勧 告 」(Recommendationofthe

CommitteeofMinisterstoMemberStatesontheProtectionof

PersonalDatausedforthePurposesofDirectMarketing)が 採
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択 さ れ た 。 こ れ は,そ の 前 文 に お い て 次 の よ う に 勧 告 レ て い る 。.

「閣 僚 委 員 会 は,欧 州 評 議 会 憲 章 第L5条(b)に 基 づ き,

欧 州 評 議 会 の 目 的 が そ の 加 盟 国 間 の よ り 一 層.大 き な 統 合 を 達 成 す る こ

と で あ る こ と を 考 慮 し,

・活 動 の 特 定 の 部 門 の 要 件 に 留 意 し,個 人 デ ー タ の 自 動 処 理 に 関 す る 個

人 の 保 護 の た め の 条 約 の 基 本 原 則 を 適 用 す る こ と が 望 ま し い と 確 信 し て,

ダ イ レ ク ト ・マ ー ケ テ ィ ン グ に お け る デ ー タ 処 理 の 増 大 す る 利 用 に 直

面 し て 個 人 の プ ラ イ ・ミシ ー を 保 護 す る 必 要 性 を 認 識 し;

個 人 デ ー タ の 利 用 が ダ イ レ ク ト ・ マ ー ケ テ ィ ン グ の 維 持 及 び 発 展 に と

つ て 必 須 で あ る と 確 信 し;

ダ イ レ ク ト ・マ ー ケ テ ィ ン グ 部 門 が 個 人 の 権 利 及 び 利 益 を 保 護 す る た

め に そ れ 自 身 の ル ー ル を 策 定 し て い る こ と を 認 め;

こ の 部 門 に お い て は ル ー ル が 法 的 に 拘 束 力 を 持 つ か 自 主 規 制 で あ る か

に か か わ ら ず ル ー ル の 制 定 を 促 進 す る こ と が 適 切 で あ る こ と を 考 慮 し,

加 盟 国 政 府 が 次 の 措 置 を 講 ず る こ と を 勧 告 す る:、

一 ダ イ レ ク ト ・マ ー ケ テ ィ ン グ の 目 的 の た め の 個 人 デ ー タ の 利 用 に 関 す

る そ れ ぞ れ の 国 内 法 及 び 慣 行 に お い て,こ の 勧 告 に 付 加 さ れ て い る ガ イ

ド ラ イ ン を 考 慮 す る こ と;・ ∵ 、 … 、.

一 こ の 勧 告 が 広 く 配 布 さ れ こ の 分 野 に お け る デ7タ 保 護 の 意 識 及 び 知 識

を 増 進 す る こ と を 保 証 す る こ と 」

こ の 勧 告 の 付 属 文 書1は,次 の よ うな 七 つ の 項 目 に 分 か れ て い る 。

(1)範 囲 及 び 定 義(Scopeanddefinitions)、

(2)ダ イ レ ク ト ・マ ー ケ テ ィ ン グ の 目 的 の た め の デ ー タ の 収 集(Theco11-

ectionofdatafordirectmarketingpurposes)

(3)リ ス トを 第 三 者 に 利 用 さ せ る こ と(Themakingavailableoflists

tothirdparties)

(4)デ ー タ 主 体 の 権 利(Therightsoftheda七a-subject)

(5)マ ー ケ テ ィ ン グ'メ ッ セ ー ジ 又 は 資 料 の 提 示(Presentatiop.ofmar-

keti㎎messagesormaterial)

(6)デ ー タ ・セ キ ュ リテ ィ(・Datasecurity)
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(7)勧 告 実 施 に 関 す る 方 策(.Measuresconcerningimplementationofthe

Recommenda七ion)

ま た,付 属 文 書llは,こ の よ う な 項 目 か ら な る 付 属 文 書1の 説 明 を し て

い る 。

2.4.2付 属 文 書1の 内 容

上 述 の よ う な 項 目 に 分 か れ て い る 付 属 文 書1が,ダ イ レ ク ト'マ ー ケ

テ ィ ン グ に お け る 個 人 デ ー タ の 保 護 に つ い て 原 則 等 を 明 ら か に し て い る

の で,そ の 内 容 を掲 げ る こ とにす る。 そ れ は,次 の よ うな もの で あ る。

勧 告付 属文 書1

1,適 用 範 囲 及 び定 義

1.1こ の 勧 告付 属 文 書 の ガイ ドライ ンは,個 人 デー タが 自動 的 な処 理

を 受 げ る場 合 に,ダ イ レク ト・マ ー ケテ ィン グの 目的 のた め の個 人

デ ー タの 利 用 に適 用 され る。

1.2こ の勧 告 に お い て:

「個 人 デー タ」 とは,識 別 され又 は 識 別 され うる個 人(デ ー タ主

体)に 関 す る情 報 を い う。 識別 に 不相 応 な 時 間,費 用 及 び人 力を 必

要 とす る場 合 は,個 人は 「識別 し うる」 もの とみ な され ては な らな

いo

「ダ イ レク ト'マ ー ケテ ィ ング」 とは,各 層 の人 々に対 し,郵 便,

電 話 そ の他 情 報 を 提 供 し又 は デ ー タ主 体 の応 答 を求 め る こ とを 目的

とす る直 接的 な手 段 で,商 品若 し くは サー ビス を提供 し,又 は その

他 の メ ッセ ー ジを送 る こ とを可 能 にす るすべ て の活動,及 び それ に

付 随 す る サ ー ビス をい う。

2.ダ イ レク ト ・マ ー ケ テ ィン グの 目的 のた め の デ ー タの収集

2.1何 人 も,自 己 の マ ー ケ テ ィン グの 目的 の た め に,マ ー ケ テ ィ)/グ

・ リス ト
,特 に氏名 及び 住 所 の リス トを作 成 す る ときは,実 際 の又

は 予想 され る顧 客又 は 寄 付者 との 以前 の関 係 か ら得 られ る デー タを

利 用 す る こ とが で き る。

2.2国 内 法 に よ り設 け られ る制 約 を条 件 とし て,何 人 も・ ダ イ レク ト

'マ ー ケ テ ィン グの 目的 のた め に ,公 衆 に公 開 され てい る フ ァイ ル
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そ の他 の 公 に され てい る資 料 か ら個 人 デ ー タを収 集 す る こ とが で き

る もの とす る。

2.3マ ー ケ テ ィ ング'リ ス トを拡 充 す る こ とを 目的 として,第 三者 か

ら私 人 の 氏名 及び 住 所 を収 集 す る こ とは,そ の個 人 の プ ラ イバ シー

を保 護 す る よ うに意 図 さ れ た適 切 な 保護 措 置 に従 って行 わ れ る場 合

に のみ許 され る もの とす る。 国 内の 立 法 で この活 動 を 禁 止 し,又 は

よ り制 限 的 な条 件 を課 す こ とが で き る。

2.4通 常 の 顧 客又 は寄 付 者 の 関係 外 で個 人 か らデ ー タを収 集 す る こ と

は,収 集 の と き に,ダ イ レ ク ト ●マー ケ テ ィン グの 目的 の た め で あ

る こ とが 明示 的 に述 べ られ た こ とを条 件 として の み,そ の 目的 のた

め に許 され る もの とす る。

欺 くよ うな表 現 に よ って個 人 か らデ ー タを収 集 す る こ とは,許 さ

れ な い もの とす る。

2.5国 内 の 立法 で許 され て い る場 合,個 人 デ ー タの 自動処 理 に係 る個

人 の保 護 に関 す る条 約 の第6条 にい う特 別 な カテ ゴ リー の範 囲 内の

個 人 デ ー タ(注.第6条 は 「人種,政 治 的 意 見又 は宗 教 そ の他 の信

条 を 明 らか にす る個 人 デー タ及 び健 康 又 は 性 生活 に 関す る個人 デ ー

タは,国 内法 に よ り適 当 な 保 護 措置 が とられ て い な い 限 り,自 動 処

理 す る こ とが で きな い,罪 科 に関 す る個 人 デ ー タについ て も同様 と

す る」 と定 め てい る)は,国 内法 に よ定 め られ た 適 切 な保 護 措 置 に

従 う限 り,ま た,適 当 な場 合 には,デ ー タ主 体 の明 示 的 な 同 意 を 待

って の み,ダ イ レク ト ・マ ー ケテ ィン グの 目的 の た め に,収 集 され

及 び利 用 され る もの とす る。

3.リ ス トを 第三 者 に利 用 させ る こ と

3.1第2.5条 の 規 定 に従 い,ダ イ レク ト ・マ 一一ケテ ィン グの 目的 の た

め に,マ ー ケテ ィ ング ・ リス トを 第三 者 に利 用 させ る こ とは,デ ー

タ主 体 が,収 集 の と き に,又 は 少 し後 の段 階 で デ ー タを第 三者 に 移

す こ との可 能 性 につ い て,直 接 そ の他 適切 な方 法 で知 ら され,そ の

こ とに反 対 しな か った場 合 に,可 能 とな る もの とす る。

デ ー タ主 体 が 同意 を 与 え な い 限 り,リ ス トは デ ー タ主 体 の プ ライ
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バ シー を 侵害 す るお そ れ の あ る情 報 を 提供 す る もの で あ って は な ら

な い。

3.2マ ー ケテ ィングの 目的 の た め に第 三 者 にマー ケテ ィン グ'リ ス ト

を利 用 させ る こ とは,リ ス ト利 用 の条 件 を定 め る契 約 の対 象 と され

る もの とす る。

3.3第4章 に基 づ く権 利 の行 使 を容 易 にす るた め に,マ ー ケテ ィ ン グ

・フ ァイ ル の管 理者 は ,そ の リス トの す べ て の利 用者 の記 録 を保 管

す る もの とす る。

4.デ ー タ主 体 の権 利

4.1個 入 も,適 当 な場 合 には,次 のい ず れ か の ことを行 うこ とが で き

る もの とす る。

(i)自 己 に 関 す る デ ー タが,マ ー ケ テ ィン グ ・リス トに記録 され るの

を 拒 否 す る こ と

(ii)そ の リス トに含 まれ てい るデ ー タが 第 三者 に移 され るの を 拒否 す

る こ と

(m無 条 件 に,か つ 要求 に よ り利 用 者 が 保 持 してい る リス トの い くつ

か か ら,又 は,そ の す べ てか ら当 該 デ ー タを 削除 させ又 は 消去 させ

る こ と

これ に 加 え て,何 人 も,ダ イ レク ト ・マ ー ケテ ィン グ'リ ス ト又 は

マ ー ケ テ ィン グ ・フ ァイ ル に 含 まれ て い る 。 自己 に関 す る デー タを入

手 し,か つ修 正 す る こ とが で き るもの とす る。

マ ー ケ テ ィ ング ・フ ァイ ル の管 理者 は,第3.3条 に よ り記録 され る

利 用 者 に対 し,リ ス トに必 要 な 変 更 をす る こ とが で き るよ うに,デ ー

タ主 体 が 第4.1条 に基 づ く自己 の権 利 を 行 使 した こ とを通 知す るあ ら

ゆ る適 切 な手 段 を講 じ る こ とを義 務 づ け られ る もの とす る。

5.マ ー ケ テ ィ ン グの メ ッセー ジ又 は 資料 の提 示

提 供 され る商 品及 び サー ビス,並 び に送 られ るメ ッセー ジは,名 宛 人

の プラ イノミシ ー が侵 害 され な い よ うな形 式 及 び 態様 で提 示 され るもの と

す る。
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6.デ ー タ ●セ キ ュ リテ ィ

ダ イ レク ト ●マー ケ テ ィ ングの 目的 の た め に個 人 デ ー タの フ ァイ ル を

編 集 す る に当 た って は,こ の分 野 の要 請 を考 慮 して,デ ー タの セ キ ュ リ

テ ィ及び 秘 密 性 を確 保 す る た め に,あ ら ゆ る適切 な 技 術 的 及 び 制 度 的 な

手 段 が講 じ られ る もの とす る。

フ ァイ ル の管理 者 及 び デ ー タ処 理 に携 わ る者 は,こ の よ うな手 段 及 び

そ の遵 守 の必 要 性 に つ い て 知 ら され てい る もの とす る。

7.勧 告 実 施 に関 す る方 策

7.1ダ イ1/ク ト ・マ ー ケ テ ィン グの分 野 におい て 自主 規制 方 策 を発 展

させ る こ とは,こ の 勧 告 におい て講 じ られ る保 護 措置 に関 す る問 題,

特 に マ ー ケ テ.イン グ ・リス トか ら氏 名 を削除 す る こ とにつ い て の 問

題 の解 決 を容 易 にす るた め に,奨 励 され る もの とす る。

7.2リ ス ト ・ブ ロー カ ー 及 び住 所 サ ー ビス業 者 に,こ の勧 告 の規 定 を

遵 守 させ るた め に,適 切 な方 策 が 採 用 され る もの とす る。、

7.3こ の 勧 告 におい て 定 め られ た保 護 措置 に つい て の適 切 な 情 報 が,

デ ー タ主 体 に利 用 で き る よ うに す る もの とす る〇
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3.日 本 の個人情報保護論

3.1日 本 にお け るプ ラ イバ シ ー保 護論 議

3.1.1プ ライ バ シ ー侵 害 訴訟 の提 起

日本 に お け る個 人 デ ー タ保 護 の論 議 は,ア メ リカの 影響 を 非常 に強 く

受 け てい るの で,「 個 人 デ ー タの保 護 」 とい う観 点 か らな され る傾 向が'

強 い の で,ま ず,プ ラ イバ シー を め ぐる議 論 を見 る こ と にす る。

日本 に おい ては,1920年 代 や30年 代 に,ア メ リカの プ ラ イバ シ

ー権 が ,'「 内秘 権 」 とか 「秘 密 権 」 とい う訳語 で論 じ られ た こ とは あ っ

た が,第 二 次大 戦 後 にな って,一 方 で言論 の 自由が 保 障 され た のに対 し,

他 方 で個 人 の私 事 等 を あば くマ ス ・メ デ ィアが 出 て きた の に伴 な い,プ

ライ バ シー権 が本 格 的 に主 張 され る よ うにな った。 特 に法 学 界 におい て

は,1950年 代 の後 半 に議 論 が活 発 化 した。 そ の成 果 を踏 まえ て提 起

され た の が,有 名 な 「宴 の あ と」訴 訟 であ る。

これ は,1959(昭 和34)年 の東 京 都知 事 選 に社 会 党 か ら推 せ ん

され て 立候 補 し苦 杯 を 喫 した 元 外務 大 臣 の有 田 八郎 氏 が,三 島 由紀夫 氏

の 小 説 「宴 の あ と」 に よ り自 己の プラ イ バ シー を 侵 害 され た と して,

1961(昭 和36)年3月 に作者 の三 島氏 と出 版元 の新 潮 社 を相 手 ど っ

て,東 京地 方 裁 判 所 に慰 謝 料 と謝 罪広 告 を請求 した 民事訴 訟 であ る。 こ

の 訴 訟 の 当事 者 が いず れ も有 名 な 人物 で あ った うえ に,プ ライ バ シー と

い う,わ が 国 で は 耳新 しい言 葉 が 使 わ れ た こと もあ って,各 方 面 で大 き

な 関 心 を呼 ん だ 。三 島 氏 は,有 田氏 の東 京 都 知事 選 立 候補 に まつ わ る実

話 を も とに,一 応 女主 人 公 の モ デル で あ る畔 上 輝井 氏(有 田氏 の妻 で,

料 亭 「般 若 苑 」 の経 営 者)の 同 意 を得 て,「 中 央 公論 」 の1960(昭 和

35ケ 年1月 か ら10月 にか け て 「宴 の あ と」 とい う小 説 を連載 した。

そ の 内容 は 妻 を 亡 くした 外交 官 出身 で外 務大 臣 を つ とめた こ との あ る野

口雄 賢 とい う男 が,料 亭 「雪後 庵 」 の女 将福 沢 かつ と結 ば れ,都 知事 選

に 立候 補,福 沢 も 「雪後庵 」 を抵 当 に入 れ て 資 金 を調 達 し よ うと した が,

福 沢 につ い て の怪 文 書 が まか れ た りし て,惜 敗 した こ とな どを 中心 に,
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両者 の私 生 活 を描 い た もの で あ った 。

有 田氏 は,小 説 の モ デル に され た こ とに憤 慨 し,三 島氏 と中央 公 論社

に,単 行 本 の 出版 の 中止 を 申入 れ た。 中央 公 論 社 は これ を受 け 入 れ たが ・

新 潮 社 が 出版 を 引 き受 け,し か もモデ ル小 説 で あ る こ と を うた って発 売

した 。

そ こで,有 田 氏 は,前 述 の よ うに訴 訟 を 提起 し,訴 状 の な か で,個1

人 の 尊 厳 に関 す る憲 法 第13条 の規 定 をあ げ,「 この 自 由 お よび 幸 福 追

求 の権 利 の≡ つ とし て;す べ て 国 民 は,『 一 人 で い る権 利 』 す な わ ち そ

の 私的 生 活 が,そ の 意 に反 して 不 当 に公表 され た り,の ぞ き見 され た り

す る こ とか ら保 護 され る権 利(プ ラ イ・ミシー の権 利)を も ってい る」 と

主 張 した 。

3.1.2東 京 地 裁 の プ ライ バ シ ー権承 認 判決

新 しい 権利 を持 ち 出 した だ け に,裁 判 所 が どの よ うな 判 断 を 示 す か注

目され てい た が,東 京 地 裁(石 田哲 一,滝 田薫,山 本 和 敏 各 裁判 官)は,

1964(昭 和39)年9月28日,原 告 の プ ライ ・ミシー の権 利 が 侵 害

され た とい う主 張 を認 め,被 告 に80万 円 の慰 謝 料 の支 払 い を命 じた

(下 級 民 集15巻9号2317頁)。 判 決 は,モ デ ル小 説 と プ ライ バ シ

ー ,表 現 の 自由 とプ ラ イバ シ ーな ど につい て も重 要 な 判 断 を 示 した が,

プ ライノミシ一権 の 法 的根 拠 につ い て は,個 人 の 尊 厳(憲 法 第13条),

他 人 の 住居 を正 当な 理 由が な い の にひ そ か に の ぞ き見 る行 為(軽 犯 罪法

第1条 第1項 第23号),相 隣 地 の観 望 につい て の規 制(民 法 第235

条 第1項),信 書 開 披 罪(刑 法 第133条1な どを あ げ,プ ライ バ シー

の権 利 が,人 格 権 とい う以 前 か ら認 め られ てい る 権 利 に 含 まれ るが,な

お,そ れ を 「一 つ の 権 利 」 と呼 ぶ ことが で き る こ と につ い て,マ ス コ ミ

の発 達 との関 係 で,次 の よ うに述 べ てい る。

「こ こに挙 げた よ うな成 文 法 の存 在 と … … 私 事 を み だ りに公 開 され

な い とい う保 障 が,今 日の マ ス コ ミュニ ケー シ ョンの発 達 した社 会 では

個 人 の尊 厳 を 保 ち 幸 福 の追 求 を保 障 す る うえ にお い て必 要 不 可 欠 な もの

で あ る とみ られ る に至 って い る こ とを合 わせ 考 え るな らば,そ の尊重 は

もは や単 に倫 理 的 に要 請 され るに と どまら ず,不 法 な 侵 害 に対 しては 法
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的 救 済が 与 え られ る まで に高 め ら れた 人格 的 な利 益 で あ る と考 え るの が

正 当 で あ り,そ れ はい わ ゆ る人 格権 に包 摂 され る もの で は あ るけ れ ども,

な お これ を一 つ の権 利 と呼 ぶ こ とを妨 げ るもの では な い と解 す るの が相

当 で あ る。 」

そ して,判 決は,プ ライ バ シー権 を 「私 生 活 をみ だ りに公 開 され な い

とい う法 的 保 障 な い し権利 」 で あ ると理 解 した。 これ は ・ プ ライバ シ ー

の権 利 を定 義 した もの で あ る と解 す る こ とが で き る。

この 判 決は,わ が 国 にお い て,プ ライバ シ ー権 を裁 判 史上 初 め て正 面

か ら承認 した もの として 高 く評 価 さ れ た。 しか し,日 本 で は,ア メ リカ

にお け る よ りも約60年 お くれ て,よ うや く認 め られ を よ うにな った 。

3.2コ ンピュータ化 の進展 とプ ライバ シー保護論議 の高ま り

3.2.11960年 代 の プ ラ イバ シ ー保 護論 議

1960年 代 に入 る と,日 本 で も コ ン ピ ュー タ化 が急 速 に進 み ・ コ ン

ピ ュー タを め ぐって,さ ま ざまな 角度 か ら議 論 が 行 わ れ る よ うにな った 。

しか し,コ ン ピ ュー タとか か わ る プラ イバ シー の問 題 は,欧 米 諸 国 にお

け る議 論 が 始 ま った よ うに思 わ れ る。 コン ピ ュー タに 象 徴 され る情 報 化

社 会 や,コ ン ピ ュー タそ の もの と プ ライバ シー につ い て 公 的 な 文書 の 中

で論 じ られ る よ うに な った のは,1960年 代 も終 わ りに近 づ い てか ら

で あ った とい え る。

例 えば,1969(昭 和44)年5月 に発表 され た,産 業構 造 審議 会

の 「情 報 処 理 お よび情 報 産 業 の発 展 の た め の施策 に関 す る答 申」 は,

「情 報 化 社会 にお け る政 治 と行政 に関 し展 望 を行 な うこ とは 困難 であ る

が,次 の い くつ か の 問 題 が 指 摘 され よ う」 として,「 プライバ シーの保 護

が社 会 活動 全 般 を通 じて の 緊要 の 課題 とな るが,特 に,あ らゆ る個人 と

組 織 の プ ライバ シー を 掌握 し,こ れ を利 用 す る機 会 を与 え られ る政 治 と

行 政 か らの 国 民 の擁 護 が問 題 と な ろ う」 と問題 点 を指 摘 す る よ うにな っ

た。 また,同 じ1969年 の10月 に出 た,経 済 審…議 会 研 究 委 員 会 の報

告 書 は,コ ン ピ ュー タと プ ライ バ シーの関 係 につい て 「コ ン ピ ュー タに

フ ァイ ル された 個 人 に関 す る素 デ ー タの無 制 限利 用 は,個 人 の プラ イバ
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シー の 侵 害 にお よぶ 可 能性 を持 って い る。 秘 密保 護,プ ライ バ シー の確

保 につ い ては,良 識 へ の期 待 だ けで な く,何 らか の積 極 的 な 防護 策 も真

剣 に検 討 され ね ば な らな い。 また,企 業 秘 密 に関 して も同様 の対 策 が 必

要 で あ る」 と とらえ てい る。

3.2.21970年 代 のプ ラ イバ シー 保 護論 議

1970年 体 に入 る と,国 の レベ ル で,プ ライ ・ミシーへ の 関 心 がい っ

き ょに高 ま った とい え る。 さ まざ まな動 きの うち,ま ず,国 会 にお け る

質 疑 応 答 や 付 帯 決議 を見 る と,例 えば,1970(昭 和45)年3月13

日の 衆 議 院 予 算 委 員 会 で,堀 昌雄 氏(社 会 党)が,情 報 化 問 題 につ い て

は,第 一 に 国 民 生 活 優 先 ・平 和 的利用,第 二 に民主 的運 営,第 三 に プ ラ

イ バ シー 保 護 ・基 本 的 人権 を守 る(情 報 化三 原 則)と い うこ とが重 要な

ポ イ ン トにな る と思 うが,こ れ ら の問 題 につ い て ど う考 え るか とい う質

問 を した の に対 し,井 出一 太 郎 氏(郵 政 大 臣)が,そ の とお りであ る,

答弁 し,ま た,「 情 報処 理 振 興事 業 協 会 等 に 関す る法 律 」 の審 議 の際 な

ど に も,プ ライ バ シー保 護 に留意 す る こ とを 含む 付 帯 決 議 が な され た

(1970年4月23日 衆議 院 商 工委 員会,同 年5月12日 参議 院商 工

委 員 会)。

また,い わ ゆ る国 民総 背番 号 制 構 想 と これ に対 す る反 対 運 動 な どに よ

っ て プ ラ イバ シー問 題 へ 関心 が 寄 せ られ る よ うにな った。 政 府 は,コ ン

ピ ュー タ リゼー シ ョン推進 の一 環 と して,1968(昭 和43)年8月 に

は,「 電 子 計 算 機利 用 の今 後 の方 策 につ い て の 閣 議 決定 」 を行 い,そ の

後,行 政 管理 庁 を 中心 に,「 関係 七 省 庁 会議(行 管 庁,大 蔵省,通 産 省,

文 部 省,郵 政 省,科 学技 術 庁,経 済 企 画 庁 で 組 織)を 発 足 させ,同 会議

は,1970年2月 に 「情 報 処理 高 度 化運 営 方 針 」 を作 成 した。 そ こで

決 定 され た 五 つ の基 本 事 項 の うち,事 務 管 理 用 統 一 個 人 コー ド設 定 の 推

進 を達 成 す るた め に,同 年3月 「各省 庁 統 一 個 入 コー ド連 絡 研究 会 議 」

が設 け られ た 。 この事 務 処理 用 統一 個人 コー ドは,国 民総 背番 号 で あ る

と とら え られ る よ うにな るが,当 事 の 計画 に よる と,1971(昭 和46)

年 に人 口20万 以 上 の五 都 市 につ い て 試験 的 に実 施 し,1971年 末 ま

で に全 国 民 に 個 人 コLド を つけ,1975(昭 和50)年 に全 面的 に実
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施 す る こと にな って い た。

こ うした 動 きに対 し,全 電 通(全 国電 気 通信 労 働 組 合)は,国 民総 背

番 号制 に よる国 民 管理 につ な が る として警 戒 を強 め,1972(昭 和47)

年8月 の第44回 総評 大 会 で,自 治 労(全 日本 自治 団 体 労 働 組合)と と

もに,コ ン ピ ュー タ利 用 に お け るプ ライ バ シー 保護 に関 す る決議 を提 起

し,問 題 の 重 要 性 を訴 え た 。 また,全 電 通 は,電 機 労 連(全 日本 電機 機

器 労 働 組 合 連 合 会)や 自治 労 とと も に国 民 運 動 を提 唱 し,同 年11月

15日 には,「 国 民 総背 番 号制 に反対 し,プ ライ バ シー を 守 る中央会議 」

(以 下 「中 央 会 議 」 とい う。)が 結 成 され る に至 った 。 これ には,学 者,

文 化 人な ど も加 わ った 。

中 央会 議 は,翌1973(昭 和48)年 には,ぐ 一 バ ー ド ・ロー'ス

クー ル の ア ー サ ー ・R・ ミラー(ArthurR.Miller)教 授 一1971年

出版 の 「プ ライ バ シーへ の攻 撃 一 コン ピュー タ,デ ー タ ・バ ンク お よ

び ドシエ」(TheAssaultonPrivacy…Computers,DataBFnks,

andDossiers)の 著 者一 を 招 い て,2月19日 か ら23日 にわ た り,

東 京,京 都 お よび広 島 で,講 演 会,パ ネル デ ィス カ ッシ ョン,専 門 家会

議 を 開 い て,国 民総 背 番 号 制 が 個 人 の人権 に与 え る危 険 性 を 訴 え,そ の

対 策 な どにつ い て討 論 した 。

その後 も,中 央 会議 は,プ ライ バ シーな どにか か わ る問 題が 生 じ るた

び に,問 題 を 提起 した(例,国 勢 調査,グ リー ン ・カー ドな ど)。

この反 対 運 動 にみ られ る よ うな プ ライ バ シー意 識 の高 揚 の 中 で,1973

年4月7日 に は,当 時 の行 管 庁 長 官 の福 田赴 夫 氏 が,統 一 個 人 コー ドは

世 界 の大勢,国 民 コ ンセ ンサ スの流 れ を よ くみ た うえ で,.結 論 を得 べ き

もの であ る と答弁 す るに至 った 。 、

以上 の よ うな70年 代 前 半 の プ ライでミシー論 議 を受 け て,そ の後 半 に

もさ ま ざ まな論 議 が 展 開 され る よ うにな った。 特 に1975(昭 和50)

年 は,プ ラ イ バ シ ー論 議 が 一 つ の ピー クに達 した 年 と して特 筆 す る'こと

が で きる。2月 には 民事 行 政 審 議会 が 戸 籍 の公 開 制限 等 につ い て答 申,

3月 には,行 政 管 理 庁 が 「電 子計 算 機 利用 に伴 うプ ライバ シー 問題 に関

す る意 識 調 査 結果 」 を発 表,東 京 国立 市 が プライ ・ミシ ー保 護 条例 を制定,

一25一



社 会 党 が 「個 人情 報 保 護基 本 法 案」 と 「個 人 情 報 に係 る コ ン ピ ュー タ規

制 法案(要 綱)」 を発 表,'四 月 には,行 政 管 理 委 員会 が 「行 政機 関 等 に

お け る電 子 計 算機 利 用 に伴 うプライ バ シー 保護 に関 す る制 度 の在 り方 に

つ い て の 中 間 報告 」 を発 表 す なな どの動 きが あ った。 ま た,各 方面 で プ

ライ バ シー との 関 連 で 論 じ られ た のは,医 療,教 育,図 書 館,デ ー タ通

信,戸 籍 の公 開,納 税者 番 号,行 政調 査,税 務 資 料 の公 開,守 秘 義 務,

通 信 の 秘 密,電 話 料 金 明細 書,国 際 チ ー タ流 通,個 人 信 用 情報,被 爆 者

調 査,身 体 障 害者 調 査,国 政 調 査権,証 言 義 務,不 動 産 登 記 シス テ ム,

国 勢調 査,興 信 所,探 偵 社 の調 査等 多 くの分 野 に及 ん でい る。 これ らか

ら も明 らか な よ うに,1970年 代,特 に後 半 に な る と,プ ライ・ミシ ー

問 題 は,ま す ます 多様 化 して きた とみ る こ とが で き るこ

しか し,日 本 の 国 の レベ ル にお いて は,欧 米 諸 国 に お け る場合 とは 異

な り,70年 代 には プ ライバ シー保 護 立 法 の提 案 は 政 府 か らは行 われ な

か らた 。

3.3プ ラ イ バ シ ー保 護研 究 会(行 政 管理 庁)の 報 告

1980年 代 に入 り,よ うや くプ ライ バ シ ー保 護 立 法 の 必 要 性 が,前

掲 のOECD「 プ ライ バ シ ー保 護 と個 人 デ ー タ の 国 際 流 通 に つ い て の

ガイ ドラ イ ンに 関 す る 理 事 会 勧 告 」(1980年9月2き 日)の 影 響 も

あ って,国 レベ ル で認 め られ る よ うにな った。OECD理 事 会 勧 告 は,文

字 どお り 「勧 告 」 で あ るか ら法 的 には拘 束 力 を持 た な いが,政 治 的 ・道義

的 には 大 きな影 響 力 を有 し て い る。 これ が一 つ の契 機 とな って1981(昭

和56)年1月 か ら 行 政管 理 庁 にお い て プ ライ バ シこ 保 護 研 究会(座 長 ・

加 藤一 郎東 京 大 学教 授 く 当 時 〉)が 開 かれ る よ うた な り,同 研 究 会 は,

1982(昭 和57')年7月23日 に 「個人 デL)の 処 理 に伴 うプライ ・ミ

シー保護 対 策 」 と題 す る検 討結 果 を発 表 した。 私 は,こ の研 究 会 の一 員 と

しそ論 議 に加 わ って きた の で,そ の経 緯 や 内容 を よ く知 って い るが,こ の

報 告 の最 も大 きな特 色 は,次 の よ うな プ ライバ シ ー保 護 の 基 本 原 則 に立 脚

した,新 た な 法 律 を 制 定 す る必要 が あ るこ とを 明確 に認 め た こ とで あ る。
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① 収集 制 限 の 原 則 一 ・ 一

個 人 デ ー タの 収 集 に 際 しては,収 集 目的 を明 確 にす る とと もに,収 集

目的 の達 成 に 必要 な範 囲 内 に 限定 す べ きで あ る。 また,デ ー タの収 集 は

適法 か つ 公 正 な手 段 に よ らな けれ ば な らな い 。

② 利 用 制 限 の原 則

個人 デ ー タの利 用 は ・ 原則 と して・,収集 目的 の範 囲 内 に限 定 す べ きで

あ る。

③ ・個 人参加 の 原則

,個.人が 自 己 に関す るデ 三 夕の存 在 及 び 内容 を 知 るこ とが で き,か つ,

必 要 な 場 合 に は,そ の デ ー タを訂 正 させ る こ とが で き るな どの手 段 を保

障 すべ き であ る。 ..

④ 適 正 管 理 の 原則

収 集 ・蓄 積 した個 人 デ ー タは,正 確 か つ最 新 な もの として管 理 す る と

と もに,・その 紛 失,破 壊,改 ざ ん,不 当な 流 通等 の危 険 に対 して,合 理

的 な安 全保 護 措置 を 講 じるべ き で あ る。 一

⑤ 責任 明 確化 の 原則

プ ライバ シー 保護 に関 し て デー タ管 理 者 等 が 負わ な け れ ば な らな い責

・任 の内 容 を 明 確 にす る必要 が ある 。

この報 告 は,ま た,上 記 の基 本 原 則 を,具体 化 す る もの として,次 の よ う

な具 体 的 方 策 も掲 げ た。

(1)個 人 デ ー タ ・シス テ ム の設 置 に関 す る規 制

② 個 人 デ ー タ'シ ス テ ム の公 示

(3)tt個 人 デ ー タの収 集 に 関 す る規 制

.(4).個 人 デ ー タの利 用 ・提供 に関 す る規制.

㈲ 個人 デー タ,の維持 管理 に関 す る規 制

(6)個 人 の 権利 の設 定

(7)受 託 に関 す る規 制

(8).、所 管 庁

(9)個 人 デ ー タの 国 際流 通 に関 す る規 制

⑩ 罰 則 と損 害賠 償
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3.4国 にお け る プ ライバ シ ー保 護 対策 の検 討

3.4.1プ ライバ シ ー保 護 立 法化 の 方向

この報 告 等 の一 つ の き っか け とな って,わ が 国 にお け る プライバ シー

論 議 は 活発 化 す る よ うにな った とい うこ とが で き るが,そ の 状 況 を知 る

こ とは プ ライ ・ミシー保 護 論議 の現 状 を理 解 す るの に役 立 つ の で,具 体 的

な 動 きを 少 し見 る こ とにす る。

(1)臨 時行 政調 査 会

まず,臨 時 行 政 調査 会(昭 和56年3月 設 置)を 挙 げ る こ とが で き る。

こ の 臨調 におい て も,プ ライ バ シー 保 護問 題 が検 討 され,同 調 査 会 の最 終

答 申(昭 和58年3'月14日)は,そ の 中 で,個 人情 報 保 護対 策 推 進 の必

要 性 を指 摘 した 。 答 申の 一部 分 は,次 の よ うにな ってい る。

「行 政 情 報 シス テ ムの 進展,国 民 意 識 の動 向を 踏 まえつ つ,諸 外 国の 制

度 運営 の実 態 等 を 十 分 把 握 の上,法 的 措置 を 含 め 個人 デ ー タに 係 る制 度 的

方 策 に つい て も積 極 的 に対応 す る。 保 護対 策 の推 進 に当 た っては,関 係 省

庁 に おい て 緊 密 に調 整 協議 を行 う。」

(2)閣 議 決 定

政 府 とし ては,行 政機 関 の保 有す る個人 情 報 の保 護 につ い て,臨 時行 政

調 査 会 の最 終 答 申を受 け て,閣 議 決 定 〔新 行 革 大 綱(昭 和58年5月24

日),59年 行 革大 綱(昭 和59年1月25日),60年 行革 大 綱(昭 和

59年12月29日),61年 行革 大 綱(昭 和60年12月28日)〕 を

行 い,法 的 措 置 を含 め制 度 的 方 策 に関 す る具 体的 検 討 を進 め る方針 を打 ち

出 した。 また,59年 行 革 大 綱 以降,民 間 企 業等 保 有 の個 人 デ ー タ保 護 に

つ い て は,関 係 省 庁 にお い て検 討 を 進 め る もの と した 。 その 後 の 閣議 決 定

〔62年 行 革 大 綱(昭 和61年12月30日)〕 で は,民 間企 業 等保 有 の

個 人 情 報 保護 に つ い ては,従 前 の とお りで あ るが,行 政機 関保 有 の個 人情

報 に つい ては,「 法 的措 置 を講 ず る方 向 で,そ のた め の具 体 的 検討 を行 う」

こ と にな った 。

(3)行 政情 報 シス テ ム各 省 庁 連 絡会 議(デ ー タ ・プ ライ バ シー保護専門部会)

で の検 討

昭 和59年4月27日,「 行 政情 報 シス テ ム各 省 庁 連 絡 会 議 の設 置 につ
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い て 」(昭 和58年6月20日 事 務 次 官等 会 議 申合 せ)に 基 づ き,こ の連

絡会 議 幹事 会 に 各省 庁 の実 務 家 に よ って 構 成 され る 「デー タ ・ブ ライバ シ

シー保 護専 門部 会 」 が設 置 され た 。

同 専 門 部会 は,他 の 行政 チ ー タ総 合利 用 専 門部 会,行 政 情 報通 信 綱専 門

部会,OA化 推 進 専 門 部会,要 員対 策 専 門部 会 及び 安 全対 策専 門部 会 と並

ん で行 政 情 報 シ ス テ ムの推 進 を 図 ろ うとす る もの で,デ ー タ ・プラ イバ シ

ー保 護 対 策 の 推進 につ い て
,① 制度 化 に 当 た って対 象 とす べ き範 囲,② 制

度 化 に 当た って盛 り込む べ き諸 原則,③ 制 度 化 に伴 うメ リ ット ・デ メ リ ッ

ト等 の検 討 を 進 め て い る。

(4}「 行 政 機 関 にお け る個 人 情 報 の保 護 に 関す る研 究 会」 の 開催

総 務 庁 で は,行 政機 関等 に おけ る個 人情 報 の 保 護 の在 り方 に関 し,法 的

措置 を 含 む制 度 的 方策 を検 討 す るた め,昭 和60年7月 か ら学 識経 験 者 を

メ ンバ ー とす る 「行 政 機 関 に お け る個 人情 報 の 保護 に関 す る研 究 会」(座

長,林 修 三 元 内 閣法 制 局長 官)を 開 催 した 。 この研 究 会 では,専 門 的,

技 術 的 かつ 幅 広 い観 点 か ら,① 規 制 の 考 れ 方,② 規 制 対 象 の範 囲,③ 規 制

の 内容,④ 関連事 項 との 調整 を 中心 に 意見 交換 等 が行 わ れ,総 務 庁行 政 管

理 局 が,昭 和61年12月 に研 究会 にお け る出 席者 の意 見等 を整 理 し,公

表 した。 それ に よる と,「 国の 行 政機 関等 に お け る個人 情 報 保 護対 策 の 必

要 性 にか んが み,そ の制 度化 につい て は,… … 行 政機 関等 に おけ る電子

計 算 機 処 理 に係 る個 人情 報 の保 護対 策 の 基本 的 事 項 を定 め た新 規 立 法(以

下 「保 護 法 」 とい う。)に よる こ とが 適 当 であ る」 と され た。 この成 果 は

政 府 と し ての 方 針 を と り ま とめ る際 の参 考 に され る。

3.4.2各 種審 議 会 ・研究 会 。懇 談会 等 の プ ライバ シ ー保護 論 議

以上 の 叙述 か ら国 の方 針 は既 に 明 らか にな った が,こ れ ら以外 の 各種

審 議 会,研 究会,懇 談 会等 に おい て も プライ バ シー保護 論 議 は盛 ん で あ

る。 答 申や 報 告書 類 の 提 出年 月 日順 にそ の い くつか の例 を見 る こと にす

る。 そ れ らは ・
、近 年 ・ わ が国 にお い て プ ライ バ シー保 護 にい か に多 くの

と ころ が 強 い 関 心 を示 してい るか を如 実 に物 語 ってい る。

(1)産 業構 造審 議会情報産業部会(通 産省)… 「80年 代の情報化 及び情

報産業の在 り方並び にこれ らに対す る施策の在 り方」(昭 和56年6月15日)
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・と くに ,'公 的 部 門 の保 有 す る個 人情 報 につ い て は,国 民の権 利 義 務 に お

よぼ す影 響 の 重 大 さにか ん が み.,そ の プ ライ バ シ ー保 護 に関 し て早 急 な

対 応が 必 要 とされ よ う。

・民間部 門 の保 有 す る個 人情 報 に つい て は,そ の 内容,規 模 が 業種 業 態 に

よ り多種 多様 であ り,プ ラ イ ・ミシ ー保 護 に 関す る制 度 的対 応 策 につ いて

は,今 後 な お 慎重 に検 討 す べ き課 題 が 多い と考 え られ る。

(2)電 気通 信審 議 会(郵 政 省)… 「21世 紀 に至 る電 気通 信 の長 期 構想 」

(昭 和59年1月31日)

・電 気通 信 シス テ ムの安 全 性,信 頼 性 対 策 の確 立,プ ライ バ シー保護,デ

ー タ保 護 に関 す る法制 度 につ い て,国 民 の意 識 や 国 際 的動 向 を も踏 まえ

な が ら検 討 を 進 め る必 要 が あ る。

(3)総 合 チー タ通 信 ネ ッ トワー ク化構 想懇 談 会(郵 政 大 臣の懇 談 会)…

「ネ ッ トワー ク化 社 会 を め ざ して」(昭 和59年2月2日)

・ネ ッ トワー ク化 に よる効 用 を 健 全 な形 で 享受 す るた め には,安 全 性,信

頼 性 対 策 の 充 実 及 び個 人情 報 の 収 集,公 開,利 用上 のル ー ル確 立 等 い わ

ゆ る プ ライ バ シー保 護対 策 に よ り,こ うした ネ ッ トワー ク化 社 会 のぜ い

弱 性 を 克服 してい く必 要 が あ る。

(4)金 融 問 題研 究 会(大 蔵 省銀 行 局 長 の研 究 会)… 「我 が 国 に おけ る消 費

者 信 用 の あ り方 」(昭 和59年3月27日)

・消 費 者 の プ ライ ・ミシー保 護 に つ い て十 全 の措置 を講 じ る必 要 が あ る。

・我 が 国 に おけ る消 費者 信 用 の 実 態 を踏 まえ,消 費者 信 用 の健 全 な発 展 を

図 る 観 点 か ら政 府 部 内に お い て,総 合 立法 化 の方 向 で消 費 者 信 用 に関 す

る総 合 的 政 策 を早 急 に確 立 す べ き 時期 に きてい る。

(5)国 民生 活審 議 会(経 済 企 画 庁)… 「国 民生 活 を と りま く社 会 的,経 済

的 条 件 変 化 へ の 当面 の対 応 に 関 す る意 見」(昭 和59年4月18日)

・流通 す る情 報量 の増 大 に伴 い,プ ラ イバ シー の保護 等 個 人 の人 権 確 保 の

問 題 及 び情 報 公 開の 問 題 につ い て は,特 に,近 年 の個 人信 用 情 報等 の 著

しい集 積 等 に 鑑 み,法 制 度 の 整 備 を 含 め,各 方 面 の検 討 を 鋭 意進 め る。

(6)高 度情 報 社 会 に関 す る懇 談 会(内 閣 総理 大 臣 の懇 談 会)'… 「高 度情 報

社 会 に関 す る懇 談 会 報 告 」(昭 和59年10月26日)
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これ は,内 閣 総 理 大 臣の 主 催す る行 政 運営 上 の会 合 の報 告 で あ るが,「情

報化 の 進 展 に伴 い プライ バ シー の侵 害 の お それ が高 ま りつ つ あ る状 況 にか

ん がみ,国 際 的 動 向に も配 慮 しつ つ,法 制 の整備 が急務 とな ってい る。 公

的部 門 の デ ー タにか か わ る プ ライバ シー の保 護 につ い ては,量 的 な ウエイ

トが 高 い た め,特 に法 制 化 が急 が れ る。」 と指 摘 して い る。

(7)住 民 記 録 に係 わ る プ ラ イバ シ ー の保護 等 に関 す る研 究 委 員会(自 治 省行

政 局長 の研 究 会)… 丁住 民記 録 に関 す る記録 の 適正 な保 護 ・管理 の在 り

方 につ い て」(昭 和60年1月30日)

この 報告 書 は,次 の よ うな 考 え 方 を現 行 制度 に取 り入 れ る こ とに よ り,

住 民基 本 台 帳 制 度 に お け る個 人情 報 の 適正 な保 護 ・管理 の た め の シス テ ム

を 構 築 し て,個 人 情 報 につ いて の プラ イバ シーの 保 護 を図 るべ きで あ る と

してい る。

① 値入情報を何 人 にも公 開す る とい う原則は1こ れを制 限す る方向で改

め る こ と 。

② 市町村長は,法 に基 づき住民か ら収集 した個人情報 の取扱い に当た っ

て は,そ の 保 護 ・管理 が 適 正 に行 わ れ る よ うに努 め るべ きであ る こ と。

③ 住 民基 本 台 帳 事 務 に従 事 す る市町 村 職 員 等 や 住民 基 本 台 帳 の 公 開制 度

に よ り個 人情 報 を 知 り得 た 者 におい ては,そ の情 報 をみ だ りに他 に漏 ら

しては な らな い もの とす る こ と。

④ 情 報処 理技 術 の進 歩 ・発 展 に伴 い,電 子 計 算 機 等 を 住 民基 本 台 帳事 務

に利 用 す る場 合 に あ っ て も,個 人情 報 の適 正 な保 護 ・管理 が 図 られ る よ

う にす る こ と。'

この よ うな 考 え 方は,昭 和60年6月19日 成 立 の住 民基 本 台帳 法 一

部 改正 法 で具 体 化 さ れ た(こ の 改 正法 は,昭 和61年6月1日 か ら施 行

された)。

(8)国 民生 活 審 議 会(経 済 企 画 庁)… 「情 報化 時 代 の 消費者 政 策 について1

(昭 和60年4月22日)

これ は,国 民 生 活審 議 会 消 費者 政 策 部 会 の報 告 で,「 包 括 的 に,OECD

理 事 会 勧 告 や 国 民生 活審 議 会 等 の提言 を踏 まえ個 人情 報 の 保 護 の た め の法

制 度 の整 備 を含 め,各 方 面 の検 討 を鋭 意 進 め る必 要 が あ る」 と提 唱 してい
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る。

⑨ 消費者信用適正化研 究会(経 済企画庁国民生活 局長 の研究会)… 「消

.費者信 用適正化研究 会報告」(昭 和60年4月)

この報告は,消 費者信用情報の保護の徹底 について具体的な提案を して

い る。

OO)保 健 審 議 会(大 蔵 省)… 審 議 会 答 申(昭 和60年5月30日)

,・今 後,生 命 保 険 業 界,関 係 団 体,行 政 等 に お い て,相 互 の 緊密 な 連 携 の

下 に プライ バ シー保 護 に関 す る適切 な ガイ ドラ/fン を 策 定 す るた め の専

門 的検 討 が 行 わ れ る こ とが必 要 で あ る と考 え る。

aD割 賦販 売審 議 会 消費 者 信 用 情 報 分 科 会(通 商 産 業 省)…:r消 費 者 信 用

情 報 機 関 に お け る消費 者 信 用 情 報 の 管 理等 の在 り方 に つ い て 」(昭 和60

年7月24日)

・これは ,消 費 者 信 用 情 報機 関 の在 り方 として,信 用 情 報 の 管理(正 確性,

最新 性,保 存 期 間,漏 洩,滅 失 の 防 止等),本 人 に対 す る信 用 情 報 の 開 示,

苦 情 処 理 体 制 等 の必 要 性 を 指 摘 して い る。

⑫ 消 費者 保 護 会 議(経 済 企 画 庁)… 第18回 会 議 「消 費者 行 政 の推 進 に

つ い て 」(昭 和60年11月1日)

・個 人信 用 の保 護 に 当た っては,プ ライ・ミシー の保 護 等 の 徹 底 が 図 られ る

よ う業 界 を指 導 す る。 また,そ の 他 の分 野 については,多 様 な 個 人 情報 の

収 集,利 用 の 実 態 を 把 握 す る と ともに これ を 踏 ま,えた 個 人情 報 の流通 に

伴 うプライ ィミシーの 保 護 等 の 在 り方 を検 討 す る。

⑬ 高 度情報 化 促 進 のた め の環 境 整 備 に関 す る懇 談 会(郵 政 省 通 信 政 策 局長

の 懇 談 会)… 「高 度 情 報 化 促 進 の ため の環 境 整 備 の在 り方 」(昭 和61

.年3月31日 り

こ の報 告は,ネ ッ トワー ク社 会 に おけ る デー タ保 護 の在 り方 につ い て 明

確 な指 針 を 出 し てい る。 報 告 書 は,例 えば,「 健 全 な 高 度情 報社 会 を形成

してい くた め には,メ リ ッ トの追 求 だ け でな く,デ ー タ保 護 等 の対 策 も同

時 に進 め てい く必 要 が あ る … デ ー タ侵 害 に よ り不 利 益 を被 る に もかか わ

らず,自 ら対 策 等 を講 ず る こ とが で きな い 直接 的 対 応 能 力の な い老 の 問題

に つ い て は 一 … 国等 の役 割 が期 待 さ れ る」 と した。
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⑭ 消 費者 保 護 会 議(経 済 企画 庁)… 第`19回 会 議 「消費 者 行 政 の推 進 に

つ い て」(昭 和61年10月31日)

情 報 化 の進 展 に 伴 って予 想 され る個人 情 報 の保護 等 新 た な 消費 者問 題 に

つ いて,一関係 省 庁 及び 国 民生 活 審 議 会 に おい て その 対 応 の あ り方を 総 合 的

に検 討 す る。 また,消 費 者 信 用 情 報 及 び ダイ レク ト ・メー ル 等 の分 野 に つ

い ては,個 人情 報 保 護 の 観点 か ら,引 き続 き適切 な業 界 指 導 を行 う。

3.5金 融機 関等 に お け る個 人デ ー タ保 護 の 自主 ル ール の策 定

以上 の よ うな 国 にお け る プ ライバ シー保 護 策 の検 討 の ほ か,民 間部 門 に

お い て も個人 情 報の 保護 策 が検 討 され て きてい る。 それ らの うち,こ こ で

は,ご く最 近,発 表 され た,金 融情 報 シス テ ム セ ン ターの 「金 融機 関等 に

お け る個 人 デ ー タ保護 の た めの取 扱 指 針」 を取 り上 げ る こ とにす る。

金 融 情 報 シス テ ムセ ン ターで は,昭 和61年4月 か ら,金 融機 関等 に お

け る個 人 デ ー タの保 護 の あ り方 につい て,個 人 デ ー タ保 護 研究 会 を設 け て

検討 し,そ の検 討 結果 を受 け て,同 年11月 に設 置 され た 個 人 デ ー タ保護

専 門 委 員 会 で 審 議 を行 って きた 。 そ の結果,「 金 融 機 関 等 に お け る個 人 デ

ー,1,保 護 の た め の取 扱 指 針」 が策 定 され,・昭 和62年3月19日 に発 表 さ

れ る予 定 で あ る。 この取扱 指 針 につ い て は,大 蔵 省 の銀 行 局 長 お よび 証券

局 長 か ら,次 の よ うな 趣 旨 の見解 が 示 され た。

「近年,コ ン ピ ュー タを利 用 した情 報 処理 の急速 な進 展 等 に伴 い プラ イ

バ シー保 護 の要 請 が高 ま って お り,金 融機 関等 と して も個 人 デ ー タ保 護 に

つ い て適 切 に対 応 してい くこ とが必 要 であ る と考 えて い る。

この よ うな状 況 の 中 で,今 般,金 融情 報 シス テ ム セ ン ター におい て 金融

関係 業界 の 合 意 の下 に 自主 的 に 「金 融機 関等 におけ る個 人 デ ー タ保 護 の た

め の取 扱 指針 」 が 策定 された こ とは,時 宜 にかな った こ とと考 え る。

今 後 は,各 金 融機 関等 が この 指針 に基 づ き適切 な 対 応 を して い く もの と

思 うが,当 局 と して は,そ の動 向 を強 い 関心 を持 って見 守 ってい く所 存 で

あ る。」

こ の取扱 指 針 の 文書 は,「1.個 人 デ ー タ保護 のた め の取 扱 指針 の 考 え

方 」 お よび 「皿.金 融機 関 に おけ る 個人 デー タ保 護 の ため の取扱 指針 」 か
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らな ってい る。 そ して,後 者 は,「1.収 集 につ い て 」,「2.利 用 ・提

供 につ い て」,「3.適 正 管理 につ い て」 お よび 「4.個 人 参 加について1

の各 項 目を収 め てい る。 これ らの項 目は,そ れ ぞれ 原 則 を示 した 文章 と説

明 に分 か れ て い るが,こ こで は,原 則 を示 した 文 章 を掲 げ る こ とにす る。

それ は,次 の よ うな も の で あ る。

1収 集 につ い て

① 個 人 デ ー タの収 集 は,金 融機 関等 の 業務 上 必 要 な 限 度 に と どめ る もの

とす る。

② 個 人 デ ー タの 収集 は,適 法 か つ公 正 な手 段 に よ って行 うもの とす る。

③ 個 人 デ ー タを第 三 者 か ら収集 す る に 当た っては,デ ー タ主 体 の保 護 に

値 す る利 益 を 不 当 に害 す る こ とが ない よ う留意 す る もの とす る。

2利 用 ・提 供 につ い て

① 個 人 デー タの利 用 は,原 則 と して そ の業務 上 必 要 な 範 囲 に 限 る もの と

す る。

② 個人 デ ー タの 外 部 へ の 提 供 は,次 の 範 囲 に限 る もの とす る。

a.金 融 機 関 等 の 業 務 上 必 要 であ り,ま たは デ ー タ受領 者 の 正 当な利 益

を確 保 す る た め必 要 で あ って,か つ デー タ主 体 の 保護 に 値 す る正 当な

利 益 が侵 害 され るお そ れ が ない 場 合

b.デ ー タ主 体 が 外 部 へ の 提 供 につ い て 同意 し てい る場合

c.法 令 の 規 定 に よ り提 供 が求 め られ る場 合 そ の他 公 共 の利 益 の た め に

必要 が あ る場 合

3適 正 管理 に つ い て

① 個 人 デ ー タは,利 用 目的 に応 じ正 確 な もの に保 つ よ うに努 め る もの と

す る。 また,原 則 と して そ の保 存 期 間 を定 め る もの とす る。

② 個 人 デ ー タの 不 当 な ア クセ ス また は個 人 デ ー タの 紛失,破 壊,改 ざん,

漏 洩 等 の 危 険 に対 して,合 理 的 な安 全保 護 措置 を講 じ る もの とす る。

③ 個 人 デ ー タの 処 理 を 外 部 へ 委 託 す る場 合 は,委 託 契 約 にお い て秘 密保

持 等 デ ー タの維 持 管理 に関 す る事 項 につ い て定 め る もの とす る。

4個 人参加 につ い て

① デー タ主 体 か ら 自己 に 関 す るデ ー タにつ い て 開示 の請 求 が あ った 場合
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は,本 人 で あ る こ とを確 認 した うえ で,可 能 な か ぎ りこれ に応 じ る もの

とす る。 た だ し,社 会 的慣 行 等 か らみ て本 人 に知 らせ る こ とが 不 適 当 と

判 断 す る場 合等 を 除 く。

② 個人 デ ー タに誤 りが あ って訂正 の請 求 を受 け た場 合 は,遅 滞 な くそ の

請 求 に応 じ るも の とす る。

以 上 の よ うな取 扱 指 針 は,民 間部 門 にお け る包括 的 な 自主 ルー ル とし て注

目され る。
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第2部 民間部門 におけるプライバ シー

保護の現状 と課題





第2部 民 間 部 門 に お け る プ ラ イ バ シ ー 保 護 の 現 状 と課 題

1. .民 間 部 門 に お け る プ ラ イ バ シ ー 保 護 の 位 置 付 け

(株)旭 リサ ー チ セ ン タ ー

名 和 小 太 郎

序 論

プ ライバ シ ー情 報 を扱 う情 報 シス テ ムには,さ まざ まの ものが あ る。 しか・

し,そ の シス テ ムの性 格 に よ って,プ ライバ シー情 報 の扱 い方 は異 な る。 こ

の点 か らみ る と き,情 報 シ ス テ ムは,つ ぎの よ うに性格 付 け る こ とが で き る。

○ 公 的 シズ テ ムか私 的 シス テ ムか。
'
これ は,層 システ ムの所 有者 が 公 的部 門 にあ るか,私 的 部 門 に あ るか,と

い うこ とで あ る。・':一

〇 閉 鎖 型 シス テ ムか 開放 型 シ ス テ ムか。

閉 鎖型 とは,組 織 内利 用 の シス テ ムを指 し,開 放 型1どは,シ ス テ ムの利

用 者 が組 織 外 に拡 が るば あ い であ る。 た とえ ば公 的 シス テ ム にお け る広 報

シ ス テ ム,私 的 シ ス テ ムに お'ける商 用 シ ステ ムな ど。 、

○ 情 報 提供 ジス テ ムか業 務 支 援 シス テ ムか 。

情 報 提供 シス テ ム とは,情 報 そ れ 自体 を扱 うこ とを 目的 とす る もので あ

り;業 務 支 援 シ ス テ ム とは,あ る特 定 業務 を支 援 す るた め に構 築 された情

報 シ ス テ ム を指す 。

現 実 には,ど ん な シ ス テ ム も,こ れ らの性 格 が組 み あわ され て実 現 す る。

した が って,つ ぎの8通 りのシ ス テ ムが存 在 す る こ とにな る。'○

① 公 的 ・閉鎖 型 ・情 報 提供 型

② 公 的 ・閉 鎖型 ・業 務 支 援 型

③ 公 的 ・開放 型 ・'情報提 供 型 一

④ 公 的 ・開放 型 ・業 務 支 援 型

⑤ 私 的 ・閉鎖 型 ・情 報 提供 型

⑥ 私 的 ・閉 鎖型 ・業 務 支 援 型'.∵ 一

⑦ 私 的 ・開放 型 ・情 報 提供 型

⑧ 私 的 ・開放 型 ・業 務 支 援 型

これ ら・の シ ス テムは,じ つ は相 互 に連絡 す るば あ いが 多 い。 した が って,
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公 的 シ ス テ ム と い え ど も,私 的 シ ス テ ム に 関 係 す る も の が あ ,る。.,

以下・ ・妨 の頒 にしが 二て・ プ ライバ シー情報 かか樋 騨 シス
,

テ ムを列 挙 し,そ れ ぞれ の場 合 にお い て,プ ライバ シー情 報 が どの よ うに扱

わ れ て い る のか を確 認す る こ とに し よ う。

1.1公 的 ・閉 鎖 型 ・情 報 提 供型

この種 の シ ス テ ム と しては,た とえ ば,公 的機 関 のサ ー ビスす る危 害情

報 シ ス テ ムや公 害 情 報 シ ス テ ムな どが あ る。 これ らの情 報 シ ス テ ム には,

さ ま ざま の社会 的 トラ ブル に関 す る個 人 や企 業 の行 動 が蓄積 され て お り,

しか も,そ のデ ー タ の信頼 性 に つい て,微 妙 な判 断 を必 要 とす る もの が多

い。 した が って,こ れ らの内容 を無 制 限(そ の ま まの表 現 で,だ れ に も)

に提供 す る こ とは で きない 。

現 実 に も,こ の種 の サ ー ビスの利 用 者 は,当 該機 関内,行 政 機 関 の関 係

部 門 のみ な ど と限定 され てい る。

こ こにお け る問題 と しては,つ ぎ の よ うな もの があ り うる。

① この よ うな利 用 環 境 と,情 報 公 開制 度 との折 合 い を ど うした ち よい

か

② シス テ ムを閉鎖 的 にす る と,そ の シス テ ムの実 質 的効 用 が減 殺 され

る

1.2公 的 ・閉 鎖 型 ・業 務支 援 型

行 政体(中 央 省 庁,地 方 公共 団体)が 本 来 の業 務 をす るた め には,さ ま

ざ まの情 報 を,そ の権 限 に も とつ い て収 集 す る。 しか も,.そ の業 務 を遂 行

す るた め には,当 該 の情 報 に付 加 され てい る個 体 識 別 コー ドを除 くこ とは

で きな い。 この よ うな業 務 を支 援 す るた め に,行 政 体 は プ ライ バ シ ー情 報

を含 む情 報 シ ス テ ムを運 用 してい る。

た とえ ば,中 央 省 庁 で は,運 転 者 管 理 シス テ ム,出 入 国 管 理 シス テ ム,

旅 券 発 給 シズ テ ム,国 民年 金 シ ス テ ム,雇 用保 険 シ ステ ムな ど。 地 方 公共

団体 で は,税 務 シ ス テ ム,福 祉 シス テ ムな ど。

この よ うな シ ス テ ムに保 管 され てい る行政 資 料 の秘 密 保持 は,公 務 員 に
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課 せ られ た 守秘 義 務 に よ って確 保 され る こ と にな ってい る。 さ らに,中 央

省 庁 には 「電子 計 算機 処理 デ 一一タ保 護 管 理規 則 」(昭 和51年 事 務 次 官会

議 申合 せ)な どが あ る。 また,地 方公 共 団体 には,「 プラ イバ シー保護 条

令 」 を制 定 す るぽ あい も少 な くな い。

問 題 は,こ れ らの シ ステ ム の運 用 を民 間 の事 業 者 に委 託 す る場 合 につ い

て であ る。 これは と くに地 方 公 共 団体 に多 い。 この場合,委 託先 との契 約

には,守 秘 義 務 条 項 の存 在 す る ことが普通 で あ るが,そ の条 項 の遵 守 に つ

い て確 認(た とえば シス テ ム監査)が な され てい るか ど うか につい ては,

不 明 で あ る。 これ は,他 の公 的 シス テ ムの場 合 につ い て も同 様 で あ る。

1.3公 的 ・開放 型 ・情 報提 供 型

(1)調 査 統 計 な ど

代 表 例 と しては,指 定 統 計 が あ る。 こ こでは,個 票 の公 開 は,統 計 法 に

よ って禁 止 され てい る。 した が って,公 表 にあ た っては,個 人 識別 コー ド

は消 去 され,さ ら に,統 計表 か ら も個人 が識別 で きない よ うな工 夫(X表

示)が な され て い る。

こ こでの統 計 デ ー タの扱 い方 に対 す る配慮 は,米 国 にお け る よ りも厳格

で あ る。米 国 にお い ては,デ モ グ ラ フ ィ ック な統 計 につ い ては,も ちろ ん

個 人 の認 識 は で き ない よ うには な って い るが,マ ー ケテ ィ ング用 の デー タ

と して利 用 で き る程 度 に,詳 しい レベ ル で公表 され てい る。

(2)地 方 公共 団 の場 合

地 方公 共 団 体 の場合 にお い ては,住 民基 本 台 帳 が あ る。 この台 帳 は,す

で に民 間 の名 簿 事業 者 の情 報 源 と して利 用 され て きたが,昭 和61年 の法

律 改正 に よっ て,そ の公 表 は 限定 的 とな った 。

(3)情 報 公 開 制 度 との か らみ

さ ら に,こ こ で は,情 報 公 開制 度 との か らみ が で て くる。 この制度 は,

地 方 公 共 団体 に お い ては,最 近 条 令 化 され る例 が 多 くな りつつ あ る。 この

場 合,公 開情 報 とプ ライ バ シ ー情 報(非 公 開情 報)と の区 別 を ど うす るか

が,制 度 の具 体 的 運用 に あ た って,問 題 とな る。
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1.4公 的 ・開放 型 ・業 務支 援 型

公 的機 関が 運 用 す る社 会 シ ス テ ムが,こ の性 格 を もつ 。 た とえば,緊 急

医療 シス テ ム な ど。

1.5私 的 ・閉鎖 型;情 報 提供 型'

代 表例 が,個 人信 用情 報 機 関 の シ ス テ ムで あ る。 こと セは,貸 金 業 規 制

法,お よび割 賦 販 売 法 に もとつ く規 制 が あ る。 さ ら に,昭 和60年 に大 蔵

省 と通 商 産業 省 か ら通 達 が で きた。 一

1.6私 的 ・閉 鎖 型 ・業務 支 援 型

(1)顧 客情 報 シス テ ム

代 表 例 が,公 益事 業 者(ガ ス ・電 力),銀 行,通 信 販 売 事業 者 な'どの持

つ,顧 客情 報 シ ス テ ムで あ る(詳 細 ほ別 章 参 照)。 そ の実 態 は,た とえば,

経 済 企画 庁 の調査(昭 和61年)に み る こど が で き る。 これ ら'vaeeす る プ

ライバ シー保 護 は,そ の事 業 者 の責 任 で維 持 され てい る。 学 校,病 院 な ど

の個 人情 報 シ ス テ ムな ど も これ に準 じ,る。

さら に,通 信 事 業 者 の もつ,顧 客 情 報 シス テム とい うもの もあ ろ う。 こ

れ につ い ては,憲 法 お よび 電気 通 信 事 業 法 に よっ て 「通 信 の秘 密 」 とい う

こ とで,保 護 され るこ とにな って い る。

(2)越 境 デ ーータ流通

プ ライバ シ ー保 護 につ い て,国 の 間 に保 護 レベ ル に ちが い の あ る場 合,

越 境 デ ー タ流 通 が 円滑 に行 われ な い場 合 が あ り うる。 このた め に,各 国は

プ ライ バ シ ー保 護 の法 律 を制 定 せ よ とい う原 則 がOECDの 「プ ライ バ シ ー ・

ガ イ ドライ ン」 に明記 され,こ れは,そ の後,'デ ー タ保 護 法 のな い 国 との

越 境 デ ー タ流 通 を制 限 で き る とい うヨー ロ ソバ条 約 に具体 化 され た。 フ ラ

ンス,イ ギ リス な どの デ ー タ保 護 法 は,こ の原則 に した が って制 定 され て

い る。

した が って,デ ー タ保 護 法 のな い 日本 の事 業 者 は,こ れ らの 国 との越 境

デ ー タ流 通 を制 限 され るば あい があ り うる。 そ の よ うな経 験 を も った事 業

者 もい る,と い う調査 もあ る(機 械 振 興 協 会 資料)。
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1.7私 的 ・開放 型 ・情報 提 供 型 . 一

この分 野 に は,制 限 され てい る業 界 と,そ うで ない業 界 とが あ る。

(1)市 場調査 事業 者

前 者 には,市 場 調査 事 業 者 が あ る。 このほ うは,業 界 が存 在 し,そ こで

倫 理 綱領 が あ り,そ れ な りの 自己規 制 がな され て い る。 た とえ ぽ,客 先 を

限 定 し,あ るい は デ ー タ を匿 名 化 して提供 す る こ とが,取 引 きの前 提 とな

ってい る。

この業 界 の 問 題 は,社 会 に お け るプ ライバ シ ー意 識 の 向上 お よび,住 民

基 本 台帳 の利 用 制 限 な どに よ って,ア ンケ ー ト調 査 な どが 困難 にな りつ づ

あ る ことであ る。

② リス ト事 業者

他 方,後 者 には,リ ス ト事 業 者 が あ る。 ここ には法 的規 制 もな く,し か

も,こ の事 業 者 には ア ウ トサ イ ダ 的 な 行動 を と る ものが 多 い。

ただ し,こ の よ うな事 業 者 の行 動 を規 制 し よ うとい う地 方 公共 団体 も出

現 して きた。 例,川 崎市 条 令 。

1.8私 的 ・開放 型 ・業 務支 援 型

公 的 シス テ ムの項 で述 べ た業 務 受 託 をす る情 報 処理 事 業 者 な どが,こ の

分類 にな るだ ろ う。

受 託 業務 の種 類 とピ(は,公 的 部 門対 して は住 民基 本 台 帳 の情 報処 理,

民 間部 門 に対 しては税 務 ・経 理 な どの情 報処 理 もあ り うる。 このば あ いパ

と うぜ んの こ とな が ら発 注 元 に対 す る守秘義 務 が前 提 とな る。,

さ らに,民 間部 門 の受 託 計算 には,客 先別 の情 報処 理 に ど もな って情 報

提 供 サ ー ビス が と もな うこ とが あ り(た とえば役 員 賞与 統 計 な どの ス キ ャ

ン ・デ ータ ・サ ー ビス),こ の 場 合 に は 結 果 の 匿名 化(X表 示),出 力

結 果 の流通 に つ い ては,事 業 者 の責 任 におい て,十 分 の配 慮 がな され る こ

とに な って い る。
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2.東 京電 力におけ る個人情報取扱 いの現状 と課題

東京電 力㈱ 青木 俊

以 下 は,東 京 電 力 に お け るお 客 さま に関 す る情 報 の取扱 い の現状 と これ ら

に関す る課 題,将 来 の展 望 につ い て の私 見 を述 べ た もの であ る。

2.1現 状

当 社 は 関 東一 円(東 京,栃 木,群 馬,茨 城,埼 玉,千 葉,神 奈川,山 梨

の各 都 県 及 び静 岡 県 の富 士川 以 東)に 住 む2,000万 軒 の お客様 に電気 を供

給 して お り,こ れ ら のお 客 さ まの的 確 な電 気 料 金 の計 算,収 納 金 管理 及 び

電気 利 用面 で の安 全 性 の確保 を 目的 と して お 客 さ まに 関す る情 報 を収 集 ・

蓄積 して い る。

これ らの お客 様 を 用途 別 に分 類 す る と

::竃 竃:1:1;…:∴::9・9‡:},・ ・・… 軒

〔内訳 業 務 用90,小 口電 力 ユ,895,大 口電 力5,そ の他512〕

とな ってお り,全 契 約 口数 の約9割 が一般 家庭 を 中心 と した電 灯 需 要 で あ

る。

お 客 さ ま情 報 に関 しては,そ のほ とん どは コン ピ ュー タ に蓄積 され て い

る。利 用 に あ た っては 目的 を 限定 し,取 扱 い は 厳 正 に行 い,セ キ ュ リテ ィ

の 確 保 に 努 め て い る。 コン ピ ュー タ に蓄 積 され た情 報 に関す る取 扱 い の

概 要 は 次 の通 りで あ る。

2.1.1お 客 さ ま情 報 の 種類 ・内容

(1)電 気 の需給 契 約 に関す る情 報

① 契 約 主 体 に関 す る ものr契 約名 義,住 所,請 求 区分,口 座番 号,険 針

目 等 』 、.、

② 契 約 内 容 に関 す る ものr契 約 容量,負 荷 設備,取 引 用計 器 の 内容,受

電設 備,力 率,供 給 電 圧 等 』
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(2)取 引記 録 に関す る情 報

① 取 引 内容 に関す る ものr使 用電 力 量,請 求 金 額,料 金収 納 状 況 停 電

時 間,異 動 内 容等 』

② 過去 の実 績 に関す る ものr12ヵ 月 の使 用 量 実績(大 口分 は4年 間),

4ヵ 月 の請求 金額,5回 分 の異 動実 績 等 取 引 上 の重 要事 項 の ヒス ト リー』

(3)電 気 の保 安 に関 す る もの

① お 客 さ まの電 気工 作 物 の 調査 に関 す る ものr内 線 定期 調 査 年 月等 』

② 保 安 対 策 に関 す る ものr需 要 場 所 の 区 分,漏 電 警報器 等 の設置 の有 無,

停 電 の 影 響 内容,自 衛 措 置 内容 等 』

(4)以 上 の外,販 売 促進 の ため の電気 温 水器 関係 の情 報や業 種,行 政 区 コ ー

ド等 統計 資料 作 成 のた め の情 報 を保 有 してい る。

2.1.2お 客 さま情 報 の 収 集 の 態様

(1)お 客 さ まか らの 電気 の使用 申込 に伴 な う情 報 の提供

① 新 増 設 申込 時 に窓 口 で ご提 出 して い た だ く電気 使 用 申込 書,需 給 契 約

書 に よる もの等,直 接 的 に収 集 す る もの

② 電 気 使 用 開 始 連絡 ハ ガキ や電話 で の受 付 等,間i接 的 に収 集 す る もの

② 取 引上 過 程 で発 生す る情 報 の収 集

① 電 気 の使 用 量 や料 金 の収 入結 果 等検 針 ・集 金 員 が お客 さ まへ の訪 問 に

よ り直接 収 集 す る もの

② 振 替結 果,口 座 番号 の変 更 異動,振 込 通知 等 金 融機 関か ら入 手 して い

る もの

(3)コ ン ピ ュー タへ の登 録 ・更 新 の取 扱 い

① 収 集 した 情 報 は,一 次情 報 と して申込 書,受 付 せ ん とい った原 票 の形

で保 有 され オ ン ライ ン端末 機 やOCR,キ ィー ツー デ ィス ク等 に よ り入

力 され る。

② 口座 振 替 結果 等 情 報 につ い ては,金 融機 関 との間 で磁 気 テ ープ に よ り

デ ー タ の授 受 を行 って い る。

③ これ らの情 報 は,入 力時 に基 本 的 な チ ェ ック を受 け異動 情 報 と して一

旦 コ ン ピュー タ内 に保 持 され,所 定 の処 理 日 にお客 さまの マ ス ター情 報

を更 新 す る こ と とし てい る。
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2.1.3お 客 さ ま情報 利 用 の 態様

(1)利 用業 務

① 電気 料 金 の計 算 ・請 求,料 金 収納 状 況 の管 理,適 正 契 約 の維 持 等 契 約

履 行業 務

② 電 気 の 使用 量,請 求 金額 の確 認等,お 客 さ まか らの問 合 せ へ の対 応

③ 停 電 影 響 内容 の把 握,事 故 時 の対 応等,電 気 の保 安 業 務

④ 電 気 温 水器 や 高 効 率機 器 の勧 奨 等,販 売 促 進業 務

⑤ 需 要 に対応 した供 給 設備 を確 保 す るた め の需 要想 定 業 務,統 計 ・管理

資料 作 成 等

(2)利 用 方法 一

① 磁 気 デ ィス ク に収 録 してい るお 客 さ まの台 帳 を も とに,月 々 の料 金計

算 処理 や 領 収 書 ・振 込 票 の作 成,口 座振 替 請 求 デ ー タ(磁 気 テ ー プ に記

録)の 作 成 等 を主 体 に所 定 の検 針毎 に一 括 処 理

② 随 時 の お客 さまか らの問 合 せ,契 約 内容 の変 更 申込 み,入 金 等 にタイ

ム リー に対応 す るた め の オ ン ライ ン端 末 か らの検 索(検 索 内 容 に よ って

は.マイ ク ロ ・フ ィッシ ュも利 用)

2.1.4お 客 さ ま情 報の 管 理,保 護

これ まで述 べ て き た通 りお 客 さ ま に関す る情報 は,社 内 に限 定 して取

扱 うこ とを基 本 と して い るが2,000万 軒 のお 客 さ まに関 わ る個 人 情 報 を

保 有 して い る こ と,企 業 の性 格 上 厳 正 ・的 確 な業 務 処 理 が 不 可欠 で あ る

こ と等 に よ り要 員,業 務 運 営 態 勢,コ ン ピュー タ ・シス テ ムの各 面 に お

い て以 下 の情 報 の正 確 性,安 全 性 等 の確保 策 を 講 じてい る。

(1)情 報 の正 確 性 ・最新 性 の確 保

① お客 さ まの マ ス タ ー情報 の登 録 ・更 新 デ ータ は,先 づ異 動 デ ー タ と し

て オ ンライ ン端末 やOCR等 か らの入 力時 に形 式 チ ェ ック が な さ れ,次

に これ までの 異動 情 報 や マ ス タ ー情 報 との照 合 チ ェ ックを うけ て初 めて

マ ス タ ー情 報 と して反 映 さ れ る。

② お 客 さ まのマ ス タ ー情 報 の更 新 は,所 定 の処 理 日にな らな い と行 われ

ない が入 金 デ ー タ,契 約 容 量 や 名 義 の変 更 デ ー タ等 の契 約 履 行 上 必要 な

ものは,オ ンラ イ ン端末 で マ ス タ ー情 報 を検 索 した 時 の付 帯 情 報 として
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入 手 で き る。

③ 日々の入 金 デ ー タ の合計 と現 金 との照 合や 入 力原票 とコ ン ピ ュー タへ

の登 録 内容 との照 合 等 契 約履 行 に関 わ る重 要 な異 動 デ ー タ につ い て実 施

してい る。

② 情 報 の安 全 性 ・機 密 保 護

当社 で保 有 し てい るお客 さ ま情 報 の安 全 性 の確 保や機 密 保 護 にあ た って

は,社 員一 人一 人 へ の情 報 の取扱 い にか んす る意 識 の徹 底 に特 に配 慮 して

い るが,業 務 運 営 面,コ ン ピ ュータ ・シス テ ム運 用面 か ら も以 下 の対 策 を

講 じて い る。

a.業 務 運 営 上 の 対 策

① お客 さ ま のマ ス ター情 報 を直i接検 索 で き る オ ンライ ン端 末 は,:専 任

の管 理 職 を 設 置 した 営業 部 門 にの み設置 され てお り,情 報 を入 手 で き

る個 所 を限 定 してい る。 また,マ イ ク ロ ・フ ィ ッシ ュや帳 票 の台 帳 に

つ い て も同 様 の取 扱 い に な って い る。

② オ ンラ イ ン端 末 の利 用 に あた って,パ ス ワー ドやIDカ ー ドは使 用

して い ない が,利 用 個所 を限定 してい る こ と,端 末 のON・OFFは 管

理 者 が保 管 してい るキ ィー に よ って行 ってい る こ と,部 外 者 に よ って

は検 索操 作 が複雑 で あ る こ と等 に よ り事 実 上,'お 客 さ ま の情 報 は保 護

され て い る。

③ お 客 さま に お渡 しす る帳票 類 につ い て も,例 えば,口 座 振替 領収 証

へ の 口座 番 号 の抹 消(お 客 さ まの要望 が あ る場 合 の み)や 口座振 替 開

始 通知 状 等 郵 送 物 の封 書化 な どお 客 さま情 報 保 護上 の配 慮 を行 ってい

る。

④ 金 融機 関 との 間 の磁 気 テー プ の 授 受 に っ い て も,取 扱 者,窓 口 を

限 定 し直接 手 渡 し してい る。

b.コ ン ピュー タ ・シ ス テ ム運 用上 の対 策

① 通産 省 が定 め た安 全 対 策基 準 に沿 い,お 客 さ ま情 報 の盗 難 ・不 正 使

用,コ ン ピ ュー タ め破 壊 等 へ の種 々の対応 策 を実施 して い る。(添 付

資 料 参照)
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c.社 外 か らの 問合 せ に 対 す る取 扱 い

① お 客 さ まか らの問 合 せ(r今 月 の料 金は い くら にな るか 』,r－ 年

間 の支 払 い 証 明 が欲 しい 』な ど)に つ い ては,照 会 者 が 契約 者 本人 か

ど うか の確 認 の うえ お 答 え して い る。

② この他 法 律 上 や む を え な い場 合 に限 り外 部 か らの照 会 に応 ず る こ と

もあ るが,お 客 さ ま情 報 につい ては,外 部 の第 三 者 には 提供 しない こ

とを原則 と してい る。

(3)情 報 の保 有期 間

お 客 さ ま情 報 は,需 給 契 約 の解 消 を もって台 帳 か ら削 除 され る こ とにな

るが,内 線設 備 な どを撤 去 せ ず 再利 用 の見 込 み が あ る もの に つい ては,電

気 の保 安 上 必要 な情 報 に限 定 して一 定 期 間保 有 して い る。

一 方 ,電 気使 用 申込 書 や 受 付 せ ん等 需 給契 約 に関 わ る書 類 は,そ れ ぞれ

定 め られ た保 存 期 間 が くる まで保 有 され てい る。

(電 気 使 用 申込 書 ……5年,受 付 せ ん … …1年 な ど)

2.2今 後 の 課題

2.2.1電 力業 に お け る 情報 資 産 の 取 扱い

(1)こ れ ま で述 べ て きた通 り現 状,電 力業 が保 有 す るお 客 さ ま情 報 につ い て

は,契 約 の履 行 管 理,電 気 設 備 の保 安 を図 る こ とを 目的 と して収 集 ・蓄 積

してい る もので あ り,そ の利 用 も社 内 に限 られ てい る。

② しか しなが ら,高 度情 報 社 会 へ の 移行 等 社 会 ・生 活 の各 面 にお け る革 新

に伴 な い,電 力業 が 保 有 す るお 客 さ ま情 報 を初 め と した情 報 資産 の提供

(公 開)要 請 が 一 段 と高 ま る もの と考 え られ る。

(3)ま た,電 力業 界 内 に おい て も業 界 共 同 デ ー タ ベ ー スの 構 築 や デ ー タ ベ

ース の相 互利 用 の必 要 性 が顕在 化 し,電 力各 社 間 で の情 報 の共 同利 用 も行

わ れ る よ うにな るで あ ろ う。

(4)こ うした状 況 を踏 まえ,電 力 業 が保 有 す るお客 さ ま情 報 の取 扱 い の在 り

方 につ い て,電 気 事 業 が もつ社 会 的 使命 を全 うす る こ とを前 提 に,社 会制

度 との関連 に も充 分 配 慮 し検 討 してい く必 要 が あ る。
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2・2・2ネ ッ トワ ー ク化 の進 展 に対 応 した セキ ュ リテ ィ の確 保

(1)こ れ まで,電 力業 は 自営 の通 信 回線 を使 用 した情 報 ネ ッ トワ ー ク を形 成

してお り,外 部 か らの デ ー タ の盗 用,改 ざん等 の コ ンピ ュー タ犯 罪 が発 生

しに くい シ ス テ ム環 境 に あ った。

(2)し か しな が ら今後 は,関 係 会社 を は じめ 金 融機 関 や取 引先 等 外 部 との ネ

ッ トワー ク化 が進 ん でい くもの と考 え られ る こ とか ら,暗 号 化技 術 な ど技

術 な ど技 術 力 の 強化,チ ェック ・システ ムの 充実,運 用 管理 体 制 の整 備 等 よ

り一層 の セキ ュ リテ ィ 確 保 策 が 必 要 とな る と考 えてい る。
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3.東 京 ガ ス に おけ るお 客 さ ま情 報 の取 扱 い の現 状 と問 題 点

東 京 ガ ス(株)

佐 久 間 洋 男

依頼 されたテーマは,『 ガス供給業 におげ るプライバシー保 護 の現状 と問

題点 』であ るが,わ が国の一 般 ガス事業者数は247に のぼ り,経 営形態 も私

営,公 営 に別れ,ま た企業規 模や情報 システム化 の実態 も様 々であ り一様 に

は論 じられないので,『 ガス供給業 における……… 』を 『東京 ガスにおけ る

お客さま情報取扱 いの現状 と問題点 』と読 み換えて以下 に私見 を述 べ ること

とす る。

3.1営 業 活 動 の概 況

(1)営 業 活 動

当社 は,首 都 圏 を中心 に1都8県 の660万 件 を超 え るお 客 さ ま に,都 市

ガス を供 給 して お り,そ の主 た る営 業 活 動 と して,ガ ス料 金 の 調 定 ・回収,

ガ ス栓 の 開通 ・閉 鎖,ガ ス機 器 の販 売 ・修理,ガ ス設 備 ・機 器 の 保安 点 検,

ガ ス設 備 工 事等 を行 ってい る。

(2)営 業 活動 の推進 体 制

当 社 は供 給 区域 内 に18の 支 社,48の 営業 所 を設置 して い る。

この他 に,関 連 企業 と して,先 ず250店 余 りの当 社 指 定 の サ ー ビス ・セ

ンタ ーが 有 り,当 社 の委 託 業 務(ガ ス料 金収 納等 ガ ス に関 す る受 付 業 務,

ガス栓 の開通 ・閉 鎖業 務 等)や ガ ス機 器 の販 売 ・修 理 等 を行 って い る。 ま

た,ガ ス設備 工 事 を行 う工 事 会 社 の事 業所 基 地 が200ヵ 所 余 りあ り,各 々

担 当 の支 社,営 業 所 と連携 を 密 に して お客 さ ま接点 の最 前 線 と しての位 置

づ け で業 務 を行 ってい る。
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【参 考 】 営 業 関 係基 礎 計 数

(1)お 客 さま件 数 …… …6,660,000件(61年12月 末)

② 新 設 件 数

60年 度計

件数(件) 備 考

新 設 241,100

撤 去 117,100 ガ ス メ ー タ ー の 取 外 し

純 増 124,000

(3)ガ ス 開通 ・閉鎖 件数

60年 度計

件数(件) 備 考

開 通 883,000 ガスの使用開始

閉 鎖 803,000 ガスの使用停止

(4)ガ ス料 金 回収 方 法

60年9月 末

間接集金

口座振替 75%

持参払込 22%

計 97%

訪問集金 3%

3.2お 客 さま情 報 の種 類

コン ピ ュー タ で 管理 してい るお客 さ ま情 報 は,い ず れ も前 記 の営業 活動

の 円滑 な遂 行 に不 可 欠 な もの で,具 体 的 には以 下 の もの で あ る。

・ガス の需 給 契 約 に関す る基 本 的 情 報

『契約 者 名 義,住 所,電 話 番 号,使 用 開始 年 月 日,料 金 支 払 方法,口

座番 号 』等

・取 引記 録 に 関す る情 報

『ガス使 用 量 ・金 額,請 求 日 ・入 金 日 』等

・ガス設 備 ・機 器 に 関す る保 安 情 報(保 安 点検 は,ガ ス事 業 法 に基 づ き3
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年 に1回 以上実施)

『点検 日,内 省検査 結果,給 排気点検結果,法 定 消費機器点検結果 』

等

3.3情 報 の収 集 と更 新'

(1)お 客 さ まの基 本 的 な情 報 は,ガ スの 使 用 を開始 す る時(需 給 契約 時)に

記 入 され る 『開 通 受付 票 』の 内容 か ら収集 してい る。

(2)取 引記録 に関す る情 報 は,検 針,集 金,等 の業 務 機 会 詩 にお 客 さ まに面

対 し収 集 して い る。 また,ガ ス料 金等 の 口座 振 替 情報 は,金 融機 関 か らの

振替 結 果 情報 か ら収 集 してい る。

(3)保 安 情 報 は保 安 点検 巡 同 時 に作 成 され る 『保 安 巡 回票 』か ら収 集 してい

る。

(4)こ れ ら情 報 は,異 動 発 生 の都 度 コン ピュ.一夕に入 力 し常 に最新 の もの に

更 新 され て い る。

㈲ な お,前 記 情 報 は 口座 振替 情 報 を除 い て す琴 て 自 らの手 で収 集 し てお り

第三 者 を経 由 して収 集 す る こ とは な い。

3.4情 報 の 入 力 と保 有形 態

(1)入 力 方法

検 針 ・入 金 情 報5保 安 点検 結 果 情 報 等大 量 デ ータ の入 力は,OCR方 式

に よ ってい る。 そ の他 の情 報 は,所 定 のチ 三 ソクを経 た受 付 票 か らパ ンチ

入 力 または オ ン ライ ン入 力 してい る。 なお,誤 入 力 防止 の た め,OCR入

力 につ い ては,マ ー ク ・チ ェ ック方 式 お よび チ ェ ック ・コ ー ドに よるル ー

ンズ ・チ ェ ソク方式 を,パ ンチ入 力 につ い ては,同 一 伝 票 を2人 で 入 力す

るベ リフ ァイ ・チ ェ ック方式 を,ま た,、オ ン ライ ン入 力 につ い ては,プ ロ

グ ラム に よ る即 時 チ ェ㌧ ク な らび にチ 干 ック結 果 画面 で の 人 に よ る確 認 の

方 法 を採 用 し,情 報 の正 確 性 を期 し てい る。

(2)保 有形 態

利 用頻 度 の高 い情 報(検 針 ・入 金 情 報 の直 近1年 分,保 安 点 検 結果 情 報

等)は,磁 気 デ ィス ク に収 録 す る と と もに磁 気 テー プへ も収 録 しバ ッフ ァ
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ッ プ 用 と し て 保 有 し て い る 。

そ の 他 の 情 報 は,磁 気 テ ー マ,マ イ ク ロ 、

保 有 し て い る 。

フ ィ ル ム,帳 票 用 紙 に 収 録,,

3.5情 報の 利 用 目 的等

(1)利 用 目的

収 録 情 報 は,主 と して,

・料 金計 算,請 求=書作 成,料 金収 納 管理, 一統 計 分析

・ガ ス設 備 ・機 器保 安 点検

・お客 さ まか らの問 合 せ 対 応..

等 日常業 務 を 円滑 に遂 行 し,お 客 さ まサ ー ビス を向上 させ る た め に利 用 し

て い る。tt

② 利 用範 囲

これ らの情 報 は

・当社 の支 社 ・営 業 所 で各 種業 務 遂 行 時 に

・サ ー ビス ・セ ンタ ー で委 託 業 務 遂行 時 に

利 用 して い る。

(3)利 用 方法

支 社,営 業所 等 では オ ンラ イ ン端末 機 に よる 照 会 と出力帳 票 に よ る利 用

とが あ る。

a.オ ン ライ ン端末 機 に よ る照 会

端末 機 は 本 社,支 社,営 業 所 お よび サ ー ビス ・セ ンタ ー に設 置 してお

り,ホ ス ト ・コ ン ピ ュー タ と専 用 回線 で接続 して い る。

オ ン ライ ン端 末機 に よ る照 会 は,主 に ガス料 金 に関 す る もの で あ り,

お客 さ まか らの ガス料 金 の問 合 せ 時や 店 口で直 接 ガ ス料 金 を収 納 す る時

に,店 口受 付 担 当 者 が オ ン ライ ン照会 に よ り必 要 な情 報 を 直接 打 出 し,

領 収 す べ きガ ス料 金等 の確 認 を行 って い る。

b.出 力帳 票 に よ る利 用

検 針票,領 収書,定 期 保 安 巡 回票 等 が主 な帳 票 で,こ れ ら に必 要 情 報

を打 出 し,業 務担 当者 が作 業 時 に使 用 してい る。
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3.6情 報 の 機 密 保 護

(1)利 用 部 門 にお け る機 密 保 護

利 用 部 門 にお け る機 密保 護 と して,次 の よ うな 対 策 を講 じてい る。

aオ ン ライ ン照 会情 報 の機 密保 護

(a)オ ン ライ ン端末 機 に よ る情 報 照 会 は,照 会 情 報項 目を特 定 した照 会

画 面単 位 に照 会番 号 を付 し,照 会 番号 とそ の照 会手 順 を業務 担 当者 以

外 には 公知 させ な い こ とに よ って部 外 者 の利 用 を防止 して い る

(b)社 員 に対 しては,公 益 事業 に働 く者 と して の 自覚 の も とにお 客 さま

情 報 の守 秘 につ い て常 々指 導 して い る

(c)受 付 業 務 等,各 種 業 務 を委託 してい るサ ー ビス ・セ ンタ ー-va対 して

は,情 報 の照 会 範 囲 を委 託 業務 の遂 行 に必 要 な もの に限 定 してお り,

か つ基 本 契 約 書 の中 で業 務 上知 りえ た情 報 の 守秘 義務 を課 す と ともに,

社 内 同様 の指 導 を行 って い る

b出 力帳 票 情 報 の機 密保 護

(a)お 客 さ ま単 位 に発行 す る検 針票 ・領 収 書 ・定期 保 安 巡 回票 等 につ い

ては管 理 責 任 者 が枚 数 管理 を実 施 して逸 失 を防止 して い る

(b)そ の他 各 種 帳 票 につ い て も担 当 者 を定 め て管 理 して い る

② シ ス テ ム部 門 にお け る機 密 保 護

シ ス テ ム部 門 にお け る機 密 保護 と して,次 の よ うな対 策 を講 じてい る。

aソ フ トウ ェア的対 策

(a)お 客 さ ま に係 わ る情 報 を使 用す る プ ログ ラム担 当 者 を特 定 して お り,

それ 以 外 の者 は 当該 の情 報 を使 用 で きな い よ うに してい る。 す な わ ち,

当該 情 報 を使 用 す る プ ログ ラ ムの作 成 ・変更 につ い ては,次 の手続 き

に よ り管 理 者 がチ ェ ック を行 って い る。

㈲ 情 報 を利 用 す る時 は ユ ー ザ ー番 号 お よび 定期 的 に更 新 され るパ ス ワ

ー ド等 に よ り,許 可 され た者 以 外 の利 用 を制 限 して い る。

(c)さ ら に使 用記 録(誰 が,い つ,ど の端 末 機 で,ど の フ ァイル を使 用

した か を シス テ ム に よ り自動 記 録 し,リ ス トした もの)に よって管理

者 が 事後 チ ェ ックで きる よ うに してい る。
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b物 理 的 対 策

(a)保 管 建 物 へ の 出入 は,入 館 時 に

・あ らか じめ許 可 され て い る者 は許 可証 の提示

・それ以 外 の者 は 入 館 管理 簿 へ の署 名 を含 む所 定 の入館 手 続 き

を行 ってい る。

(b)磁 気 テー プを保 管 してい る保 管 室 へ の 出入 は,デ ー タ管 理 者以 外 の

出入 は で きな い よ うに し てい る。

(c)保 管 デ ー タは,『 デ ータ管 理 規定 』お よびr事 務 取扱 要領 』に よ り

管 理 され て い る。

(3)社 外か らの問 合 せ 対応

社外 か らの問 合 せ に際 して は,お 客様 本 人 で あ るか の確 認 を行 った上,

回 答す る よ うに してい る。

本 人以 外 か らの問合 せ につ い ては 回 答 をお 断 わ りす る こ と に して い る。

た だ し,官 公 署 か らの法 律 に基 づ く照 会 に対 しては,第 三 者 の プ ラ イバ

シ ー を侵 害 せず,当 社 の利 益 が害 され な い もの に限 り,回 答 す る場 合 があ

る。

3.7プ ラ イバ シ ー保 護 の観 点か らの 現 状 の要 約 と今 後 の問題

(1)現 状 の要 約

以 上,当 社 にお け る お客 さ ま情報 取 扱 い の現 状 につ い て述 べ たが,こ れ

を プ ライ バ シ ー保 護 の観 点 か ら要 約 す る と;

① 収集 情 報 の種 類,内 容 は,当 社 が お客 さま との取 引上 必 要 な情 報 お よ

び ガ ス事 業 法 で定 め ら れ てい る保 安 情 報 のみ で あ る。

② 情 報 の収 集 に当 って 必 ず し もお 客 さ まの承 諾印 を頂 い ては い な い が,

業 務 機 会 時 にお客 さ ま と電話 も し くは 面対 し収 集 して お り,口 座振 替 情

報 を除 い て は第 三 者 か らデ ータ を収 集 す るよ うな こ とは な い。

③ 収 集情 報 の入 力 に当 って は,誤 入 力 の防止 につ とめ正 確性 を期 してお

り、,か つ 異動 情 報等 も即 時更 新 し最新 性 を保 ってい る

④ 情 報 は,当 社 の営 業 活動 の遂 行 お よびお 客 さまサ ー ビス 向上 の た め に

利 用 してお り,情 報 の機 密保 護 につ い て も,3.6節 で述 べ た とお り業務 の
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円滑 な遂 行 に支 障 を きた さな い範 囲 で,種 々 の対 策 を講 じてい る

等 々,総 じて言 え ば 当社 は公 益 事業 と して の立 場 を 自覚 し,お 客 さ まの プ

ライバ シ ーを侵 害 す る こ との な い よ う,お 客 さ ま情 報 の取 扱 い につ い て慎

重 を期 して い る もの と考 えて い る。

(2)今 後 の 問 題

しか しな が ら,お 客 さまの プ ライバ シー保 護 の要 請 とと もに,お 客 さ ま

情 報 の利 用 に関 す る社会 的 関 心 も今 後 ます ます 高 ま るこ とが予 想 され,当

社 におい て も今 後検 討 すべ き問 題 と して以 下 の点 が あ げ られ る。

a社 外 か らの情 報 提供 依 頼 へ の対 応

社 外 か ら の 問合 せ に対 しては,前 記3.6節 の と お りお客 さ ま本 人 以 外

に は原 則 と して 回答 しない こ とに して い る が,本 当 に本 人 で あ るか ど う

か の厳 密 な確 認 を迅 速 かつ 効 率的 に 行 うこ とは 極 め て難 しい 。

今後,ル ー ル を一 層 きめ細 か く定 め る と と もに,担 当 者任 せ で な く上

職 者 の適 時適 切 な判 断 と対応 が一 層 必 要 とな る と考 え る。

また,今 後 お 客 さ ま情 報等 情 報 資 産 の社 会 的活 用 を前 提 と した 社 外か

らの情 報 提供 依 頼 にた い して も,ど の範 囲 まで は人 格 権 と して の プ ライ

バ シ ー の侵 害 にな らな い か につ い て慎 重 に検 討 す る必 要 が あ る。

b工 事 会 社 等 関連 企業 へ の情報 ネ ッ トワー ク拡 大へ の対 応

現 在,地 域 に密着 して お客 さ まサ ー ビス の上 で大 きな役 割 を果 た して

い るサ ー ビス ・セ ン タ ーの店 舗 数 は250に の ぼ り,こ の他 ガ ス設 備 工 事

を専 門 に担 当 してい る工事 会 社 も多数 あ る。 今 後,お 客 さ まサ ー ビス の

一層 の 向 上 と グル ー プ全体 ど して の業 務 の効 率 化 をは か る上 か ら も,当

社 とこれ ら関 連 企業 との情 報 ネ ッ トワーク化 は不 可 欠 とな って き てい る。

既 に,各 サ ー ビス ・セ ンタ ー には 端末 機 を設 置 し,当 社 の ホ ス ト ・コ

ン ピ ュー タ と オ ン ライ ン化 して料 金 収 納業 務 等 に活 用 してい るが,今 後

工 事 会 社 に もネ ッ トワー クを 拡大 してい く計 画 で あ る。 現 在,サ ー ビス ・

セ ンタ ー に対 しては,前 記3.6節 で述 べ た とお り種 々 の 対策 を講 じてい

る が,今 後 情 報 ネ ッ トワー ク の拡 大 に伴 な い お 客 さ ま情報 を取 り扱 う人

数 が 増大 して 行 くこ とが考 え られ るの で,よ り一 層 の きめ細 かい 対 策 が

必 要 で あ る と考 え てい る。
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又,専 用 回線 に よ り情 報 ネ㌧ トワー クを構 築 してい るた め,ネ ッ.トワ

ーク 外部 か らの侵 入 の可 能性 は極 め て低 い と考 え られ るが ,今 後 の ネ ッ

トワー ク拡 大 に伴 な い公 衆 回線 の利 用 もあ り得 る ので,よ り一 層 の安 全

性 確 保 のた め に,こ れ に対 応 す る技 術 的 保 護策 の確 立 を関係 機 関 の ご協

力 を 得 て急 ぎた い と考 え てい る。
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4.金 融機関等 におけ るプライバ シ ー保護の現状について

(財)金 融 情 報 シ ス テ ム セ ンタ ー 長 崎 明 人

4.1は じめ に

金 融機 関等{(財)金 融情 報 シ ステ ムセ ンタ ー(以 下 「FISC」 とい う)

会 員 で あ る金 融機 関,保 険 会 社,証 券 会 社,ク レジ ッ ト会 社 等 を総 称 して

金 融機 関等 と呼 ぶ}は,業 務 の性 格 上 財 産 や 経済 的 信 用 等 の個 人 デ ータ を

取 り扱 うこ とが 多 く,ま た,そ の処 理 に つい て も,コ ン ピ ュー タ化 が進 ん

で い る業 界 の一 つ と され てい る。

しか しなが ら,金 融機 関等 の保 有 す る個 人 デ ータ を デ ー タベ ー ス化 し,

そ れ を組 織 的 に利 用,活 用す る こ と につ い ては,未 だ積 極 的 で あ る とは い

え ず,一 部 値 入 信 用 情報 セ ンタ ーへ の情報 登 録等 の 例 が あ る に と どま って

い る。 また,金 融機 関等 に お い て は そ の業 務 の性 格 上,伝 統 的 に守 秘義 務

の 意識 が強 く,個 人 デ ータ等 の取 扱 い は極 め て慎 重 で あ り,こ れ まで にお

い て も プ ライバ シ ー保 護 の観 点 か ら金 融機 関等 が 社会 的 に問 題 視 され た こ

とは な い。

他 方,今 後 に つ いて は,金 融機 関 等 が個 人 顧 客 の 開 拓等 に一 層 注 力す る

こ と等 を背 景 に,個 人 デ ー タ の デ ータ ベ ース化,そ の 利用,活 用 は 一段 と

進 む もの とみ られ る。 個 人 デ ータ が適 切有 効 に活 用 され る こ とは,例 え ば

個 人 に対 す る低 利 の 融 資 が可 能 にな る等 値 入 の メ リソ トに つ な が る側面 が

大 きい と考 え られ る。

一 方 ,コ ン ピュータ化 の進 展 に伴 な い 消 費者 の間 に プ ライ バ シ ー 侵害 に

対 す る不安,懸 念 が 高 ま りつ つ あ る とい う状 況 は,金 融機 関等 にお い て も

十 分認 識 され て お り,公 共 性 の 高 い 金 融機 関等 と しては,今 後 の顧 客サ ー

ビ ス向 上 の観 点 か ら も,プ ラ イバ シ ー保護 に 関 し個人 デ ー タ の取 扱 い に一

層 配 意す る と と もに,広 く消 費 者 に対 し 自 らの 姿勢 を明 ら か に す る こ とが

必要 であ る との コ ンセ ンサ ス が生 じつ つ あ る と ころ であ る。

4.2金 融 機関 等 に お ける個 人 デ ータ 取 扱 い の 現状

(1)保 有 してい る個人 デー タ の 種類,機 械 化状 況
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金 融機 関等 の保 有 してい る個 人 デ ータ の種類 は,一 般 的 には個 人 の属性

に 関 す るデ ー タ と個人 との 取 引 き に関連 す るデ ータ とに 大別 され る。

属 性 デ ー タ と して は,氏 名,住 所,電 話 番号,生 年 月 日等 が基 本 的 な も

の で あ るが,そ の ほか,職 業,勤 務 先等 の社会 的 地位 に関す るデ ー タ,家

族 に関 す るデ ータ,資 産,収 入,納 税 額 等 の財 産 状 況 に関す るデ ー タを保

有 す る こ ともあ る。 ま た業 務 の必要 に よっ ては趣 味,嗜 好,経 歴,病 歴 等

の デ ータ を保 有 す る場 合 もあ る。 た だ し,個 別 の金 融機 関等 が 現実 に どの

よ うな デ ータ を ど の程 度 まで 保 有 してい るか につい ては,業 態等 に よ り区

区で あ る。 また,金 融 機 関等 にお い ては,一 般 的 には これ ら個 人 デ ータ を

業 務 推 進 に積 極 的 に活 用す る には至 って お らず,業 務 の 効 率 化 の 観点 か ら

も取 引 きの必 要 上 等 か ら最 小 限 のデ ー タ の保 有 に とど ま って い る とい え よ

う。

属 性 デ ータ の コ ン ピ ュータ 入 力状 況 につ いては,基 本 的 な デ ータ,職 業 ・

勤 務先 等 に 関す る デ ー タは 入 力 され て い る割合 が高 い が,そ の 他 の デ ータ

につ い て は そ の割 合 は 一 般 的 に低 く,デ ー タベ ース と して利 用 す る こ とは

あ ま り行 われ て いな い 状 況 に あ る。

個人 との取 引 関連 デ ー タ と して は,例 えば預 金 の 入 出金 記 録,貸 出記録

な ど業 務 に応 じて様 々な ものが あ る。 これ ら のデ ー タは 個人 に関 す るデ ー

タ で あ る と同時 に金 融機 関 等 の取 引 上 の 記録 で もあ る の で,取 引 記録 一般

が コ ン ピ ュー タ ・フ ァイル 化 され てい る場 合 は,当 然 コ ン ピ ュー タ に入 力

され て い る。

(2)個 人 デ ー タ収 集 の状 況

以 上 に掲 げた 個人 に関 す る デ ー タは,通 常は 取 引 開 始 に伴 な う申込 書,

契 約書 あ るい は 告 知 書等 に記載 され た もの であ り,本 人 か らの 直接 収集 が

一 般的 で あ る とい え る。 な お ,取 引 き に 伴な う場 合 で あ って も,例 えば生

命 保 険 契 約 では,本 人 の 同意 の も とに 医師 か ら被保 険 者 の 医療 記 録 に関す

る 情報 を聴 取 す る こ とが あ る。

このほ か,例 え ば,公 表 され た高 額 納税 者 リス ト,各 種 の職 員 録,名 簿

類 等 を利 用 す る こ とに よ り,新 た に顧 客 を 開拓 す る場 合 の 資料 とす る こと

が あ る。
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(3)個 人 デ ー タ の 利用 ・提 供 の状 況

金 融機 関等 が コ ン ピ ュータ に入 力 してい る個人 デ ータ は,主 と して取 引

関 係 の あ る個 人 に 関 す る デ ー タ であ るが,こ れ らは 取 引状 況 の管 理,顧 客

へ の通知 ・連 絡 等 の ため に利 用 され て い る。 銀 行 等 にお け る給 与の 口座振

込,そ の他 の入 金 情報,バ ンク カ ー ド利 用 に よ り発生 す るデ ー タ ・記録等

を活 用 す るこ とに よ り,新 たな 取 引 開 拓等 が可 能 にな る と考 え ら れ るが,

こ の よ うな 個人 デ ータ利 用 につ い ては,ま だ積 極 的 に行 わ れ ては い ない よ

うで あ る。 未 取 引 客 に関 す る個 人 デ ー タの コ ン ピ ュー タ化 も概 して遅れ て

い る状 況 にあ る。

個 人 デ ータ の 外部 へ の 提供 に つ い ては,制 度 化 され た もの と して,本 人

の 同意 を得 た うえ で,金 融機 関,銀 行 系 ク レジ ソ ト ・カ ー ド会 社等 が個人

信 用 情 報 セ ンタ ー(後 述 〔参 考 〕参 照)ヘ 一 定 の事 項 を登 録 す る こ と,生

命 保 険 会 社 が 契 約 内 容 登 録 制度 に基 づ い て一 定 の事 項 を登録 す る こ との例

が あ る。 また,特 定 の場 合 に 法 令 に基 づ いて,裁 判 所等 の 公的 機 関 に対 し

必要 な範 囲 にお い て個 人 デー タを 提供 す る こ ともあ る。

金 融機 関 等 に お い ては 顧客 との信頼 関係 等 に もとつ く,い わ ゆ る法 律上

の 守秘 義 務 の意 識 が徹 底 して お り,個 人 情 報 の外 部 へ の提 供 につ い ては極

め て厳格 に対 応 して い る。

(4)コ ン ピ ュー タ化 された 値 入 デ ータ'フ ァイル へ の ア ク セ ス ・セ キ ュ リテ

ィ等 につ い て"

個人 デ ータ ・フ ァイル に対 す るア クセ ス ・セ キ ュ リテ ィ等 の側 面 につ い

て は,コ ン ピ ュ ータ ・シ ス テ ム全 体 の安全 性 ・信 頼 性 対 策 の一 環 と して考

慮 され て い る。 金 融機 関等 の コ ン ビ 一夕 ・シス テ ム の安 全 対 策 につ いて

は,昭 和60年12月 にTISCに おい て 「金 融機 関等 コ ン ピュー タ ・シ

ス テ ムの安 全 対 策基 準 」が 策定 され,金 融機 関等 は 現 在 この基 準 に則 って

積 極 的 に安 全 対 策 を 推 進 して い る。 個 人 デ ータ保 護 に関 して は,例 えば 同

基 準 の うち 「技 術 基vall.安 全 性 侵害 対 策 」にお い て,デ ータ へ の ア クセ

ス ・セ キ ュ リテ ィにつ い ての 措 置 が詳 細 に定 め られ て い る(図 表 参照)。
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(図 表)

安全性侵害対策

(1)

デ ー タ 保 護

(皿)

不正使用防止

エ　 1騰 鞍
_

㌘ 「ii灘 鑑
3.検 知 策(1)フ ァイル 突 合機 能

1.予 防 策

ω顧三一[1;;㌶灘:
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1㌫ 欝 欝旨

4.3金 融 機 関等 に お ける 個 人 デ ータ取 扱 いの将 来展 望

金 融機 関等 におい て は,以 下 に述 べ る よ うな理 由 か ら,今 後 個人 デ ー タ

の利 用 は 徐 々に拡 大 して い くもの と考 え られ る。

(1)金 融機 関等 に お い て,個 人 デ ータ を利 用 す る こ と に対 す る ニ ーズ が高 ま

って行 く こ と

マ ネ ー フ ローの 変化 や 値入 金 融 資産 の増大 等 につ れ,金 融機 関 等 にお け

る個 人 取 引 の ウエ イ トの増 加,多 様 化 が見込 まれ てい るが,そ れ に伴 ない,
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市 場 戦 略 と して個 人 デ ー タ の有 効 活 用 が重 要 な鍵 を握 る ことに な る と考 え

られ る。 例 え ば,資 産 運用 にお け る多 様 な ニ ーズ に こた え るた め に,ま た

無 担 保 ・無保 証 の 個人 ロー ン をは じめ 各 種個 人 向 け融 資 を拡大 して い くた

め には,個 人 に関 す る種 々のデ ータ の利 用 が 必要 とな っ て くる。 こ の よ う

に個 人 デ ータ が 有 効 に活 用 され れ ば,値 入 顧 客 に とっ ては,① 的 確な 資産

運 用 機 会 を知 る こ とが で き る こ と,② 低 利 の 融 資 を受 け られ る こと,③ 低

廉 な 料 金 で保 険 サ ー ビスが 受 け られ る こ と,等 々大 きな利益 を享 受 で きる

こ とにな る と考 え られ るo

(2)金 融 機 関等 に とって必 要 デ ー タの入 手 ル ー トが 拡 大 す る可 能性 が ある こ

と

対 外 接 続 を含 ん だ ネ ッ トワ ー クの 発達 や業 務提 携 の進 展 等 に伴 ない,構

築 され る情 報 シ ス テ ムの 内容 に よ って は,金 融機 関等 以 外 の取 引 デ ータが

収 集 ・加 工 され,さ らに これ を利 用 す る こ と も可 能 とな ろ う。 また,信 用

調 査機 関等 が ネ ッ トワー ク業 者 とタ イ ア ップ し,デ ー タベ ース を提 供 す る

よ うにな る可 能 性 もあ る。

(3)金 融機 関 等 が保 有 す る個 人 デ ータ の外部 提 供 の必 要 性 が高 ま る可 能性 も

あ る こ と

業 務 の効 率 的 な 処 理 や総 合 的 な 個人 取 引 推 進 の た め には,関 連会 社や業

務 提 携 先 に対 して,保 有 して い るデ ータ の 一 部 を提 供 す る必 要 性 が高 ま る

こ とも考 え られ る。

4.4金 融 機関等における個人デ ータ保護 に関する行政 等の動 き

以上 のよ うな動向を背景に,金 融機 関等 にお ける個人 データ保護 に関 して

は,以 下 に述べ るよ うに行政等 において順次 その対応が図 られ てい る。

(1)金 融制度調査会 「技術革新 の進展 に関す る専門委員会 」におけ る検討

同専 門委員会報告 「金融機 関にお ける技術革新 の進展の現状 と今後のあ

り方 」(昭 和58年5月)で は,プ ライバ シ一-ek護の観点から,デ ータの

漏洩 や盗難 を防 ぐための対策 や,何 らか の規制 の整備が必要 であ るとの指

摘 がな され てい る。

(2)金 融機械化懇談会(銀 行 局長の私 的諮問機 関)に おけ る検討
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同懇 談 会 報告 「金 融機 械化 シ ス テ ム の安 全対 策 」(昭 和59年3月)で

は,金 融機 関 に おい て は,デ ー タ の 蓄積 が大規 模 に行 わ れ るに と もな い プ

ラ イバ シ ー侵害 のお そ れ が あ る と し,金 融 機 関 シ ス テム にお い て プライ バ

シ ーは どの よ うに守 られ るべ き か等 につ いて,具 体的 な検 討 がな され るべ

き で あ る との指 摘 が な され て い る。

(3)保 険 審 議会(生 命保 険 部 会)で の 検討

同審 議 会 答 申(昭 和60年5月)で は,生 命 保 険 会 社 の保 有 す る個 人情

報 の保 護 のあ り方 につ い て は,そ の特 性 や モ ラル,リ ス ク対策 へ 配 慮 す る

必 要 があ り,ま た,対 外 ネ ッ トワ ーク化 め進 展 に よ り,関 連 分野 に おけ る

個 人 デ ー タ保 護 の動 向 に も留意 す る必 要 があ る と し,こ れ らの点 を も踏 ま

え な が ら,今 後,生 命 保 険業 界,関 係 団体,行 政 等 にお い て,相 互 の緊 密

な連 携 の下 に,プ ライバ シ ー保 護 に関 す る適 切 な ガイ ドラ イ ンを策 定 す る

た め の専 門的検 討 が 行 われ る こ とが 必 要 で あ る と述べ られ て い る。

(4)銀 行 局 長 の 国会 におけ る答 弁 に つ い て

参 議 院 連 合 審査 会(昭 和60年12月 開催)に お い て,吉 田銀 行 局 長

(当 時)は,以 下 の よ うな答 弁 を行 った。

① 金 融 機 関 の業 務 の性 格 上,従 来 か らの商 慣 習上 あ る いは 取 引 上 の信 義

則 と して守 秘義 務 を守 る とい うこ とがかな り徹 底 してい るが,預 金 者 保

護,信 用秩 序 の維 持 の 観点 か ら も,今 後 と も徹 底 してい く所 存 で あ る こ ・

と

② 個人 信 用 情 報 の取 扱 い に お い て,目 的外 使 用 の禁 止,情 報 の漏 洩防止

等,プ ラ イバ シ ー保 護 に配 慮 す る よ うに指 導 して きて い るが,さ ら に き

め細 か い プ ライ バ シ ー保 護 が で き る よ うに指 導 して行 くこ と

③FISCで は,会 員 で あ る金 融機 関等 の参 加 を得 て,自 主 的 に安全 対

策 基準 を策 定 した が,こ の基 準 の 中 に,情 報 漏 洩 防止 の対 策 が盛 り込 ま

れ てい る の で,プ ラ イバ シ ー保 護 に 資す る と考 え る こと

④ 当面 はFISCに お け る プ ライバ シ ー保 護 の検討 の 成 果 等 を行 政 に逐

次 組み 入 れ てい くこ とで,現 実 的 な 対応 を 図 っ てい く所 存 で あ る

(5)FISCに お け る検 討

個人 デ ータ保 護 に 関 しては,前 述 の よ うに,昭 和60年12月 に策 定 し
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た 「安 全 対策 基 準 」にお い て,デ ー タへ の ア クセ ス ・セ キ ュ リテ ィにつ い

て の措 置 が詳 細 に定 め られ て い るが,そ の後,昭 和61年4月 に個 人 デー

タ保 護 研究 会 が設 置 され,金 融機 関等 の個 人 デ ータ保 護 の あ り方 につ いて

検 討 を 開始 した。 また 昭和61年11月 に は,同 研 究 会 の検 討 結 果 を 受 け

て,個 人 デ ー タ保 護 専 門委 員 会 が 発 足 し,審 議 を重 ね てい るが,金 融機 関

等 が 個 人 デ ー タ の取 扱 い につ い て の 自主 的 基準 を策定 す る ことの コンセ ン

サ ス が得 られ てお り,現 在細 部 の詰 め が 行 な わ れ てい る。

(6)信 用 情 報機 関 に 関 す る大 蔵省 通 達 に つい て

大 蔵 省 は,昭 和61年3月 に,信 用情 報 機 関 お よび そ の 会員 の信 用情 報

の取 扱 い に関 す る通 達 を 出状 した。 この通 達 は,信 用 情 報 が個 人 の プ ライ

バ シ ー に 関 わ る もの で あ り,信 用 情 報 機 関 の業 務運 営 及 び 金 融機 関等 の信

用 供与 者 の信 用 情 報 の取扱 い につ い ては,慎 重 な 配 慮 が必 要 で あ る との観

点 か ら,情 報 管 理 の統 一 基準 と して定 め られ た も の であ る。 プ ライ バ シ ー

保 護 措 置 と して,信 用 情 報機 関 及 び そ の会 員 で あ る金 融機 関等 に秘 密保 持

を義 務 づ け,消 費 者 に確 認 ・訂 正 の機 会 を与 え る等 トラ ブル を未 然 に防 ぐ

た め の基 準 とな って い るo
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〔参 考 〕個 人 信 用 情報 セ ン タ ー につ い て

1.設 立 の 目的 及 び 同セ ンタ ー の概 要

個人 信 用 情 報機 関は,会 員 の与 信 判 断 に必要 な 個人 の信 用 情 報 を収 集 ・

登 録 し,会 員 の 利用 に 供す る こ とを 目的 と して お り,現 在,個 人 信 用情 報

セ ンタ ー,(株)信 用 情 報 セ ンタ ー,全 国信 用 情 報 セ ンタ ー連 合 会 及 び(株)

セ ン トラル ・コ ミュニ ケ ー シ ョン ・ビ ュロー の4 .ue関 が設 置,運 営 され て

い るo

個 人 信 用 情 報 セ ンタ ーは,金 融機 関 及 び銀 行 系 ク レジ ッ ト会 社 等 を会 員

と し,昭 和48年 に この種 の機 関 と して は初 め て設 立 され た 。 同 セ ンタ ー

の 運営 は,全 国 各地 の銀 行 協 会 が これ にあ た り,東 京,大 阪,名 古屋 を始

め24セ ンタ ーが設 置 され 活 動 してい る。

2.収 集 ・登 録 の対 象 とな る個 人 情 報 の 範 囲

対 象 とな る個 人 情 報 の 範 囲 は,会 員 の与 信 判 断 に必 要 な 情 報 に限定 され

て お り,延 滞 や代 位 弁 済 等 の事 故情 報 の外,消 費者 ロー ンの実 行 情 報 も含

まれ る0

3.個 人 デ ータ の保護 措置

同 セ ンタ ー では,規 則 を定 め る と と もに業 務運 営 の具 体的 な取 扱 い につ

い て事 務取 扱 要 領 を制 定 し,プ ライ バ シ ーの保 護 に 十分 な配 慮 を行 って い

るo

これ ら規 則等 では,プ ライ バ シ ー保 護 の具 体 的 な措 置 と して,① 会 員 資

格 の制 限,② 情 報 の収 集 ・登 録等 利用 の制 限,③ 情 報の照 会 ・回答 の制 限

等 が定 め られ てい る外,消 費 者 か らの 問合 せ に対応 すべ く,異 議 ・信用 回

復 の 申 出,自 己 の信 用 情 報 に関 す る開示 請 求 等 に関す る窓 口を設 けて い る。

一65一



5.ク レジ ッ ト業 に お け るプ ライバ シ ー保 護 の 現 状 と課 題

(株)西 武 ク レ ジ ッ ト 前 野 元

5.1は じめ に

わ が国 の コ ンシ ューマ ・ク レジ ッ ト(消 費者 信 用)の 市 場 は,消 費 の 高 度

化 ・多 様 化 を背 景 に,依 然 と して,GNPや 消費 支 出 の伸 び を上 回 る高 い伸

び を続 け て い る。

市 場規 模 も,年 間新 規 信 用 供与 高 で 約34兆8千 億(昭 和60年)の 大 き

さ に達 し,オ イル シ ョック以 降 の10年 間 で も,約3倍 にな る大 き さ と な っ

て い る。

消 費者 信 用 の成 長 は,国 民経 済 の 発 展 に大 き く貢 献 し,人 々の 消費 生 活 の

量 的 ・質 的 向 上 に大 きな役 割 をは た して きた 。

特 に,無 担 保 ・小 口 ・使 途 自由 を特 徴 とす る 消 費者 信 用,い わ ゆ る ク レシ

ツ トは,そ の簡 便 性 ・利 便 性 とあい ま って,個 性 化 ・サ ー ビス化 す る消 費 を

刺戟 し,需 要 を拡 大 させ る有効 な 社会 的 経 済 的 シ ス テ ム と して発 達 して きた 。

しか し,そ の反 面 では,そ の成 長 が あ ま りに急 速 であ ったた め,産 業基 盤

の整 備 や企 業 内 部 体制 の充 実 な どが不 十 分 な まま,結 果 と して様 々な 消費 者

問 題 を発 生 させ て きた。

ク レジ ッ トに お け る プ ライ バ シ ー保 護 の問 題 も,こ うした 消費 者 問題 の ひ

とつ で,与 信 の判 断 材 料 で あ る 「個 人信 用 情 報」の取扱い をめ ぐって の問 題 とし

て認 識 され て き た。

実 態 のす べ て を把 握 して い るわけ では な い が,プ ラ イバ シー保 護 に関 連 し

て生 ず る消 費 者 トラ ブル は,お よ そ次 の よ うな 事 例 に代表 され て い るで あ ろ

う。

イ.言 い た くな い こ とを あれ これ 聞 か れ て不 愉 快 だ った。 何 回 も本 当か と念

を お され,腹 が 立 った

ロ.全 く覚 え の な い 未払 い を理 由 に,ク レ ジ ッ トを断 られ た

ハ.同 姓 同 名 の他 人 に間違 わ られ て.与信 を断 られ た

二.他 人 に勝手 に名 前 を使 わ れ た り,無 く した カ ー ドを 他人 に使 わ れた り し
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て 発生 した未 払 情 報 が,自 分 がや った こ との よ うに記録 され て しまった。

ホ.知 らな い と ころ か らDMが 送 られ て きた り,セ ール ス マ ンの訪 門 を 受け

て迷 惑 だ,ク レジ ッ トの情 報 が勝 手 に使 わ れ て い る のか と思 うと不安 で あ

る

これ らの トラ ブルは,値 入 情報 を扱 う者 も消 費者 も,プ ライ バ シー とい う

もの は一 体 な ん な の か が 分か って い る よ うで分 か っ て いな か っただ け に,基

本 的 な対応 や 解 決 に難 し さの あ る問 題 であ った。

ク レジ ッ ト業 にお け る プ ライ バ シ ー保護 の 対応 は,こ うした 消 費者 トラブ

ル の 発生 を未 然 に防止 す るた め に,ど の よ うな 配 慮 を して き たか とい うこ と

であ る。

業 界 全 体 を必 ず し も把 握 して い るわ け では な い ので,す べ て を述べ る こ と

は で きない が,一 実 務者 として感 じて きた こ と を述 べ て み たい。

5.2個 人 信 用情 報 と信 用情 報 機 関 の意 義

く与 信 と個人 信 用 情 報 〉

売主 や 貸主 が債 権 の保 全 を不 動 産 や 有価 証 券 の よ うな 担保 に頼 らず,買

主 や借 主 の経 済 的信 用 力 に委 ね る ク レジ ッ ト取 引は,い うまで もな く,買

主等 の過 去 ・現在 ・未来 の支 払 能 力 を判断 して,「 信 用 」を 供与 す る こ と

を前 提 とす る取 引 であ る。

信 用 を供 与 す る こ と,つ ま り 「一与信 」と は,取 引 きの相 手 方 である消 費 者

の様 々な個人 情 報 か ら支 払 能 力 を裏 付 け る信 用 力 を判 断 す る ことであ る。

した が って,ク レジ ッ トの信 用 供与 者 は,前 述 の トラ ブル に もあ った よ

うに,消 費者 が言 い た くな い よ うな,極 め て取 扱 い の難 しい個人 情報 を

「個人 信 用情 報 」と して収 集 し,審 査 す る業 務 を避 け て通 れ な い ので あ る。

〈不 十 分 な 与信 に よる 消費 者 問 題 〉

暴 利 ・過 剰 与信 ・暴 力的 取 立 て とい った社 会 問題 の発生 の原 因 には,与 信

の 不十 分 さや未 熟 さが あ った とい って も過言 では ない。 換 言 すれ ば,一 部

の信 用 供 与 者 の間 違 った与 信 の考 え方 や,与 信 に必 要 な 個人 信 用 情報 が整

備 され てい な か った こ とが,適 正 な与信 ・金 利 を妨 げ て い た とい え る。

い わ ゆ る多 重 債 務者 とい わ れ る消費者 は,信 用 供 与者 が 当人 の 支払能 力
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等 を 十 分 に調 査 もせ ず に安 易 に与 信 した 結果,支 払 能 力 をは るか に超 え た

債 務 を抱 え,支 払 不能 に陥 った 消費 者 の こ とで あ る。 この よ うな 消費者 は,

返 済 の た め の借 金 をか さね,又 高額 の遅延 損 害 金 を課 せ られ た り,過 酷 な

取 立 て に追 わ れ た りす る。 とき には 自らの 家庭 生 活 を破 壊 して しま った り

す る。

この 多重 債 務 者 を発生 させ た過 剰 与 信 は,支 払 能 力 の範 囲 内 で適 正 に与

信 判 断 をす る に足 り る値 入 信 用 情 報 の不足 や,も し債権 の 回収 が 困難 にな

った ら,強 引 な取 立 てで 回収 す れば い い,又 それ で も回 収 で きな い もの は

貸 倒 処 理 し て も,高 金 利 で カ バ ー で きる とい った誤 った 考 え 方 に よっ てな

され た もの とい え る。

〈 与信 とは 〉

ク レジ ッ ト取 引 きにお ける経 済 的 信 用は,そ の者 の支 払 能 力や 支 払 意欲

(ウ ィル パ ワー)に よ って裏 付 け られ る性 質 の もの と一 般 的 に いわ れ て い

るo

絶 対 的尺 度 の な い 支払 能 力 等 は,信 用 供 与 者 が,収 集 した 個 人 信 用 情 報

か ら,回 収 の可 能 性 や貸 倒 れ の危 険 性 の 程度 を 総合 的 に判断 される ものであ

るo

〈信 用 情 報機 関 の必 要 性 〉

与信 の 際,必 要 とす る個 人 信 用 情 報 の 内容 は,ク レジ ッ トの種 類 や 与 信

金額 の 大 き さ,与 信 期 間 の 長 さな どに よ って 多 少異 な るが,共 通 的 な もの

と しては,次 の よ うな項 目が あ る。

① 本 人 で あ る こ とを 判 断 す る情 報 と して氏名,性 別,生 年 月 日,住 所 等

の項 目

② 支 払 能 力 を判 断す る 情報 と して年 収,資 産,職 業,持 家 状 況,家 族 構

成,負 債 等 の 項 目

③ 支払 意 欲 を判 断 す る情 報 と しで 過去 ・現 在 の ク レ ジ ッ ト契約 の実 績

(ク レジ ッ トヒス トリー),特 に未 払 ・延 滞 ・破 産 等 の 記録

これ ら の情 報 の全 てを 信 用 供 与者 自 らの手 で,直 接事 実 確 認 しなが ら収

集 す る ことは,実 際 問 題 と し て,時 間 ・手 間が か か りす ぎる し,費 用 もか

か って能 率 的 では な い。 又 他 社 の ク レジ ット・ヒス トリーを知 る こ とは,通
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常 の調査方法では不可 能であ る。

そこで,低 コス トで,効 率的 な方法によって,必 要 な個人信用情報が入

手 できる制 度が要請 され る。 その要請 に応 えて,信 用 供与者 自らの手 で設

立,運 営 され る「信用 情報機関 」が生 まれたわけ であ る。

割賦販売法(昭 和59年 改正)や 貸金業規制法(昭 和58年 改定)の 中

で も,「 信用供与者 は,過 剰与信を防止す るために信用 情報機 関を利用 し

て,消 費者 の支払能力を十分 に調査 し,適 正な与信を しなければならない 」

とい う規定 を定め,機 関 の必要性 と整備す る必 要性 を示 してい る。

〈信用情報機 関 とは〉 一

信 用情報機 関 とは,信 用 供与老 を会員 とした機 関で,会 員 が消費者 の信

用状態を判断す る際 に必要 な個人 信用情報 を,会 員 に照会 に応 じて提供す

る業務 を行 う機関 である。

会員 に提 供す る情報は,会 員が取引きした消費者の経済 的信用 に関するデ

ータを会員か らの提供 を受けて,登 録 され た ものであ り,一 部 官報な どの

公的記録から収集 され た破産 とか禁 治産者 宣告 な どの情報が補完 されてい

る もの であ る。

わ が 国の,こ の よ うな 信 用 情 報機 関 には,主 と して販 売 信 用業 者 に よっ

て 運営 され てい る 「信 用 情報 セ ンタ ー(略 称CIC)」,銀 行協 会 の 「個

人 信用情 報 セ ンタ ー」 ・ 専 業 貸 金 業 者 自 らが 運営す る 「全国 信 用情 報 セ ン

タ ー連合 会(全 情 連)」 傘 下 の各 セ ンタ ー,及 び 「セ ン トラル ・コ ミュ ニ

ケ ー シ ョン ・ビ ュー ロー(CCB)」 の4機 関が あ る。

〈信 用情報 機 関 の整 備 とプ ライ バ シ ー保 護〉

個 人 信 用 情 報 の必 要 性 が 高 ま って くる と,必 然的 に信 用 情報 機 関 に よ り

多 くの値入 情報 が収 集 ・登録 され て くる。

整 備 され た 個人 信 用 情 報 に よっ て適 正 な与 信 が 行わ れ,過 剰 与信 等 の 防

止 に よる消 費者 保 護 が 実 現 す る。 しか し,一 方 では,個 人 情報 が 大量 に保

管 され,頻 繁 に利 用 され る こ とに よ って消 費者 の プ ライ バ シー の 侵害 のお

そ れ が増 大 す る。

信 用情 報機 関 に登録 さ れ る個 人 情 報 の 中 には,一 般 の 消費者 に とって,

感 情 的 にあ まり 知 られ た くない 種 類 の情 報 も少 くな い。
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便 利 で,安 全 な ク レジ ッ トを求 め る 消費 者 は,知 ら れた くな い,詮 索 さ

れ た くな い とい うイ メ ージ に近 い プラ イ バ シ ー感 覚 を も った 消 費者 で もあ

るo

ク レジ ッ トに お ける プ ライバ シー 問題 は,こ の二 つ の側面 に関 して,消

費者 との コ ンセ ンサ ス を どの よ うに して確 立 して い くか,と い うこと にそ

の難iし さが あ るo

5.3プ ライ バ シ ー保 護 の 現状

〈信 用 情 報機 関 に お け る従 来 か らの対 応 〉

プ ライバ シ ー に関連 す る 消費者 トラ ブル が 発 生 す る状 況下 では,個 人 情

報 を扱 う者,特 に信 用 情 報機 関 におい ては,プ ラ イバ シ ー保 護 へ の配 慮 に

は 無 関心 では い られ なか っ た。

機 関は,機 関 自 ら も厳 格 な管理 体制 を と りつ つ,会 員 に対 し個 人信 用 情

報 の与 信 目的 以 外 の 利用 の禁 止 や 守秘 義 務 の徹 底 をは か るた め に,違 反 者

を利用 停 止 や除 名 処 分 す る罰 則 規 定 な どを定 め た り,不 必要 な 情 報 を保 有

す るこ とを 避 け るた め に,情 報 範 囲 の 限 定 や情 報 保 有 期 間の 設 定 な ども運

用 規 則 に定 め るな ど して 対 応 してい た 。又 苦情 処 理 の 際 な ど必 要 に応 じて,

情 報 の開示 も実 際 には行 って い た。

しか し,こ れ ら の対 応 は,必 らず しも公 開 され た もの では な く,消 費者

の理 解 を得 る には 不 十 分 であ った。

又 多 くの信 用 供 一与者 は,行 政 や機 関 の 指導 を受 け,当 該消費者 の取引 きに

かか るデ ータ が 信 用 情 報機 関 に登録 され る こ とを 予 め 消費 者 の同 意 を とる

た め の文 言 を 約 款 に記 載 して いた が,理 解 さ れ る まで に周 知 され てい な か

ったo

<行 政 の 対応>

OECDが 個 人 デ ータ の 国際 交 流 を 円滑 に 行 うた め に,個 人 デ ータ の処

理 に関 して プ ライ バ シ ー保 護 上 規 制 す べ き ガ イ ドラ イ ン を示 して以来,わ

が 国 で も,い ろ ん な分野 で個人 情 報 の取扱 い につ い て 様 々な議 論 がな され

て き た。

消費 者 信 用 取 引 の分 野 で も,国 民 生 活 審 議 会,消 費者 信 用適 正 化研 究 会
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(経 企 庁),割 賦 販 売審 議 会(通 産省)な どの場 で検 討 され,プ ライバ シ

ー保 護 のあ り方 につ い て の報 告 が 公 表 され て きた。

割 賦 販 売 法 ・貸 金 業 規 制 法 で も,プ ライ バ シ ー保 護 に十 分 な配 慮 をす る

た め,信 用 情報 の支 払 能 力 の調 査 以 外 の 目的 に よる使 用 禁止,業 者 の正 確

な情 報 提 供 な どを定 め た。

昭和61年3月,通 産 ・大 蔵両 者 か ら,各 信 用 情 報機 関 に対 して,プ ラ

イ バ シ ー保 護 に配 慮 した 適正 な業 務 運 営体 制 の整備 に 関 す る 「局 長通 達 」

が発 せ られ た。

この両 者 の通達 は,業 界 の事 情,適 用 法律 監 督 官 庁 な どの違 い を調 整 し

て,ほN'同 一 の 内容 の もの にな ってい る。

通達 は,信 用 情 報機 関 の具 体 的 な業 務 の あ り方 を示 す とと もに,会 員 と

して の信 用 供 与者 が 対 応 す べ き内容 を 明 らか に した。

又,従 来 か ら概 念 と して極 め て 不明 瞭 で あ っ た,ク レジ ッ トにお け る プ

ライ バ シ ー保 護 の あ り方 につ い て,ひ とつ の 方向 を明確 に示 した もの とい

え る。

〈 消費 者へ の周 知徹 底 〉

通 達は,消 費者 が 自 己 に関 す る情 報が,ど こ に登 録 され,ど の よ うに管

理 され,利 用 され て い るか につ い て正 しい理 解 をす る ため に,信 用 情報 機

関は,機 関 の存 在 ・業 務 の内 容 等 を 明 らか に しな けれ ば な ら ない と指摘 し

てい るo

各 信用 情 報 機 関 は,パ ンフ レ ッ トの配 布 な どの方 法 に よ って,機 関 の存

在 ・業務 内容 ・情 報 の範 囲 ・利 用 の範 囲な どの ほか,必 要 に応 じて本人 は

自己 に関す る情 報 の 開 示 を請 求 で き る こ と及 び そ の窓 口 ・方 法 等 を消 費者

に明 らか に した。

〈適 正 な業 務 運 営 の 確 立 〉

機 関は,登 録 す る情 報 の範 囲,収 集 方 法,情 報 の正 確 性 ・最 新 性 の維 持 ・

確 保 の た め に必要 な 措 置,情 報 の 漏洩 ・改 ざん等 の防止 対 策,情 報 の保 有

期 間 の見 直 しとそ の 期 間経 過 後の廃 棄 な どを 定 め る運営 細 則 につ いて,従

来以 上 に 明確 に した。

又機 関は,会 員 に 対 し て,機 関 へ の正確 な個 人 情 報 の提 供 義 務,利 用 の
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制 限,目 的 外 使 用 の厳 禁,従 業 員 の 守秘 義務,登 録 利 用 の 同意 文 言 の約 款

記 載 義務 な どにつ い て の徹 底 をは か った。

〈情 報 の 開示 〉

消費者 は,機 関 に登 録 され てい る 自己 に関 す る情 報 が,ど ん な 内容 か,

そ の 内容 が事 実 に反 した もの で ないか ど うか を確 認 す るた め に,機 関 に対

して開示 請 求 が で き る こ と,機 関は,消 費 者 の 求 め に応 じて 当該 消 費者 に

関 す る個 人 情 報 を 速や か に開 示 しな け れば な らな い こ とを,通 達 は 明示 し,

各機 関は,開 示 体 制 を確 立 す ると と も に,前 述 の パ ンフ レ ッ ト等 で 消 費者

に明 らか に した。

この こ とは,消 費者 が 自らか の意 志 で,自 己 に 関す る情 報 に アクセ スす

る こ とが で き る よ うにな った こ とを意 味 し,プ ライバ シ ーの権 利 とは何 か,

保 護 す る こ とは何 か を示 唆す る もの とみ る こ とが で きる。

開示 した 結果,消 費 者 が 覚 え のな い情 報 で あ った場 合,機 関 は提 供 した

会 員 と と もに,速 や か に調 査 し,も し事 実 に反 す る こ とが判 明 したな ら,

直 ち に訂 正 ・削 除 し,そ れ に よ って生 じて い る消 費者 の不 利 益 を回復 す る

た め の調 整 を責 任 もっ て行 う体 制 がつ くられ た。

5.4今 後 の課題

〈通 達 の遵 守 〉

通 達 は,個 人 信 用 情 報 の管 理 を業 とす る信 用 情 報機 関 の 適 正 な業 務運 営

を 念頭 にお きつ つ,機 関 の会 員 で あ る信 用 供 与者 に も,そ の 対応 を求 め て

い る。 しか し,機 関 の対 応 に比 べ,個 々の信 用 供 一与者 の対 応 は,ま だ十 分

とは い え ないo

実行 可 能 な施 策 を講 じ るな ど して,具 体的 な 対応 を して い か な けれ ば な

らな いo

た とえ ぱ,従 業 員 の 守秘 義 務 の励行 につ い て も,単 に服 務 規 則等 で 律 す

るだ けでは な く具 体 的 な セ キ ュ リテ ィ措置 が 講 ぜ ら れ るべ きで あ ろ う。

あ るク レ ジ ッ ト会 社 で は,個 人情 報 を取 り扱 う従 業 員 全員 に,セ キ ュ リテ

ィ ・カー ドを もたせ,自 分 の カ ー ドが な け れば,顧 客 の 契約 情 報 等 を照 会 し

た り,登 録 で きな い よ うに した。 カ ー ドを使 っ て オ ペ レ ーシ ョンす る こ と
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に よって,誰 が,ど の顧 客 の,何 に つ い て,ど の端末 機 を使 って,.い つ ア

ク セ ス したか を コン ピ ュ ー タに 記 録 させ る よ うな 方 法 を と り,情 報処 理

の 責 任 を 明 確 に した。

又 信 用 供 与者 が,明 らか に され た信 用情 報機 関 の適正 な業務 運 営 に つい

て 消費 者 に周知 徹 底 す る こ とに も,よ り一 層 の努力 す るこ と こそ が,消 費

者 とク レ ジ ッ ト業 にお け る プ ライ バ シ ー保 護 の あ り方 につ いて の正 しい コ

ンセ スサ スの 確立 がは か られ るの で あ る。

プ ライ バ シ ー問 題 を 含 む 消 費者 問 題 に積 極 的 に 取 り組 み,し っか りした考

え 方 を も って,業 務 のシ ス テ ム化 を は か った信 用 供与者 が,健 全 な コ ンシ

ュー マ ・ク レジ ッ トの担 い手 にな る の で あ る。
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6.情 報サ ービス業 におけ るプライバ シー保 護の現状 と問題 点

㈱ 東 洋 情 報 シ ス テ ム 川 村 信 郎

6.1プ ライバ シ ー 問題 と情 報 サ ービ ス業

「プ ラ イバ シ ー 」とは 本 来 幅 広 い 意 味 で用 い られ る概 念 で あ ろ うが,こ

こ で は 「個 人 情 報 」の意 味 で用 い る こ ととす る。 多数 の個 人 に関す る情報

が集 ま った とき,分 類 をす る,統 計 を とる とい った処 理 が 要 求 され るのは

自然 の 行動 といえ よ うが,分 類 ・統 計 が始 ま る と,精 度向 上 の た め,よ り

多 くの 情 報 を収 集 しよ うとす るの も また 自然 の成 行 きで あ ろ う。 こ こに コ

ン ピ ュータ が登 場 す る と更 に これ ら の処 理 や収 集 の効 率 が上 る こ とにな る。

現 に こ の よ うな コ ン ピ ュータ の 用 い 方 も多 く存 在 す るが,コ ン ピ ュータの

周 囲 には,人 手 で行 な った り,他 の設 備 や装 置 を用 い る作 業 も多 く存在 す

る。 整 理 す る,運 搬 す る,保 管 す る,封 入 す る,発 送 す る等 で あ る。 そ こ

で コン ピ ュータ の み に とらわ れ る こ とな く,「 多数 の個 人 に関 す る情 報 の

収 集 ・処 理 を行 う 」観 点 か ら眺 め てみ たい 。

情 報 サ ー ビス 業 が 日本 標準 産 業 分 類 に登 場 した のは 昭和42年 で あ るが,

昭和47年 の改 訂 時 よ り現 在 の細 分類 が規 定 され た。 現 在 これ ら及 び他 業

務 を兼 業 す る事 業 所 が 多 くな って い るが,細 分類 は ソ フ トウ ェア業,情 報

処 理 サ ー ビス業,情 報 提 供 サ ー ビス業,そ の他 の情 報 サ ー ビス業 であ る。

そ の規 模 は 昭和60年 で,売 上 高1兆5618億 円,事 業 所 数2,556,従 業

者 数16万 人 と報書 され てい る。

プ ライバ シ ー問題 との 関連 でい え ば,情 報 処理 サ ー ビス 業 が最 も関連 が

高 く,情 報 提 供 サ ー ビス業,そ の他 の情報 サ ー ビス業 が続 くが,ソ フ トウ

ェア業 の関 連 性 は低 い。

情 報 処 理 サ ー ビス業 は,「 企 業 経 営 を対 象 と し て 」,「 電 子 計算 機 な ど

を用 い て委 託 され た 計 算 サ ー ビス,パ ンチ ・サ ー ビス な どを行 う 」と説 明

され て い る○

情報 サ ー ビス業 には コ ン ピ ュータ もあ り,多 数 の個人 情 報 も存在 す る。

*特 定 サ ー ビス産業実態調査
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しか し,こ れ ら個 人 情 報 は,そ の他 の 諸 デ ータ と同 じ く,自 己 の意 志 で収

集 した もの では な く,自 己の所 有物 で もな く,当 然 自己の 目的 で利 用す る

もの で もな い。 先 の産 業 分類 の説 明 に もあ る とお り,傘 業(顧 客)か ら委

託 され て扱 って い る もの で あ る。 顧 客 との契 約 に定 め た委 託 条 件 に従 っ て

寄 託 され た デ ー タ を取 り扱 っ て い るの であ る。 他 の どんな 種類 の デ ー タ と

も全 く同 じ感 覚 で扱 うとい えば,別 の 意味 で やや 不 適当 な表 現 では あ るが,

情 報 サ ー ビス業 の 各企 業,各 従 事者 は この意 識 で行動 す る こ とが社 会的 義

務 で あ る と もい え よ う。'

プ ラ イバ シー問 題 にお け る情 報 サ ー ビス 業 の特 殊性 は ま さに この 点 に あ

る。 す な わ ち,情 報 サ ー ビス業 には 多 くの 個 人 情 報 が存 在 し,コ ン ピ ュー

タ等 を用 いて 収 集 ・処理 を行 って い るが,一 般企 業(情 報 サ ー ビス業以 外

の企 業)の それ とは全 く異質 な もの で あ る点 を 強 調 して お きたい。

6.2個 人 情 報 処理 等 の 実態

情 報 サ ー ビス 業 に関す る諸 統 計 には,業 務 種 類 別,契 約先 産業 別等 の統

計 は あ る もの の,個 人 情 報 処 理 の実 態 が推 定 で きる よ うな ものは ない。 そ

こで 数社 の 業 務 内容 か ら例 示 的 に紹 介 す る。

金 融 系 分野 に お い ては,ク レ ジ ッ ト,信 販 等 の業 務 が か な り委 託 処理 さ

れ て い る。 最 近,利 益 率 はや や低 下 してい る もの の 相変 らず 急 成 長 を続 け

て い る ク レジ ッ ト及 び信 販業 界 では,オ ン ライ ン処理 が 多 く,企 業 間接続

も多 い な どシ ス テ ム の複 雑 さ もあ り,全 業 務 を 情 報サ ー ビス業 に委託 して

い る例 が 多 い。 す なわ ち,入 会 審 査,会 員 管 理,オ ー ソ リゼ ー シ ョン,加

盟 店 へ の 支 払 業 務,会 員 へ の 請 求 業 務,銀 行 へ の 口座 引落 し依 頼等 々まさ

に 個 人 情 報 に基 づ く一 連 の処 理 業 務 で あ る。 ま た業 界 で共 同 して行 な う個

人 信 用 情報 の運 営 も情 報 サ ー ビス 業 に委 託 してい る ものが あ る。 その他,

銀 行,証 券,保 険 の各 業 界 の処 理 が委 託 され て い る例 も多 いが,ク レジ ッ

ト等 に比 較 す る と,法 人 対 象 の比 率 が 増 して くるた め,個 人 情 報 処理 の 比

重 は かな り低 くな っ てい る。

地 方 自治 体 の 業 務 も,特 に地 方 都 市 に立 地 す る情 報 サ ー ビス 業 に委託 さ

れ て い る例 が 多 い。 住民 台 帳 管理 業 務,地 方税,固 定資産 税,自 動車 税 等

一75一



の 納税 管理 業 務等 は代 表 的値 入 情報 処 理 とい え よ う。

医療 関 係 で も,病 院,健 康 保 険 組 合,社 会 保険 組 合 等 の 業 務 が情 報 サ ー

ビス業 に委 託 され て お り,診 療後 の レセ プ ト処理 や,病 歴 管 理 業 務 等 は個

人 情 報 の 処理 で あ る。

そ の他,百 貨店,定 期 講 読 者 向け 出版,カ タ ログ販 売等 の業 務 も見 受 け

ら れ る。

以 上は 不 特 定 多数 の値 入 が 対 象 とな る もので あ るが,特 定 の 個人 が対 象

とな る もの も多数 存 在 す る。 企 業単 位 の給 与 計 算,諸 団 体 の 会 員 管 理,学

校 業 務 等 々,情 報 サ ー ビス業 に委 託 され て い る例 は 多 い。

それ では,委 託 された これ ら の個 人 情 報 処理 が どの よ うな 条件 で運 用 さ

れ,「 プ ライ バ シー が保 護 され て い る 」の であ ろ うか。

第1に 契約 の条 件 が あ げ られ る。これ らの業 務 委 託 契 約 には 必 ず 機 密

保 持 の 条項 が含 まれ てい る。 「業 務 上(あ るいは 契 約履 行 上)知 り得 た機

密 を第 三者 に漏 洩 しては な ら な い 」,ま た 「契 約 期 間 完 了後 」や 「職 員退

職 後 」も同 じ と規 定 され て い るの が一 般 的 であ る。 個 人 情 報,あ るいは プ

ライ バ シー とい った 明示 的 表 現は な い もの の,こ れ らを包 括 的 に表 現 して

い る と考 え られ る。 明 示 的 表 現 がな い の は,情 報サ ー ビス業 が,「 企業 経

営 を対 象 と して 」きた か らで もあ ろ う。

第2に 安全 対 策基 準 が あげ られ る。 昭和52年 に策 定(昭 和59年 改訂)

され た電 子 計算 機 シス テ ム安 全 対策 基 準 に基 づ き昭和56年 か らは 「情 報

処理 サ ー ビス業 電 子 計算 機 シ ス テ ム安全 対 策 実 施事 業 所 認 定 制 度 」が 発足

してお り,大 手 の事 業 所 や,地 方 自治 体等 公的 業 務 の 多 い事 業 所 の ほ とん

どが こ の認定 を受 け てい る。 同 基 準 は 設備 基準152項 目,技 術基 準13

項 目,運 用 基 準63項 目か ら成 り,デ ータ の漏 洩,破 壊,改 ざん の防止 も

大 きな 目的 とな って い るた め,契 約 時 に顧 客 か ら認 定 を条 件 とされ る こ と

もあ る。

第3に 受 動 的 では あ るが,顧 客 側 の業 務 に対す る,法 的 また は 自主 的制

約 が あ る。 特 に金 融 系 または 自治 体等 公 的 業 務 につい て規 定 は 多 く,こ れ

の下 で委 託 契 約 を し,運 用 され て い る。

以 上,情 報 サ ー ビス 業 にお げ る個 人 情報 処 理 の 例 と,プ ラ イ バ シ ー保 護
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に 関す る現 状 を概 観 した が,何 とい っ て も情 報 サ ー ビス業 に と っては信 用

が第 一 であ り,顧 客 の信 用 を得 る こ とに よ り,ま た新 しい業 務 の 受託 へ と

つ な が るの で あ る。 信 用 獲 得 の最 強 武 器 で あ る 「機 密保 持 」は情 報サ ー ビ

ス業 の生 命 と もい え よ う。

6.3業 界 と して の 対応

情 報サ ー ビス 業 界 の業 界 団 体 と しては(社)情 報 サ ー ビス 産業 協 会(略 称

JISA)が あ る。 これ は,そ れ まで十数 年 にわ た り活 動 を続 け て きた

(社)ソ フ トウ ェア産 業 振 興 協 会(略 称SIA)と(社)日 本 情 報 セ ンタ ー協

会(略 称JIPCA)を 母 体 と し,更 に 関連 業 界 を加 えて 昭和59年6月 に

発 足 した組 織 で あ る。JISAで は20近 い 委 員会 を設置 して諸 活動 を行

って い るが,最 近 の大 きな テーマ は ソ フ トウ ェア の権 利 保 護,派 遣 労 働者

問 題等 であ る。 プ ライバ シ ー問 題 は セ キ ュ リテ ィ委 員会 で扱 うこ とにな っ

て い るが,同 委 員 会 は シ ステ ム監 査,情 報化 保 険,安 全 対 策 の テ ーマ に追

わ れ,プ ライ バ シー 問題 につ い ては 現 在 実質 的 な 活 動は 行 っ てい な い。

過去 に遡 って もJIPCA時 代 の昭 和51年3月 に 「プラ イ バ シ ー保 護

体 制 に関す る報 告 書 」が 出 され て い るのみ で あ る。 同報 告書 は業 界 内外 の

事 例 や動 向 を多 数 集 め,各 方 面 へ の要 望 を ま とめ た問題 提 起 型 の報 告書 で

あ る が,プ ライ バ シ ー問 題 へ の関 心 が まだ低 か った時 代 の貴 重 な 資料 とな

っ てい る。 ま たJIPCAは 昭和51年10月 に情 報処 理 産業 倫理 網 領 を 制

定 したが,全5項 日中 の第3項 にチ ェ ック ・シス テムの保 持,第4項 に安

全 性 確保 と機 密保 護 を謳 って い る こ とが注 目され る。・そ の後JIPCA-

JISAと 続 く協 会活 動 の中 で,セ キ ュ リテ ィ関連 の活 動 の 中心 は安 全 対

策 基 準 の制 定 ・推 進 に向 い,プ ライ バ シ ー問題 へ の関心 は 相 対 的 に低下 し

て 今 日に至 って い る こ とは 残 念 な こ とであ る。

情 報 サ ー ビス 業 界 と しての 国 際 的活 動 の1つ に世 界情 報 処 理 産 業 会議 が

あ る。 各 国 の情 報 サ ー ビス業 界 団 体 で あ る,米 国のADAPSO,カ ナダの

CADAPSO,欧 州14か 国(現 在16か 国)のECSA,日 本 のSIA

(後JISAに 引継 が れ た)が 中心 とな り,昭 和53年 に ス ペ イ ンで第1

回 が,以 後2年 毎 に持 ち廻 りで 開 催 されて い る。 毎 回1000人 近 い参 加
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者 を集 め,20程 度 の分 科 会 に分 れ て多 方面 に わた る報告 や熱 心 な討 論 が

展 開 され て い る。 とこ ろが,越 境 デ ータ流 通(TDF)を テ ー マ とす る分

科 会 は あ って も プ ライ バ シ ー問題 を論 ず る分科 会 は 開 かれ て い ない。

以上 の とお り,情 報 サ ー ビス業 界 に おけ るプ ライバ シ ー問 題 に関 す る意

識 は まだ 低 く,ほ とん ど議 論 も され てい な い状 況 で あ る。 これ は,同 業 界

の活 動 の 中心 が,プ ライ バ シ ー問 題 には 関連 の薄 い ソ フ トウ ェア関連 テ ー

マや 技 術 的 テ ー マ に 偏 りが ち な こ と,同 業 界 が個 人 で な く企 業 を 対象 に受

身的 立場 で業 務 を受 託 して きた こ と等 に起 因 す るの では な か ろ うか。 しか

し今 や,情 報 サ ー ビス各 企 業 の事業 規 模 も成 長 し,株 式 を上 場す る企業 も

登 場 し始 め て い る上,先 に述 べ た とお り,個 人情 報 を扱 う例 も多い。 将 来

動 向,国 際 環 境 か ら考 え て も同 業 界 の 社会 的 責任 は 更 に大 き くな ると予 想

され るた め,一 日 も早 く率 先 して プ ライバ シ ー問題 に関 す る議 論 を始 め,

社 会 的責 任 に応 え る こ とが期待 され る。

6.4今 後 の課 題'

昭和48年 ス エ ー デ ンのデ ータ法 制 定 以 来,各 国 は競 うよ うに して プラ

イバシー問題に取 り組 み,立 法 化等 に努 め て きた。 昭和55年DECD勧 告,

欧州 評議 会 条 約 以 後,そ の傾 向 は ます ます 高 ま っ て きて い る。 わ が 国 にお

い て も地 方 自治 体 で の条 例 制定 等 の外,関 係 各 方 面 で検 討 が進 め られ てい

るが,情 報サ ー ビス業 界 では まだ研 究 が始 ま って い な い。 も し事 態 が この

ま ま推 移 す る と情 報 サ ー ビス業 に とっ て どん な 問 題 が 発 生 す るで あ ろ うか。

先ず,デ ー タ の流 用 問 題 が 予 想 され る。A社 か ら委 託 を 受 け て情 報サ ー

ビス 業S社 で蓄 積 し処 理 を行 って い る個 人 情 報 フ ァイ ル に対 し,別 のB社

か ら処 理 依 頼 の要 求 が 出 た とす る。A社 －S社 間 で は 当 然,機 密保 持条 項

を含 む 契 約 が締 結 され てい るが,フ ァイル そ の もの はA社 の所 有物 で あ る。

B社 が,「A社 の了 解 は 得 て い る。 処 理 に要 す る費用 は払 う 」とした ら ど

うな る だ ろ う。 また 当 該 デ ー タ の帰 属 す る個 人 の権 利 は ど うな る ので あ ろ

うか。

また,情 報 サ ー ビス 業 の海 外 進 出 にお け る 問題 も予想 され る。 ス エ ー デ

ン,フ ラ ンス,イ ギ リス等 の 国 の デ ー タ保 護 に関 す る法 律 は 個 人情 報 の国
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外 処 理 を制 限 してい る。 イギ リス にお いて は,同 国内 で処 理 した フ ァイル

の 国外持 出 し も制 限 して い る。 情 報サ ー ビス業 に お ける業 務 の 中 には,ク

レジ ッ ト業 務 の よ うに,リ アル タイ ム に個人 情 報 フ ァイル を 参 照 し,定 期

的 に全 トラ ンザ ク シ ・ン に対 す る処 理 の必 要 な業 務 も多 い。

更 に,個 人 情 報 フ ァイ ル の 公 示問 題 も気 にかか る点 であ る。 プ ライ バ シ

ー保 護 の観 点 か らは ,個 人情 報 フ ァイ ル の 存在,記 録事項,設 置 機 関等 を

公 示 す る こ とは 当然 の要 求 で あ ろ う。 しか し,情 報 サ ー ビス業 の性 格 か ら

す れ ぱ,個 々の事 業者 が い ず れ の企 業 か ら何 の業 務 を受 託 し てい るのか は,

当 事 者 間 のみ の機 密事 項 で あ り,少 くと も不特 定 多数者 に公 示 す べ き で な

い とい うのが 通 念 であ る。 さ もな けれ ば,1業 種1社 の業 務 しか 受 託で き

な い こ とに な り,情 報 サ ー ビス 各企 業 に とっては 特 定 分野 へ の 専 門特 化 や

効 率 向 上 が 図 り難 く,顧 客 に も余分 の経 済 的負 担 を強 い る こ と にな るか ら

で あ る。

以 上 の例 は すべ て 仮空 の問 題 で あ り,個 別 には 解 決す る手 段 は 見 つ か る

こ とで あ ろ う。 しか し,情 報サ ー ビス業 界 と して の認識 が な く,従 って議

論 も され な い ま ま,わ が 国 で の プ ライ バ シ ー問題 が進展 す る こ と にはや や

不 安 を感 じる。

そ こで,情 報 サ ー ビス業 界 に とっ ては,先 ず何 よ りもプ ラ イバ シー保 護

に関 す る幅 広 い 研究 を始 め る べ き だ と思わ れ る。 この際 留 意 す べ き側 面 に

つ い て以 下 に列 挙 す る。

第1に,対 個人 サ ー ビス に つ い て研 究 す べ きで あ ろ う。 コ ン ピ ュー タ の

利 用 が,国 家 か ら企 業 へ,企 業 か ら個 人 へ と拡 が り発展 して きた よ うに,

情 報 サ ー ビス業 の業 務 も対企 業 か ら対 個人 へ と拡 大 す る であ ろ う。 また 社

会 環境 も個 性 重 視 の時 代 へ と変 わ っ て きて い る。 プ ライバ シ ー問題 もこれ

ら と無 関係 で は な く,対 値 入 サ ー ビス の一 環 と して 当然 発生 す べ きテ ーマ

で あ る との認 識 が必 要 で あ ろ う。

第2に 顧 客 との契 約 問 題 であ る。 従 来 の情 報 サ ー ビス業 にお け る契約 は

基 本 的 には 個 別取 引対応 であ った。 ネ ッ トワーク 問題 に しろ,プ ライバ シ

ー問 題 に しろ ,不 特定 多 数 の相手 を 念 頭 にお き,当 事者 だ け で な く,第 三

者 を も含 め て,権 利 ・義 務 や 責 任範 囲 を明 確 にす べ きで あ ろ う。



第3に 運 用 上 の問 題 であ る。 プラ イバ シ ー問 題 の議 論 に お いて は とか く

コ ン ピ ュー タだ けが 注 目 され る こ とが 多 い。 コ ン ピ ュー タ が重 要 な役 割 を

果 し,そ の影 響 範 囲 が 大 きい こ とは事 実 であ るが,情 報 サ ー ビス業 にお け

る処 理 ・運 用 は,コ ン ピュー タだ け で は成 立 た な い。 その 他 の手 段 に よ る

もの も含 めて 洩 れ の な い考 え方 が必 要 で あ ろ う。

第4に 国 外 も含 め て法 制 度 上 の研 究 が必 要 で あ る。経 済 環 境 の変 化 と共

に国 際 緊 張 も高 ま って お り,わ が 国 情 報サ ー ビス 業 にお い て も国際 取 引 き

が 増 え つ つ あ る。 ネ ッ トワー ク問 題,越 境 デ ー タ流 通 問 題 と同 じ くプ ライ

バ シ ー問題 も,わ が 国 で の法 制 度 問 題 は残 念 乍 ら遅 れ てい る との認 識 で対

処 す る必 要 が あ ろ う。

第5に 技 術面 の検 討 で あ る。 情 報 サ ー ビス業 界 での従 来 の諸 検 討 は,や

や 技 術 偏 重 の き らいが あ った。 プ ライ バ シ ー問 題 にお いて も技 術 的 研 究が

重 要 で あ る こ とはい う まで もな いが,上 記 諸 点 をふ まえ て か ら技 術 面 の検

討 をす べ きで あ ろ う。 す なわ ち ユ ーザ ・オ リエ ンテ ッ ドで な げ れば な らな

いo

以 上,プ ライ バ シ「問 題 につ い て,情 報 サ ー ビス業 界 また は事 業 者 が留

意 す べ き点 を列 挙 したが,業 界 外 の 各 方面 に お かれ て も,こ れ らの事情 を

よ く勘 案 した 上 で の慎 重 な検 討 を 望 み たい 。 守 られ るべ き個人 の身 に立 っ

て諸 分野 か らの十 分 な議 論 を尽 した 上 で の プ ライ バ シ ー対 策 は,情 報サ ー

ビス業 に と って も望 む べ き と ころ であ る。
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7.デ ー タ ベ ース業 に お け るフ。ラ イ バ シー 保 護 の現 状 と問 題 点

東 京 商 工 リサ ーチ 灰 原 一 彦

東 京 商 工 リサ ーチは 創 業以 来,企 業 信用 調 査 を行 い,こ の企 業 信 用調 査 を通

じ て得 た 企 業 情 報 を基 に した 出版 も行 って い る。

昭和49年 か ら企 業 情 報 の デ ータ ベ ー ス化 を行 い,以 来,調 査 ・出版 ・デ ー

タベ ー ス を三 本 の柱 に事 業 を 展 開 して い る。

この デ ー タベ ースは あ くまで企 業 信 用情 報 を 中心 と し,個 人 信 用 調査 の分 野

に は手 を つけ て い ない 。

しか し.関 連 した情 報 と して,次 の2つ の値 入 情 報 を扱 って い る。

1つ は 高 額 所 得者,高 額 納税=者 の デー タ で あ り,1つ は企 業 の代 表者 個 人 に

関す る情 報 であ る。

7.1.1高 額 所 得 者 ・高 額 納税 者 情 報

東 京 商 工 リサ ーチ では 昭和38年 か ら,全 国 の税 務署 で5月1日 に公

示 され る高額 所 得 者 の情 報(氏 名 ・住所 ・所 得 金額)を 全 国 の支 店 網 を

通 じて収集 し,「 全 国 高額 所 得 者 名簿 」を発 刊 してい る。

当 初,所 得 金額 は200万 円 以 上 で あ った が,所 得 の上 昇 に伴 い,

400万 円以 上,1,000万 円 以 上 と発 表 され る所 得 金 額 が変 更 され,

昭和58年 を最 後 に,発 表制 度 の 大 幅 な変 更 が あ り,同59年 か らは

1,000万 円以 上 の 納 税 金額 とな って い る。

最 後 の高額 所 得 者 で あ る58年5月1日 の発 表(57年 の所 得 額)は

総 数525,288人 とな ってい る。 これ に 対 し,61年5月1日 発表(60

年 の納 税 額)は 総 数75,784人 で,大 幅 に減 少 してお り,こ のた め,58

年 発表 の 高額 所 得 者 デ ー タが,今 な お 利用 され てい る。

この 高額 所 得 者 名 簿 は,当 初 は発 表 され た 氏 名 ・住所 ・所 得 金 額 を税

務 署 別 に掲 載 してい た が,職 業 を調 べ て併 せ て載 せ る よ うにな6て い っ

たo

昭和50年 か ら電 算 写 植 シ ス テ ムに よる 印刷 に切 り換 え,印 刷,出 版

後,組 版 用 の可 変長 の磁 気 テ ー プが 残 り,こ れ を固定 長 の情 報処 理用 の
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磁 気 テ ー プ に変 更 し,再 利 用 が 進 め られ る よ うに な って きた。

この ため,氏 名 の カ ナ の読 み,住 所 コー ド,職 業 コー ドな どの情 報 を

付 け加 え,更 に,年 々の磁 気 テ ー プ のマ ッチ ング作 業 に よ り,同 一人 が

何 回発 表 され て い るか とい った登 場 回 数 を カ ウ ン トす るな ど,情 報 を附

価 し,デ ータ 利用 上 の便 宜 を計 って きた。

現 在 の情 報 の 内容 は 次 の通 りで あ る。

① 税 務 署 コ ー ド

② 税 務署 別一 連Nα

③ 姓 名(漢 字)

④ 住 所 コ ー ド

⑤ 郵 便 番 号

⑥ 住 所(漢 字)

⑦ 職 業(漢 字)

⑧ 職 業 コ ー ド

⑨ 電話 番 号

⑩ 姓 名 カ ナ

⑪ 住 所 カ ナ

⑫ 職 業 カ ナ

⑬ 当年 ・年 度

⑭ 〃 ・納税 額(所 得額)

⑮ 前年 ・年 度

⑯ 〃 ・納税 額(所 得額)

⑰ 前 々年'年 度

⑱ 〃 ・納 税 額(所 得 額)

⑲ 当年 全 国 順位

⑳ 当年 県別 順位

⑳ 前年 全 国 順位

⑫ 当年 県 別 順位

㊧ 登 場 回 数
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7.1.2高 額 納税 者(所 得 者)情 報 の 利 用

こ の よ うな個 人情 報 は,顧 客 開拓 用 に1部 金 融機 関 に磁気 テー プ と し

て も販 売 され てい るが,こ の数 は 少 な く,主 と して ダ イ レク トメ ール 用

に,そ の都 度 受 注 し,処 理 し,DM用 の シ ール または リス トと して販 売

され てい る。

元 来,出 版 物 と して販 売 され てい る もの で従 来 か ら掲載 され て い る本

人 及び,金 融機 関(銀 行 ・証 券 ・生 保 ・損 保 等),百 貨店,消 費者 向 の

高額 商 品 を扱 うメ ーカ,販 売業 者 等 に広 く販 売 され て い る本 で あ る。

これ が デ ー タベ ー ス と して利 用 され る よ うにな った のは,大 量 の ダイ

レク トメ ール を 出す とき,郵 便 番号 順 に ラベ リング ・マ シ ンで処 埋可 能

な形 が プ リン トされ,郵 便 料金 割 引 制 度 利用 可 能 な郵 便 番 号 カ ウ ン ト表

も プ リン トされ るな どの 処 理 が 出来 る よ うにな った こ とが大 き く起 因 し

て い るo

又,い ろ い ろ な条 件検 索 に よ り,目 的 に合 わ せ て,よ り有 効 なセ レク

トが行 え る よ うにな った た め で あ り,住 所 コ ー ドに よ り地 域 を絞 り,さ

ら に所 得(納 税)額 に よ り,所 得 層 を絞 るな ど の方法 が採 ら れ てい る。

更 に始 め て登 場 した人 をね ら う場 合 や,安 定 した高 所得 層 をね ら うた

め,3回 以 上連 続 登場 者 を ね ら うな どの 方 法 も採 られ て い る。

ユ ー ザ と して は通 販 業 者,ダ イ レク ト ・メ ー ル業者 が 圧倒 的 に多 く,

そ の他,百 貨 店外 商 部,海 外 旅行 業 者,宝 石 毛 皮 業者,外 車 デ ィー ラな

ど さ ま ざ まで,高 額 商 品 を扱 うと ころ が多 い。

現 在,利 用 され て い るの は61年 発 表 の高額 納 税者 が 主体 で あ るが,

58年 発 表 の 高 額 所得 者 も,そ の後,こ れ だ け 大量 の デ ータ が ない た め,

今 も利 用 さ れ て お り,こ のデ ータ の陳 腐 化 を防 ぐため,ダ イ レク ト ・メ

ール を出 した 時 の未 着 返 却 部 分 を戻 して もらい ,そ の 都 度,そ の デ ータ

上 に フラ グ をつ け,次 回か ら プ リン トされ な い よ うに して お り,こ の た

め 現 在 の有 効 デ ータは525,288名 中,513,802名 とな って い る。

7.1.3高 額 納 税 者(所 得者)の 問 題 点

昭和38年 か ら 出版 物 を発 刊 して い る が,問 題 はお きて い な い。 国 で

に よ り公 表 され た デ ー タ であ る こと,プ ラ イバ シ ーを傷 つ け る情 報
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で ない こ と。 む しろ,信 用 と有 利 であ り,社 会 的 ス テ ー タス を 示 す もの

で あ る とい った理 由 で,今 後 も貴 重 な 資料 と して 出版 にデ ータ ベ ース に

利 用 して い き た い と考 え て い る。

た また ま,公 表 され た た め に,迷 惑 した とか,ダ イ レク ト ・メ ール が

急 激 に増 加 して わず らわ しい とい った 声 を 聞 くが,こ の ため,特 に問 題

に され た 例 は な い。

本 の販 売 時 点 で,こ のデ ー タを 使い,東 京 商 工 リサ ーチ 自身,載 った

本人 に ダイ レク ト ・メ ール で 案 内 して お り,本 の注 文 も受 け て い る。

7.2.1経 営 者 情 報

企業 信 用 調 査 上,企 業 の代 表 者 の 信用 は 大 きな ウエ イ トを 占め てお り,

金 融機 関な どは 企 業 の取 引 上,代 表 者 の値入 保 証 を と っ てい る場 合 が 多

い,こ うした こ とか ら信 用 調 査 レポ ー トの 中 で,代 表者 の項 が1頁 にな

っ てい るo

この た め,昭 和49年,企 業 情 報 をデ ータ ベ ー ス 化 す る と き,代 表者

の 名前 だ け を入 れ て い たが,同51年 には,代 表 者 の属 性 デ ータ を報 告

書 の 中か ら選 ん でデ ー タ ベ ー ス化 す るこ と に し,現 在,62万 社 の企 業

情 報 中,50万 社 につ い て 代表 者 の個人 情報 が 入 っ て い る。 これ は独立

した代 表者 値 入 情 報 と して で はな く,企 業情 報 の1部 と して入 って い る

もの で あ る。

代 表 者 につ い て入 って い る情 報は 次の 通 りで あ る。

① 代 表者 名前(漢 字)

② 代表 者 ヨ ミ(カ ナ)

③ 生 年 月 日

④ 男女 区分

⑤ 住 所 コー ド

⑥ 番地

⑦ 自宅 電話 番 号

⑧ 出 身地 コ ー ド

⑨ 最 終学 歴 コ ー ド
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⑩ 趣 味 コー ド(3つ まで)

⑪ 所得 額(納 税 額)

⑫ 住 居 区分

⑬ 倒産 経 歴

7.2.2経 営 者 情 報 の 利 用

東京商 工 リサ ーチ と して は経 営 者 情 報 のみ の販 売は行 って お らず,企

業 情 報 の 中 の情 報 の1つ と して販 売 して い る。

利 用 され る のは,経 営 者 情 報 の中 のセ レク ト条 件 を利 用 し て企 業 を選

ぶ 場合 で あ る。

例 えば,○ ○ 県 出身 の経 営 者 の企 業 を○ ○ 地 域 で出 して も らいた い。

○ ○ 大学 出身 の経 営者 の 会社 を知 りたい。 兎年 の経営 者 の 企 業 を 出 して

も らい た い。 とい った よ うな,出 身地,出 身 校,年 代 等 に よ るセ レク ト

の場 合 が多 い。

経 営者 情 報 に関 し ては,高 額 納 税 者(所 得者)の よ うに,通 信 販 売 業

者,ダ イ レク ト ・メ ール 業者 に よるDM利 用 は な く,求 め られ た場 合,

高 額 納 税者(所 得 者)の 職業 別 に よる会 社 役 員 をすす め て い る。

そ の理 由は,出 版物 等 に よ り外 部 に公 表 してい ない こ と。 特 に 住所 に

つ いて,商 業 登 記 簿 上 の住 所 を とって お り,こ れ が古 い 場 合が あ る こ と。

住居 表 示 の 変更 が あ っ て も,不 動 産 台帳 閲覧 の 関係か ら,・土地 台 帳 の地

番 を 記 載 して い る(法 務 局 の 登 記 上 の台 帳 の地 番 と市町 村 の住 居 表 示 は

違 う)こ とな どで,DM上 問題 が あ る か らで あ る。

7.2.3経 営 者情 報 の 問 題 点

東京 商 工 リサ ーチ の場 合,経 営 者 情 報 自体を 外 部 に公表 して こなか っ

た 関係 か ら,今 迄 特 に問題 は な い。

今後,経 営 者 情 報 も,求 め られ て くる風 潮 もあ り,将 来,出 版 物等 の

形 で販 売 され る可 能性 は な し と しない 。 そ の 場 合,諸 般 の情 勢 を検討 し

て 進 め る こと にな ろ う。

出版 物 と して販 売 され る場 合は,デ ータ ベ ース と して も本 格 的 な利 用

が 進 む こ とにな る で あ ろ う。
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8.第1種 電気通信 事業者 におけ る通信 の秘密 ・ラライバシーの保護対策

について

日 本 電 信 電 話(株)土 屋 守 之 助

日本 電 信 電話 株 式 会 社 は,第1種 電気 通 信 事業 者 と して,電 話,電 信,専 用,

デ ー タ通 信 等 の電 気 通 信役 務 を提 供 して お り,こ れ に伴 な い必 然 的 に他 人 の通

信 の秘 密 や プ ライ バ シ ー の問 題 と係 わ り合 い を 持 っ てい ます。 そ こで,日 本 電

信 電話 株 式 会社(以 下,「NTT」 とい う)と し ては,関 係 法 令 の定 め等 を踏

まえ て,通 信 の秘 密 の保 護,プ ライ バ シ ー の確 保 につ い て格 段 の配 慮 を は ら っ

てお ります。 以下 では,そ の概 要 につ き,ご 報 告 し ます 。

8.1は じめ に

か つ て,電 報 で 親 せ きあ て に,「 ミナ シ ス レン ラク タ ノ ム 」と打 電 し

た後,実 際 に親 子 三人 が服 毒 心 中 した事 件 が あ り ま した。 昭和53年11

月 の こ とで,亡 くな った のは千 葉 県市 原 市 に住 む 自動 車運 転 手 の ご夫婦 と

長 男 で す。 電 電 公 社 は,こ れ を なぜ 防 げな か った のか とい う批 判 が 一部 か

ら起 こ りま した。 こ とは,憲 法 が基 本 的入 権 と して保 障 して い る通 信 の秘

密 と も関 係 す る ことな の で,弊 社 と して も慎 重 な 対応 が 必 要 な と ころ です 。

電 話 が便 利 にな って きた反 面,そ のマ イ ナ ス面 も出 て きてい ます 。 いた

ず ら電 話 や いや が らせ 電話 で不 快 な思 い を 経 験 され た 方 も多 数 お られ ます 。

昭和54年 の郵 政 省 の 調 査 に よ り ます と,ご 家 庭 では 約2世 帯 に1世 帯 が

そ うした経 験 を持 って い る ことが 明 らか に さ れ て い ます。 こ うした迷惑 電

話 の中 で,深 刻 な もの の ひ とつ に,無 言 電 話 が あ ります。1日 に何 百 回 も

か か って きて,つ い に は ノ イ ローゼ にな って しま った人 もい ます 。 「も う

我 慢 で きな い の で,逆 探 知 で犯 人 を 捕 まえ て くれ。」 と電 話 局 に申 し出 ら

れ る こ と もあ り ます。

また,身 代 金 を 目的 とす る誘 拐事 件 で,親 元 等 に脅 迫 電話 をか け て くる

ケ ース もあ り ます。 昨 年12月 関西 の 芦屋 で起 き た誘 拐事 件 では,犯 人 か

らの5回 目の電 話 で逆 探 知 に成 功 し,犯 人 逮 捕 が で きた と報 ぜ られ てい ま

す。 どの よ うな 場合 に,逆 探 知 の要 請 に応 え て い くか も大 変重 要 な 問題 で

一86一



す 。

以 上 の よ うな 様 々な ケ ース に対 して,NTTは,ど の よ うな考 え 方 で,

ど う対 処 して い るか,こ の点 を ご紹 介 した い と思 い ます。 な お,時 々世 間

を騒 が せ て い る電話 盗 聴 事 件 一そ の我 国最 大 の もの は,共 産 党宮 本 書 記長

宅 の盗 聴 事 件(東 京地 判60.4.22)で し ょ う一はNTTの 関知 しない形

で行 な わ れ てい る こ と もあ り,割 愛 させ て頂 きます。

8.2法 の 体系

お 話 の前 提 と して,通 信 の 秘 密 ・プ ライ バ シ ー をめ ぐる法 の 体系 につ い

て,一 言 触 れ て お き ます 。 まず 通信 の秘 密 につ い て,憲 法 は,「 検 閲 は,

これ を しては な らな い。 通 信 の秘 密 は,こ れ を侵 して はな らな い 」(第21

条 第2項)と 明 文 で保 障 規定 を置 い て い ます。 この趣 旨は 下部 の法 令 で も

同様 です 。 又 プ ラ イバ シー につ い て は,憲 法 上 明文 の規 定 は あ り ませ ん が,

憲 法 第13条 の 個 人尊 厳,幸 福 追 求 に対 す る権 利 等 の一 環 として保 護 され

てい る もの と解 せ られ ます(東 京 地判39.9.28)。 法 律 も含 め た ご く大

づ か みな 体 系 は,次 図 の とお りです 。

図 関連法の体系

憲 法

・検 閲の禁止,通

信 の秘密保護

(憲 法第21条

第2項)

。プ ライバ シ ー の

保 護(憲 法 第13

条 ほか)

→

法律(電 気通信 関係のみ)

。電気通信事業者 の取 一 検 閲の禁止,通 信 の秘密

扱 う通信 保護(電 気通信事業法第

ぽ ⇒ 　 　 )

凝劇 臨黛
(電 波 法 第59条

ほ か)
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図の要点は,憲 法上の保護 の下 に,一 般法 として有線 電気通信法 と電波

法 の保護規定 があ り,特 別法 として電気通信事業法の保護規定があ るとい

うことです。電気通信 事業法 の規定 は,NTTやKDDな どの電気通信事

業者 の取 り扱 う電話な どが対象 とな る場合 に適用 にな ります。

8.3基 本 的 な 考 え 方

まず 電気 通 信 事 業者 の取 り扱 う通 信 一電 話 は そ の典 型 です 一は,秘 密 保

護 に対 す る顧 客 の期待 も大 き い と考 え られ ます の で,法 律 上 その 秘 密侵 害

の 責任 は,そ の 他 の通 信 に くらべ て 重 くな って い ます(客 体 上 の加重)。

また 電気 通 信事 業 に従 事 す る者 は,そ うで な い 者 に くらべ て,そ の職 業 柄

秘 密保 持 の責 任 が 加重 さ れ てい ます(身 分 上 の 加重)。 そ こでNTTと し

て は,ま ず 第1に 電気 通 信 事 業 者 とし て通 信 の秘 密 を確 保 す る こ とを基 本

と して,関 係 法 令 の解 釈 運 用 に努 め てお ります。 社 員就 業 規 則や 電話 取 扱

規 程 な どの 中 で も,秘 密 保持 義 務 を定 め るほ か,通 信 の秘 密 ・プ ラ イバ シ

ー に 関す る取 扱 通 達 を制 定 しその 厳 格 な 運用 をは か って お ります。'

第2に,通 信 の 秘 密 とは い え ない ま で も顧 客 の プ ライバ シ ー に係 わ る情 報,

例 えば 加 入 電話 の契 約締 結 年 月 日,設 置 場 所,滞 納料 金 額 等 につ い て も,

そ の秘 密 性 を最 大限 尊 重 す る よ う取 り扱 っ てお ります。

8.4い くつ か の 基 本 的 問 題

通信 の秘 密 ・プ ライ バ シ ー につ い ては,解 釈 上 い くつ か の難 しい 問題 が

あ り,そ れ ら につ い て は,行 政 当 局 の ご指導 もあ お ぎなが ら,一 定 の整 理

を は か り,具 体 的 取 扱 い を 定 めて お ります。 そ こで そ うし たい くつ か の

問題 につ い て検 討 してみ たい と思 い ます。

まず 第1の 問 題 は,電 話 の当 事 者 の一 方 甲が 相手 方 乙 の 通 話 内 容 を乙 に

無 断 で録 音 す る こ とが 許 され るか と い うこ とで す。 甲 が 自己の 利 用 す る電

話 機 にお い て聴 き と り うる通 話 の 内容 は,甲 の 支 配下 にお か れ た事 項 で あ

り,「 電 気通 信 事 業 者 の取扱 中 にか か る通 信 の 秘 密 」(電 気 通信 事 業 法 第'

4条)の 範 囲 外 に あ る と考 え られ ます。 そ こで こ の よ うな 場合 通 話 内容 を

録 音 す る こ と も,ま た録 音 結 果 を第3者 に開 示 す る こ とも,道 義 上 の問 題
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は 別 とし て,許 され る と解釈 され ます(昭 和38年 内閣 法 制 局見 解)。

第2の 問 題 は,秘 密 と して保 護 され るのは,通 信 の内容 に限 られ るのか,

そ れ とも電 話 の 日時,発 信 場所 も含 まれ るの か とい うこ とで す。 答 え と し

ては含 ま れ る と解 釈 して お ります 。 理 由 と しては,ま ず 第 一 に文 理 上通 信

は そ の発 生 か ら終 了 に至 る もの全 て を包 含 し,日 時 や 発 信 番号 も通 信 を成

立 させ 又 は構 成 す る一 要 素 だ か らです 。 第二 に,よ り根 本 的 にみ て,憲 法 上

の通信 の 秘密 保 障 の趣 旨が,個 人 の私 生 活 にお け る秘 密,プ ライ バ シー の

保 護 に端 を発 す る と解 せ られ る以 上,内 容 の秘 密 だ け で な く,発 信 番号 等

の秘 密 も何 様 に保 護 され るべ き もの と考 え られ る か らで す。 また通 話 の 日

時 や発 信 番 号 に よ り通 話 内容 が推 知 で き るケ ー ス も多 い こ と も考 慮 すべ き

もの と思 われ ます。

第3の 問題 は,NTTの 社 員 が電 話 の 発信 場所 を逆 探知 して これ を警 察

等 に知 らせ る こ とは 許 さ れ るか とい う問 題 です 。 これ につ い ては 着 信者 の

要 請 又 は承 諾 が あ れば 許 され る との見 解 もあ ります。 た しか に着 信 者 の 同

意 の あ る限 り,着 信 者 の 法益 を侵害 す る こ とには な りませ ん。 しか し,発

信 場 所 が ど こで あ る か は 発 信者 の秘 密 で あ る とい う面 は否 定 で き ませ ん。

発 信 者 の秘 密 で あ る以 上 他人 で あ る着 信 者 の同 意 が あ って も,そ の こ とだ

け で当 然 に秘 密 の侵 害 が 許 され るこ と には な らな い で し ょ う。 道 義 的 には

発 信 者 は 着 信 者 に発 信場 所 を明 らか に して通 話 をす べ きだ と言 うこ とが で

き て も,発 信 者 に そ の よ うな 義務 は な く,着 信 者 は発 信 場所 を知 る法 律 上

の 権利 を持 っ て お り ませ ん。 従 って こ の問題 の答 え と して は,着 信者 の 同

意 が あ る だけ では 許 され ない と解 され ます(山 内 一 夫 「脅 迫電 話 逆 探知 の

合 憲性 」判 例 時 報376号)。 な お逆i探知 の要件 は 第4の 問 題後 段 参照 。

と こ ろで,INS電 話 機 とい うのが あ ります。 この電 話機 では 電話 が か

か っ て きた場 合,受 話機 を持 ち上 げ る前 に電 話機 の 上 に発 信 番 号 が表 示 さ

れ ます。 現在 この 電 話機 は,NTTの 三 鷹 の実 験 シ ステ ム の 中 で使 われ て

い るだ け で す が,こ れ が普 及 して き ます と電 話 発 信 者 の覆 面 性,匿 名性 も

か な り解 消 され る こ と にな る と思 わ れ ます。

第4の 問 題 は,通 信 の 秘 密 の保 障は 絶 対 的 で 無 制 限 で あ るか とい うこ と

です。 申す まで もな く,通 信 の秘 密 も基 本 的人 権 の ひ とつで あ り他 の基 本
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的人 権 と同 様公 共 の福 祉 の観 点 か ら一定 の制 約 を 伴 な うもの と解 され ます 。

具 体的 には そ の第1は,令 状 に よる場 合 です。 令 状 の 執行 は 基本 的 人権 の

侵害 とい う側 面 を持 つ訳 です が,適 法 な 令状 に基 づ く限 り,通 信 の秘密 が

制 約 を 受け る こ と も止 む を え ませ ん。 令状 に基 づ く電 話 交 換 証 や 電 報発信

原 書 の差 押 え な どが そ の 例 です。 これ に関連 して令 状 に よ って 電 話 の盗 聴

が 許 され るか とい う問 題 が あ ります 。 かつ て 覚 せ い 剤取 締 事 件 で札 幌地 裁

の裁 判 官 が,検 証 す べ き場 所 として,「 被疑 者 甲方 」と し,検 証 内容 と し

て,「 被 疑者 の居 室 に設 置 され てい る電話 にか か って くる通 話 内容 につ い

て。 但 し,覚 せ い 剤 の取 引 に 関係 があ る と思 料 され る通 話 に限 る 」と記 載

した令 状 を 発 出 し,こ れ が 執行 され たケ ース が あ りま した。 この ケ ース で

は検 証 す べ き場 所 が被 疑者 の 居 宅 の 内部 で あ った た め 当時NTTと しては

関 知 しな か った の です が,NTTの 管 理 す る場所 で な され る場 合 は ど う受

け とめ るべ きか とい う問 題 が 残 ります。 盗 聴 の特 殊 性 に着 眼 した特 別の許

容 規定 のない 以 上,現 行 刑 事 訴 訟 法上 は認 め られ な い と解 せ られ ます(平

野 龍 一 「刑事 訴 訟法 」113頁)。

通 信 の秘 密 が制 約 を 受 け る も うひ とつ の 場合 は,現 行 犯 逮 捕 の 場 合 です 。

刑 事訴 訟法 に よ る と,「 現行 犯 人は 何 人 で も逮 捕 状 な くして逮 捕 す るこ と

が で きる 」(同 法 第213条)と あ り,又 「捜査 機 関 は 逮捕 の 現場 で,差

押,捜 索 又は検 証 をす る こ とが で き る 」(同 法 第220条)と 定 め てい ま

す 。 こ の よ うな 法 の規 定 等 を踏 ま え て,内 閣 法 制 局 は 昭 和38年 ひ とつ の

見 解 を 明 らか に して お ります 。 そ れ に よ ります と,「 も と よ り現行 犯人 と

い え ども,そ の私 生 活 の秘 密 を み だ りに侵害 す る こ とは 許 され る とは思 わ

な い が,現 行 犯人 の 逮 捕 に必 要 な 限 度 にお い て は 別段 で あ って,そ の逮 捕

に必 要 な限 度 にお い て は,こ とが ら の性 質 上,現 行 犯人 の 私生 活 の秘密 を

含 む基 本 的 人権 が 即 時 的 に侵 害 を受 け るのは,止 む を得 な い ところ… … 」

(前 出法 制 局見 解)と 言 ってお ります。 実 務 上は この見 解 を 踏 まえ て脅 迫

の現行 犯 逮捕 に必 要 な場 合 に限 り,発 信場 所 の逆 探 知 の要 請 に応 じてい ま

す。
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8.5具 体 的 取扱 い

具 体 的 取 扱 い に つい て は,以 上 の基 本 的 考 え 方 に基 づ い て定 め てい る

と こ ろ で,そ の うち の一 部 につ い ては 既 に触 れ た ところ もあ り ます が,そ

の ポ イ ン トを ま とめて み ます と次 の よ うにな ります 。

(1)逆 探 知 の 要請 が あ った 場 合

要 請 に応 ず る条 件 と しては,① 着 信 人 の 同意 が あ るこ と,② 脅 迫 の現行

犯 逮捕 に必 要 な こ と,お よ び③ 捜 査機 関 の要 請 が あ るこ との三 つ が必 要 で

す 。

(2)通 信 の秘 密 に関 す る照 会 の あ っ た場 合(逆 探知 の場合 を除 く)

通信 文,通 話 内容,通 信 当事 者 の氏 名,・ 発 信 場 所 等通 信 の秘 密 に 関す る

照 会 に対 しては,① 通 信 両 当事 者 の 同意 が あ る場 合 又は ② 裁 判 所,捜 査 機

関 等 が,適 法 な 令状 に基 づ き行 う場 合 以 外 は,原 則 と して応 じな い こ と と

して い ます。 た だ加入 電話 等 の契 約者 か ら料 金 内訳 等 に つ いて 照 会 の あ っ

た場 合 は,契 約 者 本人 で あ る こ とが確 認 で きれ ば応 ず る こ とと し てい ます 。

因 み に,NTTで は 電話 料 金 の 内訳 明細 サ ー ビス を,昭 和61年5月 か ら

東 京23区 内 の一 部 地域 で開 始 し ま したが,そ の 取 扱 い の 中 で も 秘 密 保

護 には 格別 な配 慮 を行 っ てお ります。

(3)プ ライ バ シ ー に関 す る照 会

こ こで プ ライバ シ ー とい うの は,NTTが 業 務上 知 りえ た顧 客 に 関す る

様 々な情 報 の こ とで,例 え ば 顧客 帳 簿 上 の記載 事 項 であ る,契 約 者 名,契

約 締 結年 月 日,電 話番 号,設 置場 所,差 押 えの 有無 等 や 月間 料金 の合 計額,

料 金 滞納 額 等 を 指 します が,こ れ らに 関す る照 会 に つい て は,① 契 約者 本

人,② 法律 上 照会 権 限 を 有 す る者(裁 判 所,検 察 官,弁 護 士 会 等)又 は ③

利 害 関 係人 か ら請 求 され る場 合 で あ って,か つ,各 請 求者 ご とに必 要 最小

限 の範 囲 内 で応 じ る こ と と し てお ります。

以 上 の ほか,全 体 を 通 じて,秘 密 の 開示 が 緊急 避 難 と して正 当化 され る

場 合 に も照 会 等 に応 じて よい こ とと して い ます。 ただ,冒 頭 ご紹 介 した 自

殺 予告 電 報 の よ うな ケ ース では 一般 的 には 緊急 避 難 と して の正 当 化 の条 件

が 充 足 してい る とは 認 め が た い 上,検 閲 の 問 題 もか らみ,NTTだ けで軽

軽 な行 動 の出 来 な い と こ ろ と考 え て い ます。
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8.6お わ りに

従 来 公 家 電 気 通 信事 業 は,日 本 電 信 電 話 公社 の独 占 と され てい たた め,

同事 業 の遂 行 過 程 にお け る通 信 の秘 密 の 保護,プ ライ バ シ ー確 保 の 問題 は,

事 業 者 に 関す る限 り専 ら電電 公 社 の 責 務 とな って いた が,電 気通 信事 業 の

自 由化 に伴 な い,全 て の電 気通 信 事 業 者 の 取 り組 む べ き重 要 な課題 のひ と

つ にな って い るo
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9.新 聞 業 に おけ る プ ラ イバ シ ー保 護 問 題 に つ い て

日本 経 済 新 聞 社 赤 井 良 平

9.1新 聞 業 と個 人 情 報

新 聞業 に お け る プ ライバ シ ー 問題 を考 え る場 合,そ の業 種 の性 格 か ら い

って,ま ず 第 一 に浮 ぶ のは 報道 の際 の取 扱 い で あろ う。 値入 に 関す る記述

の うち,そ の 報道 が公 共 性 とのか ね 合 い で,ど こ まで許 され るか とい う問

題 だ が,新 聞 の製作 に当 っ ては 常 に気 配 ぽ りの 欠 か せ ない 問 題 と して登 場

す る。

とい って,こ の 報道 の 際 の個 人 情 報 の取 扱 い は い まに始 ま った問 題 で は

な い。 コ ン ピュ ータ が登 場 す る前 か ら あ っ た問 題 で あ り,そ の 意味 では,

今 日の よ うに コ ン ピュ ータ の高 度利 用 に 伴な っ て,コ ン ピュー タに蓄積 さ

れ た 値入 情 報 が マ ーケ ッテ ン グな どに利 用 され る よ うにな っ てか ら生 じた

プ ライ'バシ ー保 護 の 問題 とは,か な り性格 を異 に してい るこ とを 指摘 し て

お か な け れ ば な らな い。 つ ま り,日 々の 報道 で,具 体的 な記 事 の上 で,そ

のつ どチ ェ ック され て い る問 題 と,当 人 が知 らな い うち に コン ピュ ータ に

イ ン プ ッ トされ,知 らな い うち に ど こか で 当人 の 情 報が 利用 され てい る問

題 とは 同 列 には 扱 い に くい 点 があ る とい うこ とで あ る。 た だ,そ う した違

い はあ る に して も,今 後 の 問題 と して,コ ン ピ ュー タ利 用 に 伴な うプラ イ

バ シ ー問 題 が 報 道 と無 関係 とい うこ とは あ りえな い だ ろ う。 プライ バ シ ー

に対 す る考 え方 の変 化 が,間 接 的 に,現 実 の取材 や 報道 のあ り方 に も影 響

を及 ぼ して くる場 合 が あ り うる こ とは 考 慮 に入 れ て お く必要 が あ りそ うで

あ る。

次 に,報 道 の際 の取 扱 い にか かわ る問 題 と離 れ て,新 聞業 と プラ イバ シ

ー保 護問 題 との接 点 を考 え る と,新 聞 が 副 業 と して や ってい る仕事 の な か

で,個 人 デ ー タ を蓄 積 してい るケ ー ス で あ る。 例 え ば,出 版部 門 が出 して

い る定 期 刊 行 物 の予 約 購 読者 リス トな ど が そ うで あ る。特 に,刊 行 物 が店

頭 売 りで な く,自 宅 へ 直接 配送 され て い る場 合 は,そ の購 読者 の住 所は二い

つ も更 新 され て い るだ け に,そ の リス トの価 値 が 高 い とい え る だ ろ う。 ダ

イ レク ト・メール関係 の業 者が 関心 を寄 せ るの もそ うした ケ ース で あ る。
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た だ,こ の場 合 も事 業 の 多 角 化 に伴 な うもの で,む しろ 別 の業 種 の個 人

情 報 と して と らえ る方 が 自然 で あ り,新 聞業 そ の もの の デ ータ では ない。

最 後 に,も う一 つ 考 え られ るのが 新 聞 購読 者 の リス ト,そ の 個 人 デ ー タ

で あ る。 しか し,こ れ につ い て も,実 際 にそ の リス トを持 ち,管 理 してい

る のは 個 々の新 聞販 売 店 であ り,新 聞 社 自身 が持 っ て い るわ け では ない 。

新 聞販 売 店 は新 聞 を製 作 してい る新 聞 社 と一 体 とな っ て販 売 の仕 事 を し,

新 聞社 が 販 売政 策 を 推進 す る うえ で は一応 そ れ を コ ン トロール す る形は と

っては い るが,新 聞販 売店 は そ れ ぞれ 独 立 した経 営 体 とな っ て い る。 しか

も購 読 者 リス トは販 売店 の貴 重 な財 産 とな っ てい て,新 聞 社 とい え ども気

軽 に 目 を通 す とい うわ け には い か な い状 況 にあ るの が実 態 で あ る。 しか し,

将 来 の問 題 とし て,新 聞販 売 店 で もパ ソ コ ンを導 入 してそ れ ぞれ の販 売 地

域 の購 読 者 リス トを 作 りデ ータ ベ ース 化す る動 きが あ り,そ れ を統 合 す る

形 で,コ ン ピ ュータ 管 理,デ ー タベ ース化 が進 む 可 能性 が な い とは いえ な

い 。 そ の場 合 は,報 道 の 際 の取 扱 い にか か わ る プ ライバ シ ー 問題 とは別 に,

い ま問 題 に な ってい る コ ン ピ ュー タ社 会 の 進展 に と もな う個 人情 報 の取 扱

い,そ の な か で の プラ イ バ シ ー保 護 問題 に直面 せ ざる をえ な い で あ ろ う。

報 道 の 際 の取 扱 い につ い ては 新 聞業 の姿 勢 にそ う違 いは な い が,た だ そ

れ 以外 の個人 情 報 の取 扱 い,対 応 は,新 聞 業 の な か に あ っ て も,新 聞社 に

よ って さ ま ざ ま の よ うで,一 律 に語 る こ とは で きな いが,以 下,個 人的 に

考 え てい る と ころ を,① 報道 の際 の 取 扱 い,② 将来 の 可 能性 と して の購 読

者 リス トの デ ータ ベ ース とい う二 つ の面 につ い て,述 べ てみ た い。

9.2報 道 とプ ライバ シ ー

報 道 の 際,プ ライバ シ ーが 問 題 にな るの は 記事 が 個人 の 人 格 を傷 つけ る

場 合 だ が,名 誉 棄 損 の方 が個 人 の社 会 的評 価 を低 下 させ る行 為,つ まり社

会 的 評価 に対 す る 侵害 で あ るの に対 して,プ ライ バ シー の侵 害 の方 は,人

に知 られ た くな い,個 人 の私 的領 域 にお け る秘 密 を公 にす る こ とに よって

起 る。 日本新 聞協 会 刊 の 「取 材 と報道 一新 聞編集 の 基 準 」に よ る と,そ れ

は 「私 生 活 上 の事実 の うち,公 開 され た くない と思 うの が 当 然,と 考 え ら

れ る よ うな事 項 を公 開 して 」と表 現 してい る。
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重 要 な のは,名 誉棄 損 とプ ライ バ シ ー侵 害 との違 い で あ る。 つ ま り,名

誉 棄 損 の場 合 は 社 会的 評価 が問 題 にな り,報 道 が 真 実 で あ るか ど うかが 問

題 に な るが,プ ライ バ シ ーの場 合は 社 会 的 評 価 には 関係 が な い し,ま た真

実 であ るか ど うか もか か わ りがな い とい うこ とで あ る。 例 え ば,社 会 的評

価 につ い て い えば,か りに好 意 的 に 書 い た記 事 で あ って も,書 か れ た人 が

私 事 を公 開 され た こ とで精 神 的 苦 痛 を感 ず れ ば,こ れ で権 利 の侵 害 にな る。

美 談 で あ っ て も,新 聞 に書 か れた ため に個 人 的 に不 幸 にな った とい うの は

よ く聞 く例 で あ る。

ま た,真 実 で あ るか ど うか とい う点 で も,む しろ本 当 の ことを書 いた と

き,真 実 で あれ ば あ るほ ど侵 害 の程度 がひ ど くな るとい うこ とは ま まあ る

こ とで あ る。

プ ライ バ シ ー の権 利 が い わ れ る よ うにな り,は っき り と定 着 した のは,

「宴 の あ と 」事 件 が起 き,そ れ に対 す る昭和39年9月 の"プ ラ イバ シ ー

判 決"(東 京 地 裁)が で てか ら だ が,こ れ 以 降,新 聞界 で もこ の問 題 には

か な り神経 を使 うよ うにな った。 そ の変化 の 一例 と して,最 近 では 事件 の

犯 人 像 を記 述 す る と き,「 前科 何 犯 」とい う書 き方 はほ とん どみ られ な く

な った こ とが挙 げ られ る。

入 に 関 す る記 事 には デ リケ ー トな問 題 が つ き も のだ が,そ うした 問題 を

起 こ さな い よ うにす る には,詰 まる とこ ろ,取 材 し,記 事 を書 く当 の新 聞

記者 の節 度,良 識,さ らには 倫 理 観 の問 題 に な る であ ろ う。 その 一 つ の尺

度 と して,日 本 新 聞協 会 の新 聞倫 理 網 領 は 「人 に関 す る批 評 は,そ の人 の

面 前 にお い て,直 接 語 り うる範 囲 に止 め るべ きで あ る 」とい う判断 を示 し

て い る。 それ に そ っ て,新 聞記者 には 研 修 な ど を通 じて,プ ライ バ シー保

護 につ い ては き び し く教 育 され て い る。

報 道上 の取 扱 い は以 上 の通 りだ が,い ま これ と関連 して触 れ てお か な け

れ ば な らない のは,取 材 上知 りえ た私 人情 報,あ るいは 一度 新 聞 紙 上 で報

道 された 個 人 情 報が その あ と どの よ うに管 理 され るか とい う点だ ろ う。 こ

れ には,記 者 個 人 の メモ に止 ま ってい る状 態,編 集 局,あ る いは 会 社 レベ

ル で 調査 資料 室 な どに蓄 積 され て い る状 態 な どが考 え られ そが,こ こか ら

は ほ と ん ど プラ イ バ シ ー問題 は起 きそ うには な い。 記 者 個人 の メ モ に止 ま
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っ てい る限 り,問 題 には な りよ う もな い し,ま た そ うした個 人 情 報 が編 集

局 レベ ル,会 社 レベ ル で 蓄積 さ れて い る と して も,そ の利 用 目的 は せ い ぜ

い 次 の取材 のた め の資 料 と して であ っ て,ま た そ の量 も新 聞 に掲 載 した も

の だけ だ とす る と,多 寡 は 知 れ てい る。 第 一,新 聞 に 掲載 され た もの であ

れ ば,す で に公 に な った デー タ で あ り,問 題 は起 りよ うもな い。 実 際,何

か 別 の 目的 の ため に,一 元的 にそ う した個 人 デ ータ を 体 系化 して い る と こ

ろは,な い の では な い か と も思 わ れ る。

もっ とも,こ の こ とは,将 来 の問 題 と して も,新 聞 社 が個 人 情 報 のデ ー

タベ ース化 を考 えて い ない とい うわけ では な い。 ただ,そ の 場 合 で も,そ

れ は 多 分,別 個 の ソ ー ス か ら の デ ー タ ベ ース化 で あ って,取 材 や編 集 を通

じて のそ れ で はな い で あ ろ う。

9.3購 読者 リス トとプ ラ イバ シー

前 に も述 べ た よ うに,一 般 の新 聞 社 で新 聞購 読 者 の リス トを持 っ てい る

'と ころは ない。 持 って い るの は そ れ ぞ れの 新 聞販 売店 で あ る。 新 聞 販売 店

に と って購 読者 リス トは 朝 夕 の 配 達,集 金 な ど普 段 の業 務 に欠 か せ ない が,

そ の上 に,そ の リス トは新聞 販 売 店 の企業 秘 密 に属 す る もの で あ り,同 時 に

商 売 道 具 で あ って財 産 に も匹敵 す る。 新 聞社 とい え ども,お い それ と アク

セ ス で きない といわれて い る。新 聞 社 自らが読 者 を広 げ るた め利 用 す る こ と

も ま ま な ら な い 。 専 売 店 で あ れ ば,あ る程度 可 能 だ が,そ れ で も彼 の財

産 を使 わせ て もら う代 りに,一 件 当 りい くら とい った 金 を 払 うこ と もあ る。

ところ で,こ うし た新 聞販 売 店 が 持 つ購 読 者 リス トが プ ラ イバ シー問 題

と ど うかか わ っ て くる のだ ろ うか 。 新 聞業 と して も,こ の 問 題 には 関心 を

持 ってい な けれ ば な らな い。 それ は購 読者 リス トに どの よ うな 情 報 が付 け

加 わ って い るか に よる が,一 般 に考 え られ るの は家 族 数,併 読 紙,あ るい

は支払 い の状 況,い つ か ら読 ん で い るか な どだ ろ う。 新 聞 販 売 店 が 自 らの

商 売 に使 って い る の で あ れ ば,問 題 にな ろ うは ず もな い が,や は り問題 が

起 る とす れ ぱ,他 の 目的 に使 わ れ る場 合 であ ろ う。 人 を尋 ね る とき,近 所

の新 聞販 売店 で聞 く方 が,最 寄 の警 察 の交 番 で 聞 くよ りわ か りやす い とい

う話 が あ る。 確 か に転 入 転 出の 激 しい 場所 では,購 読 者 の 名 前 や 住所,あ
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るい は い つ か らそ こに 居 るか な ど とい った 情 報 は,わ か りやすいか もしれな

い。 だ が,場 合 に よ って は,住 居 を 知 られ た くない 入 に とっては,販 売店

が教 え る こ とは 善意 で あ って も,か え って罪 づ く りな場 面 が な い と も限 ら

な い。 これ は まさ し くプ ライバ シー の問題 で あ る。

それ に,注 目 してお か な けれ ぽ な らない のは,OA化 の進展 と とも に,

新 聞販 売 店 の段 階 で もパ ソ コ ンを導 入 して購 読 者 リス トのデ ー タベ ース化

が始 ま って い る とい う点 であ る。 力 の あ る販 売 店 では 自力 で シス テム化 し,

請 求 書,領 収 書 の 打 ち 出 しな ど事 務 合 理化 を進 め てい る ところ もあ る。 そ

う した 動 き に合 せ て,新 聞業 の方 で も,そ れ を バ ックア ップ し,販 売 店 を

20～30社 とま とめ て,情 報処 理 サ ー ビス 会 社 にシ ス テ ム化 を委 託 す る

ケ ース もで て きた 。 新 聞 販 売店 が コ ン ピュータ を導 入 して,そ れ ぞれ の地

域 で購 読 者 リス トを作 れ ば,当 然,バ イ ブ ロダ ク トと して地域 ご との個 人

情 報 の デ ー タベ ー ス が で きあ が る。 利 用 の仕 方 い か んで は,重 要 な情 報 に

な り うる。

地 域 ごと にデ ー タベ ー スが で きれ ば,当 然 次 の動 き として は,そ れ ぞれ

の 販売 店 段 階 の シ ス テ ム を本 社の コン ピ ュータ と結 んで統 合 化 しよ うとす

る動 き が で て くるは ず で あ る。 現 に新 聞業 の な か に も先 端的 な ところ では,

そ うした構 想 を練 ってい る と ころ もあ る とい わ れ て い る。

もち ろ ん,そ う した シ ス テ ム化,統 合 化 を 図 る に して も,購 読 者 が販 売

店 側 の手 にあ っ て企 業 秘 密 とな って い る こ と もあ って,そ の 間 の利 害調 整

が む ず か し く,そ う簡 単 に行 くとは 思 えな い が,現 実 は そ の方 向 に向 って

動 い て い る とみ て間 違 い ない。 い ま は一 部 の新 聞 社 だけ か も しれ ない が,

い ずれ 新 聞 業 界 の大 勢 に な る可能 性 は十 分 あ る。

も し,そ うした シ ス テ ムが 出来 あ が れば,そ れ ぞれ の 地域 のデ ータ ベ ー

ス が つ なが っ て全 国的 な 購 読 者 の膨 大 なデ ー タ ベ ースが 出 現 す る こ とにな

る。 そ うした デ ー タベ ー ス がで き,そ のデ ータ を分 析,活 用 すれ ば,販 売

促 進 に大 きな 力 を発 揮 す る ことは 目に見 えて い る。 それ は新 聞社 側 に とっ

て は大 きな 魅 力 で あ る。

これ は も ち ろん 将 来 の問 題 だ が,い ず れ新 聞販 売店 の事 務 合 理 化 か ら始

ま った 購 読 者 リス トのOA化 が,大 新 聞 であれ ば,や が て全 国大 の 購読 者
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リス トへ拡 大 し,そ の 結果 と して膨 大 な量 の 個人 情 報 の デ ータベ ー スが 構

築 され る とい うの もあ りえ な い では な い。

問題 は そ う した 個人 情 報 の デ ータ ベ ース が で きた場 合,そ れ が ど う使 わ

れ るか が,ま た そ の 場 合 の プ ライ バ シ ー問 題 との係 わ りは ど うな るか で あ

る。 個 人 情 報 であ る限 り,当 然 そ れ な りの慎 重 な 取 扱 い が 必 要 にな る こ と

は い うまで もない が,一 つ見 落 して は な ら ない の は,プ ライ バ シ ー問 題 に

対 して は 報道 上 の 取 扱 い では,す で に一 応 のル ール が定 着 し,相 当 進ん で

い る と思 われ るが,こ の 場 合 は 同 じ新 聞業 とい って も,畑 の違 う販 売部 門

での取 扱 い で あ る とい う点 で あ る。 それ だ け に,一 層 の 配慮 が必 要 とな る。

だが,も っ とも新 聞 業 の場 合 は,プ ラ イバ シ ー問 題 で は 普 段 に揉 まれ て い

るだ け に,部 門 は 違 うとは い っ て も,そ れへ の対応 は早 い とい え るか も し

れ ない。

い ず れ に して も,そ うした個 人情 報 が 自 ら集 め た もの で あ り,販 売促 進

な どの 目的 で社 内的 に活 用 され る の で あれ ぽ,問 題 が 生 じる懸 念 は さら さ

らな い が 、 こ こで も問題 に な るのは,や は りそ の デ ー タが 他 の 目的 に,し

か も社 外 で 使 わ れ る 場合 で あ ろ う。 そ の点 は,新 聞 業 も個 人 デ ータ を扱 う

他 の業 界 と変 りは な い。
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第3部 ダイ レク ト ・マーケテ ィン グを

目的 とす る個 人情報の集積 ・

利用 に関す る意識調査





第3部 ダ イ レク ト ・マー ケ テ ィングを 目 的 とす る

個 人情 報 の集 積 ・利 用 に関 す る意 識 調 査

(財)日 本情報処 理開発協 会

(調 査 の概 要)

① 調 査 目的

この調 査 は,企 業 が ダ イ レク ト ・マ ーケ テ ィ ングを 目的 と して個 人情 報 の

収 集 ・蓄 積 ・利 用 を行 うことに関 して,マ ー ケ テ ィングを行 う主 体 で あ る企

業 と,そ れ を受け取 る側の 消 費者 が,ど の よ うな関 心 と問題 意 識 を持 ち,ま た

問題 に対 処 す るた め のル ール作 りにつ い て どの よ うに考 えて い るか を 明 ら か

にす る こ とを 目的 と してい る。

(注)

事 業 活動 にお け る個 人情 報 の収集 ・蓄積 ・利 用 の実態 に つい て は,昭

和60年11月 ～12月 に(社)商 事 法 務 研 究 会 が経 済企 画 庁 の委 託 に よ

り,上 場企 業 等 を対 象 として行 った調 査 の結果 が公表 され てい る。

本 調 査 は,上 記調 査 に よ る実態 認 識 を前 提 と した うえ で,企 業 及 び 消

費 者 に対 して行 った 意 識調 査 であ る。

② 調 査 の時 期

昭 和61年11月

③ 調 査 の方 法

調 査 票 及 び回答 の郵 送 に よる。

④ 調 査 対 象

1.消 費 者(通 産省 消費 生活 モ ニ タ ー)

通 産 省 の消 費生 活 改 善監 視 員(消 費者 行 政 に関 す るモ ニタ ー)を 委 嘱

され てい る消 費 者全員(全 国715名,全 員 家 庭 の主 婦)。

2.企 業(個 人情 報 関連 企業)

調 査 目的 に密接 な係 わ りを持 つ と思 わ れ る企業756社 。
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⑤ 調査票回収状況

調査票送付先 回 収 回 収 率

消費者 715名 651名 91.0%

(注)

企 業 756社 262社 34.7%

(注)消 費者 よ りの調 査票 の 回収 は,所 轄通

産局 経 由 で行 った 。
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調 査 結 果

1 総 括

1.1調 査 の 狙 い と調 査 対 象

1.1,1か っ て高 度 成長 期 に おけ る小 売 市場 では,不 特定 多数 の顧 客 を対 象 と

して 川上 の メ ーカ ー か ら製 品 を プ ッシ ュす る とい う販 売方 法 が主流 を 占

め て いた 。経 済 成長 の減 速化 に伴 い市場 環 境 の不確 実性 が増 大 す る中 で,

消 費需 要 の個 性化 ・多様 化 が進 展 し,企 業 の マ ーケ テ ィン グにお い て も,

川 下 の小 売 業 者 が個 々の顧 客 か ら ニ ーズ を吸 い上 げ,そ の ニーズに合わせ

て商 品 を取 り揃 え る とい うプ販 売 姿勢 の転 換 が 或 る程 度 必要 とされ る よ

うにな った。

この よ うな状 況変 化 は,電 算 シ ス テ ムの 急激 な発 展 と相 侯 って,企 業

が大量 の顧 客 情 報 を集 積 し,顧 客 の需 要動 向 を把 握 して販 売促 進 に利用

す る こ とを促 した。企 業 は,集 積 され た個 人情 報 を基礎 と して ダ イ レク

ト ・マ ーケ テ ィング を行 い,ま た ダ イ レク ト ・マ ーケ テ ィン グを行 うこ

とに よ って反 応 デ ータ を収 集 し個 人 情報 の 充実 を図 ろ うとして い る。 こ

の よ うな傾 向は,百 貨店等在来 の業種だけ でな く,従 来 無 店 舗 販 売 を行 って い'

なか った小 売業 に及 び;ま た小 売業 以 外 の業種 による新規参入を もた らす よ う

にな った。 さらに電算 処 理 機 能 の高 度 化,POS,VAN,ニ ューメデ ィア等

の情報 技 術革 新,こ れ らと関連 する企 業 間 提携 等 が併せ て進行 し,将 来 企 業

サ イ ドにおけ る個人 情 報 の 集積 ・利 用 は 一 層 拡大 す る こ とが 予 想 され る。

1.1.2以 上 の よ うな個 人 情 報 を基礎 とす るダ イ レク ト ・マ ーケ テ ィン グは,

一 面 にお い て 消 費者 の便益 を増 す 可能 性 を持 つ と共 に ,そ の方 法 如何 に

よ っては 消 費 者 の私 生 活 を撹 乱 し,さ らに電 算処 理 に よ る大量 の個 人情

報 の集 積 ・利 用 は そ の取 扱 い の如何 に よ って個 人 の プ ライバ シ ー に対 す

る脅 威 を 増 す危 険 性 を持 つ とい え る。

そ の よ うな危 険 を防 止 す るため 何 らか のル ール の設 定 を必 要 とす るか

否 かが 当 面 の課 題 とな るが,そ れ は まず基 本 的 に,デ ータ主 体 であ る消

費者 と,デ ー タ ・ユ ーザ で あ る企 業 の利 害 に深 く係 わ る課 題 であ る。
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以 」二の視 点 か ら,今 回 の調 査 は ル ール 設 定 の要 否,そ の前提 とな る問

題 意 識 の程 度,内 容 等 に関 し,場 合 に よ っては利 害 関 係 が相 反 す る可能

性 を持 つ企 業 と消 費 者 の考 え方 が どの よ うに相 異 す るか を浮 き彫 りにす

る こ とを狙 い とした。 そ の よ うな 狙 い か ら,調 査 対 象 と し ては,デ ータ

'ユ ーザで あ る企 業 及 びデ ー タ主 体 と して の 消費 者 の意 識 を 明瞭 に表 示

す る ことが期 待 され る通 産 省 消費 生 活 モ ニ タ ーを選 ん だ。

した が って今 回 の調 査 は,「 企 業 一般 」 あ るいは 「消 費者 一 般 」 の平

均 的 意識 を探 索 す る調 査 とは 性 格 を異 にす る もの であ る。

1.2調 査結 果 の 概 要

1.2.1消 費者(通 産 省 消費 生 活 モ ニ ター)

ω 質 問項 目は 三 つ の ス テ ップ か ら成 って い る。

第 一 は,ダ イ レク ト ・マ ー ケ テ ィン グ(ダ イ レク ト ・メ ール及 び電話

セ ール ス)の 普 及状 況 と,こ れ に対 す る消費 者 の反 応 を問 うス テ ップ で

あ る。

第 二 は,ダ イ レク ト ・マ ーケ テ ィングの基礎 とな ってい る企業 の個 人

情 報 集積 と,そ の利 用 に対 して,消 費 者は どの よ うな問 題 意 識 を持 っ て

い るか を問 うス テ ップで あ る。

第 三 は,ル ール の 要 否 を問 うス テ ソプで あ る。

以 上三 つ の ス テ ップ を経 て表 明 され た消 費者 の意 識 を マ ク ロ的 にみ れ

ば ほ ぼ予想 され た とお りであ る。即 ち電話 セ ール ス等 の攻 勢 に悩 ま され

な が ら,企 業 に集積 した 個 人情 報 の外 部流 出,目 的外 使 用 等 を危惧 し,

対 策 と して のル ール 設 定 を求 め る典 型 的 な"意 識 的 消費 者"の 姿 が浮 び

上 る。'

しか しや や ミク 』的 にみ るな らば,後 述 の個 別項 目の 分析 や集計 表 に

見 られ る とお り,ひ と口 に 消費生 活 モ ニタ ー とい って もそ の考 え方,感

じ方 には さ ま ざ まな ニ ュ ア ンス とは ば の あ る こ とが 理解 され るで あ ろ う。

そ の意 味 で今 回 の調 査 に協 力 され た651名 の回 答 の中 に,消 費者 全般

の縮 図 を見 る とい って も過 言 では ない 。
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② ダイ レク ト ・マ ー ケ テ ィ ングの普 及 は ほぼ 全地 域 に及 ん でい る。 ダイ

レク ト ・メ ール に つ い て は約9割,電 話 セ ール ス につ い て は 約8割 の人

が勧 誘 を受 け てい る。 これ に対 す る レス ポ ンスをみ る と,一 応 買 う人 が

メ ール で9%,電 話 セ ール スで1%で あ る。

迷 惑 した経 験 の あ る人は,電 話 セ ール スの 場合 東京 圏 で約8割,地 方

で約6割 と差 が あ る が,ダ イ レク ト ・メ ール の場 合(東 京 圏 約5割,地

方約3割)に 比 べ て は るか に多 く,迷 惑 の理 由 として は,「 忙 しい時 や

くつろいでい たい時 」にセ ール ス を受 け る こ とが圧倒 的 多数 を 占め てい る

(74%)。

(3)ダ イ レク ト ・マ ー ケ テ ィングの基 礎 とな ってい る企 業 の個 人情 報 集 積

と,そ の利 用 に対 して は,8割 強 の 人が何 ら かの関 心 を持 って い る。 こ

の場 合 電話 セ ール ス等 に よる迷 惑 の経 験 は強 い関心 を持 つ動 機 とな って

い る。

関心 の中味 とな って い る問題 意 識 として は,「 本 人 の知 らな い うち に

個 人情 報 の集 積 ・利 用 が行 わ れ る こと 自体 が問題(本 人 不 知)」,「 個

人 情報 が収 集 企業 の外 部 に流 れ 第三 者 に悪 用 され るお そ れ 」を挙 げ る人

が そ れ ぞれ 回答 者 の6割 弱 を 占め,「 他 目的使 用 」,「 情 報 の誤 り ・古

い情 報 」(各4割 台),「 電話 セ ール ス ・訪販増 」(3割 台)が これに

つ づ い てい る。 この うち 特 に 「本 人 不 知 」 ,「 外部 流 出 」につ い て の問

題 意 識 が 個人 情報 集 積 へ の関 心 度 を強 める動機 とな っ てい る。

(4)個 人 情 報 の取 扱 い に関 して何 らか のル ール が必要 と考 え る人 は全 体 の

61%で,27%は 現 状 では 必 要 な い(将 来 問題 が生 ず れ ば必 要)と し

てい る。

ル ール 化 につ い て そ の よ うな意 見 の相 異 を生 ず る原 因 として は,前 述

の 「本 人 不知 」,「 外 部 流 出」 に関 す る問題 意 識 の有無 が影 響 してい る

もの と思 わ れ る。

1.2.2企 業(個 人 情 報 関連 企業)

(1)回 答企 業262社 の うち,販 売促 進 の 目的 で現 に個 人 情 報 を利 用 して

い る企 業 は179社(電 算 化 率93%),ま た同様 の 目的 で今 後個 人情

報 を必 要 と認 め て い る企 業 は,現 に個 人情 報 を利用 してい な い 者 を含 め
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て217社 で あ る。

217社 の業 種 構 成 は,小 売 業92社(う ち 百貨 店 ・月販34社,ス

ーパ ー16社) ,金 融 ・証券 ・保 険31社,製 造業24社,.卸 売i業22

社,サ ー ビス業20社,運 輸 ・倉 庫11社 等 で,卸 売 ・製 造 業 ・運 輸 ・

倉庫 等 従来 消 費者 と直 結 してい な か った業 種 も相 当数 含 まれ てい る。

(2)個 人 情報 の 収 集源 につ い て回答 した企業 ユ76社 の 殆 ど(1、71社)

は,ハ ウス ・ リス ト(自 社 の販 売活 動 か ら得 た顧 客 リス ト)の 所 有者 で

あ る。

ハ ウス ・リス ト以 外 の顧 客 リス ト,即 ち ア ウ トサ イ ド ・リス トは,ハ

ウ ス ・ リス トを主 体 とす る企 業 が新規 顧 客 開 拓 等 を 目的 と して,補 助 的

に用 い てい る よ うで,公 開 資 料(30社),名 簿 業 者 の利用(13社),
べ

他 社 で収集 した 個 人情 報 の利 用(27社)等 が主 要 な もの であ る。 この

うち他 社 で収 集 した個 人情 報 の利用 は,殆 どが同 一 資 本,同 一系 列,取

引 先等 の他 企 業 との提 携 に基 づ くもの で あ り,こ の よ うな企 業 提携 を行

ってい る者 は33社(回 答 者 の13%)あ る。

③ 個 人情 報 の集 積 ・利 用 に関 し,個 人 プ ライ バ シ ー の問題 を重 視 し,な

い しは 意識 して い る企 業 は,回 答者 の9割 強 を 占め てい る。問 題 意識 の

内容 と しては,情 報 の 「外 部 流 出」,「 本 人不 知 」,「 他 人 に知 られた

くな い情 報 の収 集 」 を 挙 げ る者 が それ ぞれ 回答 者 の5割 前 後 を 占め てい

る。

{4)個 人情 報 の取 扱 い に関 す るル ール の作 成 に つい て は,今 後 個 人情 報 の

収 集 ・利用 を 円滑 に行 うた め,こ れ と両立 す るル ール を必要 と考 え る企

業 が回 答 者 の48%,個 人情 報 の保 護 を十 分 に考 慮 した ル ール が必 要 で・

その た め個 人 情 報 の収 集 ・利 用 が或 る程 度 妨 げ られ て も止 む をえ な い と

す る企 業 が30%,両 者 を併 せ る とル ール 化 を積 極 的 に支持 す る企 業 が

回答者 の78%を 占 め て い る。

これ に対 し てル ー ル化 を な るべ く避 けた い(個 人 情 報 の収 集 ・利用 を

妨 げ ない よ うな ル ール であ れば 受 入 れ も止 む を え な い)と す る企 業 が

14%,ル ール 化 は 極 力避 け たい とす る企 業 が3%で,両 者 を併 せ る と

ル ール化 に 消極 的 な 企 業 は17%と な る。
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な おル ール化 の時期 につ い ては,慎 重 派 が57%,早 急 派 が34%で,

ル ール の形 態 と しては,行 政 指 導36%,企 業 自主27%(必 要 に応 じ

業 界団 体 が協 力),法 律 制 定26%と な って い る。

以上 の よ うにル ール 化 につ い ては,積 極 と消極 に意 見 が 分 れ るが,い

ず れ も共 通 し て個 人 情 報 の集 積 ・利 用 につ い て個 人 プラ イ バ シ ー との 関

連 で相 当強 い 問題 意 識 を持 って い る。

そ の よ うに共 に問 題 意 識 を持 ち な が らル ール 化 に関 し意 見 の相 異 を 生

ず る原因 は,重 視 す る問題 意識 の 内容 が 異 るか らで あ る。

即 ち① ル ール化 を支 持 し,ル ール 内容 につ い ては,個 人 プ ライバ シ ー

の保護 を優 先 すべ し とす る企業 の場 合 は,「 本 人不 知 」 と個 人情 報 の

「外部 流 出」 を共 に重 視 す る。 次 に② ル ール化 を支持 す るが,ル ール 内

容 につ い ては,個 人 情 報 の集積 ・利 用 と両 立す る範 囲 で定 め る こ とを求

め る企 業 の 場 合 は,「 本 人 不知 」 を重 視 す るが,情 報 の 「外部 流 出」 は

必 ず しも些 程 重視 して い ない 。 また③ ル ール化 をな るべ く避 け たい(個

人 情 報 の集 積 ・利用 を妨 げ ない ル ー ル で あれば 受 入 れ も止 む を え ない)

とす る企 業 の場合 は,情 報 の 「外 部 流 出」 を重 視 す るが,「 本 人 不 知 」

は あ ま り重 視 してい な い。 そ して④ ル ール 化 を極 力避 け た い とす る企 業

の場 合 は,「 本 人不 知 」 と情 報 の 「外 部流 出」 を殆 ど全 く問題 とせ ず,

「他 人 に知 られ た くな い情 報 の収 集 」 や 「電話 セ ール ス ・訪販 増 」 を重

視 してい る。

1.3調 査結 果 の意 味す る もの

今 回 の調 査 結 果 の意 味 に つ い ては,種 々の異 る解釈 があ り得 る と思 わ れ

るが,調 査 担 当 者 として要 約 す る と,重 要 な ポイ ン トと して次 の三 つ を挙

げ るこ とが で きる。

③ 企 業 サ イ ドにお け る個 人情 報 の集積 ・利 用 に っ いて,個 人 プ ライ バ シ

ー との関連 で ,消 費 者 も企 業 も共 にそ の 殆 どが相 当 の関心 を持 っ てい る こ

とで あ る。 そ の背 景 に は ダ イ レク ト ・マ ーケ テ ィングの全 国 的 な進 展 と こ

れ に伴 う消 費者 との摩 擦,マ ス コ ミに よ るプ ライ バ シー問 題 の普 及紹 介 等

が考 え られ る。
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② 問題 意 識 の 内容 と しては,消 費者 も企 業 も共 に総 体 と しては,情 報 の

「外 部流 出」 と 「本 人不 知 」 を重視 す る者 が 多い こ とで あ る(消 費 者 …各

6割 弱 。企 業 …各 約5割)。 そ して 「本 人不 知 」 もまた,情 報 の外 部 への

提 供 あ るい は漏 洩 と密 接 に関 連 した 問題 意 識 であ る とす れば,関 係 者 の危

惧 す る問題 の焦 点は,主 として個 人 情報 の外 部 移 転 に伴 う悪 用等 に 向け ら

れ て い る もの と思 われ る。

③ 対 策 と して の ル ール 作成 を,消 費 者 の 約6割 と企業 の約8割 が積 極的

に支 持 してい る こ とで あ る。

個 人情 報 の保 護 を 目的 とす るル ー ルは,個 人情 報 のユ ーザ ー であ る企業

に対 し何 らか の制 約 と負 担 を もた ら さ ざるを えな い。 そ れ に もか か わ らず

上 記 の よ うに企 業 の8割 弱 が ル ール化 を積 極 的 に支 持 す る とい う調 査結果

の 出た こ とを,ど の よ うに理解 す べ きで あ ろ うか 。

第 一 に,電 算 シ ス テム の 多角 的 な発 展 及 び これ と一 体 化 した個 人 情 報 の

集 積 ・利用 に つ い て,何 らか のル ール を作 らな けれ ぽ今 後 そ の円滑 な 伸長

を期 待 し得 な い とい う意識 が企 業 側 に頗 る強 くな って い る と考 え られ る。

第 二 に,回 答 企 業 の殆 どは ハ ウ ス ・リス トを主 体 とす る企 業 であ り,そ

の よ うな企 業 は ル ール 化 につ い て肯 定 的 な 考 え方 を持 って い る よ うに思 わ

れ る。 何 故 な ら,こ れ ら の企業 に とっ てル ール の設 定 は,個 人 情 報 それ 自

体 の保 護 を意 味 す る と同 時 に,企 業 財 産 と して の ハ ウ ス ・リス トの保 護 を

も意 味 す るか ら であ る。

以 上 の よ うにル ール化 を支持 す る企業 が 多数 を 占め てい るが,一 方 ル ー

ル 化 に対 して 消極 的 な態 度 を と る企 業 も比 較 的 少数 では あ るが存 在 す る。

そ の よ うにル ール 化 に対 す る態 度 に相異 を生 ず る原因 と しては,個 人 情報

の流 通 に対 す る企 業 の評 価 が関 連 し てい る よ うに思 わ れ る。 そ れ はル ール

の設 定 が そ の 内 容如何 に よ っては,デ ー タ ・ビジ ネス等 に よる個 人情 報 の

流 通 に対 して抑 制 的 な影 響 を伴 う余地 もあ る と考 え られ て い るか らで あ ろ

う。

以 上 の調 査 結 果 を総 合 的 に勘案 す る と個 人 情報 保 護 を 目的 とす るル ー ル

の 設定 は,他 の側 面 にお い て企 業相 互,或 い は 企 業 と消 費 者 との間 の経 済

的 社 会 的 な利 害 関 係 と密接 に関 連 して い る よ うに思 わ れ る。 即 ち個 人 情 報
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を基 礎 とす るダイ レク ト ・マ ーケ テ ィン グは,ハ ウス ・リス トを主 体 と し

て 既成 市 場 で商 圏 の維 持 拡 大 を 図 ろ うとす る企業 或い は企 業集 団 と,流 通

市場 か ら得 た 個 人情 報 をベ ース と して,外 部 か ら これ ら の市場 に参 入 し よ

うとす る企 業 との利 害 対 立 を生 ず る と共 に,ま た これ らの企 業 と地 域商 業

との利 害 対 立 を生 じ,そ れ らのす べ てが 消費 者 の利 害 に も係 わ りを持 つ と

考 え られ る。 個 人情 報 の保護 を 目的 とす るル ール 設 定 が,そ の社 会経 済 的

な側 面 にお い て これ ら の問題 と密 接微 妙 に関連 す るこ とは否 定 で きな い で

あ ろ う。

以 上 の よ うにル ール 化 に関 しては,そ れぞれ の利 害 関係 が 反 映 し意 見 の

対 立 を 生 ず る余 地 が あ る と考 え られ る。 しか し今 回 の調 査 で特 に注 目 され

る のは,電 算 シ ス テ ム に よ る個 人情 報 の集積 及 び 拡 大 とい う事 実 を前 に し

て,消 費者 も企 業 も,そ して企 業 につい て は ル ール 化 を支 持 す る企 業 だ け

で な く,ル ール 化 に消極 的 な企 業 も個 人 情 報保 護 に関 して強 い問題 意 識 を

持 って い る こ とであ る。 そ の こ とは個 人 情 報 の保 護 が解 決 を迫 られた課 題

で あ る こ とを示 唆 して い る と考 え られ る。
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2.消 費者(通 産省消 費生活モ ニター)

2.1ダ イ レク ト ・マ ー ケ テ ィン グ の普 及 度 と消費者 の反 応

2.1.1ダ イ レ ク ト ・マ ー ケ テ ィング の普 及 度

全 国 的 にみ て,ダ イ レク ト ・メ ール の来 る頻 度 に つ い ては,87.9%

が 「しば しば 」又は 「とき どき 」と答えている(図1)。 電 話 セ ール ス につ

い て は,78.8%が 「しば しば 」又 は 「と き どき」 と答 え てい る(図2)。

地 域 別 にみ る と多少 の バ ラ ソキ が あ り,例 えば 三 大都 市圏 と 「その他

地 方」 に分 け て(注),「 しば しば 」又 は 「と き どき」 と答 え た者 の割 合

,を 比 べ る と,ダ イ レ ク ト ・メ ール の場 合,最 高 が大 阪 圏 の98.5%,最

低 が 「そ の他 地 方 」 の84.6%(プ ロ ソク別 では 東 北 の79.3%)と な

ってい る(図1)。 また電 話 セ ール スの場 合 は,最 高 が名 古 屋 圏 の96.3

%,最 低 が 「その他 地 方 」 の73.3%(プ ロ ソク別 では 北 海道 の62.2

%)と な って い る(図2)。 この よ うに地 域 に よ り多少 の バ ラ ソキは あ

るが,ダ イ レ ク ト・マ ー ケ テ ィン グは 全 国的 にか な り高 水準 で普 及 して

い る。

(注)

この集 計 に お け る 「3大 都 市 圏 」 とは,次 の 地域 を指 す。

東 京 圏:東 京 都,神 奈川 県,千 葉 県,埼 玉 県

名古屋圏:愛 知県

大 阪 圏:大 阪府,兵 庫 県,京 都 府
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図1ダ イ レ ク ト ・メ ー ル の 来 る 頻 度
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図2電 話 セ ー ル ス の来 る頻 度

(問2-A)
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2.1.2ダ イ レ ク ト ・マ ー ケ テ ィ ン グ に 対 す る 消 費 者 の 反 応

ダ イ レ ク ト ・マ ー ケ テ ィ ン グ に 対 す る 消 費 者 の 反 応 を み る と(図3),

ダ イ レ ク ト ・メ ー ル の 場 合,90.5%は 一 応 見 て い る(内 訳 … 「しば し

ば 」4.8%,「 ひ と と お り」55.6%,「 関 心 の あ る も の だ け』」30.1

%)。 こ れ を 見 て 「し ば し ば 」 ま た は 「と き ど き 」 買 っ て い る の は9.3

%,「 あ ま り買 わ な い 」 が35.3%,「 買 わ な い 」 が55.4%で あ る 。

電 話 セ ー ル ス の 場 合 は,「 と き ど き 」 買 うの が1.1%,「 あ ま り 買 わ な

い 」 が6.9%,「 買 わ な い 」 が91.9%で あ る 。 「あ ま り買 わ な い 」 を,

回 数 は 少 な い が 稀 に 買 っ た 経 験 が あ る と 解 釈 し て も,買 っ た 経 験 の あ る

の は 電 話 セ ー ル ス の 場 合8.0%で,ダ イ レ ク ト ・メ ー ル の44 、6%に 比

べ て か な り低 い 。

次 に ダ イ レ ク ト ・ マ ー ケ テ ィ ン グ に よ っ て 迷 惑 し た 経 験 の 有 無 に つ い

て み る と,ダ イ レ ク ト ・メ ー ル の 場 合,36.1%は 何 ら か の 迷 惑 を 経 験

し て い る が,64.0%は 迷 惑 し て い な い(「 あ ま り迷 惑 し た こ と が な い」

32.0%,「 迷 惑 し た こ と が な い 」32.0%)。 こ れ に 反 し 電 話 セ ー ル

ス の 場 合,65.1%は 迷 惑 の 経 験 が あ り,迷 惑 し て い な い の は34 .9%

(「 あ ま り迷 惑 し た こ と が な い 」13.7%,「 迷 惑 し た こ と が な い 」

21.2%)で あ る 。

こ の よ う に 電 話 セ ー ル ス の 場 合,迷 惑 し た 頻 度 が ダ イ レ ク ト ・メ ー ル

に 比 べ て 著 る し く 高 い 理 由 と し て は,「 忙 し い 時,く つ ろ い で い た い 時 」

に 電 話 セ ー ル ス の 来 る こ と が,迷 惑 の 理 由 と し て 断 然 高 い 比 率 を 占 め て

い る こ と(回 答 者 の74.1%)を 挙 げ 得 る で あ ろ う。

そ の 他 迷 惑 の 理 由 と し て は,ダ イ レ ク ト ・メ ー ル,電 話 セ ー ル ス 共 に

「し つ こ い 」 が 回 答 者 の50%前 後,「 知 ら れ て い る の が 不 快 」,「 的

外 れ が 多 い 」 が ・2iれそ れ 回 答 者 の40%前 後 と な っ て い る 。
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図3.ダ イ レ ク ト ・ メ ー ル と 電 話 セ ー ル ス に 対 す る 消 費 者 の 反 応
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(注)地 域 別 比 較

(1)ダ イ レク ト ・メ ール

(一)三 大都 市 圏 及 び そ の他 地 方 の比 較

表 ■ ダイ レク ト ・メ ール に対 す る消 費者 の反 応

(大 都市 圏 とそ の他 地 方)(問1)(%)

来 る 頻 度 見 る 態 度

・ し ば し ば

・ と き ど き

・あ ま り こ

な い

・ こ な い

・ よ く み る

・ひ と と お

り

・関 心 の あ

る ものだけ

・あ ま り 見

な い

・見 な い

東 京 圏 96.9 3.1 927 7.3

名古屋圏 85.2 14.8 100.0 0.0

大 阪 圏 98.5 1.5 87.9 12.1

そ の 他
地 方

84.6 15.4 89.1 10.9

買 う 頻 度 迷 惑 の 経 験

・ し ば し ぼ

・ と き ど き

・あ ま り 買

わ な い

(多 少 は

買 う)

・買 わ な い

・ し ば し ば

・ と き ど き

・回 数 は 少

な い が あ

る

・あ ま り な

い

・な い

東 京 圏 52.6 47.4 4'8.4 51.6

名古屋 圏 38.5 61.5 64.0 36.0

大 阪 圏 55.2 44.8 40.3 59.7

そ の 他
地 方

41.4 5&6 31.1 63.8

上 の表 の よ うに,ダ イ レク ト ・メ ール の 「来 る頻 度 」 及 び,こ れ を受 け

た側 が 「買 う頻 度 」 につ い て は 〈東 京 圏 と大 阪 圏 〉並 び に 〈名 古屋 圏 と

「そ の他 地 方 」 〉が それ ぞれ類 似 してい るが,前 者 の グル ー プは頻 度 が高
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く,後 者 の グル ー プは頻 度 が低 い方 ヘ シ フ トして い る。

「見 る態 度 」 につ い ては,東 京 ・大 阪 圏 及 び 「そ の他地 方」 は ほ ぼ類 似

してい るが,名 古屋 圏 は 目立 って高 い。

「迷 惑 の経 験 」 につ い ては,最 もバ ラソ キ が大 き く,多 少 と も迷 惑経 験

の あ る人 の割 合 は,名 古屋 圏64,0%,「 そ の他 地方 」3L1%と 大 差 が

あ り,東 京 ・大 阪 圏 は そ の中 間 に位 置 して い る(共 に40%台)(図1,図

4参 照)。

「迷 惑 の理 由」 につ い ては,三 大 都 市圏 で は 「的外 れ 」 「しつ こい」 が

多 い。 「知 られ る のが 不快 」 につ い ては大 阪 圏 のみ 多 く,名 古 屋圏 は 少 な

い。 「その他 地 方」 は,い ず れ の項 目 につ い て も三 大都 市 圏 よ り少 な い

(図4)。
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図4ダ イ レク トメ ール に対す る消』費 者 の反応
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(二)プ ロ ソク別 比 較

(a)来 る頻 度(図1)

北 海 道 ・東 北 は 地 方 的 特 色 が強 く,少 ない方 ヘ シ フ トして い る。 関西 地

区 の うち,中 国 は 近 畿 ・関 東 と類 似 し頻 度 が 多い が,四 国 ・九州 ・東海 は

や や頻 度 が低 い 。

(b)見 る態度(表2)

北 海 道 ・東 北 ・九 州 ・沖 縄 は見 る方 ヘ シ フ トしてい る。 中 で も九 州は,

「しば しば」 見 る 人 が 多 い。 四 国は 逆 に見 な い方 ヘ シ フ トして い る。

(c)買 う頻 度(表2)

北 海 道 ・沖 縄 は 買 わ な い傾 向 が強 く,逆 に九 州 は や や 買 う傾 向 が あ る。

東北 ・中 国 ・四国 は そ の 中間 に位 置 す る。 大都 市 圏 を含 む ブ ロ ック では,

近 畿 が比較 的 買 い,東 海 は 買 わ な い傾 向 が強 く,関 東 は そ の 中 間 で あ る。

(d)迷 惑 の経 験(表3)

四国 ・九州 は 多 い 方へ,北 海道 ・中 国 ・沖縄 は 少 ない 方 ヘ シ フ トしてい

る。 大 都 市圏 を含 む ブ ロ ックは全 般 に多 い方ヘ シ フ トして い る。

(e)迷 惑 の理 由(表3)

「しつ こ さ」 に対 す る忌避 度 が全 般 に地 方 ブ ロ ックは,大 都市 圏 を含 む

プ ロ ソク よ り少 な いが,四 国 は例 外 的 に 多い(66.7%)。 「知 られ るの

が不 快 」 につ い ては,四 国 ・九州 は 少 な いが北 海 道 ・東北 は 多 い。
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表2.ダ イ レ ク ト ・ メ ー ル に 対 す る消 費 者 の 反 応(地 域 ブ ロ ッ ク 別)(1)

(問1)

〔%}

見 る 態 度 買 う 頻 度

回

答
者

数

①
よ

く

み

る

②
ひ

と

と

お

り

③
関 も

心 の
の だ

あ け

る

④
あ な

ま い

り

み

⑤
み

な

い

回
答
書
数

①
し

ば

し

ば

②
と

き

ど

き

③

あ な
ま い

り

買

わ

④
買

わ

な

い

北海道 33 0.0 60.6 24.2 15.2 O.0 35 0.0 2.9 34.3 62.9

東 北 42 2.4 61.9 26.2 4.8 4.8 47 O.0 6.4 36.2 57.4

関 東 176 5.7 57.4 28 .4 8.5 O.0 】83 0.0 7.7 38.8 53.6

東 海 55 7.3 56.4 34.5 L8 0.0 59 1.7 6.8 30.5 61.0

近 畿 103 2.9 51.5 34.0 lO7 LO 105 o.o 12.4 39.0 48.6

中 国 48 2」 5&3 33.3 6.3 0.0 51 3.9 3.9 35.3 56.9

四 国 32 3.1 40.6 37.5 18.8 0.0 36 0.0 8.3 389 52.8

九 州 78 9.0 52.6 26.9 9.0 2.6 84 O.0 15.5 27.4 57.1

沖 網 15 6.7 60.0 13.3 20.0 O.0 15 {}.0 6.7 20.0 73.3

全 国 582 4.8 55.3 29.9 9.1 o.9 615 ,0.5 &8 35.3 55.4

表3.ダ イ レ・ク ト ・ メ ー ル に 対 す る 消 費 者 の 反 応(地 域 ブ ロ ッ ク 別)②

(問1)

%)

迷 惑 の 経 験 迷 惑 の 理 由(複 数回 答)

回

答

者

数

①
し
ば

し

ば

②
と

き

ど

き

③

固 い

数 が
は あ

少 る
な

④

あ
ま

り

な
い

⑤

な

い

餌1.

答

者

数

①

的 多
外 い

れ

が

②
し
つ

こ

い

③
処 の

名 聞
・違

住 い

所

④
不
在
者
宛

⑤
自てる

分知の
に;・1

関て不
しい快

⑥
そ
の

他

北 海道 35 0.0 5.7 20.0 34.3 40.0 11 27.3 45.5 9.】 27.3 63.6 27.3

東 北 49 2.0 8.2 22.4 34.7 32.7 18 38.9 33.3 0.0 22.2 6LI ll.1

関 東 181 5.0 9.9 249 32.6 27.6 79 49.4 48.】 8.9 19.0 40.5 21.5

東 海 60 0.0 1L7 30.0 26.7 3L7 30 40.`) 53.3 6.7 20.0 50.0 2〔[.0

近 畿 105 6.7 6.7 2t9 36.2 28.6 43 34.9 51.2 7.0 20.9 5L2 2{戊,9

中 国 50 0.0 10.0 】2.0 32.0 46.0 11 27.3 27.3 27.3 36.4 54.5 18.2

四 国 36 2.8 5.6 33.3 33.3 25.0 15 40.0 66.7 {,.o 6.7 40.0 6.7

九 州 86 L2 10.5 26.7 27.9 33.7 35 34.3 48.6 5.7 5.7 3L4 lL・1

沖 則 15 6.7 6.7 20.0 20.0 46.7 6 |6.7 50.0 0.0 〔}.O 〔}、0 50.O

全 国 6】7 3.2 8.9 24.0 31.9 31.9 248 39.5 48.4 7.3 17.7 44.4 19.0
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② 電 話 セLル ス

(一)三 大 都 市圏 及 び そ の他 地 方 の比 較

表4.電 話 セ ール ス に対 す る消 費者 の反 応

(大 都 市 圏 とそ の他 地 方)

%)

来 る 頻 度 迷 惑 の 経 験

・し ば し ば

・と き ど き

・あ ま りな い

・な い

・しば しば

・ときどき

・回数 は少

ないがあ

る

・あ ま りな

い

・な い

東 京 圏 91.6 8.4 83.8 17.2

名古屋圏
7

96.3 3.7 84.0 16.0

大 阪 圏 89.6 10.4 73.9 26.1

そ の 他
地 方

73.3 26.7 58.4 41.6

上 の表 の よ うに,電 話 セ ール スが 「来 る頻 度 」 は,三 大都 市圏 が 多 く,

「そ の他地 方 」 は や や 少 ない 。前 者 の 中 では名 古 屋 圏 が や や 多 い(図2参

照)。 、

「買 う頻 度 」 は,全 国 的 に非 常 に少 ない の で,著 る しい特 性 は み られ な

いo

「迷惑 の経 験 」 に つい ては三 大 都市 圏 が 多 く,'「 そ の他 地 方」 の場合 は

迷 惑 経験 者 が 一 応 過半 数 とは な って い るが,'三 大 都 市圏 に比 べ る とか な り

少 な い。

「迷 惑 の理 由 」 に関 しては,「 忙 しい時,く つ ろい でい た い時」 に電話

され る こと を挙 げ てい る比 率 が各地 域 共高 水 準 で あ るが,そ のほ かでは

「的外 れ」,「 しつ こい 」,「 知 られ て い るの が 不快 」 につ い て,
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い ず れ も三 大 都 市 圏 が 「そ の他 地方 」を上 回 って い る。 個 別 にみ る と 「的

外 れ 」は 東京 圏,「 しつ こい 」は 大 阪圏,「 知 られ て い るのが 不 快 」は 名

古 屋 圏 が 比較 的 多 い(図5)。

図5電 話 セ ール ス に対す る'消費者 の反 応

(大 都 市 圏 とそ の他地 方)

買 う 頻 度

〔 亘=コ し ば し ば

巨 こコ と き ど き

[==巨==コあまり買わない、

〔=三 コ 買 わ な い.

東 京 圏

名 古屋 圏

大 阪 圏

その他地方

5.7

◎

94.3

⑨

(87人)

3.8{B)

96.2

⑩)

(26人)

6.6

93.4

Φ)

(61人)

L41日

.8

◎

90.8
Φ)

(346人)

(問2)

迷 惑 の 経 験

[三 コ し ば し ば

〔三 コ と き ど き

[=コ==コ 回数は少ないがある

〔 三 コ あ ま りな い

[=三 コ な い

9.720.4

ω

29.0

33.3tB}

に}

(93人)

12.0

.40・O、4.0 ω

32・01(ZiO

{C)

(25人)

16.923.1

9.2Φ1

26.2

24.6

(65人)

13.3

ω

25.!

倒

16.530.0

(407人)
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図5.の つ づ き

迷 惑 の 理 由(複 数 回 答)

(%)

東 京 圏(78人)

020406080

1|lll

名 古 屋 圏(21人)

100020406080100

1[llll

大 阪 圏(49人)

020406080100

|illl

そ の 他 地 方(246人)

020406080100

111111

ー

一
器

ー

①的外れが多い[====コ55ユ [==コ38.1 ①[====]46.9 [==コ309

② しつ こい [======コ50ユ

忙 しい時,く つ

③ ろいでいたい時1

に電話 され る

〔=====コ52.4 ②1 163.3 [======コ488

④不在者宛

自分 に関 して

⑤ 知 られ て い る
の が不快

⑥ その砲

口6.4

[======コ487

[=コ20.5

179.51

口4.8

176.2③1

[=======コ52.4

[コ19.0

④ ロ4.1

⑤[=====]44.9

⑥[コ143

183.71

口41

[=====コ37.0

[コ16.7

170 .3



(二)プ ロ ソク別 比 較

三 大都 市圏 を含 む ブ ロ ックは,三 大 都 市 圏 の特 性 がや や うす め られ た性

格 を持 って い る。 「その他 地 方」 の うち,北 海道 ・東 北 は類 似 し,共 に地

方 的性 格 が濃 い が,関 西 プ ロ ソクは バ ラツキ が あ る。

(a)来 る頻 度(図2)

北 海道 ・東 北 は 少 な い方 ヘ シフ トして い る。 関西 では 中国 が 近 畿 ・関

東 に類 似 し,多 い方 ヘ シ フ ト,四 国 ・九州 は や)・.少な く,沖 縄 は多 い。

(b)買 う頻 度(表5)

全 国的 に低 調 だ が,中 で九 州 は,「 あ ま り買 わ な い」 即 ち,多 少 は買

う傾 向 が注 目 され る。 これ に反 し四 国 は 買 わ ない傾 向 が徹底 してい る。

(c)迷 惑 の経 験(表5)

北 海道 ・東 北 は か な り少 な い方 ヘ シ フ トしてい る。関 西 で は 四国 が や

や 少 な い方 ヘ シフ ト,中 国 ・九州 は や ふ多 い方 ヘ シ フ トし関 東 ・近 畿 と

同傾 向 に在 る。 沖 縄 は か な り多 い。

(d)迷 惑 の理 由(表6)

「忙 しい時,く つ ろい で いたい時 に来 る」が全 国 的 に高 水 準 で あ るが,

そ の 中 で,北 海 道 ・東北 ・九 州 ・沖 縄 は や)・・少 な く,そ の他 の プ ロ ソク

は 多 い。 「しつ こい 」 は各 ブ ロ ック共50%前 後 でバ ラソキ が 少 ない。

「的 外 れ」,「 知 られ て い るの が不 快 」 に つ いて は 共 に北 海 道 が 多 く,

四 国 が 少 な い。
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電 話 セ ー ル ス に 対 す る 消 費 者 の 反 応(地 域 プ ロ ソ ク 別)(1)

-tt、(問2 ,)

表5.

%)

買 う 頻 度 迷 惑 の 経 験

回
答

者
数

①
し
ば
し
ば

②
と

き
ど

き

③
あな
まい
り
買
わ

④
買
わ
な
い

回
答
者
数

①
し
ば
し
ば

②
と

き

ど

き

③
回 い

数 が
は あ

少 る
な

④
あ
ま

り

な
い

⑤
な

い

北海 道 26 00 0.0 3.8 96.2 32 6.3 9.4 28.1 18.8 37.5

東 北 36 0.0 0.0 &3 9L7 47 4.3 12.8 383 17.0 27.7

関 東 155 α0 1.3 7.7 91.0 172 15.1 22.7 29.7 |2.8 19.8

東 海 58 0.0 1.7 5.2 .93」 57 26.3 19.3 3L6 10.5 12.3

近 畿 93 00 L1 7.5 9L4 103 18.4 223 27.2 12.6 19.4

中 国 44 0.0 2.3 23 95.5 47 19.1 17.0 25.5 12.8 25.5

四 国 29 0.0 0.0 0.0 1000 37 108
1

16.2 37.8 13.5 21.6

九 州 65 0.0 1.5 13.8 84.6 79 20.3 16.5 27.8 15.2 20.3

沖 縄 14
、0.0 0.0 α0 100.0 16 31.3 00 3L3 1&8 18.8

全 国 520 0.0 L2 69 9L9 590 ▲6.6 18.5 30.0 13.7 2L2

表61電 話 セ ール ス に対 す る消費 者 の反 応(地 域 ン ・ ック別)(2)

(問2)

{%)

迷 惑 の 理 由.(複 数 回答)

回'答

者
数

①
的 多
外 い
れ
が

②
し

三
い

③
忙 くい 電
しつ た語

い ろ い さ

時↓・時 れ'で に る

④
不
在
者

'宛

⑤
自てい快
分知 る
に らの
関れ が
して不

⑥
そ
の

他

北海道 M 50.0 50.0 57.1 O.0 50.0 143

東 北 26・ 346 50,0・ 6L5 3.8 34.6 15.4

.関 東
120 40.8 492 79.2 Z5 45.8 233

東 海 46 37.0 522 80.4 4.3 43.5 10.9

近 畿 72 40.3 51.4 79.2 5.6 44.4 16.7

中 国
.

29 345 5L7
一 ツ

75.9 3.4 37.9 27.6

四 国 24 25.0 58.3 一79 .2 4.2 16.7 4.2

九 州 53 34.0 50.9 60.4 00 43.4 15.1

沖 縄 10 50.0 50.0 60.0 00 10.0 0.0

全 国 394 38」 5LO 74.1 4.6 41.1 17.3
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2.2企 業 の 個人 情 報 集積 に対 す る消費 者 の 問題 意 識

2.2.1企 業 の 個 人 情報 集 積 に 対 す る消費 者 の 関 心度

企 業 が 大 量 の個 人情 報 を収 集 ・蓄積 ・利 用 してい る こ とにつ い て 関心

を 持 った こ とが あ るか とい う問 い に対 して,「 おお い に 」関 心 を 持 って

い る と答 え た の は20.9%で あ る。 これ に 「ひ と とお り 」また は 「多少 」

の 関 心 を 持 っ てい る者 を加 え る と84.1%が 何 ら か の関心 を寄 せ てい る

(図6)。 こ の割 合は,大 都 市 圏 と地 方 圏 を 比べ て もあ ま り格 差 は み ら

れ な い 。

図6企 業の個人情報集積に対す る消費者 の関心度

関

心
が

あ

る

お

お

い

に

関

心

が

あ

る

ー

ひ
と

と

お

り

(138人)(189人)

関

心

が

あ

る

ー

多
少

の

(問3)

関

心

が

な

い

ー

ワ

関

心

が

な

い

あ

ま

り

ー

(212人)(76人)(26人)

全 国(641入) 21.5% 29.5% 33.1% 33.1% 4.1%

84.1%

(地 域別)

(%)

東 京 圏(96人) 33.3 32,3 22.9 8.3 3.1'

88.5%

名 古 屋 圏(27) 25.9 33.3 29.6 11」

(関 心がない:0%)

大 阪 圏(65) 26.2 26.2 」35 .4 10.8 1.5

そ の他 地 方(453) 18.1 29.1 35.1 12.8 4.9
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ダ イ レク ト ・メ ール や 電 話 セ ー ルス に よ る迷 惑 の経 験 と,個 人情 報 集積 に

寄 せ る消費 者 の 関心 との相 関 関係 をみ る と(表7,表8),い ずれ の場 合 も,

「しば しば 迷 惑 した こ と」 と 「お おい に関心 が あ る こと」 との 間 には或 る程

度 の 関連 が認 め られ る。 即 ち 「お おい に関 心 が あ る」 人 の 占め る割合 は,全

体 の中 では 約2割 で あ るが,「 しば しば迷 惑 した」経 験 を持 つ 人 の中 では 約

4割 とな ってい る。

しか し一 方,迷 惑経 験 が あ ま りない 人 の9割 弱,全 然な い人 の8割 弱 も何

らか の 関 心 を持 っ てお り,全 体 としては 具 体的 な迷 惑 の経 験 の有無 にか か わ

らず,ダ イ レク ト ・マ ーケ テ ィ ングの進 展 や マ ス コ ミの紹 介 活 動等 に よ って

企 業 の個 人情 報 集 積 に対 す る消費 者 の関 心 が広 が って い る よ うであ る。
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表7.ダ イ レク ト ・メ ール に よ る迷 惑 の経 験 と企業 の個 人 情 報集 積 に

対 す る消費 者 の関心 との関 連

(問1-Dと 問3の ク ロス集 計)

企業の個 人情報集積 に対 する消費者の関心
」

①
お 心
お が

い あ

に る

関

②
ひ 関

と 心
と が
お あ

り る

③

多 が
少 あ
の る

関

心

④
あ が

ま な
り い

関

心

⑤
関

心
が

な
い

合

計

ダ迷

イ 惑
レの

ク経

ト験

二
1

ノレ

に

よ

る

① しば しば
8

40.0%

6

30.0%

5

25.0%

1

5.0%

O

O.0%

20

100.0%

② ときどき
18

35.3%

18

35.3%

9

17.6%

4

7.8%

2

3.9%

51

100.0%

③鵠;少 ない
38

26.6%

44

308%

44

308%

13

9.1%

4

28%

143

10α0%

④ あ ま りな い
27

14.4%

62

33.2%

77

41.2%

]7

9.1%

4

21%

187

100.0%

⑤ な い
34

」8.3%

46

24.7%

63

33.9%

33

17.7%

工0

5.4%

186

100.0%

合 計
125

2L3%

176

3α0%

198

33.7%

68

1L6%

20

34%

587

100.0%

表8.電 話 セ ール ス に よ る迷 惑 の経 験 と企 業 の個 人 情 報 集積 に

対 す る消 費者 の関 心 との関 連

(問2-Cと 問3の ク ロス集計)

企業 の個 人情 報集積 に対 する消費者の関心

①
お 心

お が
い あ

に る

関

②
ひ 関

と 心

と が
お あ

り る

③
多 が
少 あ
の る

関

心

④

あ が

ま な

り い

関 、

心

⑤
関

心
が

な
い

合

計

電

話
セ

ー

ル

ス

に

よ

る

迷

惑

の

経

験

① しば しば
41

43.2%

24

28.4%

12

12.6%

10

105%

5

5.3%

95

10α0%

② ときどき
27

255%

38

35.8%

30

2&3%

8

7.5%

3

2.8%

106

100.0%

③鷺9少 い
34

199%

50

2⑨2%

67

392%

16

94%

4

2.3%

171

100.0%

④ あ ま りない
7

9.6%

26

356%

30

41.1%

8

U.0%

2

27%

73

1000%

⑤ な い
14

1L6%

26

21.5%

52

430%

23

19.0%

6

5.0%

121

10α0%

合 計
123

2L7%

167

29.5%

191

33.7%

65

1L5%

20

3.5%

566

1000%
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(注)

49年11月 ～12月 に行政 管 理 庁 が東 京 圏 と行 田市 の一 般 市 民(前 者

1,080人,後 者400人)を 対 象 とし て無 作 為 抽 出で行 った 「電 子 計算

機 利 用 に伴 うプ ラ イバ シ ー問題 に関 す る意 識 調 査 」 に よれ ば,コ ン ピ ュー

タ とプ ライ バ シ ー保 護 問題 につ い て関 心 が あ るか ど うか とい う質 問 に対 し,

「関 心 が あ る」 とい う回答 は,東 京 圏 ・行 田市 共 に16、4%で あ った。

また総 理 府 は,56年2月 と60年7月 にそれ ぞれ,全 国 の20才 以 上

の男 女3,000人(無 作 為 抽 出『)を対 象 と して,個 人情 報 の保 護 に関 す る

世 論 調査 を行 っ てい るが,9こ れ に よる とプ ライバ シ ー とい うこ とば を見 聞

き した こ との あ る者(56年 一90%,60年92.6%)の うち,プ ラ イ

バ シ ー保 護 に つ い て関 心 を持 って い る者 の割 合 は(56年)25%,(60

年)60.5%で あ る。

今 回 の調 査 は,対 象 が通 産 省 の 消 費者行 政 に関 す るモ ニ タ ーを委 嘱 され

てい る人 々で,質 問 の内容 も上 記 と必 ず しも同一 では ない の で単 純 に比 較

す るこ とは で きな いが,上 記 調査 結 果 の推 移 と併 せ て考 え る と,今 回調 査

にお け る回答 者 の,個 人情 報 集積 に対 す る 「関心 」 の高 さには,近 年 に お

け る電算 処 理 に よ る個 人情 報 シス テ ム の急 速 な進 展 とこれ に基 づ くダイ レ

ク ト ・マ ーケ テ ィ ング の成 長 及 び マ ス コ ミに よ る プラ イバ シ ー問題 の普 及

紹 介 が 大 き く作 用 して い る よ うに思 わ れ る。
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2.2.2企 業 の 個 人情 報 集 積 に 関 す る消 費者 の 問題 意 識 の 内容

(1)企 業 が大 量 の個 人 情 報 を収 集 ・蓄積 ・利用 している こ とに つ い て,ど

の よ うに考 え るか とい う消 費 者 の意 識 内容 につ い ては,○ 本 人 の知 らな

い うち に個 人情 報 の集 積 ・利 用 が な され る こ とは それ 自体 が問 題(回 答

者 の58、5%),O個 人情 報 が収 集 した企 業 の外 部 に流 れ て第三 者 に悪

用 され るお それ(56.5%),θ 他 目的 使 用(45.8%),・ 誤 りや古 い

情 報 に よる迷 惑(41.8%)等 の 危険 が意 識 され てい る(図7)。

もっ と もこの よ うな危 険 のみ を意 識 してい る人は 全 体 の.80.3%で あ

って,15.2%の 人 は,一 方 で危 険 を意 識 しつ つ も他 方で,企 業 が少 し

注 意 す れ ば問 題 の起 こ.る余地 は 少 な い とか,販 売 促 進 を 目的 として集 積

され る個 人情 報 は情 報 の性 質 か ら み て問題 は 少 な い と考 え てい る。 また

45%の 人 は危 険 は ない と考 えて い る。(図7)

あ

ま
り

問

題

が

な

い

問

題

が

あ

る

図7.企 業の個人情報 集積 に対 する消費者 の問題意識

(複 数回答…1人 三つ以 内)

(消 費 者の意 識内容)(該 当者数)1

口6.9%①qEめ られた 個人情 報 には,他 人 に知 られ て困 る ものや,間 違('15人)

ってい る ものは 少ない と思 う。

口lLl② 個 人情 報 を集め たそれぞ れの企業 が少 し注意 をす れet,プ ラ .(72)

イ パ シーを侵害 す るよ うな問題 の起 る余 地は 少な い と思 う。

(5)個 人情報 の集積 自体が問題 にす る程は進 展 しない で あろ う。(33)05,1

④ 個人情報 の収集,利 用 に多少の問 題が あ ると して も,そ れ 匠(27)04.1

よ って個 人の需 要に適 合 した商品 等の供 給が 促 され る とい う

プ ラスの効果 が 大きいか ら,あ ま り気 に しな い 方が よい と思

う。

⑤ 個人情 報が集積 され る と,集 めた企業以 外 の第三 者 に悪)1]さ(368)

れた りして,情 報 を集め られ た個人 やそ の家 族 に と って思 い

がけな い不 利な使 われ方 をさttる 危険 を生 ず る と思 う。

⑥ll文集 した情 報 を他 の1・;的に使用 され る危険 を生ず る と思 う。(298)

⑦ 個人 の情 報 につい て間 違 った情 報が 記録 されたb,古 い情 報(272)

が 更新 されな いため,迷 惑 する可能性 が あ る。

⑧ 欲 し くない商 品広告 の郵送が増 え て迷惑 するii]'能性 が ある。(128)

⑨ 電話 や訪 問 に よるセール スで迷 惑 す るケー スが 増 え ると思 う。(227)

⑩ 個人情 報が 本人 の知 らない うちに収 集,利 用 され る ことは,(38t)

そ のこ と自体 が問題 で ある と思 う。

(総1順 者数)(ll;会)

。,。 、。',。861。k
ll}ll

〔==コ56.5

[===コ45.8

[===コ4L8

E]19.7

[=コ34.9

亡====コ58.5

(問4)

霧謡9⑯ あ ③躍
のみ を 両 方の意 のみ を

.持 つ人 ・識を持つ人 持 つ 人

16人29人

、20

12

12

52

21

15

32

3

1

2

3

0

0

8

2

3

3

336人

275

2dl

108

197

343

(29人4.5%)(1器 会)(器;会)
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② 電話 セ ール に よ る迷 惑 の経 験 と,個 人 情報 集 積 に対 す る問 題意 識 との

関連 をみ る と,迷 惑 経 験 のあ る人 の場 合,直 接 的 に電 話 セ ール ス や訪 販

の増 加 を危 惧 す る人 の割 合 は40%程 度 であ るに比 べ て,外 部 に流 れ て

悪 用 され るお そ れや,本 人 の知 らな い うち に個 人 情報 が集 積 され る こと

へ の危 惧 は,60%前 後 に達 してい る。 ま・た迷 惑経 験 の な い人 の場合 で

も,「 外 部悪 用 」 や 「本 人 不知 」 を問題 とす る人 の割 合 は50%前 後 に

達 し,「 外 部悪 用 」,「 本 く 不知 」 に対 す る危惧 感 が か な り普 及 して い

るこ とが知 られ る。(表9)

表9.電 話 セ ール ス に ょ る迷 惑 の経 験 と,企 業 の個 人情 報 集 積 に対 す る

消 費者 の問題 意 識 との 関連(問2二Cと 問4の ク 『ス 集 計)

(複 数 回答)

電 話 セ ー ル ス に よ る 迷 惑 の 経 験

①
し
ば

し
ば

②'
と

き

ど

き

③
回なる

数い
はが

少あ

④
あ い
ま
り

な

⑤
な

い

合

計

消

費

者

の

問

題

意

識

あ
ま
り
問
題
が
な
い

① 情 報内容 に問 題 が少 な い
5

5.1%
7

6.4%
5

2.8%
10

12.5%
」3

1α5%
40
6.8%

②欝 欝 ∪臆 すれば醜
8

&2%
5

4.6%
21

日.9%

10
125%

21
16.9%

65

11」%

③煕 繁?嫡 雌 肌 な 6
6」%

2

・1 .8%

4
2.3%

7
88%

8
6.5%

27
4.6%

④緑 姪 乗 りブ㍉ の効 3
3.1%

0
0.0%

6
3.4%

6
7.5%

12
9.7%

27

イ.6%

問

題

が

あ

る

⑤懐 ㌶ 警鐘 の外部へ流 64
65.3%

69
63.3%

]05
59.3%

36
45.0%

63
50.8%

337
57.3%

⑥他目的使用
41

4L8%

56
5L4%

83
46.9%

28
35.0%

57
46.0%

265
45.1%

⑦ 情 報 の誤 り,古 い情 報
39

39.8%
44

40.4%
76

4セ.9%

・34

425%

50
40.3%

243
4L3%

⑧燥 袈 ζイレ!ト'ケ
18

18.4%
21

193%
30,

16.9%
22

27.5%
25

20.2%
川6

19.7%

⑨ 電 話 セ ニル ス,訪 販 の増加
42

42.9%
48

44.0%
66

37.3%
18「

225%

3.7

29β%

2口
359%

⑩融 鵠 闘 詩 ㌶f固人 60
61.2%

71
651%

100
56.5%

44
55.0%

『67

540%,

342
5&2%

回 答 者 数
98

1000%
109

1000%
177

1000%
80

10α0%
124

100.0%
588

10、0.0%
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(3)個 人情 報 集 積 へ の関 心 の強 さ と,意 識 内容 との関 連 をみ る と,「 お お

い に」 関心 あ る人 の78.8%は 「外部 悪 用 」,66 .4%は 「本 人不 知 」

を問題 と して い る。 これ に反 し 「電 話 セ ール ス ・訪 販 の増 加 」 は27.7

%に 過 ぎな い 。 こ の比率 は,関 心 度 が低 くな るに従 って,特 に 「外 部悪

用 」 は低 下 し,「 電 話 セ ール ス ・訪 販 の増加 」 は上 昇 す る。即 ち 「多 少」

関 心 あ る層 では,前 者 は51.4%,後 者 は39.6%で あ り,「 あ ま り」

関 心 の な い層 では,前 者36.8%,後 者38.2%,「 関 心 な い 」層 では

前 者23.1%,後 者50.0%と な って い る。(表10)

以 上 の よ うに,電 話 セ ール ス等 に よ る迷 惑 の経 験 は,個 人 情 報 集積 に

対 す る消費 者 の関 心 を促 す き っか け とな ってい るの は事 実 であ る と して

も,消 費者 の抱 く意 識 の 内容 につ い てみ る と,特 に 「外 部 悪 用 」 へ の危

惧 感 が個 人 情 報 集 積 へ の関 心度 を高 め る強 い動 機 とな って い る よ うで あ

る。(表10)

表10、 企 業 の個 人情 報集 積 に対 す る消 費者 の 関心 度 と

問 題 意 識 との 関 連(問3と 問4の ク ロス 集計)

(複 数 回答)

＼

消 費 者 の 関'七 度

①
お 心
お が
い あ
に る
関

②
ひ 関

と 心

と が

お あ

り る

③
多 あ
少 る
関

心
が

④
あ が
ま な
り い
関

心

⑤
関

心
が

な
い

合

計

消

費

者

の

問

題

意

識

あ

ま

り

問
題

が

な
い

① 情 報内容 に問題 が 少な い
7

5」%
11
5.8%

1|
5.2%

13

17」%
2

7.7%
44
6.9%

②θ欝 少し臆 すれ}燗 題 7
5」%

19

101⑯

26
123%

17
224%

3
1L5%

72

川.3%

③隈 繁 坪 継 継 しな 4}か

2.9%

7
37%

口

5.2%
6

7.9%
4

15.4%
32
50%

マ イ ナ 人 面 よ り プ ラ スの 効④

果 が 大 き い
3

2.2%
6

3.2%
1▲

5.2%
4

5.3%
3

川.5%

27
4.2%

⑤鯉 憲雛 騰 の外部へ流 108
78.8%

108
57.1%

lo9
5M%

28
36.8%

6
23.1%

359
561%

⑥ 他 目的使川
74

54.0%
90

47.6%
91

429%
30

39.5%
6

23」%
291
45.5%

⑦ 情 報 の 誤 り,占 い 情 報 55

4α1%

87
46.0%

93
43.9%

26
34.2%

5
19.2%

266
4L6%

問

題

が

あ

る

⑧ 惣 鷲 ζイ レク ト'メ ー 13
9.5%

38
20.|%

45
21.2%

18
23.7%

12
46.2%

126
19.7%

⑨ 電 話 セ ー ル ス,訪 販 の 増 加
38

27.7%
62

328%
84

39.6%
29

38.2%
13

500%
226
353%

⑩㍊ 探 聞 龍 駕 個人 9}
66.4%

15
608%

121
57.1%

40
526%

7
269%

374
5&4%

回 答 者 数
137

10(DO%
89

100`)%
212

10ユ).0%

76
100.0%

26
100 .0%

640

】OO.O%
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2.3ル ール 化 の 必要 性 に 関 す る 消費 者 の意 識

2.3.1個 入 情報 の取 扱 い に 関 して 問題 が あ れ ぽ,対 策 と して ル ー ル を作 るべ

きか否 か とい う問 い に対 し て,回 答 者 の6LO%は ル ー ルを 作 る必要 が

あ る と し,27、1%は 現 状 では 必要 な い が,将 来 問 題 が生 ず れ ばル ール

化 が 必要 として い る(図8)。

地 域 的 には,三 大 都 市 圏 の それ ぞれ 及 び 「そ の 他地 方 」を 比 べ ると,

ル ー ル化 を 必 要 視 す る人 の 割 合 に 多少 の 差 が見 ら れ る(名 古 屋 圏,東 京

圏 が74.1%,68.0%と 高 く,大 阪 圏,そ の他地 方 が59.7%,58.9

%と やs低 い(図8)。

図8ル ー ル化 の 必要 性 に関 す る消 費者 の意 識

(回 答者数645人

(地 域別)

当 面 不 要

(将 来 問題 を生ずれば必要)→

(回 答 者 数 ノ

不 明 ・そ の 他

不 要1L4%

0.6%(73人)

(4人)

要

}
Z

(問5-A)

必 要

東 京 圏(97人)

)%(

明

他の
ー
†

不

そ要不
ー

面当

680 184 13.6

名 古 屋 圏(27)

大 阪 圏(67)

一
不 要(2.8)

597 236 138

そ の 他 地 方(460) 58.9 29.7 10.9

,

不 要(0.4)
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表11.ル ール 化 の必 要性 に関 す る消 費者 の意 見

(地 域 プ ロ ソク別)(問5-A)

(%)

回

答

者
数

①
必

要

霧
面問ば
不題必
要を要

生)

③
不

要

④
不

明

⑤
そ

の

他

北海道 37人 65.0 20.0 0.0 7.5 7.5

東 北 52 60.7 23.2 1.8 7.1 7.1

関 東 191 62.0 25.5 0.0 4.0 8.5

東 海 64 62.5 28.1 0.0 9.4 0.0

近 畿 108 64.3 241 1.8 5.4 4.5

中 国 52 60.0 27.3 1.8 7.3 3.6

四 国 40 53.7 34.1 0.0 9.8 2.4

九 州 9ユ 60.2 31.2 0.0 4.3 4.3

沖 縄 16 37.5 50.0 0.0 12.5 0.0

全 国 651 61.0 27.0 0.6 6.1 5.3

2.3.2.ダ イ レク ト ・メ ール及 び電話 セ ー ル ス に よ る迷 惑 の経 験 と,ル ール化

の 必 要性 に関 す る消 費 者 の意 識 との 関連 を全 体 と してみ る と,表12,表

13)い ず れ の場 合 も迷 惑 の頻度 が 多 い ほ どル ール化 を必 要 とす る意 識

も強 ま って い る。

殊 に ダイ レク ト ・メ ール の場 合 は 「しば しば」 迷 惑 して い る人20名

の うち18名(90、0%)は ル ール 化 を必 要 と して い る。
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表12.ダ イ レク ト ・メ ールに よ る迷 惑 の経 験 とル ール化 の必 要性 に

つ いて の 消費 者 の意 見 との関連(問1-Dと 問5－Aの クロズ集 計)

ル ー ル化 の必 要 性 につい て め消 費 者 の 意見

①
必

要

(

② 将 ず
当来 れ
面 問 ば 層
不 題 必
要 を要

生)

③
不

要

④
不

明

⑤
そ

の生

値

合

計

ダ迷

イ惑
レの

ク経

1験

メ

1

;
よ

る

① しば しば
18

90.0%
2

10.0%

0
0.0%

0

0.0%

2

1.0・0%

20

100.0%

② と き どき
41

75.9%

10

18.5%

0

α0%

'
2

.3.7%
3

・5 .6%

54
100.0%

③要撃 蜘'が
110

74.8%

30
20.4%

1

0.7%

4
2.7%

12
8.2%

147
100.0%

④ あま りない
121

61.7%

64
32.7%

0
0.0%

11

5.6%
5

2.6%
196

100.0%

⑤な い
106,

55.2%

63

32.8%

3
1.6%

19
9.9%

12

6.3%

192

100.0%

合 計
396

65.0%

'
1.68
276%

4
0.7%

361
5.9%

34

5.6%

609

100.0%

表13.電 話 セ ニル ス に よ る迷 惑 の経 験 とル ール化 の必要 性 につ い て

の 消 費者 の意 見 との 関連(問2-Cと 問5-A9)ク ロス集計)

ル ー ル 化 の 必 要 性 に つ い て の 消 費 者 の 意 見

①
必

要

(

② 将 ず当来
れ

面問 ば
不題 必
要 を要

生)

③
不

要

④
不

、

明

⑤
そノ

の

他

合

計

電 の

話 経
セ験

1

こ
に

よ

る

迷

惑

① しば しば
74

76.3%
19

19.6%
0

0.0%
2

2.1%

10

10.3%
97

100.0%

② とき ど き
79

73.1%

18

16.7%

2
L9%

8
74%

6
5.6%

108
100.0%

③呈勢 少ないが
114

64.8%

55

31.3%

0
0.0%

7
4.0%

11

6.3%

176
100.0%

④ あ ま りない
44

55.7%

26
32.9%

0

0.0%

9
11.4%

3

3.8%

79

100.0%

⑤な い
67

54.5%

44

35.8%

1

0.8%

11

8.9%

4

3.3%

123

100.0%

合 計
378

64.8%

162

278%

3

0.5%

37

63%

34

5.8%

583

10α0%
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2.3.3ル ール化 を必 要 とす る人 の意 識 内 容 をみ る と(表14),65.6%が

「外 部 悪用 」 を,6'6.1%が 「本 人 不知 」 を問題 祝 してい る。電 話 セ ー

ル ス ・訪 販増 を問題 祝 して い るのは31.0%で あ る。 一 方 ル ール化 を現

状 では 不要(将 来 問題 が生 ず れば 必 要)と す る人 の場 合,「 外 部悪 用 」,

「本 人 不知 」 を問題 祝 す る人 の割 合 は それ ぞれ44.2%,45.3%と 低

下 し,逆 に 「電 話 セ ール ス ・訪 販 増 」 を問題 祝 す る人 の割 合 は42.0%

に上 昇 して い る。

即 ち 「外 部悪 用 」,「 本 人 不知 」 に つい て の問題 意 識 力㍉ ル ール化 を

必 要 とす る判 断 と密 接 に結 び つ い て い るの であ って,「 電 話 セ ール ス'・

訪 販増 」 へ の危 惧 感 は,ル ール化 へ の動機 としては些 程 強 く働 ら いて い

な い よ うで あ る 。

以 上 の ほ か 問 題 意 識 の 軽 重 を,前 記 と 同 様 に ル ー ル 化 を 是 と す る グ ル

ー プ 及 び 当 面 不 要 と す る グ ル ー プ に 分 け て 比 較 す る と
,「 他 目 的 使 用 」,

「情 報 の 誤 り,古 い 情 報 」 に つ い て は,こ れ を 問 題 と す る 人 の 割 合 は,

前 者 の グ ル ー プ の 方 が 大 き く(前 者 グ ル ー プ …49.4%,46.0%,後

者 グ ル ー プ …39.8%,33.7%),「 ダ イ レ ク ト ・ メ ー ル 増 加 」 に っ

い て は 後 者 の グ ル ー プ の 方 が 大 き い(前 者 グ ル ー プ …16.7%,後 者 グ

ル ー プ …22.7%)。
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表14.企 業 の個 人情 報 集積 に関 す る消 費者 の 問題 意 識 とル ール化 の必 要 性 につ い ての

意 見 との関連(問4と 問5-Aの ク ロス集 計)

(複 数 回 答)

ル ー ル 化 の 必 要 性 に つ い て の 消 費 者 の 意 見

①
必

要

②(
当将をぱ
面来生必
不問ず要
要題れ)

③
不

要

④
不

明

⑤
そ

の

他

合

計

消

費

者

の

問

題

意

識

あ
ま

り問

題が

な
い

①情報内報に問題が少ない
22
5.3%

16
8.8%

2
50.0%

3
73%

3
8.6%

46
6.8%

②企業が少 し注意すれば問題はない
24
5.8%

40・

22.1%

1
25.0%

6
14.6%

1
2.9%

72
10.7%

③個人情報の集積は進展 しないであろ う
8

1.9%
18
9.9%

1
25.0%

4
9.8%

3
8.6%

34
5.0%

④ マイナ ス面 よ りプ ラス の効果 が 大 きい
9

2.2%
12
6.6%

0
0.0%

6
146%

1
2.9%

28
4:2%

問

題

が

あ

る

⑥鞠 が収集繰 の外部へ流れて悪用さ
271
65.6%

80
44.2%

1
25.0%

10
24.4%

22
62.9%

384
570%

⑥他目的使用
204
49.4%

72
39.8%

0
0.0%

19
46.3%

16
45.7%

311
46.1%

⑦ 情報 の誤 り,古 い情 報
190
46.0%

61
33.7%

1
25.0%

15
36.6%

14
40.0%

281
41.7%

⑧ 的外 れ の ダイ レク ト ・メー ルがふ え る
69

16.7%
41

22.7%
0

0.0%
14

34.1%
10

28.6%
134
19.9%

⑨ 電話 セー ルス,訪 販 の増 加
128
31.0%

76
42.0%

2
50.0%

16
39.0%

13
371%

235
34.9%

嚇 解 糖 ないうちに個人儲 礫 積
273
66.1%

82
45.3%

0
0.0%

18
43.9%

23
65.7%

396
58.8%

回 答 者 数 413
100.0%

181
100.0%

4
100.0%

41
100.0%

35
100.0%

651
100.0%

上 記① ～④ の いず れ か の意 識 と,⑤ 一⑩ のい ず れ

か の意識 を併 せ持 つ 人 の ル ール化 の必 要性 に関 す

る意 見

①49

49.5%

②39

39.4%

③0

0.0%

④10

10.1%

⑤4

4.0%

99

100.0%



な お個 人 情 報 の集 積 に関 し,一 方 で危険 を意 識 しつ つ,他 方 で些程 問

題 が な い と考 え てい る人(表14で ジ① ～④ の いず れ か の意識 と⑤ ～⑩

のい ず れか の意 識 を併 せ持 つ人)99人(全 体 の15.2%)に つ い て,

ル ール化 の必 要 性 につ い て の意 見 をみ る と,ル ール 化 を必 要 とす る者

49、5%,当 面 不 要 とす る者39.4%と 意 見 が 分れ て い る。

2.3.4重 視 す るル ーノレ内容 につ い ては,「 目的 明示 」(74.o%)が 断 然 高

く;「 個 人 情 報 の収 集 ・利用 を本 人 が知 り得 る よ うにす る」(46・9%)・

「宿 人情 報 の利 用 をや め させ得 る よ うにす る」(45、0%),「 適正 な

管 理 の基準 を つ く る」(42,3%),「 ア クセ ス 権 」(35.9%),「y

ンシ デ イヴな情 報 の収 集 制 限 」(17.5%)と つ づ いて い る(図9)。

図9,消 費者 が重 視 す るル ール 内容

(複 数 回 答 …1人 三 つ以 内)

① どの よ うな個 人 情 報 を どの よ うに(回 答者)

収 集 ・利 用 して い る か本 人 が知 り(284人)1

得 る よ うにす る。,一 、

② 思想,信 仰}病 症 等 特 定 の事 項 に

・つ いて収 集 を制 限 す る
。

③ 収 集 目'的を明確 に し,目 的外 使 用(448人)1

を原 則 とじて禁 止 す る。r

④ 正 確 でな るべ く新 しい 個 人 情報 と

して保 有 され,外 部 へ 洩 れな い よ

う維 持 管理 に関 す ,る統 一 的 な 基 準

を設 け る。

⑤ 本 人 は,収 集 ・利 用 され て いる 自

分 め 情報 につ いて 閲・覚 し,誤 りを

訂 正,削 除 で き る もの とす る。

⑥ 本 人は 自分 の情 報 が 利 用 され る こ

とをや め させ る亡 と'がで ぎ るもの ・(272人)1

とす る。

(問5rB)

(回 答 者 数605人)(殉

0102030405060708〔)90100

|11illlilll

(106人)[=コ17.5

146.9%

('256人)[============]42.3

(217人)[=======コ35.9

145.0・ 一

174.0
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地域 的 な特 徴 と しては,「 目的 明示 」 に関 しては全 般 に高水 準 で重視

され てい るが,「 アク セ ス権 」 に 関 レ(は,東 京 ・大 阪 圏 が比 較 的 多 く,

名 古屋 圏 と 「そ の他 地 方」 は や や 少 な い。 また 「個 人 情 報 の利 用 をや め

させ る権 利 」 につ い て は,東 京 圏 と 「そ の他 地 方」 が比 較 的 多 く,大 阪 ・

名 古屋 圏 は や や低 い 。 プ ロ ソク別 では,北 海 道 ・東北 が比 較 的高 くな っ

て い る(表15)。

表15.消 費者 の重 視 す るル ール 内容

(地 域別)(問5-B)
(複 数 回答) (%)

回

答

者

数

①
個利得
入用 る

情を よ
報本 う
の人 に
集がす
積知 る
・り

②
セ 報

ン の
シ 収

テ 集
イ を

ヴ 制

な 眼

精

③
目

的

明

示

④
適 定
正 め
な る
管
理
基
準
を

⑤本
を

人 認
に め
ア る

ζ
ス

権

⑥
本刑認
人用め
にさる
値 し
人止

情め
報権
のを

大
都
市
圏
と
地
方

東 京 圏
人90

53.3 17.8 67.8 37.8 43.3 50.0

名古屋圏 26 34.6 38.5 76.9 42.3 34.6 38.5

大 阪 圏 61 52.5 14.8 73.8 41.0 42.6 32.8

その他地方 428 45.6 16.6 75.2 43.5 33.4 46.0

ブ
ロ

ッ

ク

.別

-

北 海 道 34 38.2 14.7 55.9 38.2 44.1 61.8

東 北 ・48
47.9 14.6 79.2

'52
.1 20.8 58.3

関 東 178 50.0 18.5 72.5 38.8 39.9 46.1

東 海 58 34.5 27.6 82.8 41.4 27.6 43.1

近 畿 100 50.0 ・14
.0 7'8.0 43.0 41.0 34.0

中 ,'国 48 54.2 14.6 58.3 50つ 43.8 43.8

四 国
"37

5L4 24.3 67.6 48.6 32.4 、37.8

九 ・.州 87. 144.8 138 . 79.3 39.1 27.6 46.0

沖 縄 15 33.3 20.0 93.3 40.0 46.7 46.7

全 国 605 46.9 17.5 74.0 42.3 35.9 45.0
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2.3.5消 費者 が 企 業 の個 人 情 報集 積 に対 して抱 い て い る問題 意 識 と,重 視 す

るル ール 内容 との 関連 をみ る と(表16),「 外 部悪 用 」 や 「他 目的 使

用 」 へ の危 惧 が 「目的 明 示」 と(共 に70%強),「 情 報 の誤 り」 へ の

危 惧 が 「ア クセ ス権 」 と(45.1%),強 く関連 して い るのは 当 然 とい.

え るが,「 利 用 を や め させ る権利 」 に対 しては,「 電 話 ・訪 販 増 」(41.

1%)よ り も,む しろ 「外部 悪 用 」(48.7%),「 他 目的 使 用 」(49.

3%)と の ク ロス の方 が 多 い 。 これ は 「利 用 を や め させ る権 利 」 が強 引

な 電話 セ ール ス等 に よって私 生 活 の平 穏 を 乱 され る こ とに対 す る反 撃 な

い し防 止 の手 段 と して よ り も,む しろ 自己の情 報 を コ ン ト・一ル す る権

利 の一 環 と して意 識 され る度 合 の 方 が大 きい こ とを示 す の で は ない か と
層
も考 え られ る。

表16.企 業 の個 人情 報 集 積 に対 す る消 費者 の問題 意 識 と消費 者 の

重 視 す るル ール 内容 との関 連(問4と 問5-Bの ク ロス 集 計)

(複 数 回 答)

消 費 者 の 重 視 す る ル ー ル 内 容

①
個 利 う
入 用 る
情 を よ
報 木 う
の 人 に
集 が す
積 知 る
・ り

②
セ 報
ン の
シ 収

テ 集
イ を

ヴ 制
な 眼

精

③
目

的

明

示

④
適 定
正 め
な る

管
理

基
準
を

⑤
本 を
人 認
に め
ア る
ク

三
権

⑥
本 利 認
入 用 め
に さ る

個 し
人IL

情 め
報 権
の を

回

答

書

数

消

費

者

の

問

題

意

識

ξ

1畠

碧

き

①情報内容 に問題が少ない
17

43.6%
8

20.5%
32

82.1%
14

35.9%
13

33.3%
17

43.6%
391

00.0%

②企業が少 し注意すれば問題はない
28

42.4%
19

28・8%
50

75.8%
39

59.1%
20

30.3%
19

28.8%
66

100.0%

③ 個人情報の集積は進展 しないであろ う
17

63.0%
6

22.2%
21

778%
10

37.0%
10

37.0%
11

40.7%
27

100.0%

④ マイ ナス 面 よ りプ ラスの 効果 が 大 きい
9

40.9%
7

3輻8%
15

68.2%
13

59.1%
8

36.4%
7

3L8%
22

100.0%

問

題

が

あ

る

⑤聾碧が収集企業の外部へ流れて悪用さ
174
49.0%

68
19:2%

261
73.5%

141
39.7%

137
38.6%

173
48.7%

355
100.0%

⑥ 他目的使用
116
41.7%

53
19.1%

210
75.5%

118
42.4%

112
40.3%

137
49.3%

278
100.0%

⑦情 報の誤 り.古 い情報
128
50.2%

47
18.4%

171
67.1%

114
44.7%

115

45.▲%

112
43.9%

255
100.0%

⑥ 的外 れ の ダ イ レク ト ・メー ルが ふえ る
55

48.2%
11
9.6%

9280
.7%

52
45.6%

33
28.9%

48
42.1%

114
100.0%

⑨電話 セールス ・訪販の増加
96

46.4%
35

16.9%
156
75.4%

91
44.0%

693
33%

85
4輻1%

207
100.0%

⑩輪?鵠 な"う ち剛 人情報が集積
180
50.0%

58
16.1%

266
73.9%

139
38.6%

126
35.0%

186
5L7%

3601
00.0%

回 答 者 数 283
46.9%

105
ハ74%

447
74.1%

254
42」%

2.16
35.8%

2714
4.9%

603
100.0%
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2.3.6次 に ル ー ル 化 を 是 と す る グ ル ー プ 及 び 当 面 不 要(将 来 問 題 を 生 ず れ ば

必 要)と す る グ ル ー プ に 分 け て,重 視 す る ル ー ル 内 容 を み る と,両 者 共

に 「目 的 明 示 」 を 重 視 す る 人 の 割 合 が 格 段 に 高 い(前 者 グ ル ー プ …72.

5%,後 者 グ ル ー プ …76.5%)。 前 者 が 後 者 と 比 較 し て,よ り重 視 し

て い る の は 「ア ク セ ス 権 」(前 者 …39.2%,後 者 …27.3%)と,「 利

用 を や め さ せ る 権 利 」(前 者 …49.1%s
.後 者 …35.3%)で あ る 。

表17.ル ール 化 の 必 要 性 につ い ての消 費者 の意 見 と重 視 す る

ル ール 内 容 との関連(問5-Aと 問5-Bの ク ロス集計)

(複 数回答)

ル ール化の必要性 についての消費者の意見

①
必

要

望薄$
面来れ問

ば不
題必

要を薯

③
不

明

④
そ

の

他

合

計

l
l

①難繁篇髭醗 本 198

48.2%
81

44.3%

1

25.0%

16

51.6%
280
44.5%

鴎 議 ティヴ嫌 報の収集
72

17.5%
34

18.6%
0

0.0%
5

16.1%
106
"16

.9%

③目 的 明 示
298
725%

140
76.5%

3
75.0%

18
58.1%

441
70.1%

④適正な管理基準を定める
159

38.7%
91

49.7%
2

50.0%
13

41.9%
253
402%

⑤ 本人にアクセ ス権 を認め る
161

392%

50

27.3%

3

75.0%

11

35.5%

214

34ρ%

⑥歪雑 纂 騎 の棚 さし
202

49.1%

65
35.5%

2
50.0%

18

58.1%

269

42.8%

回 答 者 数
411

100.0%
183

1000%
4

100.0%
31

100.0%

629
1000%
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2.3.7消 費 者 の タ イ プ に よ る意 識 の相 異 ・

ダイ レク ト ・メ ー ルや 電 話 セ ー ルス へ の対 応 の仕 方 に よ って,消 費 者

を次 の よ うな タ イ プ に分 類 す る こ とが で き る。

(ダ イ レ・ク ト ・メ ー ル)

〔MA〕 見 て,買 う タ イ プ

〔MB〕 見 て,・ 買 わ な い タ イ プ

〔MC〕 見 な い し,買 わ な い タ イ プ

(電 話 セ ー ル ス)

〔TA〕 買 う タ イ プ

〔TB〕 〕買 わ な い タ イ プ

(回 答 者 数 ・割 合)

(45人,9.8%)

(375人,81.7%)

(39人,8.5%)

(回 答 者 数 ・割 合)

(8人,1.7%)

(451人,98.3%)

上 記 の各 タ イ プ を,そ れ ぞ れ ダイ レク ト ・メ ール または 電話 セ ール ス

に よる迷 惑 の経 験 の 有無 に よって グル ー プ分 け し,「 個 人 情 報集 積 へ の

関 心 」,「 個 人 情 報 集積 に対 す る問 題 意 識 」,「 ル ー ル化 の必 要 性」 の

3項 目 につ い て 集計 し グ ラフ化 して み る と(図10),も っ と も特徴 あ

る傾 向 を示 して い るの はMA型(DMを 見 て,買 うタ イ プ)で あ る。 こ

の うちDMに 関 し迷 惑経 験 あ る グル ー プは,個 人 情 報 集 積 へ の関 心 が極

め て強 く(421%が 「おお い に」関 心 が あ る),「 外 部 悪用 」 へ の問

題 意 識 も他 の タ イ プ に比 べ て もっ と も強 い(78.9%)。 しか し 「本 人

不 知 」 は あ ま り問 題 と しな い(36.8%)。 そ して 「外 部 悪 用」 を問 題

と しつ つ も,ル ール 化 を是 とす る者 の割 合 は61.1%と 標 準 並み で,当

面 不 要 とす る者 の 割 合 が平 均 よ りやs高 い(33.3%)こ とが注 目 され

る。

次 に 「ダイ レク ト ・メ ール を見 て,買 うタ イ プ」 の うち,ダ イ レク ト

・メ ール に 関 して迷 惑経 験 の ない グル ー プは ,企 業 の マ ー ケ テ ィング に

対 して極 め て 同調 的 で,個 人情 報集 積 へ の 関心 度 は相 対 的 に低 く,「 外

部 悪 用 」 につ い て 問 題 意 識 を有 す る人 の割 合 も極 め て 小 さい(29・2%)

「ル ール 化 を是 とす る」 人 の割 合 も比較 的 低 く,「 当 面 不 要」 とす る人

の割 合 と同一 で あ る(42.3%)。

MB型(DMを 見 て,買 わ な い タイ プ)は 最 多数 の グル ープ を為 し,

個 人情 報 集積 へ の関 心 度,「 外部 悪 用」,「 本 人 不 知 」 等 に関す る問題
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意 識,ル ール化 を必 要 とす る意 識 につい てそれ ぞ れか な り高 い比 率 を示

してい る。 この 中 で,DMに 関 し,迷 惑 経験 の あ る グル ー プは,な い グ

ル ープ に比 べ て,上 記 項 目につ い て,よ り高 い比 率 を持 つ が 両者 の差 は

些程 大.き くは な い。.,.一.

TB型(電 話 セ ール ス につ.いて,買 わ ない タ イ プ)の 場 合 も,上 記M

B型 に類 似 した傾 向 が み られ る。

MC型(DMを 見 な い し,買 わ な い タイ プ)の 場 合 も,「 外 部 悪 用」

「本 人不 知 」 につ い て,問 題 意識 を持 つ 人 や 「ル ール化 を是 とす る」人

の割 合 は比 較的 高 い 。
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図10消 費者 の タ イ プに よ る意 識 の相 異(1)

(問1と 問2の ク ロス に よ るタ イ プ ご とに問3
,問4,問5-Aの 各 集 計)
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(MB-2)

ダ イ レ ク ト ・メ ー ル を

見 て 買 わ な い タ イ プ

(迷 惑 経 験 な し)

(MC-1)
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(TA-1)
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次 に上 記 のMB型,即 ち 「ダイ レク ト ・メ ール を見 るが,買 わな い タ

イ プ」 の人(375名)を,ダ イ レク ト ・メ ール に関 す る迷 惑 経 験 の有

無 に よって 二 つ の グル ー プ に分 け,そ れ ぞれ の グル ー プを さ らに電話 セ

ール ス に よる迷 惑 経 験 あ有 無 に よ って 分 け てみ る と,次 の よ うな特 徴 が

読 み とれ る(図11)。

即 ち ダ イ レク ト ・メ ール に関 して迷 惑 の経験 の あ る グル ープ では,電

話 セ ール ス に よ る迷 惑 経 験 の有 無 に よ って,大 きな差 異 を生 ず るこ 電話

セ ニル ス に よる迷 惑経 験 のあ る 場 合 と,な い場 合 を比 較 す る と,① 企 業

の個 人情 報 集 積 へ の関心 度,② 「外 部悪 用 」,「 本 人不 知 」 に対 す る問

題 意 識,③ ル ール 化 の 必要 性 に 関 す る意 識 につ い て,前 者 の方 が か な り

シ ビアで あ る。

これ に反 し,ダ イ レク ト ・メ ール に関 して迷 惑 の経 験 の な い グル ープ

で は,電 話 セ ール ス に よ る迷 惑経 験 の有 無 に よる差 異 は は るか に小 さい。

以 上 の相 異 を生 ず る理 由 は,ダ イ レク ト ・メ ール に関 し迷 惑 の経験 を

持 つ人 は 比較 的 感 受 性 の 強 い 人 た ちだ か らで あ ろ う。

(・TB-1)

電 話 セ ー ル ス を受 け て

買 わ な い タ イ プ

(迷 惑 経 験 あ り)'
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図11消 費 者 の タ イ プ に よ る意 識 の相 異(H)

(同 前) (%)

企 業 の個 人情報集 積に 企業の個人情報集積に対 ル ニ ル 化 の 必 要 性 に

選 択 肢 対す る消 費者 の関心 度 す る消費者の問題意識 関 す る 消 費 者 の 意 識
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付 ・回 答 者 の 「そ の 他 意 見 」(自 由記 入欄)

1.ダ イ レク ト ・マ ー ケ テ ィ ング 自体 の価 値 を否 定 す る意 見

○カ タ ログや電 話 セ ー ル ス では 適切 な商 品選 択 は で きな い。

○必 要 な品 は 自分 で見 て買 う。 ダイ レク ト ・メ ール 等 は迷 惑 。

○ダ ィ レク ド メ ール,電 話 セ ール ス,訪 販は い ず れ も,自 分 の時 間 を 占領

され る よ うで不 愉 快 。 一

。先 方 か ら電話 セ ー ル ス された くな い(欲 しけ れば 自分 の方 か ら電 話 す る)。

○信 用 情 報 の必 要 性 は認 め るが,販 売 促 進 を 目的 とす る個 人 情報 収 集 の必 要

性 に つい ては 疑 問 を持 つ。

2.ダ イ レク ト ・マ ー ケ テ ィング 自体 の価 値 を肯 定 す る意 見

o無 駄 はあ るか も しれ な いが,ダ イ レク ト ・メ ール や 電 話 セ ール ス を利用 し

て生 活 向上 を 図 るべ きだ と思 う。 テ レ ビで買物 を して届 け て貰 え る世 の 中

にな るのを望 ん で い る。 「どこか で知 られ て悪 い こ とは ない 」 自分 と思 っ

て い る。-

○農 繁 期 で多忙 な主 婦 や,育 児 に追 わ れ てい る主 婦 は カ タ ログ販 売 を利 用 し

てい る。 ダ イ レク ト ・メ ール は 慎重 に選 べ ば 便 利 で あ る。

oダ イ レク ト商 法 自体 は興 味 もあ り,や めた方 が 良 い とは思 わ な い 。

○ダ イ レク ト ・メ ール は 不要 な ら買 わ な いか ら迷 惑 しな い。

oダ イ レク ト ・メ ール が来 て も注 文 す るこ とは しな い が,最 近 の傾 向 ・流 行

が わ か るの で 興 味 が あ る。

。個 人情 報 が悪 用 され な け れ ぽ,ダ イ レク ト ・メ ール は あ って も良い。

・個 人情 報 が販 売 促 進 に使 わ れ るだけ な ら問題 な い が,悪 用 の お それ が あ る

の でル ール 化 が 必 要 で あ る。

o悪 徳 業 者 だけ で な く,良 心 的 な企 業 もあ る。 その た め に も目的 を 明示 して

個 人 情 報 の利 用 を認 め るべ き であ る。
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3.ダ イ レク ト ・マ ー ケテ ィ ング に よ る迷 惑 の経 験

一こ ダ イ レク ト ・メ ール

aし つ こい

O断 りの葉 書 を 出 した が,そ の あ と も しつ こ くダイ レク ト ・メ ール が来 る。

(同 旨3件)

。1度 取 寄 せ た ら,そ の あ とつづ け て5 ,6回 来 た。

oデ ィナ ー付 招待 券 を送 りつ け て ,欠 席 な ら券 を取 りに来 る と言 って きた。

b的 外 れ

o的 外 れ 多 く,資 源 の浪 費(同 旨6件)。

c誤 り ・不在 者 宛

o子 供 の 生年 月 日に誤 りの あ るダ イ レク ト ・メ ール が学 習塾 か ら来 て,そ

のあ と同 じ誤 りの あ るメ ール が複 数 先 か ら5年 間 つづ い て来 た。

○娘 が嫁 い だ あ と3 ,4年 ダイ レク ト ・メ ー ルが来 た。

○既 に死 ん だ者 へ の ダ イ レク ト・メ ール(同 旨3件)
。

d注 文 しな い商 品 の送 付

O注 文 しない 商 品 が い きな り送 られ て来 た。 不要 の際 の返 送 期 限 が つけ ら

れ てお り,返 送 す る の も面倒 。(同 旨4件)

e年 少 者 へ の勧 誘

。教材 の勧 誘 等 年 少 者 の購 買 欲 をそ そ り,動 揺 させ るの で困 る。(同 旨4

件)

三 電話 セ ール ス

aし つ こい

○断 わ ろ うと して も切 らせな い。

○何 とか 面接 に持 込 も うとす る。

o電 話 を切 った らそ の あ と何度 もか け て きた。

o断 わ った ら夜9時 以 後 に また電 話 して きた。

b勤 務 先 に

勤 務 先 に,は じめ個 人 名 を名 乗 って しつ こ く勧 誘 され た。(同 旨2件)

c夕 食 時 や 夜 間 に

。夕食 の準 備 を してい る時。
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o夕 食 時 。

o夜9時,10時 過 ぎ。(以 上 同 旨6件)

d目 的 をか くす

Oア ンケ ー トを装 う。

o昼 食 パ ー テ ィーや料 理 の講 習会 を勧 め る。

○賞 品 が当 った と称 して 吊 る。

e年 少 者宛 に 一

〇友人 を装 い子 供 を電 話 口に連 れ 出す 。

。年 少者 へ の セ ール ス が 多 く困 惑 してい る。

f断 った時 の態 度 が不愉 快

○ 断 わ る と態度 が急 変 す る。

暴 言,脅 迫,い や が らせ をい う,切 り方 が無 礼 。

9そ の他

O断 わ った の に,相 手 の企 業 の別 の人 か らま た同 じセ ール ス の 電話 が来 た 。

o学 生 アル バ イ ト風 の 相手 が,マ ニ ュアル どお り一 方 的 に最 後 ま で しゃべ

るの で,聞 か され る方 は疲 れ る し時 間 が ムダ。

。買 うといわ な い の に適 当 な返 事 を した ら品物 を送 りつ け て来 た。

o金 額 の大 きい 商 品 を安 易 に勧 め る。

o資 産 状態 や 子 供 の成 績 な どを聞 き 出そ うとす る。.

o同 窓 会 名簿 を作 る とい つ わ って,居 な くな った家族 の住 所 を しつ こ く聞

き出 そ うとす る。

四 個 人情 報 集積 へ の不 安
、

a知 られ過 ぎて い るの が不 愉 快 で気 味 悪 い。

。(学 習教 材 のセ ール ス)子 供 の進 路,担 当 教 師名 ま で知 っ て い る。

。(電 気温 水 器 のセ ール ス)わ が家 の1年 間 の電気 使 用 料 の グ ラフ を見 せ

られ た。

○ダイ レク ト ・メ ー ル の あ と,同 じ先 か ら電話 が来 る時 な ど当 方 の状 態 が

相 手 の手 の内 に把 握 され て い るよ うで気 持 悪 い。(以 上 同 旨1・1件)

oク レジ ッ トカ ー ドの 申込 に際 し関連 情報 の記 入 を強 制 さ れ た。

。ク イズ の応 募 に際 し財産 状 態 を 書 か され た。
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b不 利 にな るよ うな使 わ れ方 をすQこ とへ の不安

。企 業 に集積 され て い る個 人情 報 が,興 信 所 に よ る素行 調 査 等 に利 用 され

る と恐 ろ しい。

○個 人情 報 を収 集 した企 業 に,問 題 を起 す人 がい な い とい う保障 は ない の

で,常 に転 用 の危険 は 免 れ得 ない 。・

○個 人情 報 が 販売 目的 だ け に使 われ るな ら問題 な い が,悪 用 ・ 目的外 使 用

の危 険 が あ る。(同 旨2件)

○信用 情 報 の ブ ラ ンク リス トを調 べ て販 売 セ ール ス の参 考 に供 す る こ とが

簡単 に で き る とす る と恐 ろ しい。

。先 方 の誤 りで未 払 い の ズラ ック リス トに乗 せ られ る と最 後 まで差 別 され

るの が恐 ろ しい。

oち ょっ とした未 払 い で ブラ ンク リス トに乗 せ られた こ とが あ る。

五、 ル ール 化 に関 す る 意見

aル ール化 の必 要 性

o悪 用 防 止 のた め必 要

○道徳 的 ル ール では 甘 い。

b時 期

○ 「将来 問 題 を生 じた場 合 に」 ル ール 化 す れば よい とい う意 見 が あ るが,

誤 った情 報,古 い情 報 に よ る将来 の被 害 は,い まの うち に原 因 を除 かね

ば な らない 。

。問 題 が生 じてか らで は お そ い。(同 旨4件)

cル ール の有 効性

○どの よ うなル ール を っ くって もプ ライバ シ ー を守 るの は 不 可能 。

○ル ール をつ くって も問 題 は解 決 しな い。個 人情 報 管 理 者 の適 性 を チ ェ ソ

クす べ きで あ る。

○違 反企 業 の名 称 を公 表 して も,す ぐ名 称 を変 え るの で効果 な い 。

d制 裁

○ル ール の違反 に厳 しい罰 則 が必 要 。

o名 簿 の売 買 に罰 則 が 必 要 。

。ル ール を作 って も守 られ る こ とは期 待 でき ない。 違反 企 業 の商 品 ボィ コ
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ッ トな ど世 論 で対 応 す る ことが必 要 。

e相 談 窓 口

○ トラ ブル を生 じた場 合 の相談 窓 口 が必要 。

f・ 収 集 制 限

o未 成 年 者 に関 す る情 報 は 収 集 す べ き でな い 。

o収 集 で き る個 人情 報 の 内容 ・目的,ル ール違 反 に対 す る罰則 を明確 化 す

べ きであ る。

9ア クセ ス権

○個 人 の信 用 に係 わ る不 正 確 な 情報 で相 手企 業 の 出先 の支店 に か け合 った

が プチ が あ か ず,訂 正 す るの に遠 隔 地 の本 社 との間 で複 雑 な手続 を とら

ね ぽな らな か った 。

。アクセ ス権 に関 す る適 切 なル ール化 を望 む 。

oア クセ ス権 に よ る 自己情 報 の訂正 を認 め る と,情 報 内 容 が 自己本 位 とな

り価 値 が うす れ るの で は ない か 。

h利 用 差 止 め

o個 人情 報 の利 用 をや め させ る制度 につ い て は,そ の理 由 を第三 者 が審 査

す る こ とに よっ て,企 業 側 の営 業 の 自由 と両立 で きる の では ない か 。

i公 開

o個 人情 報 の収 集 には本 人 の承 認 が必 要 。

」 外部 提 供

○個 人 の生 年 月 日な ど,公 の機 関 が 第三 者 に開示 す べ きで は ない 。

○役所 が管 理 す る個 人 情 報 や,学 校 の卒 業生 名 簿 の外 部 提 供 につ い ては き

び し く規 制 す べ き であ る。
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3.企 業(個 人 情 報 関 連 企業)

(調 査 対 象 企業 の 選 別 方 法)

調査 対 象 企 業 の選 択 は,次 の方 法 に よ り行 った 。

① 「電 算 機 ユー ザー年 報1986年 版 」(日 本 経営 科学 研 究所 編)及

び 東 洋 経 済 「日本 の会 社 ベ ス ト50,000(法 人 所得),1986年 版 」

を 参考 と し,小 売 業等 流通 関係 を 中心 とし て選択 。

② 小 売 業以 外 の業 種 につ い て も,電 算 機 ユ ーザ ー年 報 適用 らん に

t'顧 客 情 報"の 表 示 あ る ものは 原則 とし て と りあ げた
。

③ そ の 他文 献 資料 等 に紹介 され てい る企 業 で,本 調 査 目的 に係 わ り

を持 つ と思 わ れ る もの を選択 した 。
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(業 種別 調 査 票 回収 状況)',.・,一

調 査 票 調 査 票

業 種 発 回 回 業 種 発 回 回

送 収 収 送 収 収

数 数 率 数' 数 ,率

貿 易 商 社 6 2

%3
3.3 娯 楽 二 観 光 35 b

%
25.7

百 貨 店 ・ス ー パ ー 117 54 46.2 出 版 ・ 印 刷 37 9 24.3

自 動 車 販 売 33 9 27.3 広 告 代 理 店 3 1 333

"

食 品 販 売'』 38 12 31.6 教 育 6 0
'

α0

繊 維 製 品 販 売 48 12 25.0 情 報 ・ 通 信 24 8 33.3

燃 料 販 売 8 3 37.5 サ ー ビ ス そ の 他 41 15 36.6

電 気 機 器 販 売 23 7 30.4 建 設 9 5 555

鋼 材 ・建 材 販 売 1 0 0.0 食 品 31 7 22.6

薬品 ・化粧品販売 8 3 37.5 繊 維 12 2 167

そ の 他 商 業 95 26 27.4 化 学 4 2 50.0

証 券 26 8 30.8 製 薬 3 0 0.0

生 命 保 険 22 14 63.6 石 油 製 品 1 0 0.0

損 害 保 険 13 6 46.2 鉄 鋼 ・ 金 属 3 1 33.3

不 動 産 16 3 188 電 気 機 器 21 10 47.6

運 送 15 6 40.0 そ の 他機 械 器 具 13 6 46.2

航 空 3 3 100.0 そ の 他 製 造 19 8 50.0

倉 庫 4 2 50.0

電 気 ・ ガ ス 18 9 50.0 合 計 756 262 34.7
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(回 答 者 の役 職 及 び 担 当部 門)'一

企 業 の 回答 者 の役職 及 び担 当部 門 は 次 の とお りであ る。

(役 職)

社 長

社 長 以 外 の取 締 役

部 室 長

部 次 長,副 部 長

課 長

課 長 代 理,係 長 等

そ の他 役 付

非 役 付

(担 当部 門)

情報 シ ス テ ム部 門

経 営 企 画 〃

『電 算 〃

経 理 〃

事 務 管 理 〃

総 務 〃

人 ・事 〃

マーケティング 〃

.*記 載 あ る も の

5名

9

55

15

67

38

15

47

(う ち専 務1,常 務2,部 室 長 兼 務4)

(う ち本 部長2)

(う ち 課 長 代 理 ・課 副 長16,係 長 ・主 任22)

(シ ス テ ム ・マ ネ ジ ャ ー-4,主 査2等)

*記 載 あ る も の

75

26

47

22

5

11

・2

17
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3.1企 業 に よ る個 人 情 報 の 収 集 ・利 用 状況

3.1.1企 業 に よ る個 人 情報 の 利 用 状 況

この ア ン ケ ー ト調査 の実 施 に際 し ては,販 売 促 進 の 目的 で個 人 情 報 を

現 に利 用 し,ま たは 将 来 利 用 す る可 能 性 が高 い と推 測 され る企 業 を 中心

に対 象 を 選定 してい る 。

回答 企 業262社 の うち,販 売 促 進 の 目的 で個 人情 報 の 利 用 を 現在 行

っ てい る者 は179社(68.3%)で,179社 の 電算 化 率 は93、3%で

あ る(表18)。

表18個 入情報 の利用状況 と電算処理

(問1,問3)

個⇒ 稔 蕊 、
179社68.3・%

8331.7

(合 計) (262)(100.0)

自社 で個 人 情 報 を 蓄 積 ・利 用 す るに 当 っ て

コン ピ ュー タ を使 用 してい る企 業
167社

値 入 情 報 の今 後 の必 要 性 につ い て は,現 在 利 用 して い な い者43社 を

含 め て,217社(82.9%)が 必 要 性 を認 め てい る(表19)。

表19販 売促進の観点か らみた個人情報 の今後 の必要 性

(問2)

① おおい に必要 128社 48.9 %

② 必 要 89 34.0

(①+② 小計) (217) (82.9)

③ あ ま り必要 でない 30 ll.5

④ 必要 でな い 6 2.3

⑤ わ か ら ない 9 3.4

(合 計) (262) (100.0)
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回答数 の比 較 的 多い 業 種 につ い て,個 人情 報 の利 用 状 況 をみ る と次 の

よ うに な って い る

個人 情 報 を

③ 回答者の全部 または殆

どが値入情報を利用し

ている業種

⑤ 上記以外で,回 答者の

過半が値入情報を利用

している業種

⑥ 個人情報を利用してい

る企業が一部あるが,

半分ないしそれ以下に

とどまっている業種

(業 種)(利 用 している企 業)(利 用していない企 業)

百 貨 店 ・月 販331

衣 料 等 小 売7.0

家 電 品 小 売60

そ の 他 小 売80

自 動 車 販 売90

ホ テ ル ・旅 館71

総 合 建 設41

ス

料

証

生

出

食

ノこ 一

券

保

版

品

電 気 機 器

繊 維 衣 服 卸

運 輸 付 帯

損 保

13

6

10

6

4

5

2

2

3

7

2

4

3

3

5

3

2

3
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〔参 考 〕

表20・ 業種別個 人情報 の利用状況 と今後 の必要性

(問1,問2)

個人情報の利用状況 個人情報の今後の必要性
業 種

有 り な し
おおいに
必 要 必 要 あ ま り必

要 で ない
不 要 不 明

総 合 卸 売 2 2 2 1 1 0 0

食 料 品 卸 売 3 6 2 4 1 0 2

繊 維 衣 服 卸 2 3 1 1 1 2 0

化 学 品.卸 売 0 1 0 0 1 0 0

機 械 卸 売 1 2 2 0 1 0 0

電 気 製 品 卸 1 0 1 0 0 0 0

燃 料 卸 売 1 2 1 2 0 o 0

そ の 他 卸 売 4 1 3 、 2 0 0 0

百 貨 店 月 販 33 1 24 10 0 0 0

ス ー パ ー 13 7 11 5 4 0 0

衣 料 等 小 売 7 0 5層 2 0 0 0

飲 食 料 小 売 2 1 0 2 1 0 0

自 動 車 販 売 9 0 5 4 0 0 0

家 電 品 小 売 6 0 4 2 0』 0 0

家 具 等 小 売 3 0 2 1 0 0 0

薬 化 粧 小 売 2 1 1 2 0 0
'0

書 籍 等 小 売 1 1 1 1 0 0 0

通 信 販 売 2 0 2 0 0 0 0

そ の 他 小 売 8 0 6 2 0 0 0

農 水 金 融 1 1 0 2 0 0 0

消 費 者 金 融 3 0 2 0 1 0 0

そ の 他 金 融 1 . 0 0 0 1 0 0

証 券 業 6 2 3 4 0 0 1

生 命'保 険 10 4 10 4 0 0 0

損 害 保 険 3 3 3 3 0 0 0

不 動 産 業 2 1 1 2 0 0 0

旅 客 運 送 3 1 3 0 1 0 0
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個人情報の利用状況 個人情報の今後の必要性
業 種

有 り な し
おおいに
必 要

必 要 あ ま り必

要 でな い
不 要 不 明

貨 物 運 送 0 2 0 1 0 1 0

海 運 航 空 2 1 0 3 0 0 0

運 輸 付 帯 2 2 3 0 1 0 0

倉 庫 0 1 0 1 0 0 0

電 気 ・ ガ ス 6 3 3 5 0 0 1

ホ テ ル 旅 館 7 1 4 4' 0 0 0

映 画 ・ 娯 楽 0 1 0 1 0 0 0

新 聞 0 1 0 0 0
'1

0

出 版 6 3 4 2 3 0 0

広 告 0 1 0 1 0 0 0

情 報 ・ 通 信 2 6 2 1
、

3 1 1

教 育 1 0 0 1 0 0 0

総 合 建 設'
'4

1 2 2 1 0 0

食 料 品 4 3 1 4 1 0 1

繊 維
>2

0 2 0 0 0 0

化 学 2 0 0 2 ・0 0 0

金 属 製 品 0 1 0 0 1 0 0

機 械 1 1 1 1' 0 0 0

電 気 機 器 5 5 5 1 3 0 1

精 密… 光 学 0 2 0 2 o 0 0
'

時 計 0 2 0
「

0 2 0 0

家 具 等 0 1 1 0 0 0. 0

貴 金 属 ・宝 石 1 0 0 1 0 0 0

楽 器 ・ 運 動 3 1 3 0 0 0 1

そ の 他 製 造 0 2 0 0 1 0 1

そ の 他 1 1 1 0 0 1 0

不 明 1 1 1 0 1 0 0
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3.1.2企 業 に よ る個人 情 報 の 収 集源

個人 情 報 を利 用 して い る企 業176社 の うち,171社(97.2%)は,

い わ ゆ る ハ ウス ・ リス ト(自 社 の 販 売活 動 か ら得 た顧 客 リス ト)の 所 有

者 であ る。

回答 企 業 につ い てみ る限 り,ア ウ トサ イ ド ・リス ト(ハ ウス ・リス ト

以 外 の顧 客 リス ト)は,ハ ウス ・リス ト保 有 者 が新 規顧 客 開 拓等 を 目的

と して,補 助 的 に用 い て い る よ うで あ る(表21)。

ア ウ トサ イ ド ・リス トを補 助的 に用 い る傾 向 は,主 要 な業 種 の 殆 どに

つ い て み られ る(表22)。

ア ウ トサ イ ド ・リス トの収 集 源 とし ては,自 社 の販 売活 動 以 外 で得 る

もの(14.8%),公 開 資 料(17.0%),名 簿 業 者(7.4%),他 社 で収 集

した情 報 の 利用(購 入 ・交 換 ・レ ン タ ル ・エ ン ドース メ ン トな ど15.3

%)等 とな って い る(表21)。

(注1)「 他社 の顧 客 リス ト 」の利 用 は,次 項 に述 べ る企 業 提 携 に

よ り他 社 の顧 客 リス トを利 用 す る場 合 と重 複 して い る。

(注2)表p9の 「そ の他 」の収 集 源 と して は,株 主 名 簿,従 業員

の 知人 ・友 人,会 員(顧 客)の 紹 介 に よ る会 員 の 同 窓生 名 簿

な どが挙 げ られ てい る 。

表21個 入情報 の収 集源 (問4)

(複 数回答)

収 集 源 回答件数 %

① 自社 の販売活動 171 972

② 自社 の販 売以 外 の活動 26 14.8

③ 公 開 された資料 30 17.0

④ 名簿業者 13 7.4

⑤ ㌣購蒜 挽 レン死 案内状発送の委託等に、る) 27 15.3

⑥ そ の 他 4 2.3

(回 答者 総数) (176) (100.0)
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一

一
〇
一
一

(複 数 回答)

表22個 入情報 の収集源(主 要業種別)

(問4)

①

自 社(販)

②

自社(販 外)

③
公 開

④
名簿業者

⑤
他 社

⑥
その他

回 答 者

① 食 料 品 販 売
3

100.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

33.3%

0

0.0%

3

100.0%

② 百 貨 店 ・ 月 販
33

100.0%

9

27.3%

7

2'1.2%

3

9.1%

7'
2L2%

0

0.0%

33

100.0%

③ ス ー パ ー
14

10α0%

2

14.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

14

100.0%

④ 自 動 車 販 売
8

88.9%

0

0.0%

2

22.2%

0

0.0%

1

11.1%

1

11.1%

9

100,09ら

⑤ 証 券 業
6

100.0%

2

33.3%

4

66.7%

3

50.o%

0

0.0%

0

0.0%

6

100.0%

⑥ 生 保
・10

100.0%

1

10.0%

1

10.0%

0

0.0%

3

30.0%

0

0.0%

10

100.0%

⑦ ホ テ ル 旅 館
7

100.0%

2

28.6%

3

42.9%

1

14.3%

2

28.6%

0

0.0%

7

100.0%

⑧ 出 版
5

100.0%

1

20.0%

2

4α0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

100.0%

⑨ 情 報 ・ 通 信
1

33.3%

1

33.3%

1

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3

100.0%

⑩ 電 気 機 器
5

83.3%

1

16.7%

2

33.3%

1

16.7%

1
:16 .7%

1

16.7%

6

100.0%

全 業 種
]71

97.2%

26

14.8%

30

17.0%

13

7.4%

27

15.3%

4

2.3%

176

100.0%



3.1.3個 人 情報 に 関 す る企 業 間 の提 携

個人 顧 客情 報 に関 す る企 業 提携 につ い て は,回 答 企 業260社 の う ち

33社(12.7%)が 提 携 有 りと答 え てい る.(表23)。'

提 携i先 との 関係 は,同 一 資本10社(28.6%),同 一 系列7社(20.0

%),取 引先7社(20.0%),協 同3社(8.6%),そ の他8社(22.9%)

で,「 そ の他 」の ケち6件 は カ ー ド会 社 との提 携 で あ る。

提 携i関 係 の あ る企 業 の うち14社(41.2%)が 個 人 情 報 の 相 互 利 用 を

行 ってい るが,同 一 資 本 に 属 す る企 業 提 携 の場 合 は,「 相 互 利 用 」が

60%を 占め て い る。 これ に反 し同一 系列 に属 す る企業 の 提携 の場 合 は,

85.7%が,い ず れ か一 方 に よ る他 社 の利 用 で あ る(表24)。

表23個 入情 報に関す る企業 提携

(問5)

A.企 業 提携 の有 無 ① 有 り 33社 12.7%

② 無 し 227社 87.3%

合 計 260社 100.0%

B提 携 の 内 容

(個 人情報 の利 用 関 係)

(複 数 回答)

① 自社 ← 他社 13社 39.4%

② 自社 → 他 社 ・6社 18.2%

③ 自社 之 他社 14社
]
42.4%

合 計
!

.33社 100.0%

C.提 携先 企 業 との

関 係

① 同 一 資 本 10社 28.6%

② 同 一 系 列 7社 20.0%

③ 取 引 先 7社 20.0%

④ 協 同 3社 8.6%

⑤ そ の 他 8社 22.9%

合 計 35社 100.0%

一162一



ー

一
〇
ω
ー

表24企 業 提携 先 と個 人 情 報 の利 用 関係

(問5-Bと 問5-dの ク ロス 集計)

企 業 提 携 先
「

①

同 一 資 本

②

同 一 系 列、

③

取 引 先

④

協 同

⑤

そ の 他
合 計

(

、提 個

人

携 情
報

の の

利
内 用

問

答 係
)

① 自社 ← 他 社
3

30.0%

4

57,19ら

2

28.6%

1

33.3%

5

71.4%

15

44.1%

② 自社 → 他社

'1

10.0%

2

28.6%

2

28.6%

0

0.0%

0

0.0%

5

14.7%

③ 自社 ≒ 他社
6

60.0%

1

14.3%

3

42.9%

2

66.7%

2

28.6%

14

41.2%

合 計
10

100.0%

7

100.0%

7

100.0%

3

100.0%

7

100.0%

34

100.0%



(注)個 人情報に関する企業提携 の状況

業 種'

'

提 携 先 提携内容 業 種 提 携 先 提携内容

・百 貨 店 取 引 先 自社←他社 ・燃 料 卸 売 同一 資本 先 自社←他社

● 〃 〃 相 互 利 用 ・電 気 機 器 同一 系 列 先 相 互 利 用
(注1)

● 〃 同一 資本 先 〃 ・楽器 ・運 動 具 同一 資本 先 〃

● 〃 〃 〃 ・消 費者 金融 〃 〃

● 〃 〃 〃 ● 〃 同 業 他 社 〃

● 〃 信 販 会 社 〃 ・証 券 〃 自社←他社

● 〃 〃 自社←他社 ・生 保

(注2)

取 引 先
{ 同一系列先

" .

・衣 料 等 小 売 信 販 会 社 〃 ■ 〃
同一系 列 先

{ 同一資本先
〃

● 〃 同 業 他 社 相 互 利 用 ● 〃 同一 系 列 先 〃

・家電 品小 売 同一 系 列先 自社→他社 ・不 動 産 記 載 な し 相 互 利用

・書 籍 等 小 売 信 販 会 社 自社←他社 ・倉 庫 〃 自社→他社

・自動 車 販 売 同 一 資 本 先
(親 会社)

〃 ・ガ ス 同 一系 列先
{ 同一資本先

〃

・総 合 卸 売 信 販 会 社 〃 ・運 輸 付 帯 記 載 な し 相 互 利 用

・食 品 卸 売 取 引 先 相 互 利 用 ・その 他 サー ビス 〃 自社→他社
■

・繊維衣服卸売 〃 〃 ●ホ テ ル

(注3)

他地区同業者 相 互 利 用

(注1)

(注2)

(注3)

系列販売店の顧客情報をメーカーの電算機に蓄積。

代理店の従業員名簿を利用。

提供先の顧客宛クラブ会報に自社の広告を掲載。
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3.2個 人情 報 集積 に関 す る企 業 の 問 題 意識

販 売促 進 を 目的 とす る個 人 情 報 の集 積 ・利 用 に関 し,個 人 プ ライ バ シー

の問題 を ど う考 え るか とい う質 問 に対 して,回 答企 業260社 の うち92 .7

%が,「 重 要 視 し」 また は 「問 題意 識 を持 ってい る」(図12)。

問題 意 識 の内 容 と し ては,「 個 人情 報 が収 集 企業 の外 部 に流 出 し,個 人

が迷 惑 す る」(51.7%)が もっ と も多 く,「 個 人 情 報 が本 人 の知 らない う

ちに収 集 ・利 用 され,そ の ような傾 向 が拡 大 して ゆ く」(49.6%),「 他

人 に知 られ た くな い情 報 ま で収 集 す る」(4&8%),「 収 集 した 情 報 を他

の 目的 に使 用す る」(43.0%)が 主要 な もの で ある(図13)o

回答企 業 の う ち5.7%は,個 人 プ ライ バ シー につ い て,「 あま り問題 視

」 せ ず,ま た は全 然 「問題 祝 して い ない」(図12)。 そ の理 由 と して は,

販 売 促 進 の た め収 集 され る個 人 情 報 は,内 容 か らみ て問 題 とな る余地 が す

くない」(61.9%)が 断 然 多 く,「 今後 個 人情 報 の メン テ ナ ンスが 改 善 さ

れ るで あ ろ う上(23.8%),「 ダ イ レク トメール 的 中 精 度 向上 の期 待」(

23.8%),「 強 引 な電 話 セー ル ス等 の淘 汰」(19.0%)が 挙 げ られ てい る

(図14)。

図12個 入情報 の集積 ・利用に伴 う個人 プ

ライバ シーに関す る企業の問題意識

(問6-A)

(回 答 者 数260社)

あ まり問題 に

していな い04.6%

(12社)

問題意識を_

持っている

1.1%問 題 に し て い な い

(3社)

L5%不 明

一 一 一重 要視

してい る
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図13個 人 プ ラ イバ シー に 関す る企 業 意識 の 内容

(企 業 全 般 の 問題 と して捉 え た場 合)、

①

(複 数 回 答 …

(回 答 者 数 …

他 人 に知 られ た くない 報 報(セ ン

シ テ ィブ な情 報)ま で収 集 す る 社

(118)

す る

(問6-B)

… …1社3つ 以 内)

… …242社)

0102030405060708090100

②

(42)口 ・7・・

③

(、 。4)ll・3・ ・

④ ㌫ 語 釈 ㌶ 鑑7
,)II…

⑤

(、 、)[=コ ・3・・

⑥

(58)[コ ・4・・

⑦

(54)[コ ・2・・

⑧

(、7)口7・ ・

惑す る

古い情報が更新 され ないため個人

⑨5秦曙㌫ ㌘ ㍑ 謡1

が拡大 してゆ く(120)

149.6
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図14'個 人 プ ライ バ シー に関 して企 業 が問題 祝

しな い場 合 の理 由

.(問6-C)

(複 数 回答)

(回 答 者 数 … … …21社)

0102030405060708090100
11111111111

① 販売促進のため収集される個人情
1

報 は,内 容 か らみ て 問題 とな る余

地 が す くない(13)

② 電 話 や訪 問 に よる強 引 な セ ール ス'

は,今 後 次 第 に淘 汰 され る で あ ろ

う(4)

③ 今 後 個 人 情 報 が集 積 す れ ば 的 は ず

れ の ダ イ レク トメー ル は減 少 す る

で あ ろ う(,5)

④ 今 後 個 人 情 報 の メ ンテ ナ ンス が改

善 さ れ て誤 りが 減少 し,情 報 の 鮮

度 も確 保 され る で あろ う エ(5.)

⑤ わ が 国 で は個 人 の プ ライ バ シ ーの

意 識 が あ ま り強 くな い

口19.o

[=コ23.8

[=ユ23.8

(3)Eコ ・4・3

161.9%

⑥ そ の他

(4)[コ ・9・・
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業 種 別 に み る と,個 人 プ ラ イ バ シ ー の 問 題 を 「重 要 視 」 し て い る 企 業 の

割 合 が 大 き い の は,ホ テ ル ・ 旅 館(87.5%),出 版(77.8%),情 報 ・通

信(75.0%),生 保(71.4%)で あ る 。(表25)

表25個 入 プ ライ バ シ ー に 関す る企 業 の問題 意識(主 要 業種 別)

(問6-A)

① 重視 して

いる

② 問題意識

を持っている

③ あま鋼

題 に してない

④ 問題にし

ていない

⑤
不 明 合 計

① 食料品卸売 4
50.0%

3
37.5%

0
0.0%

1
12.5%

0
0.0%

8

10α0%

②百貨店
・月販 15

44.1%
18

52.9%
1

29%
0

0.0%
0

0.0%
34

100.0%

③
ス ー パ ー

10
50.0%

9.
45.0%

0
0.0%

0
0.0%

1
5.0%

20
100.0%

④ 自動車販売 4
44.4%

5
55.6%

0
α0%

0
0.0%

0
0.0%

9
100.0%

⑤ 証 券 業 4
50.0%

4
50.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

8
100.0%

⑥ 生 保 10
71.4%

3
21.4%

1
7.1%

0
0.0%

0
0.0%

14
1000%

⑦ ホテ
ル旅館 7

87.5%
1

12.5%
0

0.0%
0

α0%
0

0.0%
8

100.0%

⑧ 出 版 7
77.8%

0
0.0%

1
11.1%

0
0.0%

1
11.1%

9
100.0%

⑨ 情報 ・通信 6
750%

2
25.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

8
100.0%

⑩ 電気機 器 3
333%

4
44.4%

1
1L1%

0
0.0%

1
11.0%

9
100.0%

全 業 種
139
535%

102
39.2%

12
4.6%

3
1.1%

4
1.5%

260
100.0%

問 題 意 識 の 内 容 に 関 して,業 種 別 に,回 答 企 業 の うち特 に高 い 比 率 を 占

め る企 業 が重 視 して い る もの を挙 げ る と次 の とお りで あ る(表26)。

ホテ ル ・旅 館 … … 「セ ン シ テ ィ ブ な情報 の収 集 」(75.0%)。

「外 部 流 出」(50.0%)

出 版 … … … 「セ ンシ テ ィ ブな情 報 の収 集 」(75.0%)

「外 部 流 出」(62.5%)

情 報 ・通 信 … … … 「本 人 不知 」(75.0%)

生 保 … …… 「本 人 不知 」(78.6%),「 外 部 流 出」(64.3%)
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1

(複 数 回 答)

表26個 人 プライバ シー に関す る企業の問題意識 の内容

(主 要業種別)

(問6-B)

①センシテ
ィ

ブ な 情 報

②販促撫

関係な情報

③

他目的使用

④

外部流出

⑤

情報の誤り

⑥

古 レ・情 報

⑦謡.

訪販増

⑧的はずれ

のDM増

⑨

本人不知 回 答 者
`

一

① 食 料品 卸 売
5

71.4%

3

42.9%

2

28.6%

3

42.9%

2

28.6%

1

14.3%

1

14.3%

0

0.0%

2

28.6%

7

100.0%

② 百貨店 ・月販
16

48.5%

8

24.2%

11

33.3%

16

48.5%

9

27.3%

12

36.4%

2

21.2%

4

12.1%

11

33.3%

33

100.0%

③ ス ー パ ー
9

47.4%

3

15.8%

8

42ユ%

8

42.1%

7

36.8%

7

36.8%

3

15.8%

1

5.3%

10

52.6%

19

100.0%

④ 自動 車 販 売
5

55.6%

2

222%

2

22.2%

5

55.6%

3

33.3%

5

55.6%

1

11.1%

0

0.0%

5

55.6%

9

100.0%

⑤証 券 業
2

25.0%

1

12.5%

4

50.0%

4

50.0%

1

12.5%

3

37.5%

2、

25.0%

3

37.5%

L4

50.0%

8

100.0%

⑥生 保
6

46.2%

4

30.8%

6

46.2%

9

69.2%

4

30.8%

3

23.1%

1

7.7%

0

α0%

11

84.6%

13

100.0%

⑦ ホ テ ル 旅 館
6

75.0%

1

125%

3

37.5%

4

50.0%

2

25.0%

2

25.0%

2

25.0%

1

125%

3

37.5%

8

100.0%

⑧ 出 版
6

85.7%

0

0.0%

2

28.6%

5

71.4%

3

42.9%

1

14.3%

1

14.3%

0

0.0%

3

42.9%

7

100.0%

⑨ 情 報 ・通 信
4

50.0%

0

0.0%

3

37.5%

2

25.0%

3

37.5%

2

25.0%

3

37.5%

0

0.0%

6

75.0%

8

100.0%

⑩電 気 機 器
3

42.9%

1

14.3%

3

42.9%

3

42.9%

5

71.4%

2

28.6%

1

14.3%

0

0.0%

3

42.9%

7

100.0%

全 業 種
118

48.8%

42

17.4%

104

43.0%

125

51.7%

81

33.5%

58

24.0%

54

22.3%

17

7.0%

120

49.6%

242

100.0%



食 料 品 卸 …… … 「セ ン シテ ィ ヴな情 報 の収 集」(71.4%)

電 気 機 器 …… … 「情 報 の 誤 り」(62.5%)

自動 車販 売 …… … 「古 い 情 報」,「 外 部 流 出」,「 本人 不知 」,「 セン シ

テ ィ ヴな情 報 の収 集」(各55.6%)

証 券 …… … 「外 部 流 出」 「他 目的 通 用」 「本 人 不知 」(各50.O%)

販 売 促 進 の観 点 か らみ た 個 人 情 報 の 今後 の必 要 性 に つい て,「 お おい に

必 要」 また は 「必 要」 と答 え た 企 業216社 全体 の うち,個 人 プ ライ バ シ

ーの 問題 に つい て 「重 要 視 し」 また は 「問題 意 識 を持 って い る」 者 は206

社(79.2%)で,「 あ ま り問 題 視 せ ず」 ま た は 「問 題 祝 して い な い」 者 は

9社(3.5%)で あ る。(表27)

表27個 人 情 報 につ い て の企 業 の 必要 度 と個 人 プ ラ イバ シー

に 関 す る企業 の 問 題 意 識 との 関連

(問2と 問6-Aの ク ロス集計)

個人 プライバ シーに関す る企業 の問題意識

①

重 い

要 る

祝
し
て

②

問 詩

題 つ

意 て
識 い
を る

③
にあ

し
ま て

り い

問 な

題 い

④

問 い

題 な
に い

し
て

⑤

不

明

合

計

個企
人業

情 の

報必
に要
つ良
い

て
の

① おおい に必要 79

622%

42
3a1%

5

39%

1

α8%
0

α0%

127

1000%

② 必 要 44

49.4%
41

4⑤1%

3

3.4%

0

α0%
1

1.1%
89

100.0%

③ あま り

必 要 で ない

11

367%
13

433%
3

1α0%

1
33%

2
a7%

30
1000%

④ 不 要 1

167%

3

5α0%

1

167%

1

167%
0

α0%
6

10α0%

⑤ 不 明 4

500%

3
375%

0

0.0%

0

α0%
1

125%
8

10α0%

合 計
139.

5a5%
102
392%

12

4.6%

3

1.2%
4∨

1.5%

260

10α0%
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3.3ル ー ル化 の 必 要性 に 関す る企業 の 意 識

3.3.1個 入情 報 の取 扱 い に 関す るル ール の作 成 に 関 しては(図15),「 今

後 個 人情 報 の収 集 ・利 用 を 円滑 に行 うた め には,そ れ と両 立 す るル ー ル

を作 る こ とが,む しろ必 要」 とす る企 業 が48.1%,「 個 人 情報 の保 護 を

十分 に考 慮 した ル ール を作 るべ きで あ り,そ の た め個 人情 報 の収集 ・利

用 が あ る程 度 妨 げ られ て も止 む を え ない」 とす る企 業が29.8%を 占め る。

両者 を併 せ る と77.9%が ル ール化 を必 要 と考 え て い る。

これ に対 して 「ル ール 作 りは な るべ く避 け るべ きで あ るが,個 人 情 報

の収 集 ・利 用 を妨 げ な い よ うなル ー ルで あれ ば 受 入 れ る こ と も止 む をえ

ない。 」 とす る企 業 が13.7%,「 ル ール作 りは 極 力避 け る べ きで ある(」

とす る企 業 は3.1%で あ る。

な おル ール 化 を避 け た い とす る企業(上 記 の 「な るべ く避 け た い」 と

す る企 業 と 「極 力避 け るべ きであ る」 とす る企 業)に つ い て,ル ー.ル化

を避 け る理 由 に関 す る回 答(43社)を み る と(図17),「 ル ール を

作 る と適 正 な値 入 情 報 を維 持 す るた め 高水準 の 措 置 を講 じなけ れ ば な ら

ない よ うに な'り.,企 業 の コス ト増 加 や効 率 の低 下 を招 くおそ れ が ある(」

及 び 「ル ール を作 る とル ー ル に違 反 してい ない か ど うか を調 べ るた め の

監 査ヵミ必 要 とな り,企 業 の負 担 が ふ え るc、jとす る企 業 がそ れ ぞ れ39.5

%,「 ル ー ル を作 る と個 人 の意 識 が高 ま り,か え って従 来 よ りも トラブ

ル が ふ え るで あ ろ う(」及 び 「ル ール を作 る と個 人 情 報 の収 集 や 利 用 がや

りに く くな る」 とす る企 業 がそ れ ぞ れ27.9%と な って い る。

(図15,図16,図17)
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図15ル ー ル の 必要 性 に関す る企 業 の意 見

(問7-A)

(回 答者数262社)
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べ きであ る

(i総
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29.8%
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要
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①

(複 数 回答)

図16ル ール 化 を必 要 とす る理 由

(回 答者数237社)

(問7-C)
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図17ル ール 化 を避 け るべ きで あ るとす る場合 の理 由
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ル ー ル作 成 の 時期 につ い ては,慎 重 派が56.8%,早 急 派が34.3%と

な って い る。

ル ー ル の形 態 と して は,「 行 政 指導 」35.7%,「 企 業 ご とに 自主 的 に

ル ー ル を 作 る こ と と し,必 要 に応 じ業 界 団体 等 が 協 力す る。 」27.1%,

「法 律 制 定 」25.8%と 意 見 が 三 分 され て い る(図18)。

図18ル ー ル化 の 時期 と形 態

ル ール 化 の時 期

(問7-D)

ル ー ル化 の形 態
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3.3.2業 種 別 に み る と(図19),ル ー ル 化 を 積 極 的 に 支 持 す る 企 業 の 割 合

が 多 い の は,食 料 品 卸(100.09・),生 保(92.9%),出 版(90.09e),

証 券(87.5%)で あ る 。 こ れ に 反 し,ル ー ル 化 に 消 極 的 な 企 業 の 割 合 が

多 い の は,ホ テ ル ・旅 館(50.09・),自 動 車 販 売(30.09・)で あ る 。特 に

ホ テ ル ・旅 館 は,前 述 の と お り個 人 プ ラ イ バ シ ー に 関 し 問 題 意 識 の 強 い

業 種 で あ る こ と が 注 目 さ れ る 。 ル ー ル 化 に つ い て,値 入 情 報 保 護 を 優 先

的 に 考 え る 企 業 の 比 重 の 大 き い も の と し て 証 券(62.5%),電 気 機 器

(55.6%)が あ る 。 な お 百 貨 店 ・月 販 は,ル ー ル 化 に つ い て73.5%が

積 極 支 持,20.6%が 消 極 的 で あ る 。

図19ル ー ル 化 の 必 要 性 に 関 す る 企 業 の 意 見(主 要 業 種 別)
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表28ル ー ル 化 の 時 期 と形 態(主 要 業 種 別)

(問7-D,7-E)

業 種 、

ル ー ル 化 の 時 期 ル ー ル 化 の 形 態

① 慎 重 ② 早 急 ③ 不 明 ④ その他 合 計 ①企業自主 ②行政指導 ③立 法 ④ 不 明 ⑤ その他 合 計

①食料 品卸 売
3

33.3%

6

66.7%

0

0.0%

0

0.0%

9

100.0%

3

33.3%

3

333%

3

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

9

100.0%

②百 貨 店 月 販
16

59.3%

10

37.0%

1,

3.7%

0

0.0%

27

100.0%

9

333%

8

29.6%

5

18.5%

5

18.5%

0

0.0%

27

100.0%

③ ス ー パ ー

9

50.0%

7

38.9%

2

11.]%

0

0.0%

18

100.0%

5

27.8%

5

27.8%

5

27.8%

3

16.7%

0

0.0%

18

100.0%

④ 自動 車 販 売
5

62.5%

3

37.5%

0

0.0%

0

0.0%

8

100.0%

5

62.5%

3

37.5%

0

0.0%

0

0.O%

0

0.0%

8

100.0%

⑤証 券 業
4

44.4%

3

333%
2

22.2%

0

0.0%

9

100.0%

0

0.0%

5

55.6%

1

11.1%

1

11」%

2

22.2%

9

100.0%

⑥生 命 保 険
8

66.7%

3

25.0%

0

0.0%

1

8.3%

12

100.0%

4

33.3%

4

33.3%

3

25.0%

0

0.0%

1

8.3%

12

100.0%

⑦ ホ テ ル 旅 館
1

25.0%

2

50.0%

1

25.0%

0

0.0%

4

100.0%

2

50.0%

1

25.0%

1

25.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

100.0%

⑧ 出 版
4

50.0%

4

50.0%

0

0.0%

0

0.0%

8

100.0%

3

37.5%

1

12.5%

2

25.0%

1

12.5%

1

12.5%

8

100.0%

⑨ 情 報 ・通 信
3

60.0%

2

40.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

100.0%

0

0.0%

2

40.0%

3

60.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

100.0%

⑩電 気 機 器
3

33.3%

5

55.6%

1

11.1%

0

0.0%

9

100.0%

1

11.1%

6

66.7%

2

22.2%

0

0.0%

0

0.0%

9

100.0%

全 業 種
134

56.8%

81

34.3%

18

7.6%

3

1.3%

236

100.0%

60

27.1%

79

35.7%

57

25.8%

20

9.0%

5

2.3%

221

100.0%



ル ー ル化 の形 態 につ い て は,ル ール 化 に比 較 的 積極 的 な電 気 機 器,証

券 は 「行 政 指 導」 を(66.7%,55.6%),ル ール 化 にやx消 極 的 な 自動

車販 売,ホ テ ル ・旅 館 は 「企 業 自主」 に傾 む いて い る(62.5%,50.O%)

百貨 店 ・月販 は,「 企業 自主 」 と 「行 政 指導 」 が それぞ れ30 .%前 後,.

「立 法 化 」 が20%弱 とな って い る。

3.3.3企 業 活 動 に お け る個 人 情 報 の必 要 性 の有 無 と,ル ール化 に関 す る意 見

との関 連 を み る と(表29),個 人 情 報 を必 要 とす る企 業(「 お お い に

必要 で あ る」 及 び単 に 「必 要 で あ る」 とす る企 業)の17.1%は ルール化

に消極 的(「 極 力避 け る」 及 び 「な るべ く避 け る」)で あ り,7&4%

は ル ー ル化 を積 極 的 に支 持 してい る。

ル ール 化 に 消極 姿 勢 の企 業44社 の う ち38社(86 .4%)は 個 人 情 報

を必 要 とす る企 業 で あ る。 一 方,「値 入情 報 の収 集 ・利 用 が あ る程度 妨 げ

られ て も,値 入 情 報 の保 護 を優 先 的 に考 慮 した ル ール を作 るべ きで あ る

とす る企 業82社 の う ち60社(73.2%)も, .個 人 情 報 を必 要 とす る 企

業 で あ る。

3.3.4個 入 プ ライ バ シー に関 す る企 業 の 問 題意 識 と,ル ー ル化 に対 す る企 業

の意 見 との 相 関 をみ る と(表30),ノ レー ル化 を拒 否 す る企 業8社 の

100%及 びル ール化 をな るべ く避 け た い とす る企 業36社 の91.7%は

値 入 プ ラ イバ シ ー につ い て 問題 意 識 を持 って い る企 業 で あ る。 同 じく個

人 プ ラ イバ シ ー につ いて 問 題意 識 を持 ってい る企 業 の割 合 は,個 人 情 報

の収集 ・利 用 を円 滑 に行 うた めル ー ル化 を必要 とす る企業 の95.3%,個

人 情 報 の保 護 を優 先的 に 考慮 す べ しとす る企業 の91.5%を 占 め てい る。

こ の よ うに ル ー ル化 に 対 して積 極 的 な企 業 だけ で な く,消 極 的 な企 業 に

おい て も個 人 プ ラ イバ シー に関 す る問題 意 識 は か な り旺 盛 で ある。

(注)こ れ に 対 し,個 人 プ ライバ シー に対 す る問題 意 識 が 「あま りない」

また は 「な い」 とす る企 業14社 の うち,ル ー ル化 に積 極 的 に賛 同 し

て い る者 は12社(80%)で,消 極 的 な者 は2社(13.3%)に 過 ぎない。
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表29個 入 情 報 の必 要度 とル ール化 に 関す る

意見 との関連

(問2と 問7-A)の ク
ロ ス 集 計

ル ー ル 化 に 関 す る 企 業 の 意 見

合

計

不

明

積

極

必1

要舞

三元

礼

;)

必積ル

巽㍊
個用)
人 と
情両
報立
のす
集る

消

極

な で集 い れ
る あ積 ル も
べ る ・1止

く一利登

避個用あを
け人をれえ
る情妨ばな
べ報げ受い
きのな入)

極 る
力
避
け
る
べ

き
で
あ

個
人

情
報
に

関

す
る

企

業
の

必

要
度

必 要
174

78.4%

60

27.0%

114

51.4%

38

17.1%

31

140%

7

3.2%

10

45%

222

100.0%

お お・い に

必 要

103

78.7%

31

237%

72

55.0%

25
19.1%

22

16.8%

3

23%

3

2.3%

131

100.0%

必 要
71

78.1%

29

31.9%

42

4σ2%

13
143%

9

9.9%

4

4.4%

7

7.7%

91

100.0%

必要でない
30

78.9%

18

47.4%

12

31.6%

6

15.8%

5

13.2%

1

26%

2

5.3%

38

100.0%

あ ま り必

要 でな い

25

78.2%

15

46.9%

10

31.3%

5

15.6%

4

125%

1

3.1%

2

63%

32

100.0%

不 要
5

83.3%

3

50.0%

2

33.3%

1
16.7%

1

16.7%

0

0.0%

0

0.0%

6

10α0%

不 明
8

80.0%

4

40.0%

4

40.0%

0
0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

2α0%

10

100.0%

合 計
212

78.5%

82

30.4%

130

4&1%

44

16.3%

36

133%

8

30%

14

5.2%

270

10α0%
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表30ル ー ル化 の 必 要 性 に 関 す る意 見 と個 人 プ ライバ

・シ ー に関す る問 題 意識 との関連

間7-Aと 問6-A(
)

の ク ロス 集計

個 人 プ ライバ シ ーに ① ② ③ ④ ⑤

関する企業の 重 問 い あ い 問 不 合

問題意識 要
視

題 る
意

ま な

り い

題
に

し
識
を

問
題

し

て

ルー ル化 に

関す る企 業 の意 見

て

い

る

持

ぞ

に

し

て

い

な
い 明 計

① 必 要(プ ラ イバ シ ー
47 28 6 0 1 82

優 先 の ル ール) 57.3% 34.1% 73% 0.0% 1.2% 100.0%

② 必 要(個 人情報の集
72 51 4 2 0 129

積 ・利用 と両立 す るル
ー ル) 55.8% 39.5% 31% 1.6% 0.0% 100.0%

③ なるべ く避 けるべ きで ある

(個 人情報の集積 ・利用 19 14 2 0 1 36

を妨 げ な いル ー ル で あれ

ば受 入 も止 む をえ ない)
52.8% 38.9% 5.6% 0.0% 28% 100.0%

④ 2 6 0 0 0 8

極 力避けるべきである
25.0% 75.0% α0%

'α0%
0.0% 100.0%

3.3.5以 上 の よ うに個人 プ ライ バ シー につ い て相 当 強い 問題 意 識 を持 って い

る企 業 の 中 で,ル ール 化 に 対 す る意 見 の相 異 が生 ず る原 因 を探 るた め に,

ル ール 化 に対 す る意 見 の 相 異 及 び個 人 プ ライバ シーに 関 す る問 題 意識 の

強 さに応 じて,回 答 企 業 を8つ の タ イ プに分類 し,重 視 す る問 題意 識 の

内容 をみ る と,次 の よ う な特徴 がみ られ る。(表31)

「ル ー ル化 に 当 り,個 人 情報 保 護 を優先 させ る タ イ プ」 と,「 個 人 情

報 の収 集 ・利 用 を 円滑 にす るた め,こ れ と両立 す るル ー ル を作 る こ とが

む しろ必 要 とす るタ イ プ」 を比 較 す る と,「 本 人 不知 」(即 ち,個 人 情

報が本 人 の知 らない うち に収 集 ・利 用 され,そ の ような 傾 向 が拡 大 され

て ゆ くこ と)に 関す る 問題 意 識 は,前 者,後 者 の タイ プ共,か な り高 水

準 の割 合 の企 業 が保 有 してい る(50%台)。
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しか し個 人 情 報 の 「外 部 流 出」 に関 す る問題 意 識 に つい ては格 差が み

られ る。 即 ち個 人 情 報 の 「外 部 流 出」 を 問 題 祝 す る企業 の割 合 は,前 者

の タ イ プで は 全体 にか な り高 い(60%台 な い し50%台)の に反 し,後

者 のタ イ プの場 合 は,個 人 プ ライ バ シ ー に つい て重 要 視 す るグル ー プ と

単 に問題 意 識 を持 つ グル ー プ の間 で差 が み ら れ る。(50%台 と30%台)。

この ことか ら 個人 情報 の 「外 部流 出」 に関す る問 題 意 識 の強 弱 が,ル

ール 化 に対 す る上 記 ふ た つ の意 見 の相 異 を生 む 原 因 を為 して い る もの と

推 測 さ れ る。

次 に 「ル ー ル化 を な るべ く避 け た い が,個 人 情 報 の収 集 ・利 用 を妨げ

ない よ うなル ー ル で あれ ば 受 入 れ も止 む を得 ない とす る タ イ プ」 につい

て,そ の 問題 意識 の特 徴 をみ る と,個 人 情 報 の 「外 部 流 出」 に 関す る問

題意 識 は極 め て 高い が;「 本 人不 知 」 に関 す る問 題 意 識 は か な り低 い。

(こ の タ イ プの う ち,個 人 プ ライ バ シー の 問題 を重 視 す る グル ー プに つ

い て み る と,「 外 部 流 出」6&4%に 対 し,「 本 人 不 知 」 は36.8%に 過

ぎ ない。 個 人 プ ライ バ シ ー につ い て単 に問 題 意 識 を有 す るグ ル ー プの場

合 は,「 外 部 流 出」57.1.%に 対 し,「 本 人 不知 」 は2&6%と 更 に低 い。)

な お,個 人 プ ライ バ シ ー の問 題 を重 視 し,ま た は 問題 意 識 を持 ち なが

ら,ル ー ル化 を否定 す る企 業8社 に つ い て,そ の意 識 内容 をみ る と,「

セ ン シテ ィ ブ な情 報 の収 集」(6社),「 電 話 セ ー ルス ・訪販 増 」(4

社)が 主 要 な もの で あ り,個 人 情 報 の 「外 部 流 出」 を指 摘 した者 は1社

の み で,「 本 人 不知 」 は皆 無 とな って い る。
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1

一
〇。
一
一

(複 数 回 答)

表31個 人 ブ ブ イバ シー に 関す る企 業 の 問題 意 識(タ2プ 別)

(問7-Aと 問6-Aの クロスに よるタイプごとに問6-Bの 集計)

個 人 プ ラ イ バ シ ー に 関 す る 企 業 の 問 題 意 識
回

答

者

数

全 に
対回
す

答 る
比

者 率

(242)

①
セ ヴ

ン な

シ 情

テ 報

イ

②
販無報
発問

促係
進な
と情

③
他
目

的
使

用

④
外

部

流

出

⑤
情
報
の

誤
り

⑥
古

い

情

報

⑦
電

話 訪
.販

増

⑧
的1)
は
ずM
れ
の 増

⑨
本

人

不

知

ル ー ル 化 に

関 す る 意 見

個 人 プライバ
シーに関 す

る問題 意 識

企

業

の

タ

イ

ゾ

④
必 要(プ ライバシ

ー優 先 の ル ール) 重 要 視
24

51」%

5

106%

16

34.0%

30

63.8%

18

3&3%

10

21.3%

10

21.3%

0

一

27

57.4%

47

1000%
19.4%

⑧ 同 上
問題意識

あり

13

46.4%

3

107%

12

429%

14

50.0%

8

286%

8

2&6%

7

250%

3

10.7%

16

57.1%

28

100.0%
1L6%

◎
必 要(個 人 情 報の

集積 ・利 用 と両立
す るル ール)

重 要 視
38

52.8%

11

15.3%

36

50.0%

39

54.2%

23

31.9%

16

222%

12

16.7%

7

97%

37

51.4%

72

100.0%
29.8%

◎ 1河 上
問題意識

あり

22

43.1%

13

25.5%

20

392%

18

35.3%

17

3a3%

16

3L4%

14

27.5%

2

3.9%

28

54.9

51

100.0%
21.1%

⑭
な る べ く避 け る

べ きで あ る(受

人 れ 止 む な し)
重 要 視

10

52.6%

4

21.1%

10

52.6%

13

68.4%

6

31.6%

5

263%

2

105%

0

一

7

36.8%

19.

100.0%
7.9%

① 同 上
問題意識

あ り

7

50.0%

3

21.4%

8

57」%

8

57.1%

3

2L4%

1

7.1%

4

28.6%

2

143%

4

2&6%

14

10α0%
58%

◎
極 力 避 け る べ き

で あ る

・

1底 波 祝

2

10仙%

〇

一

1

50.O%

0

一

1

5α0%

〇

一 ～

1

500%

0

一

0

一

2

1000%
0.8%

⑪ 同 」:
問題意識

あ り

4

66.7%

1

16.7%

2

3a3%

1

」6.7%

2

3a3%

2

3a3%

3

50.O%

2

333%

O

一

6

1000%
2.5%

全 体
口8

48.8%

42

17」%

104

4ao%

125

5■7%

81

33.5%

58

24.O%

54

223%

17

7.0%

120

49.6%

242

100.0%



(注 〉

前 記 の個 人 プ ライ バ シ ー の 問題 を重 視 し,ま た は意 識 しなが ら,ル

ー ル化 を 「避 け た い」 とす る企 業8社 及 び ル ール 化 を 「な るべ く避 け

たい」 とす る企 業33社 に つ い て,そ の他 の属 性 をみ る と次 の よ うに

なっているo・

ル ール 化 を 「避 けた

い」 とす る企 業

ル ー ル化 を 「な る べ く

避 け た い とす る企 業

.業 種

ホテル2,家 具2,

証券,通 販,情 報,化 学

各1

百 貨 店6,ス ー パ ー3,

自動 車 販 売3,家 電 品小

売2,ホ テル2,

生 保,損 保,旅 客 運 輸,

家具,電 気 機 器,一 般小

売等 各1

個入情報の

利用の有無

あ り7

な し1

あ り28

な し5

個入情報の

収集源

自社の販 売活動6

公 開1

A

自社の販 売活動27

自社の販 売以外3

の活動

公 開6

名簿業者3

他社(提 携先)2

企 業 提 携 な し7 あ り4

な し25

以 上 の よ うに,ル ー ル 化 に つ い て,こ れ を① 「必 要 とす る」 グ ル ー プ,

② 「な るべ く避 けた い」 とす る グル ー プ,③ 「否定 」 す る グル ー プに分

けて 比 べ る と,そ の殆 どが ハ ウス ・リス トを 主体 とす る企 業 で あ り,個

人 プ ライ バ シ ー につ い て か な り強 い 問題 意識 を持 って い る点 で は 共通 し

てい る。 異 る の は,重 視 す る 問題 意 識 の 内 容 で あ る。

.即 ち,① イレー ル化 を支 持 し,ル ール の 内 容 に つ い て は,個 人 プ ライバ
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シー の保 護 を優 先 す べ し とす る企 業 の場 合 は,「 本 人 不知 」 と個 人 情 報

の 「外 部 流 出」 を共 に重 視 す る。

次 に,② ル ー ル化 を支持 す るが,ル ール 内容 に つい て は,個 人情 報 の

集積 ・利 用 と両 立 す る範 囲 で定 め る ことを求 め る企 業 の 場 合 は,「 本 人

不知 」 を重 視 す るが,情 報 の 「外 部 流 出」 に つ い て は,個 人 プ ラ イバ シ

ーの 問題 を重 視 す るか 否 か に よっ て,問 題 意 識 に軽 重 の差 が あ る よ うで

あ る。 ま た,③ ル ール 化 を な るべ く避 け たい(個 人情 報 の集 積 ・利 用 を

妨 げ ない ル ール で あれ ば受入 れ も止 む を え ない)と す る企 業 の場 合 は,

情 報 の 「外 部 流 出」 を重 視 す る が,「 本 人 不 知」 は あ ま り重 視 して い な

い。 そ して④ ル ール 化 を極 力避 け た い とす る企 業 の場 合 は,「 本 人 不知

」 と情 報 の 「外 部 流 出」 を殆 ど全 く問 題 とせ ず,「 他人 に知 られ た くな

い情 報 の収 集」 や 「電 話 セー ルス ・訪 販増 」 を重 視 して い る。

これ らの相 異 を生 ず る原 因 と して は,ル ール 化 の もた らす パ フ ォー マ

ンス の低 下 や コス ト増 を ど うみ る か とい う態度 の ほ か,個 人 情 報 の 「流

通」 に対 す る考 え 方 の差 異 が 少 なか らず 関係 してい る よ うに思 わ れ る。

何故 な ら 「本 人 不知 」,即 ち 「本 人 の知 らない うちに個 人 情 報 が 収集 ・

利 用 され,そ の よ うな傾 向 が拡 大 す る こ と」 は,元 来 ハ ウス ・リス トに

つ い ては 問 題 とな る余 地 は 少 な く,そ れ は多 分 に 「情 報 の流 通」 と結 び

つ いた 問 題 意 識 で あ ろ う。

ル ール 化 を支 持 す る グル ー プの場 合,「 本 人 不 知」 を重 視 し,ま た特

に値 入 プ ライバ シー を重 視 す る企 業 は,情 報 の 「外部 流 出」 を問 題 と し

てい るが,こ れ らの 企 業 は,ル ール 化 に よって 個 人情 報 の流 通 が何 らか

の形 で規制 対 象 とな る こ とを容 認 し,あ るい は 少 な くと もあま り問題 と

してい ない と も考 え られ るo

勿 論 この グル ー プの 企業 の場 合 で あっ て も,ハ ウス ・ リス トを主 体 と

しなが ら新 規 顧 客 の 開 拓 の た め,ア ウ トサ イ ド ・リス トの収 集 を行 っ て

い る者 が 少 な くな い。 しか し前 述(3.1.2,3.1.3)の よ うに,ア ウ トサ

イ ド ・リス トの 主要 な もの は,同 一 資本,同 一 系列 等 の企 業集 団 に お け

る顧客 リス トの共 同 利 用 で ある。 そ れ は いわ ば企 業 集 団 に おけ るハ ウス

・リス トと もい うべ き もの で あ っ て,流 通 市 場 か ら得 た 個 人 情報 では な
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い。 流通 市 場 か ら得 た 個 人 情 報 を利 用 し よ うとす る者 は,そ の よ うな企

業集 団 の外 部 か ら新 た に小 売 市場 に参 入 しよ うとす る企 業 で あ る。

次 に ル ール 化 を 「な るべ く避 け た い」 とす るグ ル ー プの場 合 は,ル ー

ル化 に よ るパ フ ォー マ ンス の低下 や コス ト増 を忌避 す る意 識 が 強 く,個

人 情 報 の 「外 部 流 出」 を問 題 とす るが,悪 質 な業 者 は 自由競 争 の 過程 で

淘 汰 され る こ と を期 待 して い る と思 わ れ る。 この よ うな規 制 に 対 す る 消

極 的 評 価 か ら,自 己 情 報 に 対 す る コ ン トロール と結 びつ い た 「本 人不 知

」 の問 題 意識 が 比 較 的軽 視 さ れ てい る と思 われ る。 個 人 情 報 の 流 通 に 対

す る評 価 は必 らず し も一定 し ない よ うで あ るが,い ずれ に して も規制 を

好 ま な い とい う態 度 が 先行 して い る と考 え られ る。 な お,名 簿 業 者 か ら

個 人 情 報 を得 て い る企 業 に,ル ー ル化 に対 して比 較 的,消 極 的 な傾 向 が

み られ る(表32)の も,こ の よ うな事 情 と関連 して い る よ'うに 思わ れ

るo

ル ー ル化 を否 定 す る グル ー プの場 合 は,事 務 効 率 や コス ト面 で の マイ

ナ ス評 価 の ほ か に,個 人 情 報 の流 通 を重視 す る意 識 が強 い の では ない か

と考 え られ る。 そ の よ うな 観 点 か らル ール化 に対 して 消極 的 な態 度 を と

る企 業 が 少数 に と どま って い る理 由 と して は,わ が 国 の場 合,米 国 の よ

うな企 業 間 の 顧 客 デ ー タの 売 買,あ るい は企 業 の需 要 に 適合 した顧 客 デ

ー タを作 成 ・供 給 す る デ ー タ ・ビ ジネ スが 現状 で は 少 ない こ とを挙 げ得

るで あ ろ う。

(注)

経済 企 画 庁 の委 託 に よる商 事 法務 研 究 会 の 実 態 調 査(60年11月 ～

12月 実 施)で は,本 人 以 外 か ら個人 情 報 を収 集 してい る企 業 の割 合

の多 い業 種 と して 不動 産業(50%)が 挙 げ られ て い る。今 回の 調査 で

は,不 動 産業 に つ い て は ル ー ル化 に消極 的 な評 価 は さ れ てい ない が,

調 査 票 の 回収 率 自体 が 他 の業 種 に比 べ てかな り低 くな ってい る(約19%

;全 体 の 回収 率は 約35%)
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表32個 人 情 報 の収 集 源 とル ーソレ化 に関 す

る意 見 との関 連

(問4と 問7-Aの クロス集計)

ル ー ル 化 に 関 す る 企 業 の 意 見

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 合

必 優 必積1 な あ ・ル む 極 不 そ
先 ● ノレ る る利 でを 力

要 の 要利) べ(用 あえ 避
(ノ レ (用 く個 をれ な け
プ1 個 と 遊人妨ばい る

ラ ル 人両 け精げ受) べ
の

イ) 情立 る報な入 き
ノく 報す べ のい れ で 計
シ の る き集 ル も あ

| 集 ル で積1止 る 明 他

① 自 社(販) 44

25.0%

88

50.0%

30

17.0%

7

40%

7

40%

0

0.0%

176

100.0%

個

人

② 自社(販 外) 7

25.0%

15

5a6%

4

143%

2

7.1%

0

ρ0%

0

0.0%

28

100.0%

情

報
③ 公 開 8

25.8%

13

41.9%

7

22.6%

1

32%

2

6.5%

0

0.0%

31

100.0%

の

収
④ 名 簿 業 者 2

154%

7

538%

4

30.8%

0

α0%

0

00%

0

α0%

13

100.0%
集

源 ⑤ 他 社 3

27.3%

6

54.5%

2

1&2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

11

100.0%

⑥ そ の 他 1

1q7%

3

500%

2

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

6

10α0%

65 132 49 10 9 0 .265△
ロ 計 245% 49.8% 1&5% a8% 3.4% α0% 100.0%

以 上 の よ うに個 人 情 報 に関 す る ル ー ル化 は,特 に個人 情 報 の流 通 に関

連 して,既 成 市 場 に新 規 参入 し よ うとす る企 業 と,既 成 市 場 で商 圏 を維

持 ・拡大 しよ う とす る企 業 あ るい は企 業 集 団 との経済 的 な利 害 対 立 の 側

面 を持 ってい る。

そ の よ うな側 面 を持 ちな が らも,ダ イ レク ト・マー ケ テ ィ ン グ の進 展

は,電 算 処 理 に よる個 人 情 報 の急 激 な拡 大 とい う共通 の 現 象 を これ らの

企業 に もた ら しつ つ あ る。

今 回 の調 査 で,回 答企 業 の殆 どが,ル ール化 に対 す る考 え 方 の相異 を

こえ て,企 業 の個 人情 報集 積 の もた らす個 人 プ ライバ シー へ の 影 響 に 関
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し,強 い 問題 意 識 を抱 い てい る こ とが 明 らか とな った こ とは,特 に注 目

され るべ きで あ ろ う0

3.3.6ル ー ル 内容 につ い て … …… 個 人 情 報 の 収集 ・利 用上 の問 題点

一 般 に考 え られ るル ー ル 内容 の うち,ル ール の定 め方 に よって は,販

売促 進 を 目的 とす る個人 情 報 の収 集 ・利 用 が や りに く くな る もの が あれ

ば,指 摘 して ほ しい とい う質 問 に対 す る回 答 と して は,「 アク セ ス権」

が最 も多 く(50.8%),「 利 用 をや め させ る権 利」(42.4%),「 個 人

情報 シ ス テ ム存 在 の公 開」(39.0%),「 目的 明示 」(36.7%),「 適

正 な管 理 の基 準 」(29.4%),「 セ ン シテ ィ ブ な情 報 の収集 制 限」(23.

7%)の 順 とな って い る(図20)。

図20ル ール 内容 の うち,ル ール の 定 め 方 に

よって は個 人情 報 の集 積 ・利 用 が や り

に く くな る もの

(問8)'

(複 数 回答)

(回 答者数177社)

0202030405060
111111

① どの よう媚 人情羅 どの ように収 集・1

利用 してい るか本人 が知 り得 る○ に社
.

す る。(69)

② 思 想,信 仰,病 歴 等 特 定 の事 項 に つ い

て 収 集 を制 限 す る。

③罐 麟 鷲 は的外使用語
)1

④鷹 籔 ㌶ ㌫ 鯵態ξ1

理 に関 す る統一 的 な基 準 を設 け る。(52)

⑤ ・本 人 は,収 集,利 用 さ れ て い る 自分 の

情 報 に つ いて 閲 覧 し,誤 りを訂 正,削

除 す る こ とが で き る もの とす る。(90)

⑥ 本 人 は 自分 の 情 報 が 利 用 され る こ とを

や め させ る こ とが で き る、もの とす る。

(75)

(42)[==コ

139.O%

136.7

129.4

150.8
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(注1)業 種 別 に,一 応 問 題 点 を指 摘 す る企 業 の割 合 が 多い もの を挙 げ る と

(回 答 者 数 が少 な い た め業種 別 の傾 向 とは い い きれ な い が),次 の と

お りで あ る。(表33)

食 品 卸 … … … 「ア ク セス権 」(66.7%)

ス ー パ ー … …… 「目的 明示」(70 .0%),「 アクセス権 」(60・0%)

証 券 … …… 「公 開」 「収集 制 限」 「管 理」(各60.O%)

出 版 … … … 「公 開」(60.O%)

情 報 ・通 信 …… … 「ア ク セス 箱」 「利 用 をやめ させ る権 利」(各

100.O%),「 公 開」(75.0%)

表33ル ール 内 容 の うち,ル ール の定 め方

に よって は個 人 情 報 の 集 積 ・利 用が

や りに く くな る もの(主 要 業 種 別)

(問8)

(複 数 回答)

①
個積実
人 ・を
情利公
報用聞
のの
集事

②
セ な 制
ン惰 眠

シ報

テ の
イ収

グ集

③
目

的

明

示

④
適 準
正 を
な 定
管 め
理 る.
基

⑤

本 ス

人 権

に を

ア 認

ク め
セ る

⑥

、本 報 止

嚥
個用認
人 さめ
精 しる

回

答

者

① 食料 品卸 売 2
3&3%

1
16.7%

"
3

50.0%
1

167%
4

667%
3

50.0%
6

100.0%

② 百貨店 ・月販 7
2&0%

9
360%

12
48.0%

6
24.0%

13
520%

9
36.0%

25

10α0%

③ ス ー パ ー
5

5α0%
1

10.0%
7

70.0%
4

400%
6

60.0%
5

・50
.0%

10
100.0%

④ 自動 車販 売 2
28.6%

2
2&6%

3
42.9%

3
42.9%

3
429%

3
42.9%

7
100.0%

⑤ 証 券 業 3
60.0%

3
60.0%

1
20.0%

ぎ

60.0%
1

20.0%
2

40.0%
5

100.0%

⑥ 生 保
4

444%
1

11.1%
3

333%
2

222%、

5
55.6%

4
44.4%

9
100.0%

⑦ ホテ ル旅 館
ミ

1
250%

2
50.0%

3
750%

3

75.0%一

2
50.0%

1
.25.0%

4
10α0%

⑧ 出 版 3
60.0%

2
40.0%

1
20.0%

2
40.0%

2
40.0%

2
40.0%

5
100.0%

⑨ 情 報 ・通 信
3

-・75.0%

2
5.0.0%

1
25.0%

1
25.0%

4
100.0%

4
100.0%

4
100.0%

⑩ 電 気 機 器 3
42.9%

2
28.6%

1
14.3%

1
14.3%

4
・571 .%

4
57.1%

7
100.0%

全 業 種 69
.390%

42
237%

65
.367%

52
29.4%

90
50.8%

75
424%

177
100.0%
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(注2)な ぜ個 人情 報 の 収 集,利 用 が や りに く くな るか とい う理 由 に つ い て

の回 答者 の説 明 を整 理 す る と,次 の とお りで ある。

① 「公 開」

・方 法 次第 では,事 務 費 ,郵 送 費等 の コス トが莫 大 な もの とな りか

ね ないo

・本 人へ の通 知 は量 か らみ て不 可 能。

② 「収集 制 限 」

・(生 保)病 歴 の収 集 は営 業 上必 要。

・(生 保)外 務 員 の メモ,手 控 え な どま で規 制 対 象 に され る と企業

と しては責 任 を持 て な い。

・(広 告業)収 集 す る情 報 の 制 限 は困 る。 情 報 は制 限 しな い で,本

人 に よる訂 正 ・削 除 を広 く認 め る こ とに よ って弊 害 を避 け るべ き

で あるo

③ 「目的 明示」

・個 人情 報 は 多 様 な価 値 を持 っ てい る の で,一 定 目的 の範 囲 に利 用

を制 限 され る と,流 動 的 な企 業 活動 の展 開 に支 障 を来 す お それ が

あ るo

・事 業 目的 は営 業 活 動 の 中 で 変化 す る ことが多 く,「 目的」 の範 囲

が 弾 力性 を欠 く と,営 業 活 動 の妨 げ と なる おそ れ が あ る。

・ 「目的」 の 明確 化 は難 しい。 「目的 明示 」 を制 度 化 して も事 実 上

他 目的 使 用 を制 限 し得 ない の で は ない か。

・ 「目的」 を示 す こ とは 可能 だ と して も,そ の 目的 の た め に どの よ

うな手 順 で個 人 情 報 が 利 用 さ れ る か を理解 させ る こ とは,個 人 に

知 識 差 が あ り容 易 では ない。

・目的 に よる制 限 が あ る と関 連 企業(同 一 資本,同 一 系 列 等 の提 携

先)と の個 人 情 報 の 相 互 利 用 がや りに く くな る おそ れ が あ る。

④ 「管理 の基 準 」

・関 連企 業 との間 の個 人 情 報 の相 互 利 用 も 「外 部 提 供 」 と して規制

され る とや りに く くな るo

・個人情報 に関 し,入 力作業の外注 を 「外部提供 」とみなされる と困る。
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⑤ 「ア ク セス 権」

・管 理 事 務 量 の肥 大化 す る おそ れ が あ る。

・や り芳 しだい で は,事 務 費,郵 送 費等 の コス ト増 大 のお そ れ が あ

るo

・ア ク セ ス権 の対 象 とな る個 人 情 報 の範 囲,権 利 の 内容 等 に つ い て

判 断 基 準 を慎 重 且 つ 明確 に定 め ない と個 人 と企業 との見 解 の相 異

に よ る トラ ブル が 多発 す る であ ろ う。(同 旨2件,な を この問 題

は 次 の⑥ に も該 当 す る。)

⑥ 「利 用 をや め させ る権 利」

・個 人 情 報 の 利 用 拒 絶 が増 加 す れ ば個 人 情 報 の 利用 を有 料化 せ ざ る

をえ な くな り,企 業 の収 支 が 圧 迫 され る で あろ う。

・ダ イ レ ク ト ・マ ーケ テ ィン グ に よる顧 客 動 員 が や りに く くなる。

・利 用 の差 止 めは 目的 外使 用 に限 るべ きで あ る。

・削 除 の対 象 は 不 正 確 な情 報 に限 るべ きで あ る(ア ・ク セス権 のみ 認

め る)。

(そ の 他).

以 上 ① か ら⑥ ま で,い ずれ をル ール化 して も企業 側 で何 らか の対

応 が 必 要 とな りコス ト増 の要 因 と な るのは 避 け難 い との指 摘 が あ る。

一189一



付 ・回 答 者 の 「そ の他 意 見」(自 由記 入 欄)

ル ー ル作 成 等 につ い て,自 由記 入 欄 に書 かれ た 意 見 を整理 す る と次の と

お:りで ある。

① ル ール化 に反 対 す る意 見

・ル ー ル の た め のル ール に な りが ち で あ るb

・ル ール化 す る と複 雑 で細 か く規 定 され,角 を矯 め て 牛 を殺 す 結 果 とな

るo

・ル ール は信 用 で きな い。 個 人情 報 に関 しては,当 事 者 の契 約 を 中心 と

して,社 会 の 中 で 自然 発生 的 に ル ール が作 られ る の を待 つ べ き で ある。

・個 人 情 報 を企 業 が善 意 で 利 用 す る限 りノレー ル は不 要 で あ り,ま た悪 質

な利 用者 は 自 由競 争 の 中 で 自然 に淘 汰 され るで あ ろ う。

・個 人 め 信 用 情 報 に 関 して は一 定 の ル ール 化 が必 要 で あ るが,販 売促進

を 目的 とす る個 人 情 報 に つ い て ル ー ル化 は 必要 と思 わ ない。 安 易 な プ

'
ライバ シ ー保 護 論 争 は む しろ情 報化 社会 に逆行 ず る。

② ル ール に よる規 制 の対 象 を限定 す べ し とす る意 見

・ハ ウス ・ リス トに つ い て は トラブル を生 ず る余 地 は ない。 問 題 は個 人

情 報 の売 買 に あ り,情 報 の売 買 を対 象 と してル ール を作 るべ き であ る。

(売 買 され る情 報 の 範 囲 に よって,届 出 の必 要 の 有 無,販 売 先 の 開示,

アク セス 権,利 用 差 止 め権 の範 囲 等 に つ いて キ メ細 か く規 定 す べ きで

あ る。)

・ハ ウス ・リス トに つい て は 自由 に活 用 で きる よ うに し,規 制 す べ きで

な い。(セ ン シ テ ィ ヴな情 報 の収 集 制 限 と,本 人 の ア ク セス に よる誤

りの訂 正 の み認 め るo)

・ル ー ル化 の 対象 は個 人 情 報 を 売買 の対 象 とす る業 態 に限 るべ き で あ る。

・個 人情 報 の外 部 提 供 の み を規 制 すべ き で あ る(同 旨2件)。

③ ル ー ル化 を必 要 とす る 意 見

・営 業 最優 先 で は必 ず つ まず きが 出 る。 個 人情 報 の 利 用 促 進 の た め に も,

基 本 的人 権 を尊重 した ル ー ル 化 が 必要 で あ る。

・営 業 活 動 に 若干 の支 障 は あ るか も しれ ない が,悪 質 業 者 を駆逐 す るた

めの ル ール 化 が 必 要 で あ る。
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・個 人 名 の ない情 報 で あ っ て も複合 検 索 に よ り個 人識 別 が 可 能 で あ る。

目的 外 使 用 の禁 止,ア ク セス 権 の保 障 に よる厳 重 なル ー ル化 が 必要 で

あるo

・個 人 情 報 は売 買 の 対 象 と して拡 が るおそ れ が あ り,、個 人 に被 害 の ない

よ うル ール が 必 要 で ある。

・外 部 流 用 ,目 的外 使 用 防止 のた め ル ール 化 が 必 要 で あ る。(同 旨2件)

・情 報 の収 集,外 部 提 供 に つい て は 本 人の 了解 が必 須 で あ る。

・ハ ウス ・ リス トは企 業 の財 産 で あ り,社 内 ル ー ル に よる適 正 な管 理

は 企 業 の 責 任 で あ る。

④ そ の他 ・

⑦ ル ール の 運 用 等 に 関 す る意 見

・ル ール 化 す れ ば 各 種手 続 が複 雑 化 し,企 業 の管 理 運 営 コス トが上 昇

しが ち で あ る。 ル ー ル の運 用 に当 っては,悪 質 な違 反 者 を排 除 す る

こ とに 重 点 を お くべ きで あ る。

・悪 質 な情 報 利 用 は 法 で取 締 る こ とも必要 だ が ,一 面 法 は免 罪 符 とな

り法 を潜 脱 す る行 為 を助 長 す るお それ もあ る。 国 民 レベル での倫理

感 の高 ま りが 必要 で あ る。

・最 少 限 の 法 的 ル ー ル は 必要 だ が ,個 人 の ア ク セス を容 易 にす る と権

利 乱 用 の お そ れ も生 ず る。 業 界 に よる 自主 的 ル ールが 必 要 で ある。

・企 業 の 情 報 処理 部 門 を専 門機 関 に よ り監査 す る体 制 の確 立 が 必要 で

あ る。

θ)ル ー ル 作 りに 関 す る意見

・ リス ト ・名 簿業 者 に つ い ては 別 の ル ール が必 要 で あ る。

・各業 界共 に 特徴 が あ り,画 一 的 な ル ール は無 理 で あ る。

業 種 別 に キ メ細 か い取 り決 め が 必要 で ある(生 保,自 動車 販 売)。

・公 開 ・収 集 制 限等 ゆ るい ル ール か らス ター トす るの が望 ま しいo

・ 「アク セ ス権 」 に 関 して は情 報 提供 者 を知 る権 利 の保 障 が 必要 で あ

るo

・ル ー ル化 の 時期 に つ い て も,業 種業 態 に よ り必 要 度 が 異 な るの で画

一 的 に判 断 でき な い。

〉
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・ル ー ル化 の形 態 につ い て は,

業 界単 位 の 自主 的 ル ー ルが 望 ま しい(生 保)。

権 力 的統 制 は避 け るべ き で あ る(証 券)。

法 や行 政 の介 入 は 望 ま し くない。 自然発 生 的 な ル ー ル づ く りが望 ま

しい(教 育 出版,ガ ス)

(ウ)そ の 他

・公 的部 門 に お け る個 人 情 報 につ い て は法 律 に よる保 護 が必 要 で あ る

が,民 間部 門 で は,個 人 情 報 を一部 の企 業 や 団 体 が独 占的 に 収集 ・

利 用 す る こ とは望 ま し くな い。

個 人情 報 は,標 準 化 され た情 報 と して誰 で も利 用 で き る よ うに す る

こ とが望 ま しい。
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… 麟 笠 当
企業 がダイ レク ト・マーケテ ィング(注1)等 販売促進 の目的で行 う個 人情報(注

2)の 収 集 ・利 用 に つ い て,下 記 の 質 問 に お 答 え 下 さ い 。

(注1)

こ こ にい う 「タ イレ ク ㌧・マTケ7イ ン グ」 と{ま,企 業 が カ タ『 クtt
.など商tt案 内の郵 送,電 話 に

よ る勧 誘 等の 方法 で直接 顧 客 に対 して 販売 活動 を行 うこ とを意味 します。

(注2)

「個 人情 報」 とは,他 人 と区別 して特 定 で きる個 人 に関 す る情報 を意味 します。

ダ イ レ ク ト ・マー ケテ ィ ングの 目的 で企業 が収 集 ・利用 してい る個 人情 報 の内容 は必 ず しも・一定

して お りませ んが,① 個人 を特定 す るため の情報 で あ る氏名,住 所,電 話 番号 は 各企業 に ほぼ共 通

して お り,次 いで② 個 人の基 本 的属 性 を示 す性 別,生 年 月 日,職 業,勤 務 先,家 族 構成 が 多 く,③

商 品等 の購 入歴,趣 味,収 入 など も企業 が販 売促 進 を図 る うえで 重要 な個 人情 報 とみ られ て います。

(問1パ 郵 送Cよ るカ タ ログ な どの商 品案 内 につ い℃ 次 の間 にお答 え下 さい。

(間1-A)ど の程 度 案内 が来 ます か。(該 当 す る もの に レ印 をつけ て下 さい。)

口 ① しば しぼ 来 る。 口 ③ あ ま り来 ない。

口 ② とき どき来 る。 口 ④ 来 な い。

(問1-B)以 下,上 記 問1-Aの ①② に該 当す る場合 の みお答 え下 さい。

どの程 度 み ます か。(該 当す る もの に レ印 をつ けて下 さい。)

口 ① よ くみ る。 〔]④ あ ま りみ ない。

口 ② ひ ととお りみ る。[コ ⑤ み ない。

口 ③ 関心 の あ る もの だ けみ る。

(問1_c)ど の横 跳 ます か:(該 当す る もの。 レ印 をつ けて下 さご、.)
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口 ① しば しば買 う。

口 ② と きど き買 う。

口 ③ あ ま り買 わ ない。

口 ④ 買 わな い。

(問1-D)迷 惑 した ことが あ りますか。(該 当 す る もの に レ印 をつ けて下 さい。)

口 ① しば しばあ る。

口 ② とき ど きあ る。

口 ③ 回数 は少 な いが あ る。

口 ④ あま りない。

[コ⑤ ない。

(問1-E)上 記間1-Dの ①② ③ に該 当 す る場 合 のみ お答 え下 さい。

迷 惑 した理 由 は次 の どれ で すか。(該 当 す る もの に レ印 をつ けて下 さい。複 数 記入

可。)

[コ ①欲 し くな い ものにつ い ての案 内が 多過 ぎ る。

口 ②欲 し くな い もの につ い ての案 内が い つ まで もしつ こ く来 る。

口 ③ 宛 名 や住 所 に間違 いが あ る。

口 ④ い な くな った家族 宛 に たび たび来 る。

口 ⑤ 自分 に関 す る情報 が 相手 に知 られ て い る こと 自体,不 快 であ る。

口 ⑥ その 他(具 体 的 に記 入 して下 さい。)

[
(問2)電 話 によ る商品 の 売込 み につ いて,次 の 間 にお答 え下 さい。

(問2-A)

]
どの程 度 電 話 に よ る売 込み が あ り ます か。(該 当 す る も(?に レ印 をつけ て下 さい。)
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口 ① しば しば あ る。

口 ② と きど きあ る。

口 ③ あ ま りな い。

〔]④ ない。

(間2-B)(以 下,上 記問2-Aの ①② に該 当す る場合 の みお答 え下 さい。)

どの程度 買 い ます か。(該 当す る もの に レ印 をつ けて下 さい。)

口 ① しば しば 買 う。

口 ② ときど き買 う。

口 ③ あ ま り買 わな い。

口 ④ 買わ な い。

(問2-C)迷 惑 した ことが あ りますか。(該 当 する もの に レ印 をつけ て下 さい。)

ロ ① しば しば あ る。

口 ② と きど きあ る。

口 ③ 回数 は少 な いが あ る。

口 ④ あ ま りな い。

口 ⑤ ない。

(間2-D)上 記 問2-Cの ① ②③ に該 当す る場合 のみ お答 え下 さい。

迷 惑 した理 由 は次 の どれで すか。(該 当 す る もの に レ印 をつ け て下 さい。複 数 記入

可 。)

[コ① 欲 し くない もの につ いての勧 誘 が 多い。

口 ② 欲 し くないの に しつ こ く勧誘 され る。

口 ③忙 しい と きや,く つ ろい でい たい ときに電 話 され る。

口 ④ い な くな った家 族 宛 にた びた び電 話 され る。

口 ⑤ 自分 に 関す る情 報 が相 手 に知 られて い るこ と 自体;不 快 で あ る。

口 ⑥ その 他(具 体 的 に記 入 して下 さい。)
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[ ]
(問3)企 業 が ダ イ レク ト・マー ケテ ィ ング等の 目的 で,コ ンピュー タ を用 い大 量 の個 人情 報 を蓄

積,利 用 してい る ことに,こ れ まで関 心 を持 った こ とが あ りますか。(該 当 す る もの にレ印

をつ けて下 さい。)

口 ① おお い に関心 を持 って い る。 口 ④ あ ま り関心 を持 った こ とが ない。

〔]② ひ と とお りの 関心 を持 って い る。 □ ⑤ 関心 を持 った こ とが ない。

〔コ ③ 多少 の関心 を持 って い る。

(問4)企 業 が ダ イ レク ト・マー ケテ ィ ング等販 売促 進 の 目的 で大 量の個 人情 報 を収 集,利 用 して

い る 二とにつ い て どの よ うに考 え ます か。(あ なたの考 えに近 い もの を下 記 の うち か ら三 つ

以 内選 んで,レ 印 をつ けて下 さい。)

口 ① 集め られ た個 人 情報 に は,他 人 に知 られ て 困 る もの や,間 違 って い る もの は少 な

い と思 う。

口 ② 個 人 情報 を集 め た それ ぞれ の企業 が 少 し注意 をすれ ば,プ ライバ シー を侵害 す る

よ うな問題 の 起 こ る余地 は少 ない と思 う。

口'③ 個 人 情報 の集 積 自体 が問 題 にす る程 は進 展 しな いで あろ う。

口 ④ 個人情 報 の収 集,利 用 に 多少の 問題 が ある として も,そ れ に よ っ・て個 人の需 要 に

適 合 した商品 等 の供給 が促 され る とい うプ ラ スの 効果 が 大 きい か ら,あ ま り気 に

しない方 が よい と思 う。

口 ⑤ 個 人 情報 が集 積 さ れ る と,集 め た企 業 以外 の 第三 者 に悪 用 され た りして,情 報 を

集 め られ た個 人や その 家族 に とっ て思 いが け ない不 利 な使 わ れ方 をされ る危険 を

生ず る と思 う。 、

口 ⑥ 収 集 した情報 を他の 目的 に使用 され る危険 を生ず る と思 う。

〔]⑦ 個人 の情 報 につ い て間違 った情 報 が記録 され た り,古 い情 報 が更新 され ない ため,

迷 惑 す る可能 性 が あ る。
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口 ⑧ 欲 し くない 商品広 告 の 郵送 が増 えて迷 惑す る可能 性 があ る:

口 ⑨ 電話 や訪 問 に よ るセー ル スで迷惑 す るケー ス が増 える と患 う。

口 ⑩ 個 人情報 が本 人の知 らな↓・うち に収 集,利 用 され る こ とは,そ の こ と自体 が問 題

で あ る と思 う。

(問5)企 業が 販 売促進 の た め個 人情 報 を収集,利 用 す る こ とは,現 状 で は営 業 活 動 自 由の原 則

に よ り認 め られ て い ます。

これ に対 し個人 情 報の 取 扱 いに関 して問題 が あ れ ば,対 策 と してル ー ル を作 るべ きだ と

い う考 え方 が あ り ます。

これ につ い て次の 間 に答 え て下 さい。

(問5-A')ル ー ル を 作 る こ と は 必 要 と思 い ます か 。(該 当 す る もの に レ印 を つ け て 下 さい 。)

口 ① ルー ル を作 る必 要 は な い。

口 ② 現状 で は必要 ない が,将 来 問題 が生 じた場 合 はルー ル を作 る こ とが 必要 であ る。

口 ③ ルー ル を作 る必要 が あ る。

口 ④ わか らない。

口 ⑤ その他(具 体 的 に ご意 見 を記入 し補 足 して下 さい。)

[ ]
(問5-B)上 記 問5-Aの ②③ に該 当 する場合 のみ お答 え下 さい。

ル ール の 内容 と しては,一 般 に次 の よ うな ものが挙 げ られ てい ます。 この うち あ

なた が特 に必 要性 を強 く感 ず る もの があ れ ば,三 つ以 内 を選 ん で レ印 をつ けて下 さ

い。

口 ① どの よ うな個 人情 報 を どの よ うに収 集,利 用 し
.てい るか本 人 が知 り得 る よ うにす

る。
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口 ② 思 想,信 仰,病 歴 等特 定 の事 項 につ い て収集 を制 限 す る。

[コ ③収 集 目的 を明確 に し,目 的 外使 用 を原則 と して禁 止 す る。

[コ④ 正 確 で な るべ く新 しい個 人情 報 と して保 有 され,外 部 へ 洩 れ な い よ う維持 管 理 に

関 す る統 一 的 な基準 を設 ける。

口 ⑤ 本 人 は,収 集,利 用 され て い る 自分 の情 報 につ い て閲覧 し,誤 りを訂 正,削 除す

る こ とが で きる もの とす る。

口 ⑥ 本 人 は 自分の 情報 が 利用 され る こ とをや め させ る こ とが で きる もの とす る。

,

○ 以上 に関連 して ご意見 が あ れば,ご 教 示下 さい。
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… 騰:き(一]

企業が ダイレ ク ト・マーケテ ィング(注1)等 販売促進 の 目的で行 う個 人情報(注

2)の 収集 ・利用 について,下 記 の質問 にお答 え下 さい。

(注1)

ここに い う 「ダ イ レク ト ・マ ー ケテ ィング」 とは,企 業 が カ タロ グな ど商 品案 内の郵送,電 話 に

よ る勧誘 等の 方法 で直接 顧 客 に対 して販 売活 動 を行 うこ とを意 味 します。

(注2)

「個 人情 報」 とは,他 人 と区別 して特 定 で きる個 人 に関 す る情報 を意味 します。

ダ イレ ク ト ・マ ー ケテ ィ ングの 目的で 企業 が収集 ・利用 して いる個 人情 報の 内容 は必 ず しも一 定

してお りませ んが,① 個 人を特定 す るた めの情 報 で ある 氏名,住 所,電 話 番号 は各 企業 にほ ぼ共通

してお り,次 いで② 個 人の 基本 的属 性 を示 す性 別,生 年 月 日,職 業,勤 務 先,家 族構 成 が 多 く,③

商 品等 の購 入歴,趣 味,収 入 な ど も企業 が販 売促進 を図 る うえで重要 な個 人情 報 とみ られて い ます。

(問1)貴 社 は,販 売 促進 の ため,個 人 情報 を利 用 してい ます か。(該 当す る もの に レ印 をつ けて

下 さい。)

口 ① 利 用 して い る。

口 ② 利 用 して いな い。

(問2)貴 社 は,販 売促 進 の観点 か らみ た個人 情 報 の今 後 の必 要性 につ い て,

す か。(該 当す る もの にレ印 をつ け て下 さい。)

[コ① お お いに必要 で あ る。

口 ② 必要 で あ る。

口 ③ あま り必 要 で ない。

口 ④ 必要 で ない。

口 ⑤ わか らない。

どの よ うに考 え ま

(問3)自 社 で個人 情報 を蓄 積,利 用 して い る場 合 のみ お答 え下 さい。

貴社 は,個 人 情報 を蓄 積 し利 用 す るに当 た って,コ ン ピュータ を使 用 してい ますか。(該 当
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す る もの に レ印 をつけ て下 さい。)

口 ①使 用 して いる。

口 ②使 用 してい な い。

(問4)上 記 問1の ① に該 当す る場 合 の みお答 え下 さい。

貴 社 は どの よ うに して個 人情 報 を利 用 して い ます か。(該 当 す る ものの すべ て に レ印 をつ け

て下 さい。)

口 ① 自社の 販 売活動 か ら得 た個 人情報 を利用 してい る。

口 ② 自社が 販 売活動 以外 で得 た個 人情 報 を利 用 して い る。

ロ ③ 公 開 され た資料 か ら得 た個人 情報 を利用 して いる。

.口 ④ 名簿 業 者 か ら購 入 した個 人情 報 を利 用 して い る。

口 ⑤他 社 の収 集 した個 人情報 を(購 入,交 換,レ ンタ ル,案 内状 発送 の委 託 等 の 方法

に よ り)利 用 して い る。

口 ⑥ そ の他(具 体 的 に記 入 して下 さい。)

[]
(問5)販 売 促進 を 目的 とす る個 人情 報 の利 用 に関 す る企 業 間の 提携 につ い て,次 の問 にお答 え

下 さい。

(問5-A)貴 社 に,他 社 との 間 に そ の よ う な 提 携 を行 っ て い ます か 。(該 当 す る もの に レ印 を

つ け て 下 さ い。)

口 ① 行 っ て い る。'・ ・ ,、 、,'

口 ② 行 っ て い な い。 ・ ・.・ 『… ∵ ・ 一
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(問5-B)上 記 問5-Aの ① に該 当す る場 合 のみ お答 え下 さい。

提携 の 内容 は どの よ うな もの ですか。(該 当す る もの に レ印 をつ け て下 さい。)

[コ① 自社 の販 売促 進 の ため,他 社 が収集 した個人 情報 を利 用す る。

口 ② 他 社 の販 売促 進 の ため,自 社 が収 集 した個 人 情報 を利 用 させ る。

口 ③ 上 記① と② を併 用す る。 ・ ・'

(問5-C)上 記 問5-Aの ① に該 当す る場 合 のみお 答 え下 さい。

貴社 と,提 携 先 であ る他社 とは どの ような間柄 です か。(該当す るもの にレ印 をつ け

て下 さい。)

E]① 同一の資本系統に属する企業(親 会社 と子会社等)

口 ②同一の系列集団に属する企業

口 ③取引先

口 ④同一の協同組織に属する企業

口 ⑤その他(具 体的に記入 して下さい。)

[ ]
(問6)販 売促進 を 目的 どす る個 人情 報の 収集,利 用 につい て,次 の間に お答 え下 さい。

(問6-A)貴 社 は,個 人 の プ ラ イバ シ ーの問題 を どう考 え てい ます か。(該 当す る もの にレ印

をつ け て下 さい。)

口 ① 重 要 視 して い る。

口 ② 問題 意識 を持 って い る。

口 ③ あ ま り問 題祝 して い ない。

口 ④ 問 題祝 して い ない。
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口 ⑤ わ か らな い。

(問6-B)上 記問6-Aの ①② に該 当 する場合 の みお答 え下 さい。

わが 国の企 業全 般 の 問題 と して捉 えた場合,個 人 のプ ライバ シ ー につ いて は,ど の

ような こ とが 問題 にな り得 ると思 い ます か。(該当す る ものの うち主要 な もの 三つ 以

内 に レ印 をつ けて下 さい。)

口 ① 他 人 に知 られ た ぐない情 報 まで収 集す る。

口 ② 販 売促 進 と無 関係 な情 報 まで収集 す る。

口 ③ 収 集 した 情報 を他 の 目的 に使 用す る。

口 ④ 収 集 した 情報 が,収 集 した企 業の外 部へ 流 れて個 人 が迷惑 す る。

E]⑤ 間違 った情 報 が記 録 され,個 人が迷 惑 す る。

口 ⑥ 古 い情報 が更新 され な いため個 人 が迷惑 す る。.

〔]⑦ 電話 や訪 問 に よるセー ル スで個 人 の迷惑 す る ケー スが 増 え る。

口 ⑧ 的 はず れの ダ イ レ ク トメー ル が増 え る。

口 ⑨個 人情報 が 本 人の 知 らな い うち に収集,利 用 され,そ の よ うな傾 向 が拡 大 してゆ

く。

(問6-C)上 記問6-Aの ③ ④ に該 当す る場 合 のみ お答 え下 さい。

問題 祝 しないの は なぜ です か。(該当 す る もσ～の うち主 要 な もの二 つ以 内 に レ印 をつ

け て下 さい 。)

ロ ①販 売 促進 の ため 収 集 され る個 人情報 は,内 容 か らみ て問題 とな る余 地が す くない。

口 ②電 話 や訪 問 に よる強引 なセー ルス は,今 後次 第 に淘汰 され るであ ろ う。

[コ③ 今後 個 人情 報 が集積 す れ ば的 はず れの ダ イレ ク トメー ル は減 少す るで あ ろ う。

口 ④ 今後 個 人情 報 の メ ンテナ ンスが 改善 され て誤 りが 減少 し,情 報 の 鮮度 も確保 され

る であ ろ う。

口 ⑤ わ が国 で は個 人の プ ラ イバ シー の意 識が あ ま り強 くない。
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口 ⑥ そ の他(具 体 的 に記 入 して下 さい。)

[ ]
(問7)企 業 が販売 促進 の ため個 人 情 報 を収 集,利 用 す る こ とは,現 状 で は営 業活 動 自由 の原 則

に よ り認 め られ てい ます 。

これ に対 し,個 人情 報 の 取扱 い に関 して問 題 が あれ ば,対 策 と してルー.ルを作 るべ きだ

とい う考 え方 が あ ります 。

これ につ い て次 の間 にお答 え下 さい。

(問7-A)ル ール を作 る こ とは必 要 と思 い ますか。(該 当す るものに レ印 をつ けて下 さい。)

口 ① ルー ル作 りは極 力 避 け るべ きで あ る。

口 ② ルー ル作 りは な るべ く避 け るべ きで あ るが個 人情 報 の収 集,利 用 を さ またげ な い

よ うなルー ル で あれ ば受 入れ るこ と も止 む を えない。

口 ③ 今 後個 人情 報 の収 集,利 用 を円滑 に行 うため には,そ れ と両 立 す る よ うな ルー ル

を作 るこ とが,む しろ必要 で あ る。

口 ④ 個 人情報 の 保護 を+分 に考 慮 した ルー ル を作 るべ きで あ り,そ の た め個 人情報 の

収集,利 用 が あ る程 度 妨 げ られ て も止む をえな い。

口 ⑤ わ か らな い。

口 ⑥ その他(具 体 的 に記 入 して下 さい。)

[ ]
・(問7-B)上 記問7-Aの ①② に該 当 す る場 合 のみお 答 え下 さい

。

ル ール作 りを避 け る べ きであ ると考 えるの は なぜ です か。(該当 す る もの の うち主要

な もの二 つ以 内 に レ印 をつ けて下 さい。)
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口 ① ルー ル を作 る と個 人 の意 識 が高 ま り,か えっ,て従 来 よ り も トラブ ル がふ えるで あ

ろ う。 一

口 ② ルー ル を 作 る と個 人情 報の収 集や 利用 がや りに く くな る。

口 ③ ルー ル を作 る と適正 な個人 情報 を維 持 す る ため 高水 準 の 措 置 を講 じなけ れば な ら

な い よ うに な り㍉ 企業 の コス ト増 加や効 率 の低 下 を招 くお それ か あ る:

[コ④ ルー ル を作 る とル ール に違 反 して い ない か ど うか を調 べ るた め の 監査 が必要 とな

り,企 業 の 負担 が ふ える。.

.コ⑤ その 他(具 体 的 に記 入 して 下 さい。)

[、]
(問7-C)上 記問7-Aの ②③ ④ に該 当す る場 合 のみ お答 え下 さい。

ル ール を作 る こ とが必 要 又 は止 むを えない と考 え るの は なぜ ですか。(該当す る もの

の うち主 要 な も『の二 つ以 内 に レ印 をつ け て下 さい。)'

口 ① 個 人情 報 の 急速 な集積 に対 す る世間一般 の不 安 や不 信 感が 高 ま りつつ ある。

口 ② 自社 が気 をつ け て も,ど こか で問 題 が起 これ ば,そ れが 引 き金 となって世 間 一般

の 批 判 が高 まるお それ があ る。

口 ③ 個 人情 報 を利 用 したマー ケテ ィン グの健 全 な 成長 の ため には.あ る程 度 の ルー ・レ

が 必要 で あ る。

二 ④ 個 人情 報 保護 の ルー ル を設 けて い ない国 に対 して は,個 人情 報 保 護 の ルール を設

けて い る国 か らの情 報 の流 入が制 限 され るお それ が あ る。

コ ⑤ その 他 倶 体 的 に記 入 して下 さい。)

[・ …
(問7-D)上 記 問7-Aの ②③ ④ に該 当す る場 合 のみ お答 え下 さい。

ルー ル を作 る時 期 に っい て,貴 社 は どの よ うに考 え ます か。(該当す る もの にレ印 を
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つ け て 下 さ い 。)

口 ① 急 が ず慎 重 に対 処 すべ きで あ る。

〔コ ② で き るだ け早 く作 るべ きであ る。

[コー③ わか らない。'

口 ④ その 他(具 体 的 に記 入 して下 さ い。)

[ ]
(問7-E)上 記 問7-Aの ② ③ ④ に該 当す る場 合 の みお答 え下 さい。

・ル ール の形 態 ど して は,何 が適切 と考 え ます か。(該当す る もの に レ印をつ けて下 さ

い。)

口 ① 企業 ご とに 自主的 にルー ル を作 るこ と と し,必 要 に応 じ業 界団体 等 が協 力す る。

口 ②行 政 指導 によ りルー ル を作 る。・こ

口 ③ ルー ル を定 め た法 律 を制 定す る。

口 ④ わ か らな い。

口 ⑤ その他(具 体 的 に記 入 して下 さい。)

[ ]
(問8)上 記 問7-Aの ②③④ に該 当 す る場合 の み お答 え下 さい。

ル ール の内 容 と して は,一 般 に次 の よ うな ものが 挙 げ られ てい ます。二の うちルー ルの定 め

方 に よっ て は,販 売促 進 を 目的 とす る個 人情 報 の収 集,利 用 が や りに くくな る もの が あ れ

ば,指 摘 して下 さい。(該 当す る ものの番 号 を下記 の[=]内 に記入 して下 さい。複 数記 入

可 。 なお お差支 えな けれ ば理 由 もお書 き下 さい。)

番号記入らん1
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理

[
由

]
① どの よ うな個人情 報 を どの よ うに収 集,利 用 して い るか 本 人が 知 り得 る よ うにす

る。

② 思 想,信 仰,病 歴 等特 定 の事 項 につ い て収 集 を制 限 す る。

③ 収 集 目的 を明確 に し,目 的 外 使 用 を原 則 と して禁 止 す る。

④ 正 確 で な るべ く新 しい個 人 情 報 と して保 有 され,外 部へ 洩 れ ない よ う維 持 管理 に

関す る統 一 的 な基 準 を設 け る。

⑤ 本人 は,収 集、利 用 され て い る 自分 の情 報 に つ いて 閲覧 し,誤 りを訂正,削 除す

るこ とがで きる もの とす る。

⑥ 本人 は 自分 の情 報が 利用 され る こ とをや め させ るこ とがで きる もの とす る。

(問9)以 上 の ほか,ル ー ル作成 等 につい て ご意見 が あ れ ばお書 き下 さい6
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